
○
内
閣
府
令
第

号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十

一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
│
第
三
条
）

第
二
章

金
融
商
品
取
引
業
者
等

第
一
節

総
則

第
一
款

通
則
（
第
四
条
）

第
二
款

金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
五
条
│
第
三
十
五
条
）

［別紙４－２］
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第
三
款

主
要
株
主
（
第
三
十
六
条
│
第
三
十
九
条
）

第
四
款

登
録
金
融
機
関
（
第
四
十
条
│
第
五
十
二
条
）

第
五
款

特
定
投
資
家
（
第
五
十
三
条
―
第
六
十
四
条
）

第
二
節

業
務

第
一
款

通
則
（
第
六
十
五
条
│
第
百
二
十
五
条
）

第
二
款

投
資
助
言
業
務
及
び
投
資
運
用
業
に
関
す
る
特
則
（
第
百
二
十
六
条
│
第
百
三
十
五
条
）

第
三
款

有
価
証
券
等
管
理
業
務
に
関
す
る
特
則
（
第
百
三
十
六
条
│
第
百
四
十
六
条
）

第
四
款

弊
害
防
止
措
置
等
（
第
百
四
十
七
条
│
第
百
五
十
五
条
）

第
五
款

雑
則
（
第
百
五
十
六
条
）

第
三
節

経
理

第
一
款

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
百
五
十
七
条
│
第
百
八
十
条
）

第
二
款

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
わ
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
百
八
十
一
条
│
第
百
八
十
三
条
）

第
三
款

登
録
金
融
機
関
（
第
百
八
十
四
条
│
第
百
八
十
九
条
）
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第
四
款

外
国
法
人
等
に
対
す
る
特
例
（
第
百
九
十
条
│
第
百
九
十
七
条
）

第
四
節

監
督
（
第
百
九
十
八
条
│
第
二
百
八
条
）

第
五
節

外
国
業
者
に
関
す
る
特
例

第
一
款

外
国
証
券
業
者
（
第
二
百
九
条
│
第
二
百
十
四
条
）

第
二
款

引
受
業
務
の
一
部
の
許
可
（
第
二
百
十
五
条
│
第
二
百
十
七
条
）

第
三
款

取
引
所
取
引
業
務
の
許
可
（
第
二
百
十
八
条
│
第
二
百
三
十
二
条
）

第
四
款

情
報
収
集
の
た
め
の
施
設
の
設
置
（
第
二
百
三
十
三
条
）

第
六
節

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
特
例
（
第
二
百
三
十
四
条
│
第
二
百
四
十
六
条
）

第
七
節

外
務
員
（
第
二
百
四
十
七
条
│
第
二
百
五
十
六
条
）

第
三
章

金
融
商
品
仲
介
業
者

第
一
節

総
則
（
第
二
百
五
十
七
条
│
第
二
百
六
十
四
条
）

第
二
節

業
務
（
第
二
百
六
十
五
条
│
第
二
百
八
十
一
条
）

第
三
節

経
理
（
第
二
百
八
十
二
条
│
第
二
百
八
十
五
条
）
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第
四
節

監
督
（
第
二
百
八
十
六
条
）

第
五
節

雑
則
（
第
二
百
八
十
七
条
―
第
二
百
九
十
四
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
百
九
十
五
条
│
第
二
百
九
十
七
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
有
価
証
券
」
、
「
有
価
証
券
の
募
集
」
、
「
有
価
証
券
の
私
募
」
、
「
有
価
証
券
の
売
出
し

」
、
「
発
行
者
」
、
「
引
受
人
」
、
「
金
融
商
品
取
引
業
」
、
「
金
融
商
品
取
引
業
者
」
、
「
目
論
見
書
」
、
「
金
融
商
品

仲
介
業
」
、
「
金
融
商
品
仲
介
業
者
」
、
「
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
」
、
「
金
融
商
品
市
場
」
、
「
金
融
商
品
取
引
所

」
、
「
取
引
所
金
融
商
品
市
場
」
、
「
取
引
参
加
者
」
、
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
、
「
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
、
「

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
、
「
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
、
「
金
融
商
品
」
、
「
金
融
指
標
」
、
「
外
国
金
融
商

品
取
引
所
」
、
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
」
、
「
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
」
、
「
証
券
金
融
会
社
」
又
は
「
特
定
投
資

家
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券
、
有
価
証
券
の
募
集
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、
有
価
証
券
の
私
募
、
有
価
証
券
の
売
出
し
、
発
行
者
、
引
受
人
、
金
融
商
品
取
引
業
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
目
論
見
書

、
金
融
商
品
仲
介
業
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
、
金
融
商
品
市
場
、
金
融
商
品
取
引
所
、
取
引

所
金
融
商
品
市
場
、
取
引
参
加
者
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
外
国

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
金
融
商
品
、
金
融
指
標
、
外
国
金
融
商
品
取
引
所
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
、
金
融
商
品
取

引
清
算
機
関
、
証
券
金
融
会
社
又
は
特
定
投
資
家
を
い
う
。

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
」
、
「
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
」
、
「
投
資
助
言
・
代
理
業
」
、
「

投
資
運
用
業
」
、
「
有
価
証
券
等
管
理
業
務
」
、
「
投
資
助
言
業
務
」
、
「
有
価
証
券
の
元
引
受
け
」
又
は
「
有
価
証
券
関

連
業
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
、
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
、
投
資
助
言

・
代
理
業
、
投
資
運
用
業
、
有
価
証
券
等
管
理
業
務
、
投
資
助
言
業
務
、
有
価
証
券
の
元
引
受
け
又
は
有
価
証
券
関
連
業
を

い
う
。

３

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

オ
プ
シ
ョ
ン

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。

一二

出
資
対
象
事
業

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
出
資
対
象
事
業
を
い
う
。
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三

適
格
機
関
投
資
家

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
を
い
う
。

四

外
国
金
融
商
品
市
場

法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。

五

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

法
第
二
条
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。

六

有
価
証
券
の
引
受
け

法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
引
受
け
を
い
う
。

七

店
頭
売
買
有
価
証
券

法
第
二
条
第
八
項
第
十
号
ハ
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い
う
。

八

投
資
顧
問
契
約

法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
投
資
顧
問
契
約
を
い
う
。

九

投
資
一
任
契
約

法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。

十

登
録
金
融
機
関

法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。

十
一

役
員

法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。

十
二

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
を
い
う
。

十
三

親
銀
行
等

法
第
三
十
一
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
親
銀
行
等
を
い
う
。

十
四

親
法
人
等

法
第
三
十
一
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
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十
五

子
銀
行
等

法
第
三
十
一
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
子
銀
行
等
を
い
う
。

十
六

子
法
人
等

法
第
三
十
一
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。

十
七

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。

十
八

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

法
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

等
を
い
う
。

十
九

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。

二
十

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

を
い
う
。

二
十
一

登
録
金
融
機
関
業
務

法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
業
務
を
い
う
。

二
十
二

金
融
商
品
取
引
業
者
等

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。

二
十
三

金
融
商
品
取
引
行
為

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
い
う
。

二
十
四

金
融
商
品
取
引
契
約

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
を
い
う
。

二
十
五

運
用
財
産

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
運
用
財
産
を
い
う
。
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二
十
六

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等

法
第
四
十
一
条
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取

引
等
を
い
う
。

二
十
七

権
利
者

法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
者
を
い
う
。

二
十
八

自
己
資
本
規
制
比
率

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
資
本
規
制
比
率
を
い
う
。

二
十
九

金
融
商
品
取
引
業
等

法
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
等
を
い
う
。

三
十

外
国
証
券
業
者

法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
外
国
証
券
業
者
を
い
う
。

三
十
一

取
引
所
取
引
許
可
業
者

法
第
六
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
許
可
業
者
を
い
う
。

三
十
二

適
格
機
関
投
資
家
等

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
を
い
う
。

三
十
三

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務

法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
を
い
う
。

三
十
四

特
例
業
務
届
出
者

法
第
六
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
届
出
者
を
い
う
。

三
十
五

外
務
員

法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
務
員
を
い
う
。

三
十
六

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を

い
う
。
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三
十
七

金
融
商
品
仲
介
行
為

法
第
六
十
六
条
の
十
一
に
規
定
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
を
い
う
。

三
十
八

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場

法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。

三
十
九

取
扱
有
価
証
券

法
第
六
十
七
条
の
十
八
第
四
号
に
規
定
す
る
取
扱
有
価
証
券
を
い
う
。

四
十

公
益
法
人
金
融
商
品
取
引
業
協
会

法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
益
法
人
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。

四
十
一

認
定
投
資
者
保
護
団
体

法
第
七
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
を
い
う
。

四
十
二

投
資
者
保
護
基
金

法
第
七
十
九
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
投
資
者
保
護
基
金
を
い
う
。

四
十
三

信
用
取
引

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
取
引
を
い
う
。

４

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

本
店
等

本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
に
あ
っ
て
は
、

一
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
）
を
い
う
。

固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
自
己
資
本
の
額

基
本
的
項
目
の
額
（
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

二
げ
る
も
の
の
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
補
完
的
項
目
の
額
（
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
、
控
除
資
産
の
額
（
第
百
七
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
額
の
合
計
額
を
い
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う
。
以
下
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

管
轄
財
務
局
長
等

金
融
商
品
取
引
業
者
、
登
録
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録

三
又
は
取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
現
に
受
け
て
い
る
許
可
を
し
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
を
い
う
。

所
管
金
融
庁
長
官
等

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
指
定
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
管
轄

財
務
局
長
等
を
い
う
。

組
合
契
約

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
を
い
う
。

五六

匿
名
組
合
契
約

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
を
い
う
。

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
を
い
う
。

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一

八
項
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
い
う
。

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務

法
第
二
条
第
八
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
を
い
う
。

九
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協
同
組
織
金
融
機
関

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第

十
一
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い
う
。

発
行
日
取
引

金
融
商
品
取
引
法
第
百
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
取
引
及
び
そ
の
保
証
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
（

十
一昭

和
二
十
八
年
大
蔵
省
令
第
七
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
日
取
引
を
い
う
。

非
公
開
情
報

発
行
者
で
あ
る
会
社
の
運
営
、
業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な
情
報
で

十
二あ

っ
て
顧
客
の
投
資
判
断
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
影
響
を

及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
自
己
若
し
く
は
そ
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
若
し
く
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の

他
の
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
の
特
別
の
情
報
を
い
う
。

非
公
開
融
資
等
情
報

融
資
業
務
（
事
業
の
た
め
の
融
資
に
係
る
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
二
十
三
条
第

十
三十

九
号
及
び
第
百
五
十
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
金
融
機
関
代
理
業
務
（
第
六
十
八
条
第
十
三
号
に
規
定

す
る
金
融
機
関
代
理
業
の
う
ち
事
業
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
に
係
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
事
す
る
役
員
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
を
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含
む
。
次
章
第
五
節
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
そ
の
顧
客
の
行
う
事
業
に
係
る
公

表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
業
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
務
（
金
融
商
品

仲
介
行
為
を
行
う
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
事
す
る
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
勧
誘
す
る
有
価
証
券
（
法
第
三

十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
の
性
質
を
有
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
顧
客
の
投
資
判
断
に

影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
金
融
商
品
取
引
業
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
従
事
す
る
役
員
若
し
く
は

使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
そ
の
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
の
特
別
の
情

報
で
あ
っ
て
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
に
係
る
融
資
業
務
若
し
く
は
金
融
機
関
代
理
業
務
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

法
人
関
係
情
報

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
の
運
営
、
業
務
又
は
財
産
に
関
す
る
公
表
さ

十
四れ

て
い
な
い
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
並
び
に
法
第
二
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
（
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
、
こ
れ
に
準
ず
る
株
券
等

（
同
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
）
の
買
集
め
及
び
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
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け
（
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
施
又
は
中
止
の
決
定
に
係
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報

を
い
う
。

（
訳
文
の
添
付
）

法
（
第
三
章
、
第
三
章
の
二
及
び
法
第
百
八
十
八
条
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
係
る
も

第
二
条

の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
令
（
第
四
章
及
び
第
四
章
の
二
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
こ
の
府
令
（
第
二
百
三
十
六
条
及
び
第
二
百
三
十
九
条
か
ら
第
二
百
四
十
三
条
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
金
融

庁
長
官
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情

に
よ
り
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
書
類
が
定
款
又
は
株
主
総
会
若
し
く
は
役
員
会
等
（
第
二
百
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
役
員
会
等
を
い
う

。
）
の
議
事
録
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
の
訳
文
を
付
す
こ
と
を
も
っ
て

足
り
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す
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る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
章

金
融
商
品
取
引
業
者
等

第
一
節

総
則

第
一
款

通
則

第
四
条

令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
元
引
受
契
約
（
法
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
元
引

受
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
七
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
に
際
し
、
有
価
証
券
の
発
行
者
又

は
所
有
者
と
当
該
元
引
受
契
約
の
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
協
議
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

と
す
る
。

一

当
該
元
引
受
契
約
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
の
う
ち
金
融
商
品
取
引
業
者
等
及
び
外
国
証

券
業
者
の
行
う
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
部
分
の
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
引
受
総
額
」
と
い
う
。
）
が
百
億

円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
他
の
者
（
資
本
金
の
額
、
基
金
の
総
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
十
億
円
以
上
で
あ
る
者
に
限

る
。
）
と
共
同
し
て
当
該
協
議
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
引
受
総
額
の
う
ち
自
己
の
行
う
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
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る
部
分
の
金
額
が
百
億
円
以
下
で
あ
る
も
の

二

引
受
総
額
が
百
億
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
協
議
を
行
う
も
の

第
二
款

金
融
商
品
取
引
業
者

（
登
録
の
申
請
）

第
五
条

法
第
二
十
九
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
申
請
書
に
添
付

す
べ
き
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
（
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
付
し
て
、

そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
申
請
に
係
る
使
用
人
）

第
六
条

令
第
十
五
条
の
四
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
部
長
、
次
長
、
課
長
そ
の
他
い
か

な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
を
統
括
す
る
者
の
権
限
を
代
行
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し
得
る
地
位
に
あ
る
者
と
す
る
。

２

令
第
十
五
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
金
融
商
品
の
価
値
等
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号

ロ
に
規
定
す
る
金
融
商
品
の
価
値
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
を
行
う
者
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

加
入
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
公
益
法
人
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
対
象
事
業
者
（
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

な
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
名
称

二

会
員
又
は
取
引
参
加
者
（
以
下
「
会
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
金
融
商
品
取
引
所
の
名
称
又
は
商
号

三

有
価
証
券
関
連
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

そ
の
旨

ロ

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
加
入
す
る
投
資
者
保
護
基
金
の
名
称

四

商
品
投
資
関
連
業
務
（
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
関
連
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
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合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

そ
の
旨

ロ

そ
の
行
う
商
品
投
資
関
連
業
務
が
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
物
品
又
は
農
林
水
産
関
係
商
品
等
（

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
農
林
水
産
関
係
商
品
等
を
い
う
。
第
四
十
四
条
第
六
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
旨

ハ

そ
の
行
う
商
品
投
資
関
連
業
務
が
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
又
は
経
済
産
業
関

係
商
品
等
（
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
経
済
産

業
関
係
商
品
等
を
い
う
。
第
四
十
四
条
第
六
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

ニ

競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
（
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
法
第
百
九
十
四
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
を
行
う
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
権
利
で
あ
っ
て
、
当
該
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
出
資
を
受
け
た
金
銭
（
令
第
一
条
の
三

(1)
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
全
部
を
充
て
て
競
走
用
馬
（
競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
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律
第
百
五
十
八
号
）
第
十
四
条
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
を
受
け
、
又
は

受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
当
該
競
走
用
馬
を
、

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
匿
名

(2)

組
合
契
約
に
基
づ
き
そ
の
相
手
方
（
特
定
の
一
の
者
に
限
る
。
）
に
出
資
し
、
競
走
（
同
法
第
一
条
第
五
項
に
規
定

す
る
中
央
競
馬
又
は
地
方
競
馬
の
競
走
に
限
る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
出
走
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

(2)

匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
権
利
で
あ
っ
て
、
当
該
権
利
を
有
す
る

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
匿
名
組
合
契
約
の
営

(2)

(1)

業
者
（
特
定
の
一
の
者
に
限
る
。
）
か
ら
出
資
を
受
け
た
競
走
用
馬
を
競
走
に
出
走
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の

五

法
第
百
九
十
四
条
の
六
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

六

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
（
宅
地
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
条

第
一
号
に
掲
げ
る
宅
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
建
物
に
係
る
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
利
（
以

下
「
不
動
産
信
託
受
益
権
」
と
い
う
。
）
又
は
組
合
契
約
、
匿
名
組
合
契
約
若
し
く
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に

基
づ
く
権
利
の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と
し
て
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
も
の
の

売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨
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七

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
（
投
資
運
用
業
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
イ
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
同
号
に
掲
げ

る
行
為
及
び
同
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
不
動
産
信
託
受
益
権
又
は
組
合
契
約
、

匿
名
組
合
契
約
若
し
く
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
基
づ
く
権
利
の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主

と
し
て
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
も
の
を
投
資
の
対
象
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

場
合
に
は
、
そ
の
旨

八

特
定
引
受
行
為
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号

）
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

九

特
定
有
価
証
券
等
管
理
行
為
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
六
条
第
一
項
第

十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
八
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

業
務
運
営
に
関
す
る
基
本
原
則

二

業
務
執
行
の
方
法
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三

業
務
分
掌
の
方
法

四

業
と
し
て
行
う
金
融
商
品
取
引
行
為
の
種
類

五

苦
情
の
解
決
の
た
め
の
体
制

六

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

ロ

損
失
の
危
険
の
管
理
方
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

損
失
の
危
険
相
当
額
（
第
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
、
同
項
第
二
号
に
規
定

(1)
す
る
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
算
定
方
法

損
失
の
危
険
相
当
額
の
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法

(2)

損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
及
び
限
度
枠
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
体
制

(3)

損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
資
料
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

(4)

損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、
部
署
の
名
称
及
び
体
制

(5)
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そ
の
他
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
重
要
な
事
項

(6)
ハ

法
第
二
条
第
八
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

(1)

当
該
業
務
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
組
織
の
体
制

(2)

当
該
業
務
に
係
る
顧
客
と
の
取
引
開
始
基
準

(3)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
方
法
及
び
算
定
の
頻
度
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場

(4)
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
損
失
の
危
険
、
取
引
の
相
手
方
の
契
約
不
履
行

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
損
失
の
危
険
及
び
こ
れ
ら
の
理
由
以
外
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
損
失
の
危

険
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。
）

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法
並
び
に
取
引
の
種
類
及
び
顧
客
の
属
性

(5)
別
の
当
該
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
及
び
限
度
枠
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
体
制

(6)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
代
表
権
を
有
す
る
取
締
役
又

(7)
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は
執
行
役
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執

行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
表
者
）
に
報
告
す
る
頻
度

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
資
料
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

(8)

当
該
業
務
の
執
行
並
び
に
損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、

(9)
部
署
の
名
称
及
び
体
制

そ
の
他
当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
重
要
な
事
項

(10)
ニ

有
価
証
券
の
元
引
受
け
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

(1)

当
該
業
務
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
組
織
の
体
制

(2)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
方
法

(3)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法

(4)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
及
び
限
度
枠
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
体
制

(5)

当
該
業
務
の
執
行
並
び
に
損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、

(6)
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部
署
の
名
称
及
び
体
制

そ
の
他
当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
重
要
な
事
項

(7)
ホ

有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
又
は
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
管
理
の
方

法

七

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

ロ

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
信
託
財
産
の
種
類

ハ

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
の

概
要

八

投
資
助
言
・
代
理
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

投
資
助
言
・
代
理
業
の
種
別
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
の
種
別
を

い
う
。
）

ロ

助
言
を
行
う
有
価
証
券
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
の
種
類
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ハ

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
に
関
し
助
言
を
行
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
信
託
財
産

の
種
類

ニ

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
に
関
し
助
言
を
行
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象

事
業
の
概
要

九

投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

投
資
運
用
業
の
種
別
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
イ
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
行
為
、
同
号
ロ
に
掲

げ
る
契
約
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
行
為
、
同
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
同
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
権
利
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
の
種
別
を
い
う
。
）

ロ

投
資
の
対
象
と
す
る
有
価
証
券
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
の
種
類

ハ

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
を
投
資
の
対
象
と
す
る
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
信
託
財

産
の
種
類

ニ

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
を
投
資
の
対
象
と
す
る
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対

象
事
業
の
概
要
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ホ

有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
以
外
の
資
産
を
投
資
の
対
象
と
す
る
と
き
は
、
当
該
資
産
の
種
類

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
等
の
業
務
執
行
体
制
を
記
載
し
た
書
面

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執第

行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

十
三
条

、
第
百
九
十
九
条
第
二
号
、
第
二
百
一
条
第
九
号
並
び
に
第
二
百
二
条
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
十
五
条

の
四
に
規
定
す
る
使
用
人
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
十
一
条
第
一
項
第

四
号
を
除
き
、
以
下
「
重
要
な
使
用
人
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革

を
記
載
し
た
書
面
）

ロ

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
の
住
民
票
の
抄
本

又

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
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は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ニ

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
誓
約
す
る
書
面

三

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

登
録
申
請
者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
履
歴
書

ロ

登
録
申
請
者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ

登
録
申
請
者
及
び
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の

証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ニ

重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と

を
当
該
重
要
な
使
用
人
が
誓
約
す
る
書
面

四

特
定
関
係
者
（
親
法
人
等
、
子
法
人
等
及
び
持
株
会
社
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
持
株
会
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社
を
い
う
。
第
百
九
十
八
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
い
い
、
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
関
係
会

社
（
第
百
七
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
状
況
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ

商
号
又
は
名
称

ロ

資
本
金
の
額
、
基
金
の
総
額
又
は
出
資
の
総
額

ハ

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ニ

事
業
の
種
類

ホ

登
録
申
請
者
と
特
定
関
係
者
と
の
間
の
資
本
関
係
、
人
的
関
係
及
び
最
近
一
年
間
の
業
務
上
の
関
係

ヘ

親
法
人
等
、
子
法
人
等
又
は
持
株
会
社
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
親
法
人
等
、
子
法
人
等
、

持
株
会
社
又
は
関
係
会
社
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

五

競
走
用
馬
に
係
る
商
品
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

証
す
る
書
面

六

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
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す
る
書
面

七

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

第
十
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）

二

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

純
財
産
額
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
純
財
産
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
算
出
し
た

書
面

ロ

主
要
株
主
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
九
十
九
条
第
十
一

号
ハ
、

第
二
十
号
並
び
に
第
二
百
二
条
第
五
号
及
び
第
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
、
名
称
又
は

第
二
百
一
条

氏
名
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）
並
び
に
当
該
主
要
株
主
が
保

有
す
る
対
象
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
議
決
権
を
い
い
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

保
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ハ

外
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
主
要
株
主
に
準
ず
る
者
に
つ
い
て
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ヘ
に
規
定
す
る
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確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面

三

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

外
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
当
該
外
国
に
お
い
て
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
と
同
種
類
の

業
務
を
行
っ
て
い
る
者
（
令
第
十
五
条
の
八
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
比
率
を
算
出
し
た
書
面

ハ

法
第
二
条
第
八
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
又
は
有
価
証
券
の
元
引
受
け
に
係
る
業
務
を
行

う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

当
該
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

(1)

当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則

(2)

当
該
業
務
に
関
し
顧
客
と
取
引
を
行
う
際
に
使
用
す
る
契
約
書
類

(3)

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
が
電
磁
的
記
録

で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
書
面
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作

成
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
書
類
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
次
条
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
電
磁
的
記
録
）

第
十
一
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、

工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。

）
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ

ス
ク
と
す
る
。

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る
方
式

３

第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
申
請
者
の
商
号
又
は
名
称

二

申
請
年
月
日

（
金
融
商
品
取
引
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
）
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第
十
二
条

管
轄
財
務
局
長
等
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
に
係
る
金
融
商
品
取
引
業
者
登
録
簿
を
当
該
金
融

商
品
取
引
業
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
）
に
備
え
置
き
、
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
人
的
構
成
の
審
査
基
準
）

第
十
三
条

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ニ
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
金
融
商
品
取
引
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
人
的
構
成
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
と
き
は

、
登
録
申
請
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
行
う
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
の
確
保
の
状
況
並
び
に
組
織
体
制
に
照

ら
し
、
当
該
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

役
員
又
は
使
用
人
の
う
ち
に
、
経
歴
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
に

照
ら
し
て
業
務
の
運
営
に
不
適
切
な
資
質
を
有
す
る
者
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
金
融
商
品
取
引
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る

-31-



お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三

競
走
用
馬
に
係
る
商
品
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

あ
ら
か
じ
め
日
本
中
央
競
馬
会
又
は
地
方
競
馬
全
国
協
会
に
よ
る
指
導
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ロ

そ
の
行
う
商
品
投
資
関
連
業
務
が
第
七
条
第
四
号
ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
又
は
同
号

(1)

ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
の
い
ず
れ
か
の
み
に
該
当
す
る
こ
と
。

(2)

ハ

第
七
条
第
四
号
ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
競
馬
法
第
十
三
条
第
一

(2)

項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

宅
地
又
は
建
物
の
取
引
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
次
に
掲
げ
る
部
門
に
そ
れ

ぞ
れ
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
の
統
括
に
係
る
部
門

(1)

内
部
監
査
に
係
る
部
門

(2)

法
令
等
（
法
令
、
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
又
は
定
款
そ
の
他
の
規
則
を
い
う
。
第
四
十
四
条
第
一
号
イ

(3)
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、
第
四
十
九
条
第
四
号
イ

、
第
百
九
十
九
条
第
七
号
、
第
二
百
条
第
六
号
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
十
号
に
お
い

(3)

て
同
じ
。
）
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
指
導
に
関
す
る
業
務
に
係
る
部
門

ロ

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
役
員
又
は
使
用
人
が
、
第
八
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理

解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
宅
地
又
は
建
物
の
取
引
に
関
す
る
専
門

的
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（
純
財
産
額
の
算
出
）

第
十
四
条

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ロ
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
算
出
す
る
純
財
産
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
部
に
計
上
さ

れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
（
次
に
掲
げ
る
も
の
の
金
額
の
合
計
額
を
除
く
。
）
を
控
除
し
て
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金

二

他
に
行
っ
て
い
る
事
業
に
関
し
法
令
の
規
定
に
よ
り
負
債
の
部
に
計
上
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
引
当
金
又
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は
準
備
金
の
う
ち
利
益
留
保
性
の
引
当
金
又
は
準
備
金
の
性
質
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
引
当
金
又
は
準

備
金

２

前
項
の
資
産
及
び
負
債
の
評
価
は
、
計
算
を
行
う
日
に
お
い
て
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に

従
っ
て
評
価
し
た
価
額
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
評
価
額
と
す
る
。

一

金
銭
債
権
又
は
市
場
価
格
の
な
い
債
券
に
つ
い
て
取
立
不
能
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

取
立
不
能
見
込
額
を
控
除
し
た

金
額

二

市
場
価
格
の
な
い
株
式
に
つ
い
て
そ
の
発
行
会
社
の
資
産
状
態
が
著
し
く
悪
化
し
た
場
合

相
当
の
減
額
を
し
た
金
額

三

前
二
号
以
外
の
流
動
資
産
の
時
価
が
帳
簿
価
額
よ
り
著
し
く
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
価
額
が
帳
簿
価
額
ま
で
回
復

す
る
こ
と
が
困
難
と
見
ら
れ
る
場
合

当
該
時
価

四

第
一
号
又
は
第
二
号
以
外
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
償
却
不
足
が
あ
り
、
又
は
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
減
損
が
生
じ

た
場
合

償
却
不
足
額
を
控
除
し
、
又
は
相
当
の
減
額
を
し
た
金
額

五

繰
延
資
産
に
つ
い
て
償
却
不
足
が
あ
る
場
合

償
却
不
足
額
を
控
除
し
た
金
額
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（
会
社
の
財
務
及
び
業
務
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
）

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

一

役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
会
社
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
会
社
の
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役

職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

二

会
社
に
対
し
て
重
要
な
融
資
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

三

会
社
に
対
し
て
重
要
な
技
術
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

四

会
社
と
の
間
に
重
要
な
営
業
上
又
は
事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ
と
。

五

そ
の
他
会
社
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

（
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

第
十
六
条

法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
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府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

信
託
業
（
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
）
を
営
む

者
が
信
託
財
産
と
し
て
保
有
す
る
議
決
権
（
当
該
者
が
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
法
人
の
代
理
権
を
有
す
る
支
配
人
が
、
当
該
代
表
権
又
は
代
理
権
に
基
づ
き
、
議
決

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
若
し
く
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
投
資
を

行
う
の
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
の
所
有
す
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計

画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が

百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会
社
が
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
五

十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株
式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お

い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ
た
者
が
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
当
該
信
託
さ
れ
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た
者
が
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四

相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
又
は
持
分
（
当
該
相
続
人
（
共
同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認

（
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
限
定
承
認
を
し
た
日
ま
で
の
も
の
又
は
当
該
相
続

財
産
の
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
議
決
権

五

有
価
証
券
関
連
業
を
行
う
者
が
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
業
務
に
よ
り
所
有
す
る
株
式
（
当
該
株
式
の
払
込
期
日
（

有
価
証
券
の
売
出
し
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
渡
期
日
）
の
翌
日
以
後
に
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権

六

銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
が
保
有
す
る
議
決
権

（
認
可
に
係
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
十
七
条

法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
お
い
て
行
う
取
引
の
種
類

二

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

三

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
を
行
う
部
署
（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
）
の
名
称
及
び
組
織
の
体
制
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四

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
有
価
証
券
の
種
類
、
銘
柄
及
び
取
引
の
最
低
単
位

五

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
顧
客
と
の
取
引
開
始
基
準
及
び
顧
客
の
管
理
方
法

六

売
買
価
格
の
決
定
方
法

七

気
配
、
売
買
価
格
そ
の
他
の
価
格
情
報
の
公
表
方
法

八

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
お
い
て
使
用
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
概
要
、
設
置
場
所
、
容
量
及
び
保
守
の
方

法
並
び
に
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
の
対
処
方
法

九

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
受
渡
し
そ
の
他
の
決
済
の
方
法
及
び
顧
客
の
契
約
不
履
行
が
生
じ

た
場
合
の
対
処
方
法

十

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
取
引
記
録
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

十
一

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、
部
署
の
名
称
及
び
体
制

十
二

そ
の
他
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
又
は
取
引
の
公
正
の
確
保
に
関
す
る
重
要
な
事

項
（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）
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第
十
八
条

法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

二

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則

三

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
関
し
顧
客
と
取
引
を
行
う
際
に
使
用
す
る
契
約
書
類

四

前
条
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
認
可
申
請
者
と
特
別
の
利
害
関
係
の
な
い
者
の
評
価
書

（
審
査
等
の
対
象
と
な
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
十
九
条

法
第
三
十
条
の
四
第
五
号
及
び
第
三
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
七
条
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の

二

そ
の
他
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
取
引
の
公
正
の
確
保
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び

変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
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面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届

出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載

し
た
登
記
事
項
証
明
書

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

（
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
）

二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載

し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
等
の
業
務
執
行
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ロ

役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
ハ

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

(1)
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住
民
票
の
抄
本

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）

(2)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(3)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
又

(4)
は
重
要
な
使
用
人
が
誓
約
す
る
書
面

四

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
営
業
所
又
は
事
務
所
の
廃
止
を

し
た
場
合
に
限
る
。
）

当
該
変
更
に
伴
う
顧
客
勘
定
の
処
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

五

第
七
条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
限
る
。
）

第
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

六

第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

第
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七

第
七
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
限
る
。
）

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
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２

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
管
轄
財
務
局
長
等
の
管
轄
す
る
区
域
を
超
え
て
本
店
等
の
所
在
地
を

変
更
し
た
こ
と
の
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
届
出
書
及
び
金
融
商
品
取
引
業
者
登
録
簿
の
う
ち
当
該
金
融
商
品
取
引
業

者
に
係
る
部
分
そ
の
他
の
書
類
を
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地

が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
送
付
し
、
又
は
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
送
付
を
受
け
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
に
係
る
事

項
を
金
融
商
品
取
引
業
者
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及

び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記
載
し

た
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
登
録
の
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
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作
成
し
た
変
更
登
録
申
請
書
に
、
当
該
変
更
登
録
申
請
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
変
更
登
録
申
請
書
に
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
新
た
に
行
お
う

と
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
各
号
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
ハ
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
記
載
し
た
書
類

三

第
九
条
各
号
及
び
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

３

第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

認
可
申
請
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

商
号

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

変
更
の
内
容
及
び
理
由

２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
書
類

及
び
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
認
可
の
基
準
）

第
二
十
四
条

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
一

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
保
証
金
の
供
託
の
届
出
等
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
を
し
た
者
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
に

よ
り
作
成
し
た
供
託
届
出
書
に
、
当
該
供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二

２

金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
個
人
及
び
投
資
助
言
・
代
理
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
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及
び
第
二
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
既
に
供
託
し
て
い
る
供
託
物
の
差
替
え
を
行
う
場
合
は
、
差
替
え
の
た
め

十
七
条

に
新
た
に
供
託
を
し
た
後
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
差
替
え
後
の
供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
を
添
付
し
て
、
所
管

金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
二
項
の
供
託
書
正
本
を
受
理
し
た
と
き
は
、
保
管
証
書
を
そ
の
供
託
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
営
業
保
証
金
に
代
わ
る
契
約
の
相
手
方
）

第
二
十
六
条

令
第
十
五
条
の
十
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
協
同
組
織
金
融
機
関
と
す
る
。

（
営
業
保
証
金
に
代
わ
る
契
約
の
締
結
の
届
出
等
）

第
二
十
七
条

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ

り
作
成
し
た
保
証
契
約
締
結
届
出
書
に
契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
契
約
書

正
本
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
営
業
保
証
金
に
代
わ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
別
紙
様
式
第
四
号

に
よ
り
作
成
し
た
保
証
契
約
変
更
承
認
申
請
書
又
は
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
契
約
解
除
承
認
申
請
書
に
よ
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り
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
承
認
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
承
認
の
申
請
を
し
た
金
融
商
品
取

引
業
者
が
営
業
保
証
金
に
代
わ
る
契
約
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
こ
と
が
投
資
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

４

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
の
承
認
に
基
づ
き
営
業
保
証
金
に
代
わ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
し
た

と
き
は
、
別
紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
契
約
変
更
届
出
書
に
変
更
後
の
契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
、
又
は
別
紙

様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
保
証
契
約
解
除
届
出
書
に
契
約
を
解
除
し
た
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
当
該
所
管
金

融
庁
長
官
等
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
契
約
の
変
更
の
場
合
に
は
、
変
更
後
の
契
約
書
正
本
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
保
証
金
の
追
加
供
託
の
起
算
日
）

第
二
十
八
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
営
業
保
証
金
の
額
が
不
足
し
た
理
由
に

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
が
令
第
十
五
条
の
十
三
第
三
号
の
承
認
（
次
号
に
お
い
て
「
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
法
第

三
十
一
条
の
二
第
三
項
の
契
約
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
契
約
」
と
い
う
。
）
の
内
容
を
変
更
し
た
こ
と
に
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よ
り
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
供
託
し
た
営
業
保
証
金
の
額
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
契
約
金
額
を
含
む
。
）
が
令

第
十
五
条
の
十
二
に
定
め
る
額
に
不
足
し
た
場
合

当
該
契
約
の
内
容
を
変
更
し
た
日

二

金
融
商
品
取
引
業
者
が
承
認
を
受
け
て
契
約
を
解
除
し
た
場
合

当
該
契
約
を
解
除
し
た
日

三

令
第
十
五
条
の
十
四
の
権
利
の
実
行
の
手
続
が
行
わ
れ
た
場
合

金
融
商
品
取
引
業
者
が
金
融
商
品
取
引
業
者
営
業
保

内
閣
府

証
金
規
則
（
平
成
十
九
年

令
第

号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
支
払
委
託
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
日

法
務
省

四

令
第
十
五
条
の
十
四
の
権
利
の
実
行
の
手
続
を
行
う
た
め
所
管
金
融
庁
長
官
等
が
供
託
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
（
社
債

等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
社
債
等
を
含
む

。
）
の
換
価
を
行
い
、
換
価
代
金
か
ら
換
価
の
費
用
を
控
除
し
た
額
を
供
託
し
た
場
合

金
融
商
品
取
引
業
者
が
金
融
商

品
取
引
業
者
営
業
保
証
金
規
則
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日

五

金
融
商
品
取
引
業
者
（
投
資
助
言
・
代
理
業
の
み
を
行
う
個
人
に
限
る
。
）
が
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
と

し
て
法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
変
更
登
録
を
受
け
た
場
合

当
該
変
更
登
録
を
受
け
た
日

（
営
業
保
証
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
の
種
類
）

第
二
十
九
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
こ
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の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
の
帰
属
が
、
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
権
利
は
当
該
有
価
証
券
と
み
な
す
。

一

国
債
証
券

二

地
方
債
証
券

三

政
府
保
証
債
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ

い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
第
六
十
五
条
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
社
債
券
そ
の
他
の
債
券
（
記
名
式
の
も
の
及
び
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
も
の
並
び

に
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
営
業
保
証
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
の
価
額
）

第
三
十
条

法
第
三
十
一
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
営
業
保
証
金
に
充
て
る
場
合
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券

の
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

額
面
金
額
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
又
は
記
録
さ
れ
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た
金
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
九
十
円
と
し
て
計
算
し
た
額

三

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
九
十
五
円
と
し
て
計
算
し
た
額

四

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
八
十
円
と
し
て
計
算
し
た
額

２

割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
し
た
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
行
価
額
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
え
た
額

を
額
面
金
額
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

額
面
金
額
－
発
行
価
額

発
行
の
日
か
ら
供
託
の
日
ま
で
の
年
数

×
発
行
の
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
の
年
数

３

前
項
の
算
式
に
よ
る
計
算
に
お
い
て
、
発
行
の
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
の
年
数
及
び
発
行
の
日
か
ら
供
託
の
日
ま
で
の
年

数
に
つ
い
て
生
じ
た
一
年
未
満
の
端
数
並
び
に
額
面
金
額
と
発
行
価
額
と
の
差
額
を
発
行
の
日
か
ら
償
還
の
日
ま
で
の
年
数

で
除
し
て
得
た
金
額
に
つ
い
て
生
じ
た
一
円
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

（
兼
職
の
届
出
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
項
に
規
定
す
る
退
任
し
た
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
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）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名

二

金
融
商
品
取
引
業
者
の
商
号

三

金
融
商
品
取
引
業
者
に
お
け
る
役
職
名

四

兼
職
先
の
商
号

五

兼
職
先
に
お
け
る
役
職
名
及
び
代
表
権
の
有
無

六

就
任
年
月
日
及
び
任
期

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
兼
職
変
更
届
出
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名

二

金
融
商
品
取
引
業
者
の
商
号

三

金
融
商
品
取
引
業
者
に
お
け
る
役
職
名

四

変
更
の
内
容
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五

変
更
年
月
日

３

法
第
三
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
項
に
規
定
す
る
退
任
し
た
場
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名

二

金
融
商
品
取
引
業
者
の
商
号

三

金
融
商
品
取
引
業
者
に
お
け
る
役
職
名

四

兼
職
を
し
て
い
た
会
社
の
商
号

五

兼
職
を
し
て
い
た
会
社
に
お
け
る
役
職
名
及
び
代
表
権
の
有
無

六

退
任
年
月
日

（
親
法
人
等
及
び
子
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
三
十
二
条

令
第
十
五
条
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

専
ら
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
の
金
融
商
品
取
引
業
等
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
の
遂
行
の
た
め
の
業
務
を
行
っ
て
い

る
者
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イ

自
己

ロ

自
己
及
び
そ
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等

二

専
ら
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
の
業
務
（
金
融
商
品
取
引
業
等
及
び
金
融
商
品
仲
介
業
を
除
く
。
）
の
遂
行
の
た
め

の
業
務
（
非
公
開
情
報
（
発
行
者
又
は
自
己
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
の
顧
客
に
関
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
関
連
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
っ
て
い
る
者

イ

自
己

ロ

自
己
及
び
そ
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等

三

外
国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
国
内
に
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
い
な
い

者
（
親
会
社
等
と
な
る
者
）

第
三
十
三
条

令
第
十
五
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
会
社
等
（
同
項
に
規
定

す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上

若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
（
同
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
第
二
号
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ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

他
の
会
社
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他
の
会
社
等

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
他
の
会
社
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
会
社
等

二

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
会
社
等
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

当
該
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取

引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
及
び
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
保
有
し
て
い

る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
会
社
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
会
社
等
が
当
該
他
の
会

社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
他
の
会
社

等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。
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ハ

当
該
会
社
等
と
当
該
他
の
会
社
等
と
の
間
に
当
該
他
の
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定

を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ

当
該
他
の
会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
の
過

半
に
つ
い
て
当
該
会
社
等
が
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
ニ
及
び
次
条
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者

が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ホ

そ
の
他
当
該
会
社
等
が
当
該
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す

る
こ
と
。

三

会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に

お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

及
び
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と

を
合
わ
せ
て
、
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権

を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
会
社
等
で
あ
っ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
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要
件
に
該
当
す
る
も
の

２

特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的

会
社
及
び
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
同
条
第
十

二
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、

当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が
そ
の
目
的
に
従
っ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
対
す
る
出

資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
会
社
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
出
資
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
独

立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
資
者
等
の
子
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定

す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

（
関
連
会
社
等
と
な
る
者
）

第
三
十
四
条

令
第
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等

以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
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が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生

手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
子
会

社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
っ
て
、
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
百
分
の

二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等

二

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
五
以
上
、

百
分
の
二
十
未
満
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

当
該
会
社
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及

び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
そ
の
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
会
社
等
か
ら
重
要
な
融
資
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
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ハ

当
該
会
社
等
か
ら
重
要
な
技
術
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
会
社
等
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ
そ
の
他
の
営
業
上
又
は
事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
会
社
等
と

出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容

の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意

し
て
い
る
者
が
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上

を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る

当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
っ
て
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

（
議
決
権
の
保
有
の
判
定
）

第
三
十
五
条

令
第
十
五
条
の
十
六
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に
当
た
っ
て
、
保
有
す
る
議
決
権
に
は
、
他

人
（
仮
設
人
を
含
む
。
第
二
百
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
に
よ
っ
て
保
有
す
る
議
決
権
及
び
次
に
掲
げ
る
場
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合
に
お
け
る
株
式
又
は
出
資
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

金
銭
の
信
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
又
は
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
社
等
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限

又
は
当
該
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有
す
る
場
合

二

令
第
十
五
条
の
十
に
定
め
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
が
会
社
等
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合

２

前
項
の
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
を
除
く
も
の
と

す
る
。

一

法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
法
人
の
代
理
権
を
有
す
る
支
配
人
が
、
当
該
代
表
権
又
は
代
理
権
に
基
づ
き
、
議
決

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
若
し
く
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
投
資
を

行
う
の
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
の
所
有
す
る
株
式
等

二

相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
等
（
当
該
相
続
人
（
共
同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認
（
単
純

承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
限
定
承
認
を
し
た
日
ま
で
の
も
の
又
は
当
該
相
続
財
産
の

共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

第
三
款

主
要
株
主
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（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
提
出
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
を
提
出
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
八

号
に
よ
り
作
成
し
た
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
に
、
当
該
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
写
し
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
五
号
前
段
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
本
店
等
の

所
在
地
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
）
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支

局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
、
非
居
住
者
（
同
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定

す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
第
二
百
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
）

三

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
代
表
者
の
氏
名
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四

保
有
す
る
議
決
権
の
数

２

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
は
、
対
象
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象

議
決
権
を
い
う
。
）
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総

株
主
等
の
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
を
知
る
こ
と
が
困
難

法
第
二
十
四
条
の

な
場
合
に
は
、
直
近
の
有
価
証
券
報
告
書
等
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
、

法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
半
期
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ

四
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
四
半
期
報
告
書
又
は

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
（
有
価
証
券
報
告
書
等
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
商
業
登
記
簿
そ
の
他
の
書
類
の
記
載
内
容
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
）
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
八
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
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（
準
用
）

第
三
十
九
条

前
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
の
四
に
お
い
て
法
第
三
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

第
四
款

登
録
金
融
機
関

（
特
定
社
債
券
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

第
四
十
条

令
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
有
価
証
券
の
発
行
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
又
は
運
営
さ
れ
る
法
人
に
直
接
又
は
間
接
に
所
有
者
か
ら
譲
渡
さ

れ
る
資
産
（
次
号
に
お
い
て
「
譲
渡
資
産
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
法
人
が
そ
の
有
価
証
券
を
発
行
し
、
当
該
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
の
借
換
え
の
た
め
に
発
行
さ

れ
る
も
の
を
含
む
。
）
上
の
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
譲
渡
資
産
の
管
理
、
運
用
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る

金
銭
を
充
て
る
こ
と
。

（
短
期
社
債
等
に
準
ず
る
有
価
証
券
）
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第
四
十
一
条

令
第
十
五
条
の
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

振
替
外
債
（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
（
第
一
号
を
除
く

。
）
に
規
定
す
る
振
替
外
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
も
の

イ

円
建
て
で
発
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

各
振
替
外
債
の
金
額
が
一
億
円
を
下
回
ら
な
い
こ
と
。

ハ

元
本
の
償
還
に
つ
い
て
、
振
替
外
債
の
総
額
の
払
込
み
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
未
満
の
日
と
す
る
確
定
期
限
の
定
め

が
あ
り
、
か
つ
、
分
割
払
の
定
め
が
な
い
こ
と
。

ニ

利
息
の
支
払
期
限
を
、
ハ
の
元
本
の
償
還
期
限
と
同
じ
日
と
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

二

前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
株
券
等
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

第
四
十
二
条

令
第
十
五
条
の
十
八
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
社
債
券
で
あ
っ
て
、
株
券
（
優

先
出
資
証
券
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
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含
む
。
）
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
よ
り
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る

も
の
（
当
該
社
債
券
の
発
行
会
社
以
外
の
会
社
が
発
行
し
た
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に
よ
り
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
特

約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
四
十
三
条

法
第
三
十
三
条
の
二
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
三
十
三
条

の
三
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
申
請

書
に
添
付
す
べ
き
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在

地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
四
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

使
用
人
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名

イ

登
録
金
融
機
関
業
務
に
関
し
、
法
令
等
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
指
導
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
者
及
び
部
長
、
次

長
、
課
長
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
業
務
を
統
括
す
る
者
の
権
限
を
代
行
し
得
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る
地
位
に
あ
る
者

ロ

投
資
助
言
業
務
又
は
投
資
運
用
業
に
関
し
、
助
言
又
は
運
用
（
そ
の
指
図
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
部
門
を

統
括
す
る
者
及
び
金
融
商
品
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
を
行
う
者

ハ

投
資
助
言
・
代
理
業
に
関
し
、
法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者

及
び
部
長
、
次
長
、
課
長
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
業
務
を
統
括
す
る
者
の
権

限
を
代
行
し
得
る
地
位
に
あ
る
者

二

加
入
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
及
び
対
象
事
業
者
と
な
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
名
称

三

会
員
等
と
な
る
金
融
商
品
取
引
所
の
名
称
又
は
商
号

四

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

そ
の
旨

ロ

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
同
号
に
定
め
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ

の
旨

五

金
融
商
品
仲
介
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
を
受
け
る
第
一
種
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金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
十
七
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

）
の
商
号

六

商
品
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

そ
の
旨

ロ

そ
の
行
う
商
品
投
資
関
連
業
務
が
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
物
品
又
は
農
林
水
産
関
係
商
品
等
の

み
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

ハ

そ
の
行
う
商
品
投
資
関
連
業
務
が
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
又
は
経
済
産
業
関

係
商
品
等
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

ニ

競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

七

法
第
百
九
十
四
条
の
六
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

八九

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）
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第
四
十
五
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

業
務
運
営
に
関
す
る
基
本
原
則

二

業
務
執
行
の
方
法

三

業
務
分
掌
の
方
法

四

業
と
し
て
行
う
金
融
商
品
取
引
行
為
の
種
類

五

苦
情
の
解
決
の
た
め
の
体
制

六

法
第
三
十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

ロ

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
信
託
財
産
の
種
類

ハ

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
の

概
要

ニ

損
失
の
危
険
の
管
理
方
法

ホ

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
有
価
証
券
の
元
引
受
け
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
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は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

(1)

当
該
業
務
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
組
織
の
体
制

(2)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
方
法

(3)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法

(4)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
及
び
限
度
枠
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
体
制

(5)

当
該
業
務
の
執
行
並
び
に
損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、

(6)
部
署
の
名
称
及
び
体
制

そ
の
他
当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
重
要
な
事
項

(7)
ヘ

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
同
号
に
定
め
る
行
為
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項

当
該
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

(1)

当
該
業
務
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
組
織
の
体
制

(2)
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当
該
業
務
に
係
る
顧
客
と
の
取
引
開
始
基
準

(3)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
方
法
及
び
算
定
の
頻
度
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場

(4)
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
損
失
の
危
険
、
取
引
の
相
手
方
の
契
約
不
履
行

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
損
失
の
危
険
及
び
こ
れ
ら
の
理
由
以
外
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
損
失
の
危

険
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。
）

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法
並
び
に
取
引
の
種
類
及
び
顧
客
の
属
性

(5)
別
の
当
該
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
及
び
限
度
枠
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
体
制

(6)

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
代
表
権
を
有
す
る
取
締
役
若

(7)
し
く
は
執
行
役
又
は
理
事
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
取
締

役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
表
者
）
に
報
告
す
る
頻
度

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
資
料
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

(8)

当
該
業
務
の
執
行
並
び
に
損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、

(9)
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部
署
の
名
称
及
び
体
制

そ
の
他
当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
重
要
な
事
項

(10)

七

投
資
助
言
・
代
理
業
を
行
う
場
合
に
は
、
第
八
条
第
八
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

八

投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
第
八
条
第
九
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

九

有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
又
は
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
管
理
の
方
法

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
十
六
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
関
係
会
社
（
親
法
人
等
、
子

法
人
等
又
は
持
株
会
社
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

商
号
又
は
名
称

二

資
本
金
の
額
、
基
金
の
総
額
又
は
出
資
の
総
額

三

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

事
業
の
種
類

五

登
録
申
請
者
と
関
係
会
社
と
の
間
の
資
本
関
係
、
人
的
関
係
及
び
最
近
一
年
間
の
業
務
上
の
関
係
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六

親
法
人
等
、
子
法
人
等
又
は
持
株
会
社
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

第
四
十
七
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
等
の
業
務
執
行
体
制
を
記
載
し
た
書
面

二

登
録
金
融
機
関
業
務
を
担
当
す
る
役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
（
第
四
十
四
条
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
使
用
人
を
い
う
。
第
五
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

三

競
走
用
馬
に
係
る
商
品
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
四
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

四

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
四
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

証
す
る
書
面

五

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

六

貸
借
対
照
表
に
関
連
す
る
注
記
及
び
損
益
計
算
書
に
関
連
す
る
注
記

七

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
有
価
証
券
の
元
引
受
け
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
又
は
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同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
同
号
に
定
め
る
行
為
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

ロ

当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則

ハ

当
該
業
務
に
関
し
顧
客
と
取
引
を
行
う
際
に
使
用
す
る
契
約
書
類

八

金
融
商
品
仲
介
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し

ロ

金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
と
き
は
、
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則

２

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
貸
借
対
照
表
に
関
連
す
る
注
記
又
は
損
益
計
算
書
に
関
連
す

る
注
記
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
書
類
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
第
十
一
条
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。

）
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
金
融
機
関
登
録
簿
の
縦
覧
）

第
四
十
八
条

管
轄
財
務
局
長
等
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
登
録
金
融
機
関
に
係
る
金
融
機
関
登
録
簿
を
当
該
登
録
金
融
機
関
の

本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
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財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
人
的
構
成
の
審
査
基
準
）

第
四
十
九
条

法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
人
的
構

成
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
と
き
は
、
登
録
申
請
者
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
行
う
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
の
確
保
の
状
況
並
び
に
組
織
体
制
に
照

ら
し
、
当
該
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

役
員
又
は
使
用
人
の
う
ち
に
、
経
歴
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
業
務
の
運
営
に
不
適
切

な
資
質
を
有
す
る
者
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
登
録
金
融
機
関
業
務
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。

三

競
走
用
馬
に
係
る
商
品
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

あ
ら
か
じ
め
日
本
中
央
競
馬
会
又
は
地
方
競
馬
全
国
協
会
に
よ
る
指
導
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
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ロ

そ
の
行
う
商
品
投
資
関
連
業
務
が
第
七
条
第
四
号
ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
又
は
同
号

(1)

ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
の
い
ず
れ
か
の
み
に
該
当
す
る
こ
と
。

(2)

ハ

第
七
条
第
四
号
ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
競
馬
法
第
十
三
条
第
一

(2)

項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

宅
地
又
は
建
物
の
取
引
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
又
は
使
用
人
を
次
に
掲
げ
る
部
門
に
そ
れ

ぞ
れ
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
の
統
括
に
係
る
部
門

(1)

内
部
監
査
に
係
る
部
門

(2)

法
令
等
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
指
導
に
関
す
る
業
務
に
係
る
部
門

(3)
ロ

不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
役
員
又
は
使
用
人
が
、
第
八
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理

解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
宅
地
又
は
建
物
の
取
引
に
関
す
る
専
門
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的
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（
有
価
証
券
に
係
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
登
録
の
条
件
）

第
五
十
条

法
第
三
十
三
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

登
録
金
融
機
関
で
あ
る
銀
行
、
保
険
会
社
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保

一
険
会
社
を
い
い
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
農
林
中

央
金
庫
又
は
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
あ
っ
て
は
、
業
と
し
て
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
株
券
の
価
格
又
は
株

価
指
数
（
株
券
の
価
格
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る
指
数
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
動
に
よ
り
そ
の
時
価
が

変
動
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は

、
当
該
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
特
定
取
引
勘
定
（
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号

）
第
十
三
条
の
六
の
三
第
一
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）
第
十
二
条
の
四

の
三
第
一
項
、
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
五
十
三
条
の
六
の
二
第
一
項
、
信
用
金
庫
法
施

内

行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
百
七
条
第
一
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
農
林
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閣

府

商
工
省

令
第
十
六
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
商
工
組

令
）
第
二
十

合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
一
年

水
産
省

大
蔵
省

四
条
ノ
五
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
勘
定
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
二

項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
又
は
保
険
業
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
特
定
取
引

勘
定
に
類
す
る
勘
定
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
経
理
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
以
外
の
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
業
と
し
て
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
特
定
取
引
勘
定
に
準
ず
る
勘
定
に
お
い
て
経
理
す
る

こ
と
。

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
業
と
し
て
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
登
録
金
融
機
関
は
、
次
に
掲

げ
る
条
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
み
を
特
定
取
引
勘
定
（
前
号
に
規
定
す
る
登
録

金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
特
定
取
引
勘
定
に
準
ず
る
勘
定
）
以
外
の
勘
定
に
お
い
て
経
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

イ

当
該
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
が
、
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
若
し
く
は

そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
若
し
く
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
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又
は
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
同
号
に
定
め
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
登
録
金
融
機
関

で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
が
、
当
該
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
特
定
取
引
勘

定
（
金
融
商
品
取
引
業
者
に
あ
っ
て
は
特
定
取
引
勘
定
と
同
種
類
の
勘
定
、
前
号
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ

て
は
特
定
取
引
勘
定
に
準
ず
る
勘
定
）
に
お
い
て
経
理
す
る
こ
と
。

四

登
録
金
融
機
関
は
、
業
と
し
て
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
株
券
関
連
店
頭
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
株
券
の
価
格
又
は
株
価
指
数
の
変
動
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
有
効
に
減
少
さ
せ
る
た
め
の
取
引

（
特
定
取
引
勘
定
（
第
二
号
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
特
定
取
引
勘
定
に
準
ず
る
勘
定
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
経
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
直
ち
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
株
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
株
券
の
価
格
又
は
株
価
指
数
の
変
動
に
よ
り
生
じ
得
る
特
定
取
引
勘
定
に
お
け
る
損
失
の
額
を
可
能

な
限
り
抑
制
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
一
条

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
登
録
金
融
機
関
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
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び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及
び
当
該

書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該

届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る

事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
等
の
業
務
執
行
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ロ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ

新
た
に
役
員
（
登
録
金
融
機
関
業
務
を
担
当
す
る
者
及
び
会
計
参
与
に
限
る
。
）
と
な
っ
た
者
の
履
歴
書
（
役
員
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

三

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
営
業
所
又
は
事
務
所
の
廃
止
を

し
た
場
合
に
限
る
。
）

当
該
変
更
に
伴
う
顧
客
勘
定
の
処
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
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四

第
四
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
重
要
な
使
用
人
と
な
っ
た
者
の
履
歴
書

五

第
四
十
四
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
新
た
に
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し

ロ

金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
と
き
は
、
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則

六

第
四
十
四
条
第
六
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
を
行
う
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
限
る
。
）

第
四
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七

第
四
十
四
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
不
動
産
信
託
受
益
権
等
売
買
等
業
務
を
行
う
こ

と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

第
四
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八

第
四
十
四
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

不
動
産
関
連
特
定
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面

２

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
登
録
金
融
機
関
か
ら
管
轄
財
務
局
長
等
の
管
轄
す
る
区
域
を
超
え
て
本
店
等
の
所
在
地
を
変
更
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し
た
こ
と
の
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
届
出
書
及
び
金
融
機
関
登
録
簿
の
う
ち
当
該
登
録
金
融
機
関
に
係
る
部
分
そ
の

他
の
書
類
を
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
送
付
し
、
又
は
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
送
付
を
受
け
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
当
該
登
録
金
融
機
関
に
係
る
事
項
を

金
融
機
関
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
二
条

法
第
三
十
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
登
録
金
融
機
関
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及

び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
第
四
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
款

特
定
投
資
家

（
契
約
の
種
類
）

第
五
十
三
条

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
、
当
該
行
為
に
関
し
て
行
う
同
項
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第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

二

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
、
当
該
行
為
に
関
し
て

行
う
同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

三

投
資
顧
問
契
約
及
び
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
投
資
顧
問
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う

こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

四

投
資
一
任
契
約
及
び
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
投
資
一
任
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う

こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

（
特
定
投
資
家
が
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
五
十
四
条

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
一
定
の
日

を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
日

二

次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
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同
じ
。
）
と
す
る
旨

２

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
た
日
で
あ
っ
て
同
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
五
条

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

一
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も

の
で
あ
っ
て
も
、
申
出
者
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二

申
出
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
み
か
ら
対
象
契
約

に
関
し
て
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
対
象
契
約
に
基
づ
き
申
出
者
を
代
理
し
て
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
期
限
日
以

前
に
締
結
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
も
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
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と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
旨

四

申
出
者
は
、
期
限
日
前
で
あ
っ
て
も
、
法
第
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
更
新
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
五
十
六
条

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
四

第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
五
第
二
項
、
第
四
十
条
の
二
第
六
項
及
び
第
四
十
二
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
電
磁
的

方
法
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と

の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
及
び
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル

（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
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算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提

供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
行
う

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ

イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨

の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

ニ

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
同
時
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に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記

載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨

又
は
記
録
し
た
旨
を
顧
客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ

と
を
確
認
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年

間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
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す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の

承
諾
（
令
第
十
五
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
前
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、

当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る

た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な

状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た
顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ

イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
五
十
七
条

令
第
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び

内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
六
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
五
十
八
条

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
一
定
の
日

を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
日

-86-



二

次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
た
日
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
四
十
五
条
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者
（

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場

合
（
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
（
投
資
顧
問
契
約
及
び
投
資
一
任
契
約
を
除
く
。
）
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は

一
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し

て
取
り
扱
う
旨
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二

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
に
係
る
契
約
の
種
類
が
第
五
十
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
契
約
（
投
資
顧
問
契
約
及
び
投
資
一
任
契
約
に
限
る
。
）
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又

は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
限
日
以
前
に
行
う
も
の
に
限
り
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し

て
取
り
扱
う
旨

三

申
出
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
み
か
ら
対
象
契
約

に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
対
象
契
約
に
基
づ
き
申
出
者
を
代
理
し
て
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
期
限
日
以

前
に
締
結
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
も
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
旨

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

第
六
十
条

法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
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イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
を
得
よ
う

と
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
顧
客
の
同
意
に
関
す

る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
営
業
者
等
）
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第
六
十
一
条

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
す
べ
て
の
匿
名
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
な

い
こ
と
。

二

そ
の
締
結
し
た
匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

２

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
個
人
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い

る
こ
と
。

ロ

当
該
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
自
ら
執

行
す
る
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
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イ

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い

る
こ
と
。

ロ

当
該
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

第
六
十
二
条

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

一
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
申
出
者
（
法
第

三
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
産
の
合

計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限

二
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ

有
価
証
券
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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ロ

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利

ハ

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
昭
和
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
十
条
ノ
二
ノ
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
、
農
業
協
同

組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一
条
の
二
の
四
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の
六
の
四
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る
金

融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
信
用

金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預

金
等
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

ニ

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
の
三
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
七
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
及
び
保
険
業
法
第
三
百
条
の
二
に
規
定

す
る
特
定
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
金
、
共
済
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
に
係
る
権
利

ホ

信
託
業
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
信
託
契
約
に
係
る
信
託
受
益
権
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ヘ

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契

約
に
基
づ
く
権
利

ト

商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
権
利

申
出
者
が
最
初
に
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
契

三
約
の
種
類
に
属
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
六
十
三
条

法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
又

は
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
日

二

次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２

法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
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金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
っ
て
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
六
十
四
条

法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
四
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２

法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
（
投
資
顧
問
契
約
及
び
投
資
一
任
契
約
を
除
く
。
）
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は

一
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し

て
取
り
扱
う
旨

二

法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
に
係
る
契
約
の
種
類
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が
第
五
十
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
契
約
（
投
資
顧
問
契
約
及
び
投
資

一
任
契
約
に
限
る
。
）
に
関
し
て
法
令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
限
日
以
前
に

行
う
も
の
に
限
り
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

三

申
出
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行

っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
み
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
対
象
契
約
に
基
づ
き
申
出
者
を
代
理
し
て
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
期
限
日
以

前
に
締
結
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
も
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
旨

第
二
節

業
務

第
一
款

通
則

（
保
護
預
り
有
価
証
券
を
担
保
と
す
る
金
銭
の
貸
付
け
）

第
六
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。
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一

顧
客
か
ら
保
護
預
り
を
し
て
い
る
有
価
証
券
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
有
価
証
券
（
当
該
保
護
預
り
を
し
た
顧
客
の

所
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
が
当
該
有
価
証
券
を
引
き
続
き
所
有
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し

て
当
該
有
価
証
券
を
担
保
と
し
て
行
う
金
銭
の
貸
付
け
の
う
ち
、
当
該
顧
客
に
貸
し
付
け
る
金
額
が
当
該
有
価
証
券
を
担

保
と
し
て
既
に
貸
し
付
け
て
い
る
金
銭
の
額
と
合
計
し
て
五
百
万
円
（
当
該
貸
付
け
の
時
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
時

価
の
範
囲
内
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
も
の

イ

国
債
証
券

ロ

地
方
債
証
券

ハ

政
府
保
証
債
券

ニ

社
債
券

ホ

株
券

ヘ

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
規
定
す
る
投
資
信
託
又
は
外

国
投
資
信
託
の
受
益
証
券

ト

投
資
証
券
若
し
く
は
投
資
法
人
債
券
又
は
外
国
投
資
証
券

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
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チ

外
国
又
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

二

顧
客
か
ら
保
護
預
り
を
し
て
い
る
有
価
証
券
が
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
（
当
該

保
護
預
り
を
し
た
顧
客
の
所
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
に
係
る
解
約
を
請
求
し
た
顧
客
に
対

し
、
解
約
に
係
る
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
当
該
有
価
証
券
を
担
保
と
し
て
行
う
そ
の
解
約
に
係
る
金
銭
の
額
に

相
当
す
る
額
の
金
銭
の
貸
付
け
の
う
ち
、
当
該
顧
客
に
貸
し
付
け
る
金
額
が
当
該
有
価
証
券
を
担
保
と
し
て
既
に
貸
し
付

け
て
い
る
金
銭
の
額
と
合
計
し
て
五
百
万
円
を
超
え
な
い
も
の

イ

公
社
債
投
資
信
託
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号

）
第
十
三
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
公
社
債
投
資
信
託
を
い
う
。
ハ
、
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
ヘ
及
び
第
百
十
条
第

一
項
第
一
号
ハ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
主
た
る
投
資
対
象
を
短
期
の
公
社
債
（
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
有
価
証
券
（
外
国
又
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い

う
。
）
、
預
金
、
金
銭
信
託
及
び
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
等
の
金
融
資
産
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
も
の
の
受
益
証
券

信
託
期
間
に
制
限
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)
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毎
日
決
算
を
行
い
元
本
を
超
え
る
額
を
分
配
し
、
そ
の
分
配
金
が
月
末
に
再
投
資
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)

解
約
を
常
時
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)

解
約
金
の
支
払
い
が
当
日
又
は
そ
の
翌
営
業
日
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(4)
ロ

投
資
信
託
の
う
ち
、
主
た
る
投
資
対
象
を
中
期
の
利
付
国
債
、
預
金
、
金
銭
信
託
及
び
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
等
の
金
融

資
産
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
の
受
益
証
券

(1)

(4)

ハ

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
社
債
投
資
信
託
（
計
算
期

間
が
一
日
の
も
の
に
限
る
。
）
の
受
益
証
券

（
累
積
投
資
契
約
の
締
結
）

第
六
十
六
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
契
約
の
締
結
と
す
る
。

一

有
価
証
券
の
買
付
け
の
方
法
と
し
て
、
当
該
有
価
証
券
の
種
類
及
び
買
付
け
の
た
め
の
預
り
金
の
充
当
方
法
を
定
め
て

い
る
こ
と
。

二

預
り
金
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
顧
客
か
ら
の
払
込
金
及
び
顧
客
が
寄
託
し
て
い
る
有
価
証
券
の
果
実
並
び
に
償
還
金
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の
受
入
れ
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
の
預
り
金
を
累
積
投
資
預
り
金
と
し
て
他
の
預
り
金
と
区
分
し
て

経
理
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

三

他
の
顧
客
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
と
共
同
で
買
い
付
け
る
場
合
に
は
、
顧
客
が
買
い
付
け
た
有
価
証
券
に
つ
き
回
記

号
及
び
番
号
が
特
定
さ
れ
た
と
き
に
、
当
該
顧
客
が
単
独
で
当
該
有
価
証
券
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
が
確
定
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
る
こ
と
。

四

有
価
証
券
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
業
者
と
顧
客
が
共
有
し
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
が
他
の
有
価
証
券
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

顧
客
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
に
は
解
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
指
標
に
係
る
変
動
等
を
利
用
し
て
行
う
取
引
）

第
六
十
七
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
商
品
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
商
品
の
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互

に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

二

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
号
に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
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相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ

れ
に
類
似
す
る
取
引

（
届
出
業
務
）

第
六
十
八
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

金
地
金
の
売
買
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
に
係
る
業
務

二

組
合
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
に
係
る
業
務

三

匿
名
組
合
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
に
係
る
業
務

四

貸
出
参
加
契
約
（
金
融
機
関
等
貸
出
債
権
に
係
る
権
利
義
務
関
係
を
移
転
さ
せ
ず
に
、
原
貸
出
債
権
に
係
る
経
済
的
利

益
及
び
損
失
の
危
険
を
原
債
権
者
か
ら
第
三
者
に
移
転
さ
せ
る
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し

く
は
代
理
に
係
る
業
務

五

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
に
係
る
業
務

六

自
ら
所
有
す
る
不
動
産
の
賃
貸
に
係
る
業
務

七

物
品
賃
貸
業
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八

他
の
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
又
は
販
売
を
行
う
業
務
及
び
計
算
受
託
業
務

九

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業

十

国
民
年
金
基
金
連
合
会
か
ら
確
定
拠
出
年
金
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
同
項
第
一
号
、
第

二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
二
条
の
措
置
に
関
す
る
事
務
又
は
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
型
年
金
に
係
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る

事
務
に
限
る
。
）
を
行
う
業
務

十
一

信
託
業
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
代
理
業

十
二

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
業
務
若
し
く
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
遺
言
の
執
行
に
関
す
る
も
の
又
は
同
号
若
し
く
は
同
項
第
七
号

（
イ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
遺
産
の
整
理
に
関
す
る
も
の
に
係
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
（
信
託
業
務
を
営
む

金
融
機
関
（
同
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
業
務

十
三

金
融
機
関
代
理
業
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
二

項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
、
協
同
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組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
、
労
働
金
庫
法
第
八
十

九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用

事
業
代
理
業
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
及
び
農
林
中
央
金

庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十
四

不
動
産
の
管
理
業
務

十
五

不
動
産
に
係
る
投
資
に
関
し
助
言
を
行
う
業
務

十
六

算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定

す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
若
し
く
は
譲
渡
に
関
す
る

契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務

十
七

次
に
掲
げ
る
取
引
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務

イ

当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
算
定
割
当
量
の
相
場
に
基
づ
き
金

銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

ロ

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
号
の
契
約
に
係
る
取
引
及
び
イ
に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
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さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払

う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

十
八

投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
同
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
業
務
又
は
特

別
目
的
会
社
か
ら
委
託
を
受
け
て
そ
の
機
関
の
運
営
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務

十
九

有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
以
外
の
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た
め
金
銭
そ
の
他

の
財
産
の
運
用
を
行
う
業
務

二
十

債
務
の
保
証
又
は
引
受
け
に
係
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
に
係
る
業
務

二
十
一

そ
の
行
う
業
務
に
係
る
顧
客
に
対
し
他
の
事
業
者
の
あ
っ
せ
ん
又
は
紹
介
を
行
う
業
務

二
十
二

他
の
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
業
務

二
十
三

法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
そ
の
他
業
務
に
係
る
届
出
）

第
六
十
九
条

法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
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業
務
の
種
類
並
び
に
当
該
業
務
の
開
始
又
は
廃
止
の
年
月
日
及
び
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
業
務
を
開
始
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ

当
該
業
務
の
方
法

ロ

当
該
業
務
の
損
失
の
危
険
の
管
理
方
法

ハ

当
該
業
務
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
人
員
配
置

二

当
該
業
務
を
廃
止
し
た
場
合

当
該
業
務
の
廃
止
に
伴
う
顧
客
勘
定
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

（
そ
の
他
業
務
の
承
認
申
請
）

第
七
十
条

法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承

認
申
請
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類
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四

当
該
業
務
の
開
始
予
定
年
月
日

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
業
務
の
内
容
及
び
方
法

二

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
方
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
第
百
七
十
八
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
方
法

ロ

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
限
度
枠
の
設
定
及
び
適
用
方
法

ハ

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
及
び
限
度
枠
の
管
理
を
行
う
部
署
の
名
称
及
び
体
制

ニ

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
資
料
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

ホ

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
及
び
そ
の
限
度
枠
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、
部
署
の
名

称
及
び
体
制

ヘ

そ
の
他
当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
重
要
な
事
項
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三

当
該
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置

四

当
該
業
務
の
運
営
に
関
す
る
社
内
規
則

（
掲
示
す
べ
き
標
識
の
様
式
）

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

第
七
十
一
条

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者

別
紙
様
式
第
十
号

二

登
録
金
融
機
関

別
紙
様
式
第
十
一
号

（
広
告
類
似
行
為
）

第
七
十
二
条

法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書

の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第

九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
第
二
百
六
十
六
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
第
二
百
六
十
六
条
に
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お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

一

法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二

個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用
し
な
い
も
の

を
配
布
す
る
方
法

三

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他
の
物
品
に

表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の

物
品
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
の
名
称
、
銘
柄
又
は
通
称

金
融
商
品
取
引
契
約
又
は
そ
の
種
類

(1)

有
価
証
券
又
は
そ
の
種
類

(2)

出
資
対
象
事
業
又
は
そ
の
種
類

(3)
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か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

(4)

(1)

(3)

ロ

こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
を
す
る
金
融
商
品
取
引
業

者
等
の
商
号
、
名
称
若
し
く
は
氏
名
又
は
こ
れ
ら
の
通
称

ハ

令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は

数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

(1)

第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
上
場
有
価
証
券
等
書
面

(2)

第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
目
論
見
書
と
一
体
の
も
の
と
し
て

(3)
交
付
さ
れ
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
書
面
）

第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

(4)

（
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
七
十
三
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
登
録
金
融
機
関
業
務
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。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「

広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
六
条
第
一
項

第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も

の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
一
般
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り

放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
七
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ

り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を

当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す

る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）
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第
七
十
四
条

令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か

な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
（
有
価
証
券
の
価
格
又
は
保
証

金
等
の
額
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
証
金
等
の
額
を
い
う
。
第
二
百
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。

以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法

（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証
券
の
価
格
、
令
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

の
額
若
し
く
は
運
用
財
産
の
額
に
対
す
る
割
合
又
は
金
融
商
品
取
引
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
利
益
に
対
す
る
割
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算

方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と

す
る
。

２

前
項
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
若
し
く
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き

権
利
又
は
同
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
六
十
八
条
に
お
い
て
「
投
資

信
託
受
益
権
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
財
産
が
他
の
投
資
信
託

受
益
権
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
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れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
手
数
料
等
に
は
、
当
該
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
報
酬
そ
の
他
の

手
数
料
等
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
財
産
が
他
の
投
資
信
託
受
益
権
等
に
対
し
て
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ

る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
投
資
信
託
受
益
権
等
を
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等
と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等

と
み
な
さ
れ
た
投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
財
産
が
他
の
投
資
信
託
受
益
権
等
に
対
し
て
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
売
付
け
の
価
格
と
買
付
け
の
価
格
に
相
当
す
る
事
項
）

第
七
十
五
条

令
第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
（
同
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
現
実
数
値
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
約
定
数
値
（
同
号
に
規
定
す
る
約
定
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
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支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
の
約
定
数
値
と
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
の
約
定
数
値
又

は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

二

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
権
利
を
付
与
す

る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
の
当
該
権
利
の
対
価
の
額
と
当
該
権
利
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
の
当
該

権
利
の
対
価
の
額

三

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

金
融
商
品
（
同
条
第
二
十
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
利
率
等
（
同
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
利
率
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
金
融
指
標
が
約
定
し
た

期
間
に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
に
お
け
る
約
定
し
た
期
間
の
開
始
時
の
当
該
金
融

商
品
の
利
率
等
若
し
く
は
金
融
指
標
と
当
該
金
融
商
品
の
利
率
等
若
し
く
は
金
融
指
標
が
約
定
し
た
期
間
に
上
昇
し
た
場

合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
に
お
け
る
約
定
し
た
期
間
の
開
始
時
の
当
該
金
融
商
品
の
利
率
等
若

し
く
は
金
融
指
標
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

四

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

同
号
に
規
定
す
る
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
金
銭
を
支
払
う

立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
の
条
件
と
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
取
引
の
条
件
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
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も
の

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
七
十
六
条

令
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
金
融

商
品
取
引
業
協
会
の
名
称

（
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
等
）

第
七
十
七
条

令
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法

イ

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第

四
項
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
を
い
う
。
第
二
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
（
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号

）
第
二
条
の
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
を
い
う
。
第
二
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
行
う
者
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ハ

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
（
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
電

気
通
信
役
務
利
用
放
送
を
い
う
。
第
二
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
行
う
者

二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
行
う
広
告
等
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
（
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送

を
さ
せ
る
方
法
又
は
前
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
と
同
一
の
も
の
に
限
る
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
利

用
し
て
顧
客
に
閲
覧
さ
せ
る
方
法

三

常
時
又
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
内
又
は
屋
外
で
公
衆
に
表
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
っ
て
、
看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙

及
び
は
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広
告
板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
せ
、
又
は
表
示
さ
せ
る
も
の
並
び
に
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の

２

令
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
七
十
二
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
七
十
八
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項
（
法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
関
す
る
事
項
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を
含
む
。
）

二

金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三

金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四

金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
金
融
商
品
市
場
又
は
金
融
商
品
市
場
に
類
似
す
る
市
場
で
外
国
に
所
在
す
る
も
の
に
関
す

る
事
項

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
資
力
又
は
信
用
に
関
す
る
事
項

六

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
登
録
金
融
機
関
業
務
）
の
実
績
に
関
す

る
事
項

七

金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法
及
び
時
期
並

び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

八

抵
当
証
券
等
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第

十
六
号
に
掲
げ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
広
告
等

を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

抵
当
証
券
等
に
記
載
さ
れ
た
債
権
の
元
本
及
び
利
息
の
支
払
の
確
実
性
又
は
保
証
に
関
す
る
事
項

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
す
る
推
薦
に
関
す
る
事
項

ハ

利
息
に
関
す
る
事
項

ニ

抵
当
証
券
等
に
記
載
さ
れ
た
抵
当
権
の
目
的
に
関
す
る
事
項

九

投
資
顧
問
契
約
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
助
言
の
内
容
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

十

投
資
一
任
契
約
又
は
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
広
告
等

を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
投
資
判
断
の
内
容
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

十
一

第
七
条
第
四
号
ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
募
集
又
は
私
募
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
競
走
用

(1)

馬
の
血
統
及
び
飼
養
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
七
十
九
条

契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇

五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
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五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、
か
つ
、
次
項
に
規

定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
八
十
二
条
第

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

金
融
商
品
取
引
契
約
が
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
（
以
下
「
店
頭
金
融
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）

に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

三

第
八
十
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
八
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
工
業
規
格

Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
最
初

に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
十
条

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
及
び
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
、
金
融
商
品
取
引
所
に
類
似
す
る
も
の
で
外
国
に
所
在
す

る
も
の
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
類
似
す
る
市
場
で
外
国
に
所
在
す
る
も
の
に
お

い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
（
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
並
び
に
信
用
取
引
及
び
発
行
日
取
引
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
取
引
を
除
く
。
以
下
「
上

場
有
価
証
券
等
売
買
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
金
融

商
品
取
引
契
約
に
つ
い
て
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
第
八
十
二
条
第
一
号
、
第
三
号

、
第
五
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
条
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書

面
（
以
下
「
上
場
有
価
証
券
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合

二

有
価
証
券
の
売
買
（
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
取

引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
金
融
商
品
取

引
契
約
と
同
種
の
内
容
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

三

当
該
顧
客
に
対
し
目
論
見
書
（
前
条
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
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べ
き
事
項
の
す
べ
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
目
論
見
書
に
当
該
事
項
の
す
べ
て

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
事
項
の
う
ち
当
該
目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
事
項
の
す
べ
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
面
を
一
体
の
も
の
と
し
て
交
付
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
十
五
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

四

既
に
成
立
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す

べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す

べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
契

約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

五

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

イ

有
価
証
券
の
売
付
け
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
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約
を
締
結
し
た
場
合
に
限
る
。
）

ロ

令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す
る
行
為

ハ

令
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
反
対
売
買

ニ

累
積
投
資
契
約
（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
ニ
及
び
第
百
十
条
第
一
項

第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
有
価
証
券
の
買
付
け
又
は
累
積
投
資
契
約
に
基
づ
き
定
期
的
に
す
る
有
価
証
券

の
売
付
け

ホ

顧
客
が
所
有
す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲

げ
る
権
利
か
ら
生
ず
る
収
益
金
を
も
っ
て
当
該
有
価
証
券
又
は
当
該
権
利
と
同
一
の
銘
柄
を
取
得
さ
せ
る
も
の

ヘ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
五
条

第
二
号
に
規
定
す
る
公
社
債
投
資
信
託
（
計
算
期
間
が
一
日
の
も
の
に
限
る
。
）
の
受
益
証
券
に
限
る
。
）
の
売
買
（

当
初
の
買
付
け
を
除
く
。
）
又
は
当
該
有
価
証
券
に
係
る
投
資
信
託
契
約
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

第
三
条
又
は
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
解
約

２

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
並
び
に
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定

-120-



に
よ
る
上
場
有
価
証
券
等
書
面
の
交
付
、
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契

約
変
更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

上
場
有
価
証
券
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
上
場
有
価
証
券
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
上
場
有
価
証
券
等
売
買
等
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
上
場
有
価
証
券
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
と
同
種
の
内
容
の
金
融
商
品

取
引
契
約
（
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
八
十
一
条

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の

他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金

額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証
券
の
価
格
、
令
第
十
六
条
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第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
額
若
し
く
は
運
用
財
産
の
額
に
対
す
る
割
合
又
は
金
融
商
品
取
引
行

為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
利
益
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額

若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

２

第
七
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
手
数
料
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

第
八
十
二
条

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

二

令
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

三

顧
客
が
行
う
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に

係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
指
標

ロ

当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
理
由
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四

前
号
の
損
失
の
額
が
顧
客
が
預
託
す
べ
き
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
を
上
回
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
元
本
超
過
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
の
指
標
の
う
ち
元
本
超
過
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
直
接
の
原
因
と
な
る
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
変
動
に
よ
り
元
本
超
過
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
理
由

五

顧
客
が
行
う
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
そ
の
他
の
者
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
の
変

化
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
者

ロ

当
該
者
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
の
変
化
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由

六

前
号
の
損
失
の
額
が
顧
客
が
預
託
す
べ
き
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
を
上
回
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
元
本
超
過
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
の
者
の
う
ち
元
本
超
過
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
直
接
の
原
因
と
な
る
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
の
変
化
に
よ
り
元
本
超
過
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
及
び
そ
の
理

由
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七

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

八

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
終
了
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容

九

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
へ
の
法
第
三
十
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
の
有
無

十

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
三
十
七
条
の
六
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
関
す
る
事
項

十
一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
概
要

十
二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
行
う
金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
登
録
金
融
機
関
業
務
）
の

内
容
及
び
方
法
の
概
要

十
三

顧
客
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
連
絡
す
る
方
法

十
四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
加
入
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
及
び
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
認
定
投
資

者
保
護
団
体
の
有
無
（
加
入
し
、
又
は
対
象
事
業
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

第
八
十
三
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
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に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
の
譲
渡
に
制
限
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
制
限
の
内
容

二

当
該
有
価
証
券
が
取
扱
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
扱
有
価
証
券
の
売
買
の
機
会
に
関
し
顧
客
の
注

意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

２

一
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品

取
引
業
者
等
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
他
の
金
融
商
品
取
引

業
者
等
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

３

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
有
価
証
券
の
売
付
け
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
又
は
有
価
証
券

の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
若
し
く
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る

顧
客
が
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
発
行
者
又
は
所
有
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
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付
書
面
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
信
託
受
益
権
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
八
十
四
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
若
し
く
は

同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
条

第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
以
下
「
信
託
受
益
権
等
」
と
い
う
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

信
託
財
産
の
種
類
、
信
託
期
間
、
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
の
方
法
及
び
信
託
財
産
の
交
付
に
関
す
る
事
項

二

信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
の
権
限
を
有
す
る
者
及
び
権
限
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三

信
託
の
設
定
時
に
お
け
る
第
三
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
評
価
の
有
無
そ
の
他
信
託
財
産
の
評
価
に
関
す
る
事
項

四

信
託
行
為
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
信
託
受
益
権
等
（
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
に
限
る
。
）
の
譲
渡
手
続
に
関
す
る
事
項

五

取
引
の
種
類
の
別
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六

売
付
け
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
募
集
、
私
募
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
売
主
又
は
買
主

に
関
す
る
事
項

七

信
託
の
目
的

八

受
益
者
の
権
利
義
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

受
託
者
が
受
益
者
と
の
間
に
お
い
て
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
八
条
第
五
項
（
同
法
第
五

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
合
意
を
行
う
定
め
が
あ
る
場
合
（
信
託
業
法
第
二

十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
信
託
会
社
が
説
明
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
合
意
の
内
容

ロ

受
益
者
の
意
思
決
定
に
関
す
る
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
定
め
の
内
容

ハ

信
託
の
変
更
、
併
合
又
は
分
割
に
関
す
る
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
定
め
の
内
容

ニ

信
託
終
了
の
事
由
に
関
す
る
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
定
め
の
内
容

ホ

信
託
の
合
意
に
よ
る
終
了
に
関
す
る
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
定
め
の
内
容

ヘ

受
託
者
の
辞
任
及
び
新
受
託
者
の
選
任
に
関
す
る
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
定
め
の
内
容

九

信
託
受
益
権
等
の
損
失
の
危
険
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

信
託
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
債
務
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
債
務
の
総
額
及
び
契
約
ご

と
の
債
務
の
金
額
そ
の
他
当
該
債
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項
（
当
該
債
務
が
借
入
れ
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
借

入
金
額
並
び
に
契
約
ご
と
の
借
入
先
の
属
性
、
借
入
金
額
、
返
済
期
限
、
直
前
の
計
算
期
間
の
借
入
残
高
、
計
算
期
間

及
び
借
入
期
間
に
お
け
る
利
率
、
返
済
方
法
、
担
保
の
設
定
に
関
す
る
事
項
並
び
に
借
入
れ
の
目
的
及
び
使
途
を
含
む

。
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
損
失
を
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
債
務
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨

及
び
当
該
債
務
の
総
額
そ
の
他
の
当
該
債
務
の
状
況

ハ

信
託
債
権
、
信
託
財
産
に
設
定
さ
れ
た
担
保
権
そ
の
他
当
該
信
託
受
益
権
に
優
先
す
る
権
利
が
あ
る
場
合
は
、
当
該

権
利
の
内
容

ニ

信
託
受
益
権
に
つ
い
て
信
用
補
完
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
信
用
補
完
の
内
容

ホ

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
損
失
の
補
て
ん
又
は
利
益
の
補
足
を
約

す
る
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

十

信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
事
項
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十
一

信
託
財
産
の
計
算
期
間
に
関
す
る
事
項

十
二

信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
の
状
況
の
報
告
に
関
す
る
事
項

十
三

受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
公
告
の
方
法

十
四

信
託
財
産
で
あ
る
金
銭
を
固
有
財
産
又
は
他
の
信
託
財
産
で
あ
る
金
銭
と
合
同
運
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当

該
信
託
財
産
と
固
有
財
産
又
は
他
の
信
託
財
産
と
の
間
の
損
益
の
分
配
に
係
る
基
準

十
五

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
信
託
に
係
る
信
託
受
益
権
等
の

売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

信
託
法
第
三
条
第
三
号
の
公
正
証
書
そ
の
他
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
事
項
の
内

容
ロ

受
託
者
に
係
る
信
託
業
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
の
有
無
及
び
同
条
第
十
項
の
調
査
の
有
無

ハ

信
託
業
法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
の
調
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
調
査
の
結
果

ニ

信
託
業
法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
の
調
査
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
信
託
受
益
権
等
の
売
買
そ
の

他
の
取
引
を
行
う
者
が
当
該
信
託
の
受
託
者
と
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
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六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

十
六

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
信
託
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
限
定
責
任
信
託
に
係
る
信
託
受
益
権
等
の
売
買

そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
事
項

イ

限
定
責
任
信
託
の
名
称

ロ

限
定
責
任
信
託
の
事
務
処
理
地

ハ

給
付
可
能
額
及
び
受
益
者
に
対
す
る
信
託
財
産
に
係
る
給
付
は
当
該
給
付
可
能
額
を
超
え
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

旨

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
信
託
受
益
権
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
信
託
受
益
権
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
八
十
四
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
不
動
産
信
託
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）
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第
八
十
五
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
不
動
産
信
託
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

一

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
上
に
存
す
る
登
記
さ
れ
た
権
利
の
種
類
及
び
内
容
並
び
に
登
記
名
義
人

又
は
登
記
簿
の
表
題
部
に
記
録
さ
れ
た
所
有
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

二

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
制
限
に
関
す
る
事
項
の
概
要

三

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
私
道
に
関
す
る
負
担
に
関
す
る
事
項

四

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
飲
用
水
、
電
気
及
び
ガ
ス
の
供
給
並
び
に

排
水
の
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
（
こ
れ
ら
の
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
整
備
の
見
通
し

及
び
そ
の
整
備
に
つ
い
て
の
特
別
の
負
担
に
関
す
る
事
項
）
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五

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
に
関
す
る
工
事
の
完
了

前
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
完
了
時
に
お
け
る
形
状
、
構
造
そ
の
他
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二

年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
第
十
九
条
の
二
の
四
に
規
定
す
る
事
項

六

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
が
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
建
物
を
所
有
す

る
た
め
の
一
棟
の
建
物
の
敷
地
に
関
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
に
関
す
る
規
約

の
定
め
そ
の
他
の
一
棟
の
建
物
又
は
そ
の
敷
地
（
一
団
地
内
に
数
棟
の
建
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
団
地
内
の
土
地
又
は
こ
れ

に
関
す
る
権
利
が
そ
れ
ら
の
建
物
の
所
有
者
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
を
含
む
。
）
に
関
す
る
権
利
及
び

こ
れ
ら
の
管
理
又
は
使
用
に
関
す
る
事
項
で
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
の
五
各
号
に
掲
げ
る
も
の

七

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第

百
九
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
造
成
宅
地
防
災
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

八

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
砂
災
害
警
戒
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区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

九

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
に
つ
い
て
、
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の
結
果
が
記
録
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

十

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し

た
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が

行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関

ロ

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関

ニ

地
方
公
共
団
体

十
一

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第

-133-



一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

十
二

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
し
保

か

し

証
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
概
要

イ

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契
約
の
締
結

ロ

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を

委
託
す
る
契
約
の
締
結

ハ

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履
行
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し
て
保
証
す
る

こ
と
を
委
託
す
る
契
約
の
締
結

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
不
動
産
信
託
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
五
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
不
動
産
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
五
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）
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第
八
十
六
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

元
本
の
単
位
に
関
す
る
事
項

二

利
息
に
関
す
る
事
項

三

当
該
抵
当
証
券
等
に
記
載
さ
れ
た
債
権
の
元
本
及
び
利
息
の
弁
済
の
受
領
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

四

代
金
の
受
渡
し
の
方
法

五

元
本
及
び
利
息
の
支
払
の
時
期
、
手
段
そ
の
他
支
払
の
方
法

六

当
該
抵
当
証
券
等
に
記
載
さ
れ
た
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

七

当
該
抵
当
証
券
等
に
係
る
貸
付
契
約
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

貸
付
契
約
の
締
結
の
年
月
日

ロ

貸
付
資
金
の
金
額
、
金
利
、
使
途
並
び
に
返
済
の
方
法
及
び
期
限

ハ

保
証
人
の
有
無

-135-



ニ

貸
付
契
約
に
係
る
担
保
物
件
の
概
要
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

担
保
設
定
額

(1)

担
保
物
件
の
評
価
を
し
た
年
月
日
、
評
価
額
並
び
に
評
価
を
し
た
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
連
絡
先

(2)

物
件
明
細

(3)
ホ

ニ
の
担
保
物
件
に
係
る
事
業
計
画
そ
の
他
の
計
画
で
定
め
る
貸
付
資
金
の
返
済
計
画
の
概
要

ヘ

債
務
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

設
立
の
年
月
又
は
事
業
を
開
始
し
た
年
月

(1)

主
た
る
事
業
の
種
類

(2)

当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
の
三
月
前
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
外
国
法
人
で
あ
る
場
合

(3)
に
は
、
六
月
前
）
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
決
算
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
並
び

に
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

ト

債
務
者
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
関
連
当
事
者
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
十
七
項
に
規
定
す
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る
関
連
当
事
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

チ

顧
客
が
債
務
者
か
ら
債
権
を
取
り
立
て
る
方
法

八

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
他
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
業

の
種
類

九

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
係
る
法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
事
業
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

十

抵
当
証
券
等
の
元
本
が
政
府
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
旨

十
一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
係
る
直
近
の
計
算
書
類
又
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
項

イ

会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
後
段
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容

ロ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
監
査
に
お
け
る
監
査
報
告
の
内
容

ハ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
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査
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
て
い
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
抵
当
証
券
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
八
十
六
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
八
十
七
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
以

下
「
出
資
対
象
事
業
持
分
」
と
い
う
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
資
対
象
事
業

持
分
取
引
契
約
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

出
資
対
象
事
業
持
分
取
引
契
約
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

出
資
対
象
事
業
持
分
の
名
称

ロ

出
資
対
象
事
業
持
分
の
形
態
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ハ

出
資
対
象
事
業
持
分
取
引
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
関
す
る
事
項

ニ

出
資
又
は
拠
出
を
す
る
金
銭
の
払
込
み
に
関
す
る
事
項

ホ

出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
契
約
期
間
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
期
間

へ

出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
解
約
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

解
約
の
可
否

(1)

解
約
に
よ
り
行
わ
れ
る
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
財
産
の
分
配
に
係
る
金
銭
の
額
の
計
算
方
法
、
支
払
方
法
及

(2)
び
支
払
予
定
日

解
約
に
係
る
手
数
料

(3)
ト

損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

チ

顧
客
の
権
利
及
び
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

出
資
対
象
事
業
に
係
る
財
産
に
対
す
る
顧
客
の
監
視
権
の
有
無
及
び
顧
客
が
当
該
監
視
権
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ

(1)
て
は
、
そ
の
内
容

出
資
対
象
事
業
に
係
る
財
産
の
所
有
関
係

(2)
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顧
客
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
の
範
囲

(3)

出
資
対
象
事
業
に
係
る
財
産
が
損
失
に
よ
り
減
じ
た
場
合
の
顧
客
の
損
失
分
担
に
関
す
る
事
項

(4)

出
資
対
象
事
業
持
分
の
内
容

(5)

二

出
資
対
象
事
業
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

出
資
対
象
事
業
の
内
容
及
び
運
営
の
方
針

ロ

組
織
、
内
部
規
則
、
出
資
対
象
事
業
に
関
す
る
意
思
決
定
に
係
る
手
続
そ
の
他
の
出
資
対
象
事
業
の
運
営
体
制
に
関

す
る
事
項

ハ

出
資
対
象
事
業
持
分
の
発
行
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
、
役
割
及
び
関
係
業
務
の
内
容

ニ

出
資
対
象
事
業
の
運
営
を
行
う
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
、
役
割
及
び
関
係
業
務
の
内
容

ホ

出
資
対
象
事
業
が
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
、
役
割
及
び
関
係
業
務
の
内
容

当
該
有
価
証
券
（
投
資
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
大
き
い
も
の
か
ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
、
そ
の
第
一
順
位
か

(1)
ら
第
三
十
順
位
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
発
行
者
（
当
該
発
行
者
（
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
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受
益
権
等
の
発
行
者
に
限
る
。
）
が
他
の
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
有
価
証
券
は

、
当
該
有
価
証
券
と
み
な
す
。
）

出
資
対
象
事
業
持
分
の
発
行
者
又
は

に
掲
げ
る
者
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
運
用
又
は
保
管
の
委
託
を
受
け

(2)

(1)

る
者
（
当
該
者
が
運
用
を
再
委
託
す
る
者
は
出
資
対
象
事
業
持
分
の
発
行
者
又
は

に
掲
げ
る
者
か
ら
委
託
を
受
け

(1)

る
者
と
み
な
す
。
）

ヘ

出
資
対
象
事
業
か
ら
生
ず
る
収
益
の
配
当
又
は
出
資
対
象
事
業
に
係
る
財
産
の
分
配
（
以
下
「
配
当
等
」
と
い
う
。

）
の
方
針

ト

事
業
年
度
、
計
算
期
間
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
期
間

チ

出
資
対
象
事
業
に
係
る
手
数
料
等
の
徴
収
方
法
及
び
租
税
に
関
す
る
事
項

リ

法
第
四
十
条
の
三
に
規
定
す
る
管
理
の
方
法

三

出
資
対
象
事
業
の
経
理
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

貸
借
対
照
表

ロ

損
益
計
算
書
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ハ

出
資
対
象
事
業
持
分
の
総
額

ニ

発
行
済
み
の
出
資
対
象
事
業
持
分
の
総
数

ホ

配
当
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

配
当
等
の
総
額

(1)

配
当
等
の
支
払
方
法

(2)

出
資
対
象
事
業
に
係
る
財
産
の
分
配
が
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
契
約
期
間
の
末
日
以
前
に
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

(3)
は
、
当
該
分
配
に
係
る
金
銭
の
支
払
方
法

配
当
等
に
対
す
る
課
税
方
法
及
び
税
率

(4)
ヘ

総
資
産
額
、
純
資
産
額
、
営
業
損
益
額
、
経
常
損
益
額
及
び
純
損
益
額

ト

出
資
対
象
事
業
持
分
一
単
位
当
た
り
の
総
資
産
額
、
純
損
益
額
及
び
配
当
等
の
金
額

チ

自
己
資
本
比
率
及
び
自
己
資
本
利
益
率

リ

出
資
対
象
事
業
が
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
有
価
証
券

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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発
行
地
又
は
金
融
商
品
取
引
所
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
所
在
す
る
地
域
ご
と
の
銘
柄
、
当
該
有
価
証
券
が

(1)
株
券
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
株
券
の
発
行
者
の
業
種
、
数
量
、
金
額
（
簿
価
の
総
額
及
び
時
価
の
総
額
又

は
評
価
額
の
総
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
有
価
証
券
が
債
券
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
利
率
及
び
償
還
金
額

の
金
額
の
評
価
方
法

(2)

(1)
の
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
出
資
対
象
事
業
に
係
る
資
産
の
総
額
に
占
め
る
割
合

(3)

(1)

ヌ

出
資
対
象
事
業
が
有
価
証
券
以
外
の
資
産
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
資
産
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

資
産
の
種
類
ご
と
の
数
量
及
び
金
額

(1)

の
金
額
の
評
価
方
法

(2)

(1)
の
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
出
資
対
象
事
業
に
係
る
資
産
の
総
額
に
占
め
る
割
合

(3)

(1)

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
七
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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３

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
出
資
対
象
事
業
持
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
八
十
八
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
」
と
い
う
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
の
準
拠
法
の
名
称
及
び
そ
の
主
な
内
容

二

外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
の
発
行
者
が
監
督
を
受
け
て
い
る
外
国
の
当
局
の
名
称
及
び
そ
の
主
な
内
容

三

配
当
等
、
売
却
代
金
そ
の
他
の
送
金
に
つ
い
て
の
為
替
管
理
上
の
取
扱
い

四

本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
裁
判
上
及
び
裁
判
外
に
お
い
て
当
該
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
の
発
行
者
を

代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
有
無
並
び
に
当
該
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

当
該
権
限
の
内
容
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五

当
該
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
当
該
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
に
関
す
る
訴
訟
に

つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
執
行
の
手
続

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
八
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
八
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
主
と
し
て
信
託
受
益
権
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
を
出
資
対
象
事
業
と
す
る
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の

取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
八
十
九
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
、
出
資
対
象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に

係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と
し
て
信
託
受
益
権
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
八
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
）
の
ほ
か
、
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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２

前
項
の
信
託
受
益
権
等
に
は
、
同
項
の
出
資
対
象
事
業
が
出
資
対
象
事
業
持
分
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
子
出
資
対
象
事
業
」
と
い
う

。
）
が
信
託
受
益
権
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
信
託
受
益
権
等
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
子
出
資
対
象
事
業
が
出
資
対
象
事
業
持
分
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
出
資
対
象

事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
信
託
受
益
権
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
出
資
対
象
事

業
は
、
子
出
資
対
象
事
業
と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
子
出
資
対
象
事
業
と
み
な
さ
れ

た
出
資
対
象
事
業
が
出
資
対
象
事
業
持
分
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分

に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
信
託
受
益
権
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
出
資
対
象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と

し
て
信
託
受
益
権
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
九

条
第
一
項
の
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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６

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
出
資
対
象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と

し
て
信
託
受
益
権
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
組
合
契
約
等
に
基
づ
く
権
利
の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と
し
て
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資

を
行
う
も
の
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
九
十
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
、
組
合
契
約
、
匿
名
組
合
契
約
又
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合

契
約
に
基
づ
く
権
利
の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と
し
て
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
も

の
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
第
八
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

前
項
の
不
動
産
信
託
受
益
権
に
は
、
同
項
の
出
資
対
象
事
業
が
出
資
対
象
事
業
持
分
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
子
出
資
対
象
事
業
」
と

い
う
。
）
が
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
を
含
む
も

の
と
す
る
。
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３

前
項
の
子
出
資
対
象
事
業
が
出
資
対
象
事
業
持
分
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
出
資
対
象

事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
出
資
対

象
事
業
は
、
子
出
資
対
象
事
業
と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
子
出
資
対
象
事
業
と
み
な
さ
れ

た
出
資
対
象
事
業
が
出
資
対
象
事
業
持
分
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分

に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
組
合
契
約
、
匿
名
組
合
契
約
若
し
く
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
基
づ
く
権
利

の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と
し
て
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
も
の
の
売
買
そ
の
他
の

取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
五
条
第
一
項
各
号
」
と

、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
条
第
一
項
の
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
五
条
第
一
項
各
号
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
組
合
契
約
、
匿
名
組
合
契
約
若
し
く
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
基
づ
く
権
利

の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と
し
て
不
動
産
信
託
受
益
権
に
対
す
る
投
資
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
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る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
九
十
一
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
（
以

下
「
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
八
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

商
品
フ
ァ
ン
ド
（
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
を
有
す
る
者
か
ら
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
九
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
用
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
用
業
者

」
と
い
う
。
）
及
び
商
品
フ
ァ
ン
ド
に
関
し
業
務
上
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
関
係
業
者
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
主
要
な
者
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
が
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

イ

商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
に
関
与
す
る
商
品
投
資
顧
問
業
者
（
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
顧
問
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
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）
及
び
同
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
同
法
第
三
条
の
商
品
投
資
顧
問
業
の
許
可

と
同
種
の
許
可
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
処
分
（
第
十
三
号
に
お
い
て
「
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
者

ロ

商
品
フ
ァ
ン
ド
か
ら
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
る
者
（
運
用
業
者
を
除
く
。
）

ハ

運
用
業
者
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
が
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
を
委
託
す
る
者

二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
及
び
運
用
業
者
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
主
要
株
主
（
自
己
又
は
他
人
の
名

義
を
も
っ
て
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。
第
九
十
五
条
第
一
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
並
び
に
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
運
用
業
者
が
他
に
事
業
を
行

っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
種
類

三

運
用
業
者
の
財
産
の
運
用
開
始
日
が
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら

に
代
わ
る
書
面

四

運
用
業
者
の
役
員
及
び
商
品
フ
ァ
ン
ド
を
運
用
す
る
重
要
な
使
用
人
（
部
長
、
次
長
、
課
長
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
を
い
う
。
）
の
氏
名
並
び
に
役
員
が
他
の
法
人

の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
氏
名
並
び
に
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
及
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び
業
務
又
は
当
該
事
業
の
種
類

五

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
種
類
並
び
に
顧
客
の
権
利
及
び
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
種
類

ロ

顧
客
か
ら
出
資
さ
れ
、
若
し
く
は
拠
出
さ
れ
た
財
産
又
は
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
に
関

す
る
顧
客
の
監
視
権
の
有
無
及
び
顧
客
が
当
該
監
視
権
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容

ハ

顧
客
か
ら
出
資
さ
れ
、
若
し
く
は
拠
出
さ
れ
た
財
産
又
は
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
所

有
関
係

ニ

顧
客
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
の
範
囲

ホ

出
資
さ
れ
、
若
し
く
は
拠
出
さ
れ
た
財
産
又
は
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
が
損
失
に
よ
り

減
じ
た
場
合
の
顧
客
の
損
失
分
担
に
関
す
る
事
項

ヘ

顧
客
か
ら
出
資
さ
れ
、
若
し
く
は
拠
出
さ
れ
た
財
産
又
は
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
に
関

す
る
収
益
及
び
償
還
金
の
受
領
権

六

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
又
は
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
信
託
契
約
に
係
る
法
令
の
概
要
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七

顧
客
か
ら
出
資
さ
れ
、
若
し
く
は
拠
出
さ
れ
た
財
産
又
は
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
運
用

形
態
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

元
本
確
保
型
で
あ
る
か
、
又
は
積
極
運
用
型
で
あ
る
か
の
別

ロ

元
本
確
保
型
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
本
の
確
保
の
方
法
及
び
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
元
本
の
金
額

ハ

積
極
運
用
型
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
予
想
さ
れ
る
損
失
の
範
囲

ニ

追
加
募
集
の
有
無

八

顧
客
か
ら
出
資
さ
れ
、
若
し
く
は
拠
出
さ
れ
た
財
産
又
は
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
の
投
資

の
内
容
及
び
方
針
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

地
域
別
、
種
類
別
そ
の
他
の
投
資
の
対
象
に
係
る
分
類
別
の
比
率
の
予
定
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
比
率
そ
の
他
の
主
な
投
資
の
対
象
の
内
容
及
び
基
準
に
関
す
る
事
項

ロ

法
令
そ
の
他
の
規
則
に
お
い
て
投
資
の
制
限
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
制
限
の
内
容
及
び

そ
の
根
拠

ハ

借
入
れ
、
集
中
投
資
、
他
の
商
品
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
及
び
流
動
性
に
欠
け
る
投
資
対
象
へ
の
投
資
の
有
無
並
び
に
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投
資
に
関
す
る
制
限
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
制
限
の
内
容
及
び
そ
の
根
拠

ニ

繰
上
償
還
の
有
無

ホ

運
用
開
始
予
定
日

ヘ

運
用
終
了
予
定
日

ト

一
年
以
内
で
定
め
ら
れ
た
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
に
係
る
計
算
期
間
（
以
下
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）

九

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
九
条

第
四
号
に
お
い
て
「
商
品
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）
の
投
機
性
、
資
金
運
用
効
率
、
流
動
性
、
商
品
取
引
所
法
第
二
条
第

十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
員
の
信
用
、
商
品
投
資
顧
問
業
者
の
運
用
手
法
そ
の
他
の
商
品
フ
ァ
ン
ド
を
商
品
先
物
取

引
で
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
損
失
発
生
の
要
因

十

顧
客
へ
の
運
用
状
況
の
報
告
の
方
法
、
頻
度
及
び
時
期

十
一

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
契
約
に
よ
り
顧
客
に
付
与
さ
れ
る
報
告
請
求
権
の
内
容

十
二

運
用
業
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

定
款
上
の
事
業
目
的

ロ

設
立
経
緯

ハ

商
号
の
変
更

ニ

運
用
業
者
の
役
員
の
変
更
に
つ
い
て
の
監
督
官
庁
及
び
株
主
等
に
よ
る
承
認
の
要
否
並
び
に
当
該
承
認
が
必
要
な
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
根
拠
及
び
承
認
手
続

ホ

定
款
変
更
、
合
併
並
び
に
事
業
譲
渡
及
び
事
業
譲
受

ヘ

主
要
な
出
資
又
は
拠
出
の
状
況

ト

訴
訟
事
件
そ
の
他
の
重
要
事
項

十
三

関
係
業
者
の
う
ち
主
要
な
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

関
係
業
者
が
商
品
フ
ァ
ン
ド
か
ら
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
本
金
の
額
又
は

出
資
の
総
額

ロ

商
品
フ
ァ
ン
ド
か
ら
新
た
に
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
関
係
業
者
と
な
る
法
人
が
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
出
資
又
は
拠
出
の
予
定
額
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ハ

商
品
投
資
顧
問
業
者
及
び
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り

当
該
外
国
に
お
い
て
同
法
第
三
条
の
許
可
と
同
種
の
許
可
等
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
当
該
許
可
等
の
番
号
、
当
該
許

可
等
を
与
え
た
機
関
の
名
称
及
び
そ
の
機
関
が
属
す
る
国
の
名
称
、
設
立
年
並
び
に
当
該
許
可
等
を
受
け
た
年

ニ

商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
に
係
る
業
務
内
容

十
四

運
用
業
者
及
び
関
係
業
者
の
う
ち
主
要
な
者
と
の
資
本
関
係

十
五

商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
の
募
集
、
私
募
又
は
売
出
し
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
の
名
称

ロ

募
集
、
私
募
又
は
売
出
し
の
予
定
総
額
及
び
予
定
総
口
数

ハ

募
集
、
私
募
又
は
売
出
し
の
単
位

ニ

申
込
み
の
期
間
、
方
法
及
び
取
扱
場
所

ホ

払
込
み
の
期
日
及
び
方
法

十
六

当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
契
約
期
間
に
関
す
る
事
項

十
七

金
融
商
品
取
引
契
約
の
変
更
の
手
続
、
変
更
を
す
る
旨
の
開
示
の
方
法
そ
の
他
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
変
更
に
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関
す
る
事
項

十
八

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
解
約
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

解
約
の
可
否

ロ

解
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

解
約
の
条
件
及
び
方
法

(1)

解
約
の
申
込
期
間

(2)

解
約
償
還
金
の
金
額
の
計
算
方
法
及
び
支
払
方
法

(3)

解
約
償
還
金
の
支
払
予
定
日

(4)

解
約
に
係
る
手
数
料

(5)

解
約
が
多
発
し
た
と
き
は
、
当
初
予
定
し
て
い
た
運
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
及
び
運

(6)
用
自
体
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

十
九

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
る
買
取
り
の
有
無
並
び
に
買
取
り
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
条
件
及
び
方

法
並
び
に
当
該
買
取
り
に
係
る
買
取
り
金
額
の
計
算
方
法
、
支
払
方
法
及
び
支
払
時
期
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二
十

損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

二
十
一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
か
ら
手
数
料
等
を
徴
収
す
る
方
法

二
十
二

商
品
フ
ァ
ン
ド
か
ら
支
払
わ
れ
る
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
管
理
に
係
る
手
数
料
等
の
支
払
先
、
計
算
方
法
、
支
払
額
、

支
払
方
法
及
び
支
払
時
期
並
び
に
当
該
支
払
額
が
未
定
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

二
十
三

商
品
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
資
産
評
価
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

一
口
当
た
り
の
純
資
産
額
の
計
算
方
法
及
び
資
産
の
評
価
方
法

ロ

計
算
期
間

ハ

顧
客
へ
の
通
知
の
方
法

二
十
四

計
算
期
間
に
係
る
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
そ
の
他
の
財
務

計
算
に
関
す
る
書
類
に
対
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
る
予
定
の
有
無
及
び
そ
の
予
定
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
監
査
を
受
け
る
範
囲

二
十
五

商
品
フ
ァ
ン
ド
の
収
益
の
分
配
の
方
法
及
び
方
針

二
十
六

満
期
時
の
償
還
金
の
金
額
の
計
算
方
法
、
支
払
方
法
及
び
支
払
時
期
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二
十
七

配
当
及
び
償
還
金
に
係
る
租
税
に
関
す
る
事
項

二
十
八

運
用
業
者
が
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
裁
判
上
及
び
裁
判
外

に
お
い
て
当
該
運
用
業
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
の
有
無
並
び
に
当
該
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
商

号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
権
限
の
内
容

二
十
九

当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
関
す

る
訴
訟
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地

三
十

元
本
の
追
加
運
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
品
フ
ァ
ン
ド
に
追
加
運
用
す
る
た
め
の
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
係

る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
締
結
等
」
と
い
う
。
）
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
締
結
等
の
勧
誘
の
開
始
日
の
前
々
月
末
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
ご
と
の
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
資

産
配
分
状
況

商
品
先
物
取
引
（
貴
金
属
、
農
産
物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
、
そ
の
他
の
当
該
商
品
先
物
取
引
に
係
る
主
要
な
物
品

(1)
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）
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商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
商
品
投
資
（
貴
金
属
、
農
産

(2)
物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
そ
の
他
の
当
該
商
品
投
資
に
係
る
主
要
な
物
品
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
商
品
投
資
（
貴
金
属
、
農
産

(3)
物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
そ
の
他
の
当
該
商
品
投
資
に
係
る
主
要
な
物
品
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）

令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
の
取
得
（
生
産
を
含
む
。
）
を
し
、
譲
渡
を
し
、

(4)
使
用
を
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
運
用
（
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
当
該
運
用
に
係
る
物
品
ご
と
の

内
訳
を
含
む
。
）

そ
の
他
の
運
用
方
法
（
有
価
証
券
、
譲
渡
性
預
金
そ
の
他
の
主
要
な
金
融
商
品
に
対
す
る
投
資
、
法
第
二
条
第
二

(5)
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
取
引
そ
の

他
の
主
要
な
運
用
方
法
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）

ロ

当
該
勧
誘
の
開
始
日
が
属
す
る
月
の
前
々
月
末
日
に
お
い
て
終
了
し
て
い
る
直
近
十
計
算
期
間
の
各
計
算
期
間
の
末

日
に
お
け
る
純
資
産
額
及
び
配
当

ハ

当
該
勧
誘
の
開
始
日
が
属
す
る
月
の
前
々
月
末
日
に
お
い
て
終
了
し
て
い
る
直
近
十
計
算
期
間
の
各
計
算
期
間
に
お
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け
る
募
集
、
私
募
又
は
売
出
し
の
金
額
、
解
約
金
額
及
び
償
還
金
額

ニ

当
該
勧
誘
の
開
始
日
が
属
す
る
計
算
期
間
の
前
計
算
期
間
に
係
る
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面

ホ

ニ
の
商
品
フ
ァ
ン
ド
か
ら
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
及
び
当
該

者
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
及
び
連
結
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
で
あ
っ
て
顧
客
が
当
該
商
品
フ
ァ
ン

ド
及
び
当
該
者
に
係
る
純
資
産
額
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

ヘ

ニ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
書
面
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
対
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受

け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
範
囲
（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
に
係
る
書
類
が
添
付

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
書
類
に
監
査
を
受
け
た
範
囲
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前

項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
一
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
一
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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４

第
一
項
及
び
前
項
の
「
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

法
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
若
し
く
は
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
四
号
に

掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
権
利
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
に
係
る
信
託
財
産
を
主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
運
用
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
信
託
の
収
益
の
分
配
及
び
元
本
の
返
還
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
も
の

イ

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資

ロ

令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
物
品
の
取
得
（
生
産
を
含
む
。
）
を
し
、
譲

渡
を
し
、
使
用
を
し
、
又
は
使
用
を
さ
せ
る
こ
と
。

二

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
前
号
に
規
定
す
る

権
利
に
対
す
る
投
資
で
あ
る
も
の

三

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
当
該
権
利
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と
し
て
第
一
号

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の

（
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）
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第
九
十
二
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
項
の
ほ
か
、
競
走
用
馬
の
血
統
及
び
飼
養
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
競
走
用
馬
の
血
統
及
び
飼
養
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
」
と
、
「

同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
第
一
項
の
」
と
、
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
七
条
第
四
号
ニ

又
は

に
掲
げ
る
権
利
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

(1)

(2)

て
、
同
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

第
九
十
三
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
八
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

令
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項

二

当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
基
づ
き
発
生
す
る
債
務
の
履
行
の
方
法
及
び
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
す
る

方
法

三

当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
が
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
者
の
商
号
又
は
名
称

四

顧
客
が
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
関
し
預
託
す
べ
き
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
及
び
金
額
の
計
算
方

法
、
当
該
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の
種
類
及
び
充
当
価
格
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
並
び
に
顧
客
が
当
該
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
し
、
及
び
そ
の
返
還
を
受
け
る
方
法

五

顧
客
か
ら
手
数
料
等
を
徴
収
す
る
方
法

六

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
受
託
等
（
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
託
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
手
続
に
関
す
る
事
項

七

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
主
要
な
用
語
及
び
そ
の
他
の
基
礎
的
な
事
項

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
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各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
三
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
九
十
四
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
を
相
手
方
と
し
て
行
う
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
の
減
少
を
目

的
と
し
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
行
う
令
第
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
こ

れ
ら
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
又
は
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
そ
の
他
の
者
（
以
下
こ

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
他
の
業
者
等
」
と
い
う
。
）
を
相
手
方
と
し
て
行
う
店
頭
金
融
先
物
取
引
で
、
当
該
顧
客
が

行
っ
た
店
頭
金
融
先
物
取
引
と
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
対
象
と
す
る
金
融
商
品
若
し
く
は
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
市
場
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
金
融
指
標
及
び
売
買
の
別
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
が
同
一
の
も
の
（
以
下
「
カ
バ
ー
取

引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
商
号
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
者

の
商
号
若
し
く
は
名
称
を
当
該
外
国
金
融
商
品
市
場
が
開
設
さ
れ
て
い
る
国
又
は
地
域
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
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に
よ
り
表
示
し
た
も
の
及
び
そ
れ
を
日
本
語
に
よ
り
翻
訳
し
て
表
示
し
た
も
の
又
は
店
頭
金
融
先
物
取
引
の
相
手
方
と
な

る
他
の
業
者
等
（
以
下
「
カ
バ
ー
取
引
相
手
方
」
と
い
う
。
）
の
商
号
、
名
称
若
し
く
は
氏
名
及
び
業
務
内
容
並
び
に
こ

れ
ら
の
者
が
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
督
を
受
け
て
い
る
外
国
の
当
局
の
名
称

二

顧
客
が
行
う
店
頭
金
融
先
物
取
引
で
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
場
合
の
当
該
媒

介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
の
相
手
方
と
な
る
他
の
業
者
等
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「

媒
介
等
相
手
方
」
と
い
う
。
）
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
業
務
内
容
並
び
に
当
該
媒
介
等
相
手
方
が
外
国
法
人
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
督
を
受
け
て
い
る
外
国
の
当
局
の
名
称

三

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
受
託
等
に
係
る
禁
止
行
為
に
関
す
る
事
項

四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
財
産
の
管
理
方
法
及
び
預
託
先

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
投
資
顧
問
契
約
等
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
九
十
五
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
投
資
顧
問
契
約
又
は
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
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行
為
（
投
資
顧
問
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
八
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
並
び
に
そ
の
役

員
及
び
主
要
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

顧
客
に
対
す
る
投
資
顧
問
契
約
に
基
づ
く
助
言
の
業
務
の
用
に
供
す
る
目
的
で
金
融
商
品
の
価
値
等
の
分
析
又
は
当
該

分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
を
行
う
者
（
第
百
六
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
「
分
析
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名

三

助
言
の
内
容
及
び
方
法

四

顧
客
に
対
す
る
投
資
顧
問
契
約
に
基
づ
く
助
言
の
業
務
を
行
う
者
の
氏
名

五

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
法
第
三
十
七
条
の
六
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
顧
客
は
、
金
融
商
品
取

引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
、
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
作
成
す
る
法
第
三
十

七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
を
受
領
し
た
日
（
当
該
契
約
締
結

時
交
付
書
面
の
受
領
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
提
供
さ
れ
た
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場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日
）
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
す
る

ま
で
の
間
、
書
面
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

イ

第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
場
合

当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
が
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
記
録
さ
れ
た
日

ロ

第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
場
合

同
号
の
フ
ァ
イ
ル
を
受
領
し
た
日

六

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
解
除
は
、
金
融
商
品
取
引
契
約
の
解
除
を
行

う
旨
の
書
面
を
発
し
た
時
に
、
そ
の
効
力
を
生
じ
る
旨

七

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
そ
の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
、
顧
客
を
相
手
方
と
し
て
又
は
当
該
顧
客
の
た
め
に

法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
旨

八

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
い
か
な
る
名
目
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
、
顧
客
か
ら

金
銭
若
し
く
は
有
価
証
券
の
預
託
を
受
け
、
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
顧
客
の
金

銭
若
し
く
は
有
価
証
券
を
預
託
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨

九

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
そ
の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
、
顧
客
に
対
し
金
銭
若
し
く
は
有
価
証
券
を
貸
し
付
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け
、
又
は
顧
客
へ
の
第
三
者
に
よ
る
金
銭
若
し
く
は
有
価
証
券
の
貸
付
け
に
つ
き
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
し
て

は
な
ら
な
い
旨

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

前
項
第
七
号
の
規
定

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

イ

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者

ロ

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者

ハ

登
録
金
融
機
関

ニ

金
融
商
品
仲
介
業
者

二

前
項
第
八
号
の
規
定

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

イ

有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者

ロ

登
録
金
融
機
関
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
又
は
預
金
、
貯
金
若
し
く
は
銀
行
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
定

期
積
金
等
の
受
入
れ
を
行
う
金
融
機
関
に
限
る
。
）

三

前
項
第
九
号
の
規
定

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

-168-



イ

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者

ロ

金
融
商
品
仲
介
業
者

ハ

登
録
金
融
機
関
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に
限
る
。
）

３

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
投
資
顧
問
契
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
五
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
投
資
一
任
契
約
等
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
九
十
六
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
投
資
一
任
契
約
又
は
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る

行
為
（
投
資
一
任
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
八
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

投
資
一
任
契
約
に
基
づ
き
顧
客
の
た
め
に
行
う
当
該
顧
客
の
資
産
に
係
る
投
資
の
方
法
及
び
取
引
の
種
類

二

投
資
一
任
契
約
に
基
づ
き
顧
客
の
た
め
に
投
資
判
断
を
行
い
、
又
は
当
該
投
資
判
断
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
基
づ

く
投
資
を
行
う
者
の
氏
名
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三

投
資
判
断
の
一
任
の
範
囲
及
び
投
資
の
実
行
に
関
す
る
事
項
（
権
利
者
の
た
め
に
運
用
を
行
う
権
限
の
全
部
又
は
一
部

を
法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
委
託
（
当
該
委
託
に
係
る
権
限
の
一
部
を
更
に
委
託
す
る
も
の
を
含
む

。
）
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
当
該
委
託
の
概
要
を
含
む
。
）

２

第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
投
資
一
任
契
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
九
十
七
条

法
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
融
商

品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
関
し
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
（
そ
の
届
出
の
書
面
に
契

約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
す
べ
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
そ
の
他
書
面
を
交
付
す
る
と
き
等
）

第
九
十
八
条

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
投
資
信
託
契
約
又
は
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
外
国
投
資
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約
が
あ
っ
た
と
き
（
法
第
三
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十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
成
立
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。

二

投
資
口
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
投
資
口
を
い
う
。
第
百
二
十
三
条

第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
払
戻
し
が
あ
っ
た
と
き
。

三

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
若
し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
に
係
る

金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
、
又
は
有
価
証
券
若
し
く
は
金
銭
の
受
渡
し
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

と
き
。

イ

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
、
又
は
当
該
受
渡
し
を
行
っ
た
場
合
に
は
そ
の
都
度
取
引
残
高
報
告
書
（
法
第

三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
号
に
掲
げ
る
と
き
に
作
成
し
、
交
付
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
成
立
又
は
当
該
受

渡
し
の
都
度

ロ

次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
、
又
は
当
該
受
渡
し
を
行
っ
た
日
の
属
す
る

報
告
対
象
期
間
（
一
年
を
三
月
以
下
の
期
間
ご
と
に
区
分
し
た
期
間
（
直
近
に
取
引
残
高
報
告
書
を
作
成
し
た
日
か
ら

一
年
間
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
又
は
当
該
受
渡
し
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
金
銭
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又
は
有
価
証
券
の
残
高
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
一
年
又
は
一
年
を
一
年
未
満
の
期
間
ご
と
に
区
分
し
た
期
間
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
末
日
ご
と

顧
客
が
イ
の
請
求
を
し
た
顧
客
以
外
の
者
で
あ
る
場
合

(1)

第
百
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
場
合

(2)

四

商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
同
号
の
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
係
る
商
品
フ
ァ
ン
ド

の
運
用
に
係
る
計
算
期
間
の
末
日
以
後
遅
滞
な
く
、
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
た
報
告
書
を
作

成
し
、
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

第
九
十
九
条

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称

三

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
解
約
又
は
同
項
第
二
号
の
払
戻
し
の
概
要
（
次
条
か
ら
第
百
七
条
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ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
成
立
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
解
約
又
は
同
項
第
二
号
の
払
戻
し
の
年
月
日

五

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
解
約
又
は
同
項
第
二
号
の
払
戻
し
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す
る
事

項
六

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

七

顧
客
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
連
絡
す
る
方
法

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
注
文
・
清
算
分
離
行
為
（
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
従
い
、
会
員
等
が
行
っ
た
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
（
当
該
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
将
来
に
向
か
っ

て
消
滅
さ
せ
、
同
時
に
、
当
該
消
滅
し
た
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
と
同
一
内
容
の
市
場
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
が
他
の
会
員
等
の
名
に
お
い
て
新
た
に
発
生
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
わ

れ
た
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
前
項
第
五
号
の
手
数
料
等
と
し
て
、
注
文
執
行
会
員
等
（

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
が
そ
の
名
に
お
い
て
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将
来
に
向
か
っ
て
消
滅
し
た
会
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
清
算
執
行
会
員
等
（
注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
が
そ
の
名
に
お
い
て
新
た
に
発
生
し
た
会
員
等
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
が
顧
客
か
ら
直
接
受
領
す
る
手
数
料
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

顧

客
が
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立

場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

二

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

顧

客
が
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

三

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

顧

客
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指
標
が
約
定
し
た
期
間
に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う

立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

四

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

当
事
者
が
あ
ら
か

じ
め
定
め
た
事
由
（
同
号
に
掲
げ
る
事
由
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
顧
客
が
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
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る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

第
百
条

有
価
証
券
（
抵
当
証
券
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
、
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に

掲
げ
る
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（

当
該
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
が
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
若
し
く
は
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す

る
買
取
り
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
己
又
は
委
託
の
別
並
び
に
委
託
（
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相

手
方
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二

売
付
け
等
（
売
付
け
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
又
は
解
約
若
し
く
は
払
戻
し
を
い
う
。
第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
買
付
け
等
（
買
付
け
そ
の
他
の
有
償
の
取
得
を
い
う
。
同
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
別
（
次
の
イ

か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
別
）
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イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立

場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
並

び
に
同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

る
も
の
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指
標
が

約
定
し
た
期
間
に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事

者
と
な
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
二
十

二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二
項
第

六
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
顧
客
が
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
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の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

三

銘
柄
（
取
引
の
対
象
と
な
る
金
融
商
品
、
金
融
指
標
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

四

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

五

単
価
、
対
価
の
額
、
約
定
数
値
そ
の
他
取
引
一
単
位
当
た
り
の
金
額
又
は
数
値

六

顧
客
が
支
払
う
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
及
び
計
算
方
法

七

取
引
の
種
類

八

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
取
引
の
内
容
を
的
確
に
示
す
た
め
に
必
要
な
事
項

２

一
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
つ
い
て
二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
法
第

三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
に
対
し
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て

、
い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
と

き
は
、
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
成
立
し
た
金
融
商
品
取
引
契
約
が
国
債
の
入
札
前
取
引
（
国
債
の
発
行
日
前
取
引
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（
国
債
の
入
札
予
定
日
、
発
行
予
定
額
、
発
行
予
定
日
及
び
償
還
予
定
日
を
国
が
公
表
し
た
時
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

国
債
の
入
札
予
定
日
等
公
表
時
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
国
債
の
発
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
発
行
日
に
お
け
る
発

行
を
停
止
条
件
と
す
る
当
該
国
債
に
係
る
停
止
条
件
付
売
買
取
引
契
約
を
締
結
し
、
か
つ
、
当
該
停
止
条
件
付
売
買
取
引
契

約
に
係
る
受
渡
決
済
を
当
該
発
行
日
以
後
に
行
う
も
の
を
い
う
。
第
百
八
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
国
債
の
入
札
予
定
日
等
公
表
時
か
ら
当
該
国
債
の
回
号
及
び
表
面
利
率
を
公
表
し
た
時

ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係

る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
国
債
の
入
札
前
取
引

で
あ
る
旨
、
償
還
予
定
日
及
び
約
定
利
回
り
（
当
該
国
債
が
変
動
利
付
国
債
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
が
定
め
る
基
準

金
利
に
対
す
る
ス
プ
レ
ッ
ド
）
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
発
行
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事

項
の
特
則
）

第
百
一
条

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
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立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
契
約
が
有
価
証
券
の
売
買
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

現
金
取
引
又
は
信
用
取
引
の
別

ロ

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
信
用
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
弁
済
期
限
及
び
新
規
又
は
決
済
の
別

二

金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
行
う
取

引
で
あ
っ
て
同
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

新
規
又
は
決
済
の
別

ロ

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
金
融
商
品
取
引
所
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
者
の
規
則
で
定
め
る
限
月
間

ス
プ
レ
ッ
ド
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お

い
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
同
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
新
規
又
は
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決
済
の
別

四

金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項

イ

新
規
又
は
決
済
の
別

ロ

有
価
証
券
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
し
た
将
来
の
一
定
の
時
期

ハ

差
金
の
授
受
に
よ
っ
て
決
済
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
差
金
の
額
の
計
算
方
法

五

金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項

イ

授
受
す
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
年
月
日

ロ

授
受
す
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
方
法

ハ

金
銭
を
授
受
す
る
こ
と
と
な
る
年
月
日

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
取
引
の
内
容
を
的
確
に
示
す
た
め
に
必
要
な
事
項
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

事
項
に
準
ず
る
も
の
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六

金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
オ
プ

シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
成
立
す
る
次
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の

イ

有
価
証
券
の
売
買

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引

第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ハ

法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
取
引

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ニ

法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
取
引

次
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引

当
該
取
引
の
内
容
を
的
確
に
示
す
た
め
に
必
要
な
事
項

七

金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項

イ

元
本
と
し
て
定
め
た
金
額

ロ

顧
客
が
支
払
う
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
に
係
る
有
価
証
券
指
標
又
は
有
価
証
券
の
銘
柄

ハ

顧
客
が
支
払
う
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
方
法

ニ

顧
客
が
受
領
す
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
に
係
る
金
利
、
有
価
証
券
指
標
、
通
貨
の
種
類
又
は
有
価
証
券
の
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銘
柄

ホ

顧
客
が
受
領
す
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
方
法

ヘ

法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ホ
の
期
間

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
取
引
の
内
容
を
的
確
に
示
す
た
め
に
必
要
な
事
項
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

事
項
に
準
ず
る
も
の

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
一
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
二
号
イ
、
第
三
号
及
び
第
四

号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
百
二
条

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
及
び
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
係
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
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面
に
は
、
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

成
立
し
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
及
び
金
額
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係

る
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
に
係
る
契
約
を
個
別
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
締
結
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
保
証
金
の
額
の
計
算
方
法
）

二

成
立
し
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
す
べ
き
相
手
方

三

成
立
し
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
除
く
。
）
に
係
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
外
国
金

融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
者
の
商
号
又
は
名
称

四

成
立
し
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
期
限
並
び
に
当
該
成
立
し
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
既
に
成
立
し
て
い
た
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
を
期
限
前
に
決
済
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
当
該
既
に
成
立
し
て
い
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
係
る
第
百
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

五

分
別
管
理
上
の
預
託
先
の
商
号
又
は
名
称

六

金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
又
は
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由

ロ

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
顧
客
が
受
け
取
り
、
又
は
支
払
う
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額

の
計
算
方
法

ハ

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
当
事
者
の
間
で
移
転
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
融
商
品
、
金

融
商
品
に
係
る
権
利
又
は
金
銭
債
権
（
金
融
商
品
で
あ
る
も
の
及
び
金
融
商
品
に
係
る
権
利
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

取
引
期
間

２

第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
百
三
条

抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交

付
書
面
に
は
、
第
九
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

抵
当
証
券
等
に
記
載
さ
れ
た
債
権
の
元
本
及
び
利
息
の
弁
済
の
受
領
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

二

抵
当
証
券
法
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
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三

元
本
及
び
利
息
に
関
す
る
事
項

四

元
本
及
び
利
息
の
支
払
日

五

利
息
の
計
算
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

六

当
該
抵
当
証
券
等
に
係
る
貸
付
契
約
の
契
約
書
の
記
載
事
項

七

不
動
産
鑑
定
評
価
書
の
記
載
事
項

八

担
保
物
件
に
係
る
事
業
計
画
そ
の
他
の
計
画
に
お
い
て
定
め
る
貸
付
資
金
の
返
済
計
画

九

債
務
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

設
立
の
年
月
又
は
事
業
を
開
始
し
た
年
月

ロ

主
た
る
事
業
の
種
類

ハ

当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
の
三
月
前
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
六
月
前
）
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

十

顧
客
が
債
務
者
か
ら
債
権
を
取
り
立
て
る
方
法

２

第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
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「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
三
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
百
四
条

商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に

は
、
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

二

第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
九
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
ロ

及
び

か

(2)

(4)

ら

ま
で
並
び
に
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
項

(6)

三

当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
に
係
る
第
九
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
る
運
用
、

同
項
第
二
号
の
投
資
又
は
同
項
第
三
号
の
事
業
の
内
容

四

商
品
フ
ァ
ン
ド
の
収
益
の
分
配
の
方
法

五

満
期
時
の
償
還
金
の
支
払
方
法
及
び
繰
上
償
還
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
償
還
金
の
支
払
方
法

六

配
当
及
び
償
還
金
に
対
す
る
課
税
方
法
及
び
税
率

２

第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
同
項
各
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号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
四
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
百
五
条

競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時

交
付
書
面
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
競
走
用
馬
の
血
統
及
び
飼
養
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
競
走
用
馬
の
血
統
及
び
飼
養
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項
」
と
、
「
同
項

の
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
条
第
一
項
の
」
と
、
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
投
資
顧
問
契
約
等
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
等
）

第
百
六
条

投
資
顧
問
契
約
又
は
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
投
資
顧
問
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を

行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
第
九
十
九
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

助
言
の
内
容
及
び
方
法

二

報
酬
の
額
及
び
支
払
の
時
期

三

契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項
（
法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

四

損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五

契
約
期
間

六

分
析
者
等
の
氏
名

七

顧
客
に
対
し
て
投
資
顧
問
契
約
に
基
づ
く
助
言
の
業
務
を
行
う
者
の
氏
名

八

投
資
顧
問
契
約
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
係
る
営
業
保
証
金
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
者
に

先
立
ち
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
旨

九

第
九
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

十

第
九
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

十
一

第
九
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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一

前
項
第
九
号
の
規
定

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

イ

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者

ロ

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者

ハ

登
録
金
融
機
関

ニ

金
融
商
品
仲
介
業
者

二

前
項
第
十
号
の
規
定

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

イ

有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者

ロ

登
録
金
融
機
関
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
又
は
預
金
、
貯
金
若
し
く
は
銀
行
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
定

期
積
金
等
の
受
入
れ
を
行
う
金
融
機
関
に
限
る
。
）

三

前
項
第
十
一
号
の
規
定

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

イ

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者

ロ

金
融
商
品
仲
介
業
者

ハ

登
録
金
融
機
関
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に
限
る
。
）
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３

第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
投
資
顧
問
契
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
百
六
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
投
資
一
任
契
約
等
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
等
）

第
百
七
条

投
資
一
任
契
約
又
は
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
投
資
一
任
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を

行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
第
九
十
九
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

投
資
判
断
の
一
任
の
範
囲
及
び
投
資
の
実
行
に
関
す
る
事
項
（
投
資
判
断
及
び
投
資
の
実
行
に
係
る
権
限
の
全
部
又
は

一
部
の
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
当
該
委
託
の
範
囲
を
含
む
。
）

二

報
酬
の
額
及
び
支
払
の
時
期

三

契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

四

損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五

契
約
期
間

六

投
資
一
任
契
約
に
係
る
顧
客
の
資
産
の
内
容
及
び
金
額
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七

投
資
一
任
契
約
に
基
づ
き
顧
客
の
た
め
に
投
資
判
断
を
行
い
、
又
は
当
該
投
資
判
断
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
基
づ

く
投
資
を
行
う
者
の
氏
名

八

投
資
一
任
契
約
に
基
づ
き
顧
客
の
た
め
に
行
う
当
該
顧
客
の
資
産
に
係
る
投
資
の
方
法
及
び
取
引
の
種
類

九

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
投
資
一
任
契
約
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し
金
融
商
品
取
引
業
者
に
係
る
営
業
保
証
金
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に

先
立
ち
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
旨

２

第
百
条
第
二
項
の
規
定
は
、
投
資
一
任
契
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
百
七
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
取
引
残
高
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
百
八
条

取
引
残
高
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

二

第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
金
融
商
品
取
引
契
約
又
は
報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
成
立
し
た
金
融
商
品
取
引
契
約

に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

約
定
年
月
日

ロ

有
価
証
券
の
受
渡
し
の
年
月
日

ハ

売
付
け
等
又
は
買
付
け
等
の
別
（
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に

(1)

(4)

(1)

(4)

定
め
る
も
の
の
別
）

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

(1)
及
び
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払

う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

(2)
並
び
に
同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者

と
な
る
も
の
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

(3)
及
び
同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指

標
が
約
定
し
た
期
間
に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
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の
当
事
者
と
な
る
も
の

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
二

(4)
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二

項
第
六
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
顧
客
が
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と

な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ニ

有
価
証
券
の
種
類
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

ホ

銘
柄
（
取
引
の
対
象
と
な
る
金
融
商
品
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
契
約
番
号
そ
の
他
取

引
の
対
象
を
特
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

ヘ

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

ト

単
価
、
対
価
の
額
、
約
定
数
値
、
選
択
権
料
そ
の
他
取
引
一
単
位
当
た
り
の
金
額
又
は
数
値

チ

支
払
金
額
（
手
数
料
を
含
む
。
）

リ

現
金
取
引
又
は
信
用
取
引
の
別

三

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
行
っ
た
有
価
証
券
の
受
渡
し
の
年
月
日
並
び
に
当
該
有
価
証
券
の
種
類
及
び
株
数
若
し
く
は
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口
数
又
は
券
面
の
総
額

四

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
行
っ
た
金
銭
の
受
渡
し
の
年
月
日
及
び
そ
の
金
額

五

報
告
対
象
期
間
の
末
日
に
お
け
る
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
残
高

六

報
告
対
象
期
間
の
末
日
に
お
け
る
信
用
取
引
、
発
行
日
取
引
（
国
債
の
発
行
日
前
取
引
を
除
く
。
）
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
の
未
決
済
勘
定
明
細
及
び
評
価
損
益

七

第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
信
用
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
信
用
取
引
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項

イ

新
規
又
は
決
済
の
別

ロ

弁
済
期
限

ハ

信
用
取
引
支
払
利
息
若
し
く
は
信
用
取
引
受
取
利
息
又
は
品
借
料
若
し
く
は
品
貸
料

八

第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
引
に
関
す
る
新
規
又
は
決
済
の
別

九

第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
取
引
又
は
選
択
権
付
債
券
売
買
（
当
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事
者
の
一
方
が
受
渡
日
を
指
定
で
き
る
権
利
を
有
す
る
債
券
売
買
で
あ
っ
て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
択
権
付
債
券
売
買
の
契
約
が
解
除
さ
れ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

権
利
行
使
期
間

ロ

権
利
行
使
価
格

ハ

プ
ッ
ト
（
権
利
の
行
使
に
よ
り
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
コ
ー
ル
（
権

利
の
行
使
に
よ
り
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
別

ニ

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
、
買
戻
し
又
は
相
殺
の
別

ホ

限
月

十

第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
取
引
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
引
期
間

ロ

受
渡
し
の
年
月
日
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十
一

第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
引
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
又
は
委
託
の
別

ロ

期
日

ハ

新
規
、
決
済
又
は
解
除
の
別

十
二

第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ハ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
取
引
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
又
は
委
託
の
別

ロ

権
利
行
使
期
間

ハ

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
の
内
容

十
三

第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
四
号
ホ
に
規
定
す
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

、
当
該
取
引
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
又
は
委
託
の
別
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ロ

取
引
期
間

ハ

受
渡
し
の
年
月
日

２

二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
に
対
し
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
取
引
残
高
報
告
書
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
取
引

残
高
報
告
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
取
引
残
高
報
告
書
を
作
成
し
、
交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
と
き
（
同
号
イ
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係

る
有
価
証
券
及
び
金
銭
の
受
渡
し
が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
作
成
す
る
取
引
残
高
報
告
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
号
ロ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項

二

当
該
個
別
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
有
価
証
券
及
び
金
銭
の
受
渡
し
が

終
了
し
た
後
の
当
該
有
価
証
券
及
び
金
銭
の
残
高

三

当
該
個
別
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
有
価
証
券
及
び
金
銭
の
受
渡
し
が
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終
了
し
て
い
る
旨

４

二
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
に
対
し
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
取
引
残
高
報
告
書
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
取
引

残
高
報
告
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
取
引
残
高
報
告
書
を
作
成
し
、
交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

５

第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
請
求
を
し
た
顧
客
に
対
し
、
同
号
ロ
に
掲
げ

る
と
き
に
取
引
残
高
報
告
書
を
作
成
し
、
交
付
す
る
場
合
に
は
、
同
号
イ
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証
券
及
び
金

銭
の
受
渡
し
が
終
了
し
た
時
に
お
け
る
当
該
顧
客
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

有
価
証
券
及
び
金
銭
の
残
高
（
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

二

信
用
取
引
、
発
行
日
取
引
（
国
債
の
発
行
日
前
取
引
を
除
く
。
）
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
未
決
済
勘
定
明
細
及
び

評
価
損
益

６

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
、
こ
れ
を
顧
客
に
交
付
す

る
こ
と
に
代
え
て
、
当
該
事
項
を
通
帳
に
記
載
す
る
方
法
に
よ
り
顧
客
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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７

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
十
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
顧
客

か
ら
同
一
日
に
お
け
る
同
一
銘
柄
の
注
文
を
一
括
す
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
同
意
を
得
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項

第
二
号
ト
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、
同
一
日
に
お
け
る
当
該
銘
柄
の
取
引
の
単
価
の
平
均
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
一
項
第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
チ
の
手
数
料
と
し
て
、
注
文
執
行
会
員
等
及
び
清
算
執
行
会
員
等
が
顧
客
か
ら
直
接
受
領
し
た
手

数
料
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

９

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
同
号
チ
に
掲
げ
る
事
項
（
手
数
料
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
個
別
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
等
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
取
引
の
条
件
を
記
載
し
た
契
約
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
第
百
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
該
行

10
為
に
係
る
取
引
を
解
消
し
、
又
は
顧
客
注
文
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
す
る
た
め
に
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
顧
客
の
同
意
を

得
て
行
う
も
の
（
第
百
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
百
六
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
事
故
処
理
」
と
い
う
。
）
に
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係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
第
二
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
が
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
も
の

11
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
第
三
号
、
第
五
号
（
金
銭
の
残
高
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
及

び
第
九
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
も
の
と
す
る
。

（
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
状
況
を
示
す
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
百
九
条

第
九
十
八
条
第
二
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
報
告
書
の
作
成
の
日
及
び
前
回
の
報
告
書
の
作
成
の
日

二

計
算
期
間
末
に
お
け
る
純
資
産
総
額
及
び
一
口
当
た
り
の
純
資
産
額
（
信
託
財
産
の
金
額
を
含
む
。
）

三

計
算
期
間
に
お
け
る
運
用
の
経
過

四

計
算
期
間
末
に
お
け
る
次
の
事
項
ご
と
の
資
産
配
分
状
況

イ

商
品
先
物
取
引
（
貴
金
属
、
農
産
物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
そ
の
他
の
当
該
商
品
先
物
取
引
に
係
る
主
要
な
物
品
ご
と

の
内
訳
を
含
む
。
）

ロ

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
商
品
投
資
（
貴
金
属
、
農
産
物
、
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エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
そ
の
他
の
当
該
商
品
投
資
に
係
る
主
要
な
物
品
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）

ハ

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
商
品
投
資
（
貴
金
属
、
農
産
物
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
そ
の
他
の
当
該
商
品
投
資
に
係
る
主
要
な
物
品
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）

ニ

令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
の
取
得
（
生
産
を
含
む
。
）
を
し
、
譲
渡
を
し
、
使

用
を
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
運
用
（
当
該
物
品
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）

ホ

そ
の
他
の
運
用
方
法
（
有
価
証
券
、
譲
渡
性
預
金
そ
の
他
の
主
要
な
金
融
商
品
に
対
す
る
投
資
、
法
第
二
条
第
二
十

一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
、
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
取
引
そ
の
他
の

主
要
な
運
用
方
法
ご
と
の
内
訳
を
含
む
。
）

五

計
算
期
間
に
係
る
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
（
当
該
商
品
フ
ァ
ン

ド
か
ら
出
資
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
及
び
当
該
者
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
及
び

連
結
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
で
あ
っ
て
顧
客
が
当
該
商
品
フ
ァ
ン
ド
及
び
当
該
者
に
係
る
純
資
産
額
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

六

前
号
の
書
面
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
が
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合

-201-



に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
範
囲
（
同
号
に
規
定
す
る
書
面
に
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
に
係
る
書
類
が
添
付
さ

れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
書
類
に
監
査
を
受
け
た
範
囲
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

七

第
五
号
の
書
面
そ
の
他
の
財
務
書
類
に
関
す
る
書
類
が
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
で
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
旨

八

計
算
期
間
に
お
け
る
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
の
募
集
、
私
募
又
は
売
出
し
の
件
数
、
解
約
件
数
及
び
償
還
件
数
並

び
に
そ
れ
ら
に
よ
る
資
産
の
増
減
額
並
び
に
運
用
開
始
か
ら
計
算
期
間
末
ま
で
の
募
集
、
私
募
又
は
売
出
し
の
件
数
、
解

約
件
数
及
び
償
還
件
数
並
び
に
こ
れ
ら
に
よ
る
資
産
の
増
減
額

九

配
当
に
関
す
る
次
の
事
項

イ

計
算
期
間
に
お
け
る
配
当
の
総
額

ロ

計
算
期
間
に
お
け
る
一
口
当
た
り
の
配
当
の
金
額

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
条

契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
係
る
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
顧
客
に
対
し
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
内

容
を
記
載
し
た
書
面
を
定
期
的
に
交
付
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
か
ら
の
個
別
の
取
引
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
、
速
や
か

に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
き
。

イ

累
積
投
資
契
約
に
よ
る
有
価
証
券
の
買
付
け
又
は
累
積
投
資
契
約
に
基
づ
き
定
期
的
に
す
る
有
価
証
券
の
売
付
け

ロ

顧
客
が
所
有
す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲

げ
る
権
利
か
ら
生
ず
る
収
益
金
を
も
っ
て
当
該
有
価
証
券
又
は
当
該
権
利
と
同
一
の
銘
柄
を
取
得
さ
せ
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
五
条

第
二
号
に
規
定
す
る
公
社
債
投
資
信
託
（
計
算
期
間
が
一
日
の
も
の
に
限
る
。
）
の
受
益
証
券
に
限
る
。
）
の
売
買
又

は
当
該
有
価
証
券
に
係
る
投
資
信
託
契
約
の
解
約

二

次
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
す
る
ご
と
に
当
該
取
引
の
条
件
を

記
載
し
た
契
約
書
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

イ

債
券
等
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
資
産
の
流
動
化
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
転
換
特
定
社
債
券
及
び
新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
並
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
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除
く
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
五

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
買
戻
条
件
付
売
買
（
買
戻
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
約
定

時
に
お
い
て
買
戻
日
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
買
戻
日
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
買
戻
価
格
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）

ロ

債
券
等
の
売
戻
条
件
付
売
買
（
売
戻
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
約
定
時
に
お
い
て
売
戻
日
が

定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
売
戻
日
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
売
戻
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い

う
。
）

ハ

債
券
等
の
売
買
の
う
ち
約
定
日
か
ら
受
渡
し
の
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
以
上
と
な
る
取
引

ニ

選
択
権
付
債
券
売
買

ホ

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ヘ

有
価
証
券
の
売
付
け
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
顧
客
が
当
該
有
価
証
券
の
発

行
者
又
は
所
有
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

-204-



ト

有
価
証
券
の
引
受
け

チ

有
価
証
券
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
顧
客
が
当

該
有
価
証
券
の
発
行
者
又
は
所
有
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三

清
算
参
加
者
（
法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
清
算
参
加
者
を
い
う
。
）
が
行
う
有
価
証
券
等
清

算
取
次
ぎ
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
場
合

四

事
故
処
理
で
あ
る
場
合

五

顧
客
が
自
己
又
は
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
投
資
運
用
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
と
投
資
一
任
契
約
を
締
結
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
投
資
一
任
契
約
に
基
づ
く
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に

つ
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
き
。

イ

書
面
又
は
情
報
通
信
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
顧
客
か
ら
あ
ら
か
じ
め
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要

し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
る
こ
と
。

ロ

当
該
顧
客
に
対
し
、
第
百
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
そ
の
他
当
該
投
資
一
任
契
約
に
基
づ
く
有
価
証

券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
遅
滞
な
く
交
付
す
る
こ
と
。
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ハ

当
該
顧
客
か
ら
の
個
別
の
取
引
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

既
に
成
立
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
一
部
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す

べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ

当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
す

べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て

い
る
と
き
。

七

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
顧
客
の
指
示
に
基
づ
き
注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
注
文
執
行
会
員
等
が
当
該
顧
客
に
対
し
て
交
付
す
る
こ

と
に
代
え
て
清
算
執
行
会
員
等
が
交
付
す
る
こ
と
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
顧
客
、
注
文
執
行
会
員
等
及
び
清
算
執
行
会
員

等
の
間
で
書
面
に
よ
り
合
意
し
て
い
る
と
き
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
前
項
第
一
号
の
書
面
又
は
同
項
第
二
号
の
契
約
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
書
面
等
」
と

-206-



い
う
。
）
の
交
付
に
代
え
て
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
磁
的
方
法
（
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者

等
は
、
当
該
書
面
等
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対

し
、
そ
の
用
い
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示

し
、
書
面
又
は
情
報
通
信
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
顧
客
か
ら
書
面
又
は
情
報
通
信
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
記
載
事
項
の
提
供
を
情
報
通
信

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
顧
客
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

５

第
五
十
六
条
第
二
項
（
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
二
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
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を
記
録
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
第
五
号
イ
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
「
情
報
通
信
を
利
用
す
る
方
法
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
顧
客
の
承
諾
に
関
す

る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
顧
客
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
顧
客
の
承
諾
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

７

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
十
五
条
の
二
十
二
の
規
定
並
び
に
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
第
一
項
第
六
号
の
規
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定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
取
引
残
高
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
一
条

取
引
残
高
報
告
書
に
係
る
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

顧
客
が
外
国
政
府
、
外
国
の
政
府
機
関
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
、
外
国
の
中
央
銀
行
及
び
日
本
国
が
加
盟
し
て
い
る

国
際
機
関
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
の
権
限
あ
る
者
か
ら
書
面
又
は
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
取
引
残
高
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
、
か
つ
、
当
該
顧
客
か
ら
の
取
引
残
高
に
関

す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
（
顧
客
が
適
格
機
関
投
資
家
で
あ
る
場
合
及

び
特
定
投
資
家
で
あ
る
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
受
渡
し
が
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

三

第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
又
は
受
渡
し
が
有
価
証
券
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又

は
私
募
の
取
扱
い
（
当
該
有
価
証
券
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
顧
客
が
当
該
有
価

証
券
の
発
行
者
又
は
所
有
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
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四

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
顧
客
の
指
示
に
基
づ
き
注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
取
引
残
高
報
告
書
を
注
文
執
行
会
員
等
が
当
該
顧
客
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
に

代
え
て
清
算
執
行
会
員
等
が
交
付
す
る
こ
と
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
顧
客
、
注
文
執
行
会
員
等
及
び
清
算
執
行
会
員
等
の

間
で
書
面
に
よ
り
合
意
し
て
い
る
と
き
。

（
商
品
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
状
況
を
示
す
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
二
条

第
九
十
八
条
第
二
項
の
報
告
書
に
係
る
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
顧
客
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

一

信
託
会
社
（
信
託
業
法
第
三
条
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

二

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
並
び
に
業
と
し
て
貯
金
の
受
入
れ
を
行
う
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組

合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

三

商
品
取
引
所
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
員

四

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
顧
問
業
者

五

金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
り
、
適
格
機
関
投
資
家
を
除
く
。
）
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（
書
面
の
交
付
が
必
要
と
な
る
保
証
金
の
種
類
）

第
百
十
三
条

法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
契
約
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
取
引
に
関
し
て
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
金
銭
、
有
価
証
券
そ
の
他

の
財
産
と
す
る
。

（
保
証
金
の
受
領
に
係
る
書
面
の
記
載
事
項
等
）

第
百
十
四
条

法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

顧
客
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
連
絡
す
る
方
法

三

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
保
証
金
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
領

し
た
日
付

五

保
証
金
に
係
る
取
引
の
種
類
及
び
取
引
の
対
象
と
す
る
金
融
商
品
又
は
金
融
指
標
の
種
類

六

保
証
金
に
係
る
取
引
が
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
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当
該
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
金
融
商
品
市
場
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
を

開
設
す
る
者
の
商
号
又
は
名
称

七

保
証
金
の
金
銭
又
は
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券
そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
別
並
び
に
当
該
保
証
金
が
有
価
証
券
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
種
類
（
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、
銘
柄
）
、
数
量
及

び
代
用
価
格

２

前
項
の
書
面
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
除
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
対
価
の
額
）

第
百
十
五
条

法
第
三
十
七
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
時
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
解
除
時
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
投
資
顧
問
契

約
に
基
づ
き
助
言
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合

投
資
顧
問
契
約
の
締
結
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
金
額

二

投
資
顧
問
契
約
に
よ
り
報
酬
の
額
を
助
言
の
回
数
に
応
じ
て
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
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を
除
く
。
）

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
解
除
時
ま
で
に
行
っ
た
助
言
の
回
数
に
応
じ
て
算
定
し
た
報
酬
の
額
（
そ

の
額
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
助
言
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
額
を
超
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
を
控
除
し
た
額
）
に
相
当
す
る
金
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

投
資
顧
問
契
約
の
契
約
期
間
の
全
期
間
に
係
る
報
酬
の
額
を
当
該
契
約
期
間
の

総
日
数
（
解
除
時
に
お
い
て
当
該
契
約
期
間
の
終
期
が
確
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
契
約
期
間
の
総
日
数
は
三
百
六

十
五
日
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
除
し
て
得
た
額
に
、
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
受
領
し
た

日
（
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
提
供
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
九
十
五
条
第
一
項
第
五
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
号

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
日
）
か
ら
解
除
時
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
助
言

に
対
す
る
報
酬
と
し
て
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
を
控

除
し
た
額
）
に
相
当
す
る
金
額

２

前
項
第
三
号
の
計
算
に
お
い
て
、
投
資
顧
問
契
約
の
契
約
期
間
の
全
期
間
に
係
る
報
酬
の
額
を
当
該
契
約
期
間
の
総
日
数

で
除
し
て
得
た
額
に
つ
い
て
生
じ
た
一
円
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
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（
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
十
六
条

法
第
三
十
八
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
、
二
以
上
の
店
頭
金
融
先
物
取
引

の
あ
っ
た
者
及
び
勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
店
頭
金
融
先
物
取
引
の
残
高
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
店
頭
金
融
先

物
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

二

外
国
貿
易
そ
の
他
の
外
国
為
替
取
引
に
関
す
る
業
務
を
行
う
法
人
に
対
す
る
勧
誘
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
が
保
有
す
る

資
産
及
び
負
債
に
係
る
為
替
変
動
に
よ
る
損
失
の
可
能
性
を
減
殺
す
る
た
め
に
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取

引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

（
禁
止
行
為
）

第
百
十
七
条

法
第
三
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に

-214-



お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（

ニ
に
掲
げ
る
書
面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
っ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締

結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
金

融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
行
為

イ

契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ

上
場
有
価
証
券
等
書
面

ハ

第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該

目
論
見
書
と
一
体
の
も
の
と
し
て
交
付
さ
れ
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
書
面
）

ニ

契
約
変
更
書
面

二

金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
に
関
し
て
、
虚
偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解
を
生
ぜ

し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為
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三

金
融
商
品
取
引
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の
指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
顧
客

若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
さ
せ
、
又
は
こ
れ

を
提
供
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
）

四

金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
偽
計
を
用
い
、
又
は
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
を
す
る
行
為

五

金
融
商
品
取
引
契
約
に
基
づ
く
金
融
商
品
取
引
行
為
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
基
づ
く
債
務

の
全
部
又
は
一
部
の
履
行
を
拒
否
し
、
又
は
不
当
に
遅
延
さ
せ
る
行
為

六

金
融
商
品
取
引
契
約
に
基
づ
く
顧
客
の
計
算
に
属
す
る
金
銭
、
有
価
証
券
そ
の
他
の
財
産
又
は
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の

保
証
金
を
虚
偽
の
相
場
を
利
用
す
る
こ
と
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
取
得
す
る
行
為

七

金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧
客
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
抵
当
証
券
等
及
び
商
品
フ
ァ
ン

ド
関
連
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
、
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
並
び
に
同
条
第
二
項

に
掲
げ
る
契
約
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
時
間
に
電
話

又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

八

法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
を
顧
客
（
特
定
投
資
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家
を
除
く
。
）
に
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
な
い
で
当
該
顧
客
を
集
め
て
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
行
為

九

法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
に
つ
き
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
が
あ
ら

か
じ
め
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
な
い
旨
の
意
思
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
受
け
る
こ
と

を
希
望
し
な
い
旨
の
意
思
を
含
む
。
）
を
表
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す

る
行
為

十

顧
客
か
ら
有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
の
委
託
等
（
法
第
四
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
委
託
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
、
当
該
委
託
等
に
係
る

売
買
又
は
取
引
を
成
立
さ
せ
る
前
に
自
己
の
計
算
に
お
い
て
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
買
又
は
当

該
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
当
該
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
同
一
の
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
当
該
顧
客
の
有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
等
に
係
る
価
格
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、

価
格
に
相
当
す
る
事
項
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
一
又
は
そ
れ
よ
り
も
有
利
な
価
格
で
有
価
証
券
の
買
付

け
若
し
く
は
売
付
け
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
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条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
取
引
一
任
契
約
（
有
価
証
券
の
売
買

又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
取
引
一
任
契
約

」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を
す
る
行
為

十
一

あ
ら
か
じ
め
顧
客
の
同
意
を
得
ず
に
、
当
該
顧
客
の
計
算
に
よ
り
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

十
二

個
人
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
若
し
く
は
使
用
人
が
、
自
己
の
職
務
上
の
地
位
を
利
用
し
て
、
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買

そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
職
務
上
知
り
得
た
特
別
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
又
は
専
ら
投
機
的
利
益
の

追
求
を
目
的
と
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
す
る
行
為

十
三

顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
が
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
法
第
百
六
十
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
有
価
証

券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
の
受
託
等
を
す
る
行
為

十
四

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
有
価
証
券
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
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く
は
代
理
に
つ
き
、
顧
客
に
対
し
て
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
法
人
関
係
情
報
を
提
供
し
て
勧
誘
す
る
行
為

十
五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
募
集
（
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
会
社
等
の
発

行
す
る
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
募
集
に
係
る
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
者
の
需
要
の
見
込

み
に
関
す
る
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、
当
該
調
査
の
対
象
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
調
査
対
象
者
」
と
い
う
。
）
又

は
第
三
者
が
委
託
若
し
く
は
当
該
募
集
に
係
る
法
人
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
て
当
該
調
査
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

第
三
者
に
対
し
、
当
該
募
集
に
係
る
法
人
関
係
情
報
を
提
供
す
る
行
為

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
ら
当
該
調
査
を
行
う
場
合

次
に
掲
げ
る
措
置

法
令
遵
守
管
理
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
業
務
が
法
令
等
（
法
令
（
外
国
の
法
令
を
含
む
。
）
、
法
令
に
基
づ

(1)
く
行
政
官
庁
の
処
分
（
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
同
様
の
処
分
を
含
む
。
）
又
は
金
融
商
品
取
引
業
協
会
若
し
く
は
金

融
商
品
取
引
所
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
（
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
協
会
又
は
取
引
所
の
定
款
そ

の
他
の
規
則
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
及

び
当
該
法
令
等
を
役
職
員
に
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
業
務
を
行
う
部
門
か

(1)
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ら
、
当
該
調
査
を
行
う
こ
と
、
調
査
対
象
者
並
び
に
調
査
対
象
者
に
提
供
さ
れ
る
法
人
関
係
情
報
の
内
容
並
び
に
そ

の
提
供
の
時
期
及
び
方
法
が
適
切
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

当
該
法
人
関
係
情
報
若
し
く
は
当
該
募
集
を
行
う
こ
と
が
公
表
さ
れ
、
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
当
該
調

(2)
査
の
後
当
該
募
集
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
通
知
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
上
場
会
社
等
の
法
第

百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
等
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
い
こ
と
（
法

第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
当
該

法
人
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
の
間
に
お
い
て
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
等
を
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
店

頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
よ
ら
な
い
で
す
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
及
び
当
該
法
人
関

係
情
報
を
調
査
対
象
者
以
外
の
者
に
提
供
し
な
い
こ
と
（
調
査
対
象
者
が
当
該
調
査
の
内
容
に
係
る
業
務
を
行
う
た

め
に
当
該
法
人
関
係
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
な
者
で
あ
っ
て
、
調
査
対
象
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
特
定

有
価
証
券
等
の
売
買
等
を
行
わ
な
い
義
務
及
び
当
該
法
人
関
係
情
報
を
漏
ら
さ
な
い
義
務
を
負
う
も
の
に
提
供
す
る

場
合
又
は
法
令
等
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
調
査
対
象
者
に
約
さ
せ
て
い
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る
こ
と
。

そ
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
け
る
当
該
調
査
に
係
る
事
務
の
責
任
あ
る
担
当
者
及
び
当
該
調
査
に
係
る
事
務

(3)
を
実
際
に
担
当
し
た
者
の
氏
名
、
調
査
対
象
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
調
査
対
象
者
に
提
供
し
た
法
人
関
係
情
報

の
内
容
並
び
に
そ
の
提
供
の
日
時
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
後
五
年
間
こ
れ
を
保
存
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ロ

第
三
者
が
委
託
又
は
当
該
募
集
に
係
る
法
人
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
て
当
該
調
査
を
行
う
場
合

次
に
掲
げ
る
措

置

法
令
遵
守
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
部
門
か
ら
、
当
該
調
査
を
行
う
こ
と
、
当
該
第
三
者
、
調
査
対
象
者
並
び

(1)
に
当
該
第
三
者
及
び
調
査
対
象
者
に
提
供
さ
れ
る
法
人
関
係
情
報
の
内
容
並
び
に
そ
の
提
供
の
時
期
及
び
方
法
が
適

切
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
等
を
行
わ
な
い
こ
と
、
及
び
当
該
法
人
関
係
情
報
を
調
査
対
象
者
以
外
の
者
に
提
供
し

(2)
な
い
こ
と
（
当
該
第
三
者
が
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
又
は
当
該
上
場
会
社
等
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か

ら
委
託
を
受
け
て
当
該
募
集
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
に
当
該
法
人
関
係
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
な
者
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で
あ
っ
て
、
当
該
第
三
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
等
を
行
わ
な
い
義
務
及
び
当
該
法
人
関
係

情
報
を
漏
ら
さ
な
い
義
務
を
負
う
も
の
に
提
供
す
る
場
合
又
は
法
令
等
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
第
三
者
に
約
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

そ
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
け
る
当
該
調
査
に
係
る
事
務
の
責
任
あ
る
担
当
者
及
び
当
該
第
三
者
に
対
す
る

(3)
当
該
委
託
又
は
当
該
法
人
関
係
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
を
実
際
に
担
当
し
た
者
の
氏
名
、
当
該
第
三
者
の
氏
名
及

び
住
所
並
び
に
当
該
第
三
者
に
提
供
し
た
法
人
関
係
情
報
の
内
容
並
び
に
そ
の
提
供
の
日
時
及
び
方
法
を
記
載
し
た

書
面
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
後
五
年
間
こ
れ
を
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

当
該
第
三
者
が
イ

及
び

に
掲
げ
る
措
置
に
相
当
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
当
該
調
査
を
行
う
こ
と
を
防

(4)

(2)

(3)

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

十
六

法
人
関
係
情
報
に
基
づ
い
て
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
当
該
法
人
関
係
情
報
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取

引
等
（
当
該
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
が
有
価
証
券
の
売
買
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
（
オ
プ

シ
ョ
ン
と
類
似
の
権
利
で
あ
っ
て
、
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
ハ

と
類
似

(1)

の
取
引
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
有
価
証
券
の
売
買
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為
（
有
価
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証
券
関
連
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は

使
用
人
が
行
う
も
の
に
限
り
、
取
引
一
任
契
約
に
基
づ
く
こ
れ
ら
の
取
引
を
す
る
行
為
を
含
む
。
）

十
七

不
特
定
か
つ
多
数
の
顧
客
に
対
し
、
特
定
か
つ
少
数
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
委
託
等
を
一
定
期
間
継
続
し
て
一
斉
に
か
つ
過
度
に
勧
誘
す
る
行
為
（
金
融
商
品
仲
介

業
務
の
委
託
を
行
う
登
録
金
融
機
関
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
勧
誘
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
、
公
正
な
価
格
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
価
格
に
相
当
す
る
事
項
）
の
形
成
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
も
の

十
八

顧
客
の
取
引
に
基
づ
く
価
格
、
指
標
、
数
値
又
は
対
価
の
額
の
変
動
を
利
用
し
て
自
己
又
は
当
該
顧
客
以
外
の
第
三

者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
顧
客
に
対
し
、
有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
若

し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
委
託
等
を
一
定
期
間
継
続
し
て
一
斉
に
か
つ
過
度
に
勧
誘
す
る
行
為

十
九

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
（
金
融
商
品
取
引
所
が
上
場
す
る
金
融
商
品
、
金
融
指
標
又
は

オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
相
場
若
し

く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し
、
若
し
く
は
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安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
若
し
く
は
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券

に
係
る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

二
十

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券

の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し

、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
又
は
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
係
る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
又
は
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
の
受
託
等
を
す
る
行
為

二
十
一

有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
受
託
等
に
つ
き
、
顧
客
か
ら
資
金
総
額
に
つ
い

て
同
意
を
得
た
上
で
、
売
買
の
別
、
銘
柄
、
数
及
び
価
格
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
事

項
）
の
う
ち
同
意
が
得
ら
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
電
子
計
算
機
に
よ
る
処
理
そ
の

他
の
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
っ
た
処
理
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
こ
れ
ら
に
従
っ
て
、

取
引
を
執
行
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
書
面
に
よ
ら
な
い
で
締
結
す
る
行
為
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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二
十
二

令
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
同
項
各
号
の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券

（
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
株
券
が
発
行
さ
れ
若
し
く
は
移
転
さ
れ
る
新
株
予
約
権
を
表
示
す
る
新
株

予
約
権
証
券
（
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
証
券
」
と
い

う
。
）
又
は
当
該
新
株
予
約
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
二
百
三
十
一

条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
」
と
い
う
。
）
以
外
の
新
株
予
約
権
証
券
又
は
社
債
券
及
び

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
優
先
出
資
証
券
以
外
の
優
先
出
資
証
券
を
除
く
。
）
の
発
行
者
が

発
行
す
る
株
券
（
時
価
新
株
予
約
権
証
券
の
募
集
（
令
第
一
条
の
五
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
出
し
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
に
は
株
券
又
は
時
価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
募
集
又
は
売
出

し
の
場
合
に
は
株
券
又
は
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
）
、
優
先
出
資
証
券
又
は
投
資
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
投
資
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ

て
お
り
、
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
安
定

操
作
期
間
内
に
お
け
る
買
付
け
に
関
し
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為
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イ

自
己
の
計
算
に
よ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
ハ
（
同
号
ハ

に
係
る
取
引
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
四
号
ハ
（
同
号
ハ

に
係
る
取
引
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
以

(1)

(1)

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
有
価
証
券
の

売
買
取
引
に
よ
る
買
付
け
、
令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
買
付
け
等
（
買
付
け
に
限
る
。
）
、
令
第

二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
操
作
取
引
の
う
ち
同
条
か
ら
令
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
従
い
行
う
も
の
（
ハ
を

除
き
、
以
下
「
安
定
操
作
取
引
」
と
い
う
。
）
、
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
金
融
商
品
取
引
所
が
開
設
す
る
取
引
所
金
融

商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
及
び
個
別
の
銘
柄
に
対
す
る
投
資
判
断
に

基
づ
か
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
並
び
に
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
規
則
（
法
第
六
十
七
条
の

十
二
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
登

録
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
及
び
個
別
の
銘
柄
に
対
す
る
投
資
判
断
に
基

づ
か
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

ロ

他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
買
付
け
の
委
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
（
自
己
の
計
算
に
よ
る
買
付
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け
に
係
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

ハ

令
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
計
算
に
よ
る
株
券
の

買
付
け
の
受
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

ニ

令
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
計
算
に
よ
る
買
付
け
の
受
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
、
有

価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
有
価
証
券

の
売
買
に
よ
る
買
付
け
及
び
安
定
操
作
取
引
の
受
託
等
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

ホ

取
引
一
任
契
約
に
基
づ
く
買
付
け
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
付
与
し
た
権
利
が

行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
有
価
証
券
の
売
買
取
引
に
よ
る
買
付
け
、
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
（
法
第
百

四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
金
融
商
品
取
引
所
が

開
設
す
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
及
び
個
別
の
銘
柄

に
対
す
る
投
資
判
断
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
並
び
に
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
規

則
（
法
第
六
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
認
可
金
融

商
品
取
引
業
協
会
が
登
録
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
及
び
個
別
の
銘
柄
に
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対
す
る
投
資
判
断
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

二
十
三

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
を
除
く
。
）
を
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者

が
、
そ
の
最
初
に
行
っ
た
安
定
操
作
取
引
の
時
か
ら
前
号
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
安
定
操
作
取
引
に

係
る
有
価
証
券
に
つ
き
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た
旨
を
表
示
し
な
い
で
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券

、
時
価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
、
優
先
出
資
証
券
若
し
く
は
投
資
証
券
に
つ
い
て
買
付
け
の
受

託
等
若
し
く
は
売
付
け
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
の
買
付
け
の
受
託
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
へ
の
売
付
け
及
び

売
付
け
に
係
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
又
は
当
該
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
（
コ
ー
ル
の
取
得
又
は
プ
ッ
ト
の
付
与
に
限
る
。
）
の
受
託
等
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
の
受
託
等
を
除
く

。
）
を
す
る
行
為

二
十
四

顧
客
の
信
用
取
引
を
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
す
る
買
付
け
又
は
売
付
け
（
取
引
一
任
契
約
に
係
る
も
の
を
含
む

。
）
と
対
当
さ
せ
、
か
つ
、
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
受
渡
し
を
伴
わ
な
い
方
法
に
よ
り
成
立
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
買
付
け
又
は
売
付
け
に
係
る
未
決
済
の
勘
定
を
決
済
す
る
た
め
、
こ
れ
と
対
当
す
る
売
付
け
又
は
買
付
け
を
す
る
行
為

二
十
五

顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
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政
令
第
四
百
八
十
号
）
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
投
資
信
託
に
類
す
る
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
に
係
る
外
国

会
社
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社

報
告
書
を
い
う
。
）
及
び
外
国
会
社
半
期
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
い
う
。
）
が
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
る
旨
の
説
明
を
行
わ
ず
、

又
は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
い
で
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
当
該
受

益
証
券
の
買
付
け
、
当
該
受
益
証
券
の
売
付
け
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
、
及
び
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
外
国
金

融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
受
益
証
券
の
売
付
け
に
係
る
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
九

号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
（
当
該
行
為
の
日
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
当
該
説
明
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
文
書
を

交
付
し
た
場
合
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
を
行
う
登
録
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
当
該
顧
客
に

当
該
説
明
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

二
十
六

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
受
託
等
（
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き

、
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
行
う
当
該
店
頭
金
融
先
物
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
と
対
当
す
る
取
引
（
こ
れ
ら
の
取
引
か
ら
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ
る
取
引
を
い
う
。
）
の
勧

-229-



誘
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

二
十
七

委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
対
し
て
借
入
金
に
係

る
債
務
を
有
す
る
者
が
発
行
す
る
有
価
証
券
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
法
第
二
条
第

一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
性
質
を
有
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
又
は

売
出
し
を
す
る
自
己
の
株
式
の
引
受
人
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
係
る
手
取
金
が
当
該
借
入
金
に
係
る

債
務
の
弁
済
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
登
録
金
融
機
関
又
は
そ
の
役
員
（
当
該
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
若
し
く
は
使
用
人
が
知
り
な
が
ら
、
そ
の
事
情
を
顧
客
に
告
げ
る
こ
と
な
く
当
該
有
価
証
券

に
係
る
法
第
二
条
第
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
当
該
有
価
証
券
の
引
受
け
を
行
っ
た
当
該
委
託
金
融
商
品
取
引
業

者
が
引
受
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
有
価
証
券
を
売
却
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
（
第
百
五
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
旨
（
同
号
イ
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
顧
客
に
説
明
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

二
十
八

裏
書
以
外
の
方
法
に
よ
る
抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
を
行
う
行
為

２

前
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
の
規
定
は
、
有
価
証
券
の
募
集
（
五
十
名
以
上
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
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。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
出
し
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
を
容
易
に
す
る
た
め
に
取
引
所
金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
一
連
の
有
価
証
券
売

買
等
（
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
売
買
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
二
百
三
十
一
条
第
二
項
及
び

第
二
百
七
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
連
の
有
価
証
券
売
買
等
又
は
こ
れ
ら
の
委
託

等
を
行
う
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
事
故
）

第
百
十
八
条

法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

有
価
証
券
売
買
取
引
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
売
買
取
引
等
を
い
い
、
有
価
証
券
等

清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他

の
従
業
者
（
以
下
「
代
表
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
業
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を

行
う
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
も
の

イ

顧
客
の
注
文
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
な
い
で
、
当
該
顧
客
の
計
算
に
よ
り
有
価
証
券
売
買
取
引
等
を
行
う
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
顧
客
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
勧
誘
を
す
る
こ
と
。
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有
価
証
券
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
を
い
う
。
）
の
性
質

(1)

取
引
の
条
件

(2)

金
融
商
品
の
価
格
若
し
く
は
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
価
の
額
の
騰
貴
若
し
く
は
下
落
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号

(3)
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
十
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
取
引
の
約
定
数
値
若
し
く
は
現
実
数
値
の
上
昇
若
し
く
は
低
下
、
同
条
第
二
十
一
項
第
四
号
若
し
く
は

同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
当
該
取
引
に
係
る
金
融
指
標
の
上
昇
若
し
く
は
低
下
若
し
く
は
金
融
商

品
の
価
格
の
騰
貴
若
し
く
は
下
落
又
は
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
若
し
く
は
同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取

引
の
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由

の
発
生
の
有
無

ハ

顧
客
の
注
文
の
執
行
に
お
い
て
、
過
失
に
よ
り
事
務
処
理
を
誤
る
こ
と
。

ニ

電
子
情
報
処
理
組
織
の
異
常
に
よ
り
、
顧
客
の
注
文
の
執
行
を
誤
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

二

投
資
助
言
業
務
又
は
投
資
運
用
業
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
顧
客
又
は
権
利
者
（
法
第
四
十
二
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条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
者
を
い
う
。
）
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
も
の

イ

過
失
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の
異
常
に
よ
り
事
務
処
理
を
誤
る
こ
と
。

ロ

任
務
を
怠
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
法
令
又
は
投
資
顧
問
契
約
若
し
く
は
法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為

に
違
反
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

裁
判
所
の
確
定
判
決
を
得
て
い
る
場
合

二

裁
判
上
の
和
解
（
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

が
成
立
し
て
い
る
場
合

三

民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
調
停
が
成
立
し
て
い
る
場
合
又
は
同

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
の
決
定
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
異
議
の

申
立
て
が
な
い
場
合
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四

金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
あ
っ
せ
ん
（
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
（
法
第
七
十
八
条
の

七
及
び
第
七
十
九
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
を
い
う
。
第
二
百
七
十
七
条

第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合

五

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
規
定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
機
関
に

お
け
る
仲
裁
手
続
に
よ
る
仲
裁
判
断
が
さ
れ
て
い
る
場
合

六

消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
に

よ
る
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合

七

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号

）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
を
い
い
、
有
価
証
券
売
買
取
引
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
売
買
取
引
等
を
い
う
。
）
に
係
る
紛
争
が
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
紛
争
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
行
う
認
証
紛
争
解
決
手
続
（
同
法
第
二
条

第
三
号
に
規
定
す
る
認
証
紛
争
解
決
手
続
を
い
う
。
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
和
解

-234-



が
成
立
し
て
い
る
場
合

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合

イ

当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
（
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
が
顧
客
を
代
理
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
和
解
の
成
立
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
に
対
し
て
支
払
を
す
る
こ
と
と
な
る
額
が
千
万
円
（
イ
の

司
法
書
士
が
代
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
額
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ

ロ
の
支
払
が
事
故
（
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
百
二
十
一
条
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
損
失
の
全
部
又
は
一
部
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
イ
の
弁
護
士

又
は
司
法
書
士
が
調
査
し
、
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
が
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

九

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た

場
合
で
、
一
日
の
取
引
に
お
い
て
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る

財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き
。

十

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
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（
法
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
又
は
顧
客
の
注
文
の
内
容
の
記
録

に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
第
九
号
の
利
益
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場

合
に
お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書

の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に
対
し
、
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又
は
財
産
上

の
利
益
を
提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
百

二
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
本
店
そ
の
他
の
営
業

所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
の
確
認
の
申
請
）
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第
百
二
十
条

法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
及

び
そ
の
添
付
書
類
の
正
本
一
通
並
び
に
こ
れ
ら
の
写
し
一
通
を
、
当
該
確
認
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
本
店
そ
の
他
の
営
業

所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
百
二
十
一
条

法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
登
録
番
号

二

事
故
の
発
生
し
た
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
実
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

事
故
と
な
る
行
為
に
関
係
し
た
代
表
者
等
の
氏
名
又
は
部
署
の
名
称

ロ

顧
客
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表

者
の
氏
名
）

ハ

事
故
の
概
要

ニ

補
て
ん
に
係
る
顧
客
の
損
失
が
事
故
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
理
由
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ホ

申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を
し
よ
う
と
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
確
認
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
百
二
十
二
条

法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
顧
客
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内

容
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
が
同
条
第
一
項
第
二
号
の
申
込
み
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
百
二
十
三
条

法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
顧
客
の
注
文
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
頻
繁
に
当
該
顧
客
の
計
算
に
お
い
て
有
価
証
券
の
売
買
そ

の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
を
し
て
い
る
状
況

二

不
特
定
か
つ
多
数
の
投
資
者
を
勧
誘
し
て
有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
委
任
を
受
け
て
い

る
者
（
法
令
に
準
拠
し
て
金
融
商
品
取
引
行
為
を
行
う
者
を
除
く
。
）
か
ら
、
当
該
投
資
者
の
計
算
に
お
い
て
行
う
取
引
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で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
投
資
者
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
の
受
託
等
を
し
て
い
る
状
況

三

著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
数
量
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
に
よ
り
、
有
価
証
券
の
引
受
け
を
行
っ
て
い
る
状
況

四

有
価
証
券
の
元
引
受
け
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
発
行
者
の
財
務
状
況
、
経
営
成
績
そ
の
他
引
受
け
の
適
否
の
判
断
に

資
す
る
事
項
の
適
切
な
審
査
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
状
況

五

そ
の
取
り
扱
う
法
人
関
係
情
報
に
関
す
る
管
理
又
は
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
関
す
る
管
理
に
つ

い
て
法
人
関
係
情
報
に
係
る
不
公
正
な
取
引
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
状
況

六

そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か

つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

七

そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の

情
報
そ
の
他
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
特
別
の
情
報
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
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ら
れ
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

八

顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
関
し
、
受
渡
状
況
そ
の
他
の
顧
客
に
必
要
な
情
報
を
適
切
に
通
知
し
て

い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

九

投
資
信
託
受
益
証
券
等
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国
投
資
信
託

の
受
益
証
券
（
第
六
十
五
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く

。
）
、
投
資
証
券
又
は
外
国
投
資
証
券
（
同
法
第
二
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
投
資
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
で
投
資
証
券
に
類
す
る
証
券
を
い
い
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百
八
十
一
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
乗
換
え
（
現
に
保
有
し
て
い

る
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
投
資
信
託
契
約
の
一
部
解
約
若
し
く
は
投
資
口
の
払
戻
し
又
は
投
資
信
託
受
益
証
券
等

の
売
付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
を
伴
う
投
資
信
託
受
益
証
券
等
の
取
得
又
は
買
付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
及
び
同
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
勧
誘
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
当
該
乗
換
え
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
状
況

十

金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
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利
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
行
為
又

は
当
該
有
価
証
券
の
転
売
を
目
的
と
し
な
い
買
取
り
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を
行
い
、
当
該
行
為
に
関
し
て
、
当
該

有
価
証
券
に
係
る
顧
客
の
応
募
代
金
若
し
く
は
売
却
代
金
又
は
当
該
有
価
証
券
に
係
る
投
資
信
託
の
解
約
金
、
収
益
金
若

し
く
は
償
還
金
の
預
託
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
預
託
を
受
け
た
金
銭
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
金
融
商
品
取
引
業
を
廃
止
し
た
場
合
そ
の
他
金

融
商
品
取
引
業
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
当
該
顧
客
に
返
還
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
管
理
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
国
内
に
お
い
て
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に
信
託
を
し
て
い
な
い
状
況

十
一

法
第
二
条
第
八
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
項

第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も

の
に
限
る
。
）
を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み

の
期
間
中
に
生
じ
た
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
事
象
に
つ
い
て
、
個
人
で
あ
る
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。

）
に
対
し
て
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
状
況

十
二

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
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の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し

、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る

べ
き
当
該
上
場
金
融
商
品
等
又
は
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
係
る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

の
受
託
等
を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

十
三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
と
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行

う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
が
投
資
者
の
保
護
に
欠
け
、
取
引
の
公
正
を
害
し
、
又
は
金
融
商
品
取
引
業
等
の
信
用
を

失
墜
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
十
分
な
社
内
管
理
体
制
を
あ
ら
か
じ
め
整
備
し
て
い
な
い
状
況

イ

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
六
条
第
一
項
第
八
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
行

為
ロ

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
及
び
数
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
事
項
）
に
つ
い
て

同
意
を
得
た
上
で
、
価
格
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
価
格
に
相
当
す
る
事
項
）
に
つ
い
て
は
当
該
同
意
の

時
点
に
お
け
る
相
場
（
当
該
同
意
の
時
点
に
お
け
る
相
場
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
同
意
の
直
近
の
時
点
に
お
け
る
相

場
）
を
考
慮
し
て
適
切
な
幅
を
持
た
せ
た
同
意
（
ハ
に
お
い
て
「
特
定
同
意
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
当
該
金
融
商
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品
取
引
業
者
等
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
基
づ
き
行
う
有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引

ハ

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
及
び
個
別
の
取
引
の
総
額
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

事
項
）
並
び
に
数
又
は
価
格
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
事
項
）
の
一
方
に
つ
い
て
同

意
（
価
格
に
つ
い
て
は
、
特
定
同
意
を
含
む
。
）
を
得
た
上
で
、
他
方
に
つ
い
て
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
基
づ
き
行
う
有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ニ

第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
契
約
に
基
づ
き
行
う
有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ホ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
及

び
使
用
人
の
親
族
（
配
偶
者
並
び
に
二
親
等
内
の
血
族
及
び
姻
族
に
限
る
。
）
か
ら
、
売
買
の
別
、
銘
柄
及
び
数
（
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
事
項
）
に
つ
い
て
同
意
を
得
た
上
で
、
価
格
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
あ
っ
て
は
、
価
格
に
相
当
す
る
事
項
）
に
つ
い
て
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
基
づ
き
行
う
有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

十
四

金
融
商
品
取
引
業
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
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十
五

委
託
を
行
っ
た
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

十
六

委
託
を
行
っ
た
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
事
故
（
第
二
百
五
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
）
に
つ
き
損

失
の
補
て
ん
を
行
う
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

十
七

委
託
を
行
っ
た
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
顧
客
に
対
す
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
受
渡
し
を
行
わ
せ
て
い
る
状
況

十
八

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
取
得
し
た
顧
客
の
財
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
（
次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が

委
託
を
行
う
登
録
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
提
供
し
て
い
る
状
況
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
委
託

を
行
っ
た
登
録
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
か
ら
取
得
し
た
顧
客
の
財
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情

報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
（
当
該
登
録
金
融
機
関
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
ず
に

提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
勧
誘
し
て
い
る
状
況

イ

当
該
登
録
金
融
機
関
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
情
報

ロ

当
該
登
録
金
融
機
関
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
提
供
す
る
必
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要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

ハ

第
百
五
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
係
る
手
取
金
が
当
該
借
入
金
に
係
る
債
務
の

弁
済
に
充
て
ら
れ
る
旨
の
情
報

十
九

金
融
商
品
取
引
業
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
務
を
実
施
す
る
組
織
（
融
資
業
務
又
は
金
融
機
関
代
理
業
務
を
併
せ
て
実

施
す
る
組
織
に
限
る
。
）
の
業
務
を
統
括
す
る
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
使
用
人
が
、
有
価
証
券
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証

券
並
び
に
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
性
質
を
有
す
る
有
価

証
券
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
者
で
あ
る
顧
客
の
非
公
開
融
資
等
情
報
を
自
ら
取
得
し
、
又
は

融
資
業
務
若
し
く
は
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
役
員
若
し
く
は
使
用
人
か
ら
受
領
し
て
、
当
該
有
価
証
券
に
係
る

法
第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
勧
誘
を
行
っ
て
い
る
状
況
（
当
該
統
括
す
る
役
員
又
は
使
用
人
が
、
非
公
開
融

資
等
情
報
（
法
人
関
係
情
報
を
除
く
。
）
の
提
供
に
つ
き
、
事
前
に
そ
の
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、

そ
の
顧
客
の
非
公
開
融
資
等
情
報
を
金
融
商
品
取
引
業
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
従
事
す
る
役
員
又
は
使
用
人
に
提
供

し
て
い
る
状
況
を
含
む
。
）
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二
十

店
頭
金
融
先
物
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
売
付
け
及
び
買
付
け
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事

項
の
双
方
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
提
示
し
て
い
な
い
状
況

二
十
一

店
頭
金
融
先
物
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
の
取
引
時
に
表
示
し
た
価
格
又
は
価
格
に
相
当

す
る
事
項
を
、
当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
提
示
を
要
求
し
た
当
該
顧
客
に
提
示
し
て
い
な
い
状
況

二
十
二

金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
を
金
融
機
関
（
銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
、
信

託
会
社
そ
の
他
令
第
一
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又
は

そ
の
代
理
店
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規

定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
、
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
、
労
働
金
庫
法
第
八
十

九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信

用
事
業
代
理
業
者
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
及
び
農
林

中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
を
含
む
。
）
と
同

一
の
建
物
に
設
置
し
て
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
を
当
該
金
融
機
関
と
誤
認
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す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

二
十
三

金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
顧
客
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
を
他
の
者
と
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い

な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

二
十
四

登
録
金
融
機
関
が
取
得
し
た
顧
客
の
財
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
（
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
に
提
供
し

て
い
る
状
況
又
は
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
取
得
し
た
顧
客
の
財
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
そ
の
他
の

特
別
な
情
報
（
当
該
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
ず
に
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）

を
利
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
勧
誘
し
て
い
る
状
況

イ

登
録
金
融
機
関
が
金
融
商
品
仲
介
行
為
を
行
う
た
め
に
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
情
報

ロ

委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
の
委
託
に
係
る
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
よ
り
知
り
得
た
情
報
で
あ
っ
て
、
登
録
金
融

機
関
が
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
、
当
該
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
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二
十
五

登
録
金
融
機
関
が
金
融
商
品
仲
介
行
為
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
次
に
掲
げ
る
事

項
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
状
況

イ

委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
行
お
う
と
す
る
取
引
に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
金

額
又
は
手
数
料
等
が
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
に
よ
り
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
旨

ロ

顧
客
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
の
商
号

ハ

投
資
助
言
・
代
理
業
（
法
第
二
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

う
場
合
に
お
い
て
、
投
資
助
言
・
代
理
業
の
顧
客
に
対
し
金
融
商
品
仲
介
行
為
を
行
う
場
合
（
一
定
の
期
間
に
お
け
る

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
手
数
料
等
の
額
が
、
当
該
金
融
商
品
仲
介
行
為
の
回
数
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
と
な
っ
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
手
数
料
等
の
形
態
又
は
額
を
顧
客
に
対
し
明
示
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
は

、
当
該
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
よ
り
得
る
こ
と
と
な
る
手
数
料
等
の
額
（
あ
ら
か
じ
め
手
数
料
等
の
額
が
確
定
し
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
手
数
料
等
の
額
の
計
算
方
法
）

（
最
良
執
行
方
針
等
）

第
百
二
十
四
条

令
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
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す
る
。

一

株
券

二

新
株
予
約
権
付
社
債
券

三

新
株
予
約
権
証
券

四

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

五

優
先
出
資
証
券

六

投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券

七

投
資
証
券
又
は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
証
券
に
類
す
る
証
券

八

法
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

九

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質

を
有
す
る
も
の

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
本
店
等
に
お
い
て
最
良
執
行
方
針
等
（

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
良
執
行
方
針
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
方
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法
又
は
最
良
執
行
方
針
等
を
閲
覧
に
供
す
る
方
法
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
場
所
（
そ
の
本
店
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
有
価
証
券
等
取
引
（
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
取
引
を

い
う
。
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
顧
客
の
注
文
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
顧
客
の
注
文
」
と
い
う

。
）
を
受
け
る
場
合

顧
客
の
注
文
を
受
け
る
営
業
所
等
ご
と
に
、
最
良
執
行
方
針
等
を
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
方

法
又
は
最
良
執
行
方
針
等
を
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的

に
無
線
通
信
又
は
有
線
電
気
通
信
の
送
信
を
行
う
こ
と
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
自
動
送
信
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
顧

客
の
注
文
を
受
け
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

最
良
執
行
方
針
等
を
自
動
送
信
し
、

又
は
顧
客
の
求
め
に
応
じ
て
郵
便
若
し
く
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
送
信
す
る
方
法

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
面
に
は
、
最
良
執
行
方
針
等
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
間
と
す
る
。

５

法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
最
良
執
行
方
針
等
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
た
旨
を
説
明
し
た
書
面
（
次
項
に
お
い
て

「
最
良
執
行
説
明
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

注
文
に
係
る
有
価
証
券
等
取
引
の
銘
柄
、
数
量
及
び
売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

二

受
注
日
時

三

約
定
日
時
及
び
執
行
し
た
金
融
商
品
市
場
そ
の
他
執
行
の
方
法

６

法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
最
良
執
行
説
明
書
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
顧
客
か

ら
求
め
ら
れ
た
日
か
ら
二
十
日
（
特
定
投
資
家
で
あ
る
顧
客
か
ら
同
意
を
得
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
意
に
係
る
期
間

（
二
十
日
以
上
の
期
間
に
限
る
。
）
）
以
内
に
当
該
顧
客
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
別
管
理
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
）

第
百
二
十
五
条

法
第
四
十
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
に
規
定
す
る
権
利
又
は
有
価
証
券
に
関

し
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
た
金
銭
を
充
て
て
事
業
を
行
う
者
（
当
該
事
業
に
係
る
業
務
を
執
行
す
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
事
業
者
の
定
款
（
当
該
事
業
に
係
る
規
約
そ
の
他
の
権
利
又
は
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有
価
証
券
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
を
含
む
。
）
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
金
銭
が
当
該
事
業
者
の
固
有
財
産
そ
の
他
当
該
事
業
者
の
行
う
他
の
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て

管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
事
業
者
に
よ
る
当
該
金
銭
を
充
て
て
行
わ
れ
る
事
業
の
対
象
及
び
業
務
の
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、

当
該
事
業
に
係
る
財
産
が
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
経
理
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
内
容
が
投
資
者
の
保
護
を
図
る
上
で
適
切

で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
金
銭
が
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
へ
の
預
託
（
当
該
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
有
価
証
券
等
管
理
業
務
と
し
て
受
け

る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者
へ
の
預
託

ロ

銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
又
は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
銀
行
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
業
務
を
行
う
者
へ
の
預
金
又
は
貯
金
（
当
該
金
銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

ハ

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
又
は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
信
託
業
務
を
行
う
者
へ
の
金
銭
信
託
で

元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る
も
の
（
当
該
金
銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）
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第
二
款

投
資
助
言
業
務
及
び
投
資
運
用
業
に
関
す
る
特
則

（
投
資
助
言
業
務
に
関
す
る
禁
止
行
為
）

第
百
二
十
六
条

法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
た
め
、
顧
客
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
助
言

を
行
う
こ
と
。

二

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
つ
い
て
、
不
当
に
取
引
高
を
増
加
さ
せ
、
又
は
作
為
的
に
値
付
け
を
す
る
こ
と

と
な
る
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
助
言
を
行
う
こ
と
。

三

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
関
係
外
国
法
人
等
（
第
三
十
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
令
第
十
五
条
の
十
六

第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
第

九
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
有
価
証
券
の
募
集
又
は
私
募
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
関
係
外
国
法
人
等
に

対
す
る
当
該
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
額
が
当
該
関
係
外
国
法
人
等
が
予
定
し
て
い
た
額
に
達
し
な
い

と
見
込
ま
れ
る
状
況
の
下
で
、
当
該
関
係
外
国
法
人
等
の
要
請
を
受
け
て
、
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け

る
こ
と
を
内
容
と
し
た
助
言
を
行
う
こ
と
。
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（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
）

第
百
二
十
七
条

令
第
十
六
条
の
十
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
（
有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）

二

銀
行

三

協
同
組
織
金
融
機
関

四

保
険
会
社

五

信
託
会
社

（
自
己
取
引
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
百
二
十
八
条

法
第
四
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

と
す
る
。

一

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
、
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
登
録
金
融
機
関
業
務
と
し
て
、
運
用
財
産
に
係
る
有
価
証

券
の
売
買
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
取
次
ぎ
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

-254-



イ

個
別
の
取
引
ご
と
に
す
べ
て
の
権
利
者
（
当
該
権
利
者
が
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
三

項
に
規
定
す
る
登
録
投
資
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
投
資
主
。
イ
、
次
条
第
一
項

第
二
号
イ
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
取
引
の
内
容
及
び
当
該
取
引
を
行
お
う
と
す

る
理
由
の
説
明
（

に
お
い
て
「
取
引
説
明
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
す
べ
て
の
権
利
者
の
同
意
（
法
第
二
条
第

(2)

八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ

て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
行
う
取
引
に
あ
っ
て
は
、

の
同
意
を
含
む
。
）
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

す
べ
て
の
権
利
者
の
半
数
以
上
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
で
あ
っ

(1)
て
、
か
つ
、
す
べ
て
の
権
利
者
の
有
す
る
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
の
四
分
の
三

（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
）
以
上
に
当
た
る
多
数
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
同
意
し
な
い
権
利
者
が
取
引
説
明
を
受
け
た
日
か
ら

(2)
二
十
日
（
こ
れ
を
上
回
る
期
間
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
行

為
を
行
っ
た
日
か
ら
六
十
日
（
こ
れ
を
下
回
る
期
間
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間
）
を
経
過
す
る
日
ま
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で
に
当
該
権
利
者
の
有
す
る
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
を
公
正
な
価
額
で
運
用
財

産
を
も
っ
て
買
い
取
る
旨
（
当
該
権
利
に
係
る
契
約
を
解
約
す
る
旨
を
含
む
。
）

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買

(1)

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

(2)

前
日
の
公
表
さ
れ
て
い
る
最
終
の
価
格
に
基
づ
き
算
出
し
た
価
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方

(3)
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
額
に
よ
り
行
う
取
引

三

そ
の
他
投
資
者
の
保
護
に
欠
け
、
若
し
く
は
取
引
の
公
正
を
害
し
、
又
は
金
融
商
品
取
引
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
所
管
金
融
庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
た
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用

を
行
う
こ
と
。

（
運
用
財
産
相
互
間
取
引
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
百
二
十
九
条

法
第
四
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

イ

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
の
運
用
財
産
の
運
用
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

(1)

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る
解
約
金
又
は
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
若
し
く

(2)
は
同
条
第
八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
払
戻
金
の
支
払
に
応
ず
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ

る
場
合

法
令
又
は
法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
定
め
ら
れ
て
い
る
投
資
の
対

(3)
象
と
す
る
資
産
の
保
有
額
又
は
保
有
割
合
に
係
る
制
限
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
制
限
を
超

え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
と
き
。

双
方
の
運
用
財
産
に
つ
い
て
、
運
用
の
方
針
、
運
用
財
産
の
額
及
び
市
場
の
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
取
引
を
行
う

(4)
こ
と
が
必
要
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ロ

対
象
有
価
証
券
売
買
取
引
等
で
あ
っ
て
、
第
三
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
正
な
価
額
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。
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二

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

イ

個
別
の
取
引
ご
と
に
双
方
の
運
用
財
産
の
す
べ
て
の
権
利
者
に
当
該
取
引
の
内
容
及
び
当
該
取
引
を
行
お
う
と
す
る

理
由
の
説
明
（

に
お
い
て
「
取
引
説
明
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
す
べ
て
の
権
利
者
の
同
意
（
双
方
の
運
用
財

(2)

産
の
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
お
い
て
次
に
掲

げ
る
事
項
の
す
べ
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
同
号
に
掲
げ
る
行
為
と
し
て
行
う
取
引
に
あ
っ
て
は
、
双
方
の
運

用
財
産
に
係
る

の
同
意
を
含
む
。
）
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

す
べ
て
の
権
利
者
の
半
数
以
上
（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
以
上
）
で
あ
っ

(1)
て
、
か
つ
、
す
べ
て
の
権
利
者
の
有
す
る
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
の
四
分
の
三

（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合
）
以
上
に
当
た
る
多
数
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は

法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
同
意
し
な
い
権
利
者
が
取
引
説
明
を
受
け
た
日
か
ら

(2)
二
十
日
（
こ
れ
を
上
回
る
期
間
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間
）
以
内
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
行

為
を
行
っ
た
日
か
ら
六
十
日
（
こ
れ
を
下
回
る
期
間
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間
）
を
経
過
す
る
日
ま
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で
に
当
該
権
利
者
の
有
す
る
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
を
公
正
な
価
額
で
運
用
財

産
を
も
っ
て
買
い
取
る
旨
（
当
該
権
利
に
係
る
契
約
を
解
約
す
る
旨
を
含
む
。
）

ロ

前
条
第
二
号
ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

(3)

三

そ
の
他
投
資
者
の
保
護
に
欠
け
、
若
し
く
は
取
引
の
公
正
を
害
し
、
又
は
金
融
商
品
取
引
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
所
管
金
融
庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
た
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用

を
行
う
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
ロ
の
「
対
象
有
価
証
券
売
買
取
引
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に
係
る
権

利
を
表
示
す
る
も
の
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
の
う
ち
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に
表

示
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
含
む
。
）
の
売
買

イ

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券

ロ

店
頭
売
買
有
価
証
券

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
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法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ

(1)
ら
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
当
該
有
価
証
券
の
性
質

(2)
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
そ
の
価
格
が
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
外
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て

い
る
こ
れ
と
類
似
の
性
質
を
有
す
る
団
体
の
定
め
る
規
則
に
基
づ
い
て
公
表
さ
れ
る
も
の

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

(3)

二

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

三

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

３

第
一
項
第
一
号
ロ
の
対
象
有
価
証
券
売
買
取
引
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
買

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
行
う
も
の
又
は
前
日
の
公
表
さ
れ
て

い
る
最
終
価
格
に
基
づ
き
算
出
し
た
価
額
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
額

に
よ
り
行
う
も
の
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二

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
買

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
う
も
の
又
は
前
日
の
公
表
さ
れ

て
い
る
最
終
価
格
に
基
づ
き
算
出
し
た
価
額
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価

額
に
よ
り
行
う
も
の

三

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
買

前
日
の
公
表
さ
れ
て
い
る
最
終
価
格
に
基
づ
き
算
出
し
た
価
額
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
額
に
よ
り
行
う
も
の

四

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
行
う
も
の

五

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
行
う
も
の

（
投
資
運
用
業
に
関
す
る
禁
止
行
為
）

第
百
三
十
条

法
第
四
十
二
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

自
己
の
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
第
四
百
条
第
四
項
に
規
定
す
る
監
査
委
員
。
第
百
三
十
四

条
第
一
項
第
六
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
役
員
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
又
は
使
用
人
と
の
間
に
お
け
る
取
引
を
行
う

こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
（
第
百
二
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
。

二

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
た
め
、
権
利
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
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用
を
行
う
こ
と
。

三

第
三
者
の
利
益
を
図
る
た
め
、
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
に
関
し
て
運
用
の
方
針
、
運
用
財
産
の
額
又
は
市
場
の
状
況
に

照
ら
し
て
不
必
要
な
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
（
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
及
び
第

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
。

四

他
人
か
ら
不
当
な
取
引
の
制
限
そ
の
他
の
拘
束
を
受
け
て
運
用
財
産
の
運
用
を
行
う
こ
と
。

五

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
つ
い
て
、
不
当
に
取
引
高
を
増
加
さ
せ
、
又
は
作
為
的
な
値
付
け
を
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

六

第
三
者
の
代
理
人
と
な
っ
て
当
該
第
三
者
と
の
間
に
お
け
る
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
（
第

一
種
金
融
商
品
取
引
業
、
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
登
録
金
融
機
関
業
務
と
し
て
当
該
第
三
者
を
代
理
し
て
行
う
も

の
並
び
に
あ
ら
か
じ
め
個
別
の
取
引
ご
と
に
す
べ
て
の
権
利
者
に
当
該
取
引
の
内
容
及
び
当
該
取
引
を
行
お
う
と
す
る
理

由
を
説
明
し
、
当
該
権
利
者
の
同
意
を
得
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
。

七

運
用
財
産
の
運
用
に
関
し
、
取
引
の
申
込
み
を
行
っ
た
後
に
運
用
財
産
を
特
定
す
る
こ
と
。

八

運
用
財
産
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
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に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
対
応
す
る
額
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
定
め
た
合
理
的
な
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
が
当
該
運
用
財
産
の
純
資
産
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（

新
株
予
約
権
証
券
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
若
し
く
は
証
書
に
係
る
取
引
及
び
選
択
権
付
債
券
売
買
を
含
む
。

）
を
行
い
、
又
は
継
続
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

九

次
に
掲
げ
る
者
が
有
価
証
券
の
引
受
け
等
（
法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。
第

百
四
十
七
条
第
四
号
、
第
百
五
十
三
条
第
十
一
号
及
び
第
百
五
十
四
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
者
に
対
す
る
当
該
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
額
が
当
該
者
が
予
定
し
て
い
た
額
に
達

し
な
い
と
見
込
ま
れ
る
状
況
の
下
で
、
当
該
者
の
要
請
を
受
け
て
、
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
る
こ
と

を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

イ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
関
係
外
国
法
人
等

ロ

直
近
二
事
業
年
度
に
お
い
て
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
を

行
っ
た
運
用
財
産
に
係
る
有
価
証
券
（
当
該
運
用
財
産
に
係
る
権
利
者
の
権
利
を
表
示
す
る
も
の
又
は
当
該
権
利
に
限
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る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
当
該
二
事
業
年
度
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
運
用
財
産
に
係
る
有
価

証
券
の
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
者

十

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
権
利
者
の
た
め
運
用
を
行
う
権
限
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
係
る
権
限
の
再
委
託
（
当
該
権
限
の
一
部
を
同
項
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
者
に
更
に
委
託
す
る
も
の
（
更
に
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
係
る
権
限
を
更
に
委
託
し
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
を
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
な
く
、
当
該
委
託
を
行
う
こ
と
。

十
一

法
第
四
十
二
条
の
五
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
取
引
の
決
済
の
た
め
顧
客
か
ら
そ
の
計
算
に
属
す
る
金
銭
又
は
有
価

証
券
を
自
己
の
名
義
の
口
座
に
預
託
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
の
決
済
以
外
の
目
的
で
当
該
口
座
を
利
用
し

、
又
は
当
該
金
銭
若
し
く
は
有
価
証
券
を
当
該
取
引
の
決
済
の
た
め
必
要
な
期
間
を
超
え
て
当
該
口
座
に
滞
留
さ
せ
る
こ

と
。

２

前
項
（
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
運
用
財
産
に
係
る
受
益
証
券
（
当
該
運
用
財
産
に
係
る
権
利
者
の

権
利
を
表
示
す
る
も
の
又
は
当
該
権
利
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
取
得
の
申
込
み
の
勧
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誘
が
有
価
証
券
の
私
募
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
場
合
（
当
該
受
益
証
券
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
他
の
運
用
財
産
に

係
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
、
そ
の
取
得
の
申
込
み
の
勧
誘
が
有
価
証
券
の
募
集
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に

は
、
適
用
し
な
い
。

（
運
用
権
限
の
委
託
に
関
す
る
事
項
）

第
百
三
十
一
条

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

権
利
者
の
た
め
運
用
を
行
う
権
限
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
（
当
該
委
託
に
係
る
権
限
の
一
部
を
更
に
委
託
す
る
も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
旨
及
び
そ
の
委
託
先
の
商
号
又
は
名
称

二

委
託
の
概
要

三

委
託
に
係
る
報
酬
を
運
用
財
産
か
ら
支
払
う
場
合
に
は
、
当
該
報
酬
の
額
（
あ
ら
か
じ
め
報
酬
の
額
が
確
定
し
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
報
酬
の
額
の
計
算
方
法
）

（
分
別
管
理
）

第
百
三
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
運
用
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
運
用
財
産
が
金
銭
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
二
十
五
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を
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管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
運
用
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用

財
産
が
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券
そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
有
価
証
券
等
を
管
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

運
用
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
用
有
価
証
券
等
」
と
い

う
。
）
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
そ
の
他
の
運
用
有
価
証
券
等
以
外
の
有
価
証
券
等

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
運
用
有
価

証
券
等
に
つ
い
て
ど
の
運
用
財
産
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理

す
る
方
法

二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等

当
該
第
三
者
に
お
い
て

、
運
用
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
運
用
有
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価
証
券
等
に
つ
い
て
ど
の
運
用
財
産
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

管
理
す
る
方
法

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

運
用
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区

分
し
、
か
つ
、
当
該
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
各
運
用
財
産
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で

保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等

当
該
第
三
者
に
お
け
る

自
己
の
運
用
財
産
の
た
め
の
口
座
に
つ
い
て
自
己
の
た
め
の
口
座
と
区
分
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
運
用
有
価
証

券
等
に
係
る
持
分
が
直
ち
に
判
別
で
き
、
か
つ
、
当
該
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
各
運
用
財
産
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に

よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法
（
外
国
の
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
外
国
の
法
令
上
当
該
第
三
者
を
し
て
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分
と
固
有
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分

と
を
区
分
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
他
当
該
第
三
者
に
お
い
て
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分
が

直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
特
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
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れ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
各
運
用
財
産
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き

る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法
）

五

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
そ
の
他
の
有
価

証
券
等
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
方
法

イ

当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権
利
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
が
あ
る
場

合

当
該
書
類
を
有
価
証
券
等
と
み
な
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
て
管
理
す
る
方
法

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
三
者
を
し
て
当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
運
用
有
価
証
券
等
と
し
て
明
確

に
管
理
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
管
理
の
状
況
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
把
握
で
き
る
状
態
で
管
理
す
る
方
法

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
運
用
財
産
と
が
共
有
し
て
お
り
、
前
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

有
価
証
券
等
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
用
有
価
証
券
等
に
係
る
各
運
用
財
産
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿

に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
投
資
運
用
業
に
関
す
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
貸
付
け
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
）
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第
百
三
十
三
条

令
第
十
六
条
の
十
三
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
が
資
産
の
運

用
を
行
う
投
資
法
人
へ
の
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
貸
付
け
の
媒
介
又
は
代
理
を
行
う
場
合
と
す
る
。

（
運
用
報
告
書
の
交
付
）

第
百
三
十
四
条

法
第
四
十
二
条
の
七
第
一
項
の
運
用
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
運
用
報
告
書
」
と
い
う
。
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
（
直
前
の
基
準
日
（
運
用
報
告
書
の
作
成
の
基
準
と
し
た
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
（
当
該
運
用
報
告
書
が
初
め
て
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
用
財
産
の
運
用

を
開
始
し
た
日
）
か
ら
当
該
運
用
報
告
書
の
基
準
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

当
該
運
用
報
告
書
の
基
準
日
に
お
け
る
運
用
財
産
の
状
況
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

金
銭
の
額

ロ

有
価
証
券
の
銘
柄
、
数
及
び
価
額

ハ

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
銘
柄
（
取
引
の
対
象
と
な
る
金
融
商
品
、
金
融
指
標
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含

む
。
次
号
ハ

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の

(2)
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。
同
号
ハ

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
単
価
等
（
単
価
、
対
価
の
額
、
約
定
数
値
そ
の
他
の
取
引
一
単
位
あ
た
り
の
金

(2)

額
又
は
数
値
を
い
う
。
同
号
ハ

に
お
い
て
同
じ
。
）

(2)

三

当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
に
お
け
る
運
用
の
状
況
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
引
を
行
っ
た
日

ロ

取
引
の
種
類
及
び
金
融
商
品
取
引
行
為
の
相
手
方
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ハ

取
引
の
内
容
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
あ
っ
て
は
、
取
引
ご
と
に
有
価
証
券
の
銘
柄
、
数
、
価
額
及
び
売
付
け
等
又

(1)
は
買
付
け
等
の
別

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
取
引
ご
と
に
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
銘
柄
、
約
定
数
量
、
単
価
等
及
び
売
付

(2)
け
等
又
は
買
付
け
等
の
別
（
第
百
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
も
の
）

四

当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
運
用
財
産
の
運
用
に
係
る
報
酬
の
額

五

当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
に
お
い
て
運
用
財
産
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
、
第
二
種
金
融
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商
品
取
引
業
又
は
登
録
金
融
機
関
業
務
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間

に
お
け
る
当
該
行
為
に
係
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額

六

当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
も
の
と
の
間
に
お
け
る
取
引
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

自
己
又
は
そ
の
取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
、
役
員
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
若
し
く
は
使
用
人

ロ

他
の
運
用
財
産

ハ

自
己
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等

七

当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
に
お
い
て
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
行
為
に
係
る
取
引
総
額
に
占
め
る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
者
を
相
手
方
と
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
係
る
取
引
総
額
の
割
合

八

当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
に
お
け
る
運
用
財
産
の
運
用
と
し
て
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
行
為
の
相
手
方
で
、
そ
の

取
引
額
が
当
該
運
用
財
産
の
た
め
に
行
っ
た
金
融
商
品
取
引
行
為
に
係
る
取
引
総
額
の
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
者
が
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
相
手
方
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
並
び
に
当
該
運
用
報
告
書
の
対
象
期
間
に
お
い
て
行
っ
た
金

融
商
品
取
引
行
為
に
係
る
取
引
総
額
に
占
め
る
当
該
相
手
方
に
対
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
係
る
取
引
総
額
の
割
合

２

対
象
期
間
は
、
六
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
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３

運
用
報
告
書
は
、
対
象
期
間
経
過
後
遅
滞
な
く
作
成
し
、
知
れ
て
い
る
権
利
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
四
十
二
条
の
七
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

権
利
者
の
同
居
者
が
確
実
に
運
用
報
告
書
の
交
付
を
受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
権
利
者
が

当
該
運
用
報
告
書
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
基
準
日
ま
で
に
同
意
し
て
い
る
場
合
（
当
該
基
準
日
ま
で
に

当
該
権
利
者
か
ら
当
該
運
用
報
告
書
の
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

二

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
六
月
に
一
回
以
上
、
運
用
財
産
に
係
る
知
れ
て
い
る
権
利
者
に
対
し
て
運
用
報
告
書
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
が
交
付
さ
れ
、
又
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
が
提
供
さ
れ
る
場
合

（
運
用
報
告
書
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
三
十
五
条

法
第
四
十
二
条
の
七
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
運
用
財
産
の
権
利
者
が

有
す
る
当
該
運
用
財
産
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
十
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
権
利
に
つ
い
て
法
第
二
十
四
条
第
五

項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
（
運
用
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
す
る
。
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第
三
款

有
価
証
券
等
管
理
業
務
に
関
す
る
特
則

（
確
実
に
か
つ
整
然
と
管
理
す
る
方
法
）

第
百
三
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除
く

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
の
固
有
財
産

と
分
別
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
の
保
管

場
所
に
つ
い
て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
つ
い
て
ど
の
顧

客
の
有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券

当
該
第
三
者
に
お
い
て
、

顧
客
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証

券
に
つ
い
て
ど
の
顧
客
の
有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法
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三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限
る

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

顧
客
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し

、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ

と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券

当
該
第
三
者
に
お
け
る
自

己
の
顧
客
の
た
め
の
口
座
に
つ
い
て
自
己
の
た
め
の
口
座
と
区
分
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
顧
客
有
価
証
券
に
係

る
持
分
が
直
ち
に
判
別
で
き
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別

で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法
（
外
国
の
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

外
国
の
法
令
上
当
該
第
三
者
を
し
て
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
持
分
と
固
有
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分
と
を
区
分
し
て
保
管

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
他
当
該
第
三
者
に
お
い
て
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
持
分
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状

態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
特
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
あ
っ
て
は

、
当
該
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
管
理
す
る
方
法
）
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五

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
の
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

当
該
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権
利
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
が
あ
る
場
合

当
該
書
類
を
有

価
証
券
と
み
な
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
て
管
理
す
る
方
法

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
三
者
を
し
て
当
該
権
利
を
顧
客
有
価
証
券
と
し
て
明
確
に
管
理
さ
せ
、
か
つ
、

そ
の
管
理
の
状
況
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
把
握
で
き
る
状
態
で
管
理
す
る
方
法

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
顧
客
と
が
共
有
し
て
お
り
、
前
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
価

証
券
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
有
価
証
券
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に

判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
価
証
券
関
連
業
に
付
随
す
る
業
務
）

第
百
三
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
業
に
付
随

す
る
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
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二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
業
務

イ

金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金
融
機
関
が
行
う
登
録
金
融
機
関
業
務
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
有
価
証
券
関
連
業
以
外
の

業
務

ロ

有
価
証
券
関
連
業
の
う
ち
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
令
第
十
六
条
の
十
五
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の

ハ

前
号
に
掲
げ
る
業
務

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
類
似
す
る
業
務

（
顧
客
分
別
金
の
額
の
算
定
）

第
百
三
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
顧
客
に
返
還
す
べ
き
額
は
、
顧
客
ご
と
に
算
定
し
、
そ
の
算
定
の

対
象
と
な
る
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
銭
の
額
並
び
に
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
時
価
（
そ
の
日
の

公
表
さ
れ
て
い
る
最
終
の
価
格
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
格
を
い
う
。
次
条
か

ら
第
百
四
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
と
す
る
。

（
顧
客
分
別
金
の
額
か
ら
の
控
除
）

第
百
三
十
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
顧
客
ご
と
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

-276-



一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
に
対
し
て
有
す
る
債
権
（
当
該
顧
客
が
買
い
付
け
た
有
価
証
券
（
法
第
四
十
三
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
買
付
代
金
の
立
替
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

顧
客
が
信
用
取
引
に
よ
り
売
り
付
け
た
有
価
証
券
の
売
付
代
金
で
あ
る
金
銭
（
当
該
信
用
取
引
に
つ
き
金
融
商
品
取
引

業
者
が
当
該
顧
客
に
供
与
し
た
信
用
に
係
る
債
権
の
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

三

金
融
商
品
取
引
法
第
百
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
取
引
及
び
そ
の
保
証
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
八
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
額
（
顧
客
の
信
用
取
引
に
係
る
も
の
に
限
り
、
そ
の
額
が
当
該
顧
客
の
信
用
取
引
に
係
る
受
入
保
証
金
（
同
令

第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
受
入
保
証
金
を
い
う
。
）
と
し
て
預
託
さ
れ
た
金
銭
の
額
及
び
有
価
証
券
の
時
価
の
合
計
額

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
）

四

現
先
取
引
（
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
に
よ
り
顧
客

が
担
保
に
供
し
た
金
銭
の
額

２

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
顧
客
の
信
用
取
引
に
係
る
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
百
六
十
一
条
の
二

に
規
定
す
る
取
引
及
び
そ
の
保
証
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
八
条
第
一
項
の
当
該
顧
客
の
信
用
取
引
に
係
る
有
価
証
券
の
相

場
の
変
動
に
基
づ
く
損
益
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
有
価
証
券
の
約
定
価
額
と
算
定
の
日
の
時
価
に
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よ
り
評
価
し
た
価
額
と
の
差
損
益
と
す
る
。

（
調
達
取
引
に
係
る
特
例
）

第
百
四
十
条

第
百
三
十
八
条
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
時
価
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
信
用
取
引

に
つ
き
顧
客
に
貸
し
付
け
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
を
調
達
す
る
た
め
、
当
該
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
法
第
百
六
十
一
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
銭
に
充
て
ら
れ
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
信
用
取
引

保
証
金
代
用
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
を
、
証
券
金
融
会
社
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
と
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取

次
ぎ
（
法
第
二
条
第
二
十
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
委

託
者
と
し
て
当
該
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
行
う
者
を
代
理
し
て
成
立
さ
せ
る
も
の
を
含
む
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
行
う
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
若
し
く
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
受
託
し
た
者
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
担
保
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
す
べ
て
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
信
用
取
引
保
証
金
代
用
有
価
証
券
の
時
価
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
、
信
用
取
引
に
つ
き
顧
客
に
貸

し
付
け
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
を
調
達
す
る
た
め
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
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取
引
業
者
等
と
行
う
取
引
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
達
取
引
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
当
該
金
融
商
品

取
引
業
者
が
当
該
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
行
う
そ
の
他
の
取
引
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

非
調
達
取
引
」
と
い
う
。
）
の
管
理
と
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

調
達
取
引
が
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等

に
お
い
て
顧
客
ご
と
の
調
達
取
引
の
管
理
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

調
達
取
引
に
お
い
て
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
担
保
に
供
さ
れ
た
信
用
取
引
保
証
金
代
用
有

価
証
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
代
用
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
の
所
有
権
が
顧
客
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
特
定
代
用
有
価
証
券
の
管
理
が
非
調
達
取
引
に
係
る
有
価

証
券
の
管
理
と
明
確
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
調
達
取
引
が
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と

の
間
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
含
む
。
）
に
お
い
て
顧
客
ご
と
の
所
有
に
係

る
当
該
特
定
代
用
有
価
証
券
の
種
類
の
別
及
び
数
量
が
帳
簿
に
よ
り
明
確
に
判
別
で
き
る
こ
と
。

五

金
融
商
品
取
引
業
者
と
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
調

達
取
引
に
お
い
て
当
該
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
調
達
し
た
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
時
価
の
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合
計
額
と
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
調
達
取
引
に
お
い
て
当
該
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者

等
に
担
保
に
供
し
た
当
該
調
達
し
た
金
銭
に
よ
り
買
い
付
け
た
有
価
証
券
の
時
価
及
び
当
該
調
達
し
た
有
価
証
券
の
売
付

代
金
の
合
計
額
と
の
差
額
が
、
毎
日
算
出
さ
れ
、
か
つ
、
授
受
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

契
約
に
よ
り
、
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
、
当
該
証
券
金
融
会
社
又
は
母
店
金
融
商

品
取
引
業
者
等
が
非
調
達
取
引
に
関
し
て
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
（
調
達
取
引
が
母
店
金
融
商
品
取

引
業
者
等
と
の
間
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
他
の
顧
客
に
係
る
調
達
取
引
に

関
し
て
有
す
る
債
権
を
含
む
。
）
の
金
額
に
充
当
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
特
定
代
用
有
価
証
券
を
処
分
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
顧
客
で
あ
る
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
有
価

証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
預
託
を
受
け
た
信
用
取
引
保
証
金
代
用
有
価
証

券
を
証
券
金
融
会
社
に
担
保
に
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
中
「
金
融
商
品
取

引
業
者
（
調
達
取
引
が
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
母
店
金
融
商
品
取
引
業

者
等
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
債
権
（
調
達
取
引
が
母
店
金
融
商
品
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取
引
業
者
等
と
の
間
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
母
店
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
他
の
顧
客
に
係
る
調
達
取
引
に

関
し
て
有
す
る
債
権
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
債
権
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
分
別
金
信
託
の
要
件
）

第
百
四
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
（
以
下
「
顧
客
分
別
金
信
託
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
金

融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
（
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
の
す
べ
て
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
分
別
金
信
託
に
係
る
信
託
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
」
と
い
う
。
）
は
、
金
融
商

品
取
引
業
者
等
を
委
託
者
と
し
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
金
融
商
品

取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金
融
機
関
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
顧
客
を
元
本
の
受
益
者
と
す
る
こ
と
。

二

顧
客
分
別
金
信
託
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
と
し
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
複
数
の
顧
客
分

別
金
信
託
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
に
係
る
受
益
者
代
理
人
を
同
一
の
者

と
す
る
こ
と
。

三

金
融
商
品
取
引
業
者
が
通
知
金
融
商
品
取
引
業
者
（
法
第
七
十
九
条
の
五
十
四
に
規
定
す
る
通
知
金
融
商
品
取
引
業
者

-281-



を
い
う
。
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
投
資
者
保
護
基
金
（
当
該
金
融
商
品
取

引
業
者
が
所
属
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
き
、
投
資
者
保
護
基
金

を
受
益
者
代
理
人
と
す
る
こ
と
。

四

顧
客
分
別
金
信
託
（
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の

信
託
財
産
に
属
す
る
金
銭
の
運
用
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

国
債
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
有
価
証
券
の
保
有

ロ

金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
（
自
己
を
除
く
。
）
へ
の
預
金

ハ

そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
方
法

五

顧
客
分
別
金
信
託
が
有
価
証
券
の
信
託
又
は
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
信
託
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
信
託
さ
れ
る
有

価
証
券
は
、
国
債
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
有
価
証
券
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
顧
客
分
別
金
信

託
の
信
託
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
に
つ
き
貸
付
け
に
よ
る
運
用
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
、
個
別
顧
客
分
別
金
額
（
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
顧
客
ご
と
に
算
定
し
た
当
該
顧
客

に
返
還
す
べ
き
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
顧
客
分
別
金
必
要
額
（
個
別
顧
客
分
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別
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
毎
日
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

週
に
一
日
以
上
設
け
る
基
準
日
（
以
下
「
差
替
計
算
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が

顧
客
分
別
金
必
要
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
差
替
計
算
基
準
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
営
業
日
以
内
に
そ
の
不

足
額
に
相
当
す
る
額
の
信
託
財
産
が
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

信
託
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
の
評
価
額
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
。

イ

顧
客
分
別
金
信
託
が
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合

当
該
金
銭
信
託
の
元
本
金
額

ロ

顧
客
分
別
金
信
託
が
有
価
証
券
の
信
託
又
は
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
信
託
で
あ
る
場
合

差
替
計
算
基
準
日
の
時
価

に
金
融
庁
長
官
が
顧
客
分
別
金
信
託
の
元
本
の
受
益
者
で
あ
る
顧
客
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
額

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

差
替
計
算
基
準
日
の
時
価

九

顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
解
約
又
は
一
部
の
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
こ
と
。
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イ

差
替
計
算
基
準
日
の
信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
顧
客
分
別
金
必
要
額
を
超
過
す
る
場
合
に
、
そ
の
超
過
額
に
相

当
す
る
金
額
の
範
囲
内
で
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
解
約
又
は
一
部
の
解
約
を
行
お
う
と
す
る
場
合

ロ

募
集
等
受
入
金
（
顧
客
か
ら
受
け
入
れ
た
売
出
し
又
は
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
若
し
く
は
私
募
の
取
扱
い

に
係
る
株
券
、
債
券
、
投
資
信
託
の
受
益
証
券
又
は
投
資
証
券
の
申
込
証
拠
金
又
は
払
込
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
払
込
日
に
当
該
募
集
等
受
入
金
に
係
る
顧
客
分
別
金
必
要
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
が
顧
客
分

別
金
残
余
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
分
別
金
残
余
額
）
の
範
囲
内
で
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
解
約

又
は
一
部
の
解
約
を
行
お
う
と
す
る
場
合

ハ

他
の
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
に
変
更
す
る
た
め
に
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
解
約
又
は
一
部
の
解
約
を
行
お
う
と
す

る
場
合

十

金
融
商
品
取
引
業
者
が
通
知
金
融
商
品
取
引
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
投
資
者
保
護
基
金
が
特
に

認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
受
託
者
に
対
し
て
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
。

十
一

顧
客
分
別
金
信
託
契
約
に
係
る
元
本
の
受
益
権
の
行
使
は
、
受
益
者
代
理
人
（
委
託
者
が
金
融
商
品
取
引
業
者
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
代
理
人
で
あ
る
投
資
者
保
護
基
金
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
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）
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
、
当
該
受
益
者
代
理
人
が
す
べ
て
の
顧
客
に
つ
い
て
一
括
し
て
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

十
二

元
本
の
受
益
者
で
あ
る
顧
客
ご
と
の
元
本
の
受
益
権
に
相
当
す
る
価
額
は
、
元
本
の
受
益
権
の
行
使
時
に
お
け
る
顧

客
分
別
金
信
託
の
元
本
換
価
額
に
当
該
受
益
権
の
行
使
の
日
に
お
け
る
顧
客
分
別
金
必
要
額
に
対
す
る
当
該
顧
客
に
係
る

個
別
顧
客
分
別
金
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
当
該
個
別
顧
客
分
別
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
個
別

顧
客
分
別
金
額
）
と
す
る
こ
と
。

十
三

元
本
換
価
額
の
う
ち
顧
客
ご
と
の
元
本
の
受
益
権
に
相
当
す
る
価
額
の
合
計
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
委
託

者
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
七
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
顧
客
分
別
金
必
要
額
の
う
ち
に
募
集
等
受
入
金
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
信
託
財

産
が
追
加
さ
れ
る
日
ま
で
の
間
に
払
込
み
が
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
募
集
等
受
入
金
に
係
る
顧
客
分
別
金
必
要
額
を
同
号
の
不
足
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
解
約
又
は
一
部
の
解
約
に
係
る
信
託
財
産
は
、
委
託
者
で

あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

第
一
項
第
九
号
ロ
の
「
顧
客
分
別
金
残
余
額
」
と
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
行
う
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
解
約
又
は

一
部
の
解
約
に
関
す
る
募
集
等
受
入
金
に
係
る
顧
客
分
別
金
必
要
額
を
算
定
す
る
日
に
お
け
る
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
信

託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
か
ら
、
顧
客
分
別
金
必
要
額
（
当
該
募
集
等
受
入
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
控
除
し
た
額
を

い
う
。

５

第
一
項
第
十
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
も
の
と
し
て
終
了
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
「
元
本
換
価
額
」
と
は
、
顧
客
分
別
金
信
託
契
約
の
元
本
で
あ
る
信
託
財
産
を
換
価

し
て
得
ら
れ
る
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
受
益
者
代
理
人
が
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

（
分
別
管
理
監
査
）

第
百
四
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
会
規
則
」
と
い
う
。
）
に
限
り
、
協
会
規
則
を
定
め
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な

い
金
融
商
品
取
引
業
者
に
あ
っ
て
は
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
一
回
以
上
定
期
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的
に
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
（
以
下
「
分
別
管
理
監
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

協
会
規
則
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

分
別
管
理
監
査
の
基
準
及
び
手
続
に
関
す
る
事
項

二

分
別
管
理
監
査
の
結
果
に
係
る
報
告
に
関
す
る
事
項

三

金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
会
員
が
法
令
、
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
款

そ
の
他
の
規
則
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
会
員
の
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

四

協
会
規
則
の
変
更
に
関
す
る
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
分
別
管
理
監
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

３

次
に
掲
げ
る
者
は
、
分
別
管
理
監
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
に
係
る
業
務
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者

二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
又
は
特
定
個
人
株
主
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
四
号
に
規
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定
す
る
特
定
個
人
株
主
を
い
う
。
）

三

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等

四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
若
し
く
は
前
二
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
の
業
務
以
外
の
業
務

に
よ
り
継
続
的
な
報
酬
を
受
け
て
い
る
者
又
は
そ
の
配
偶
者

五

監
査
法
人
で
そ
の
社
員
の
う
ち
に
第
二
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
も
の

（
金
銭
の
区
分
管
理
）

第
百
四
十
三
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
を
管
理

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
証
金
が
金
銭
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を
自
己
の
固
有
財
産

と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

銀
行
又
は
協
同
組
織
金
融
機
関
へ
の
預
金
又
は
貯
金
（
当
該
保
証
金
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の

に
限
る
。
）

二

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る
も
の
又
は
信
託
会
社
若
し
く
は
信
託
業
務

を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
信
託
契
約
に
よ
り
顧
客
の
資
産
が
保
全
さ
れ
る
も
の
（
当
該
保
証
金
で
あ
る
こ
と
が
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そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

三

カ
バ
ー
取
引
相
手
方
へ
の
預
託
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
特
定
業
者
等
（
他
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は

銀
行
（
登
録
金
融
機
関
を
除
く
。
）
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
者
で
外
国
の
法
令
を
執
行
す
る
当
局
の
監

督
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
相
手
方
と
し
て
カ
バ
ー
取
引
を
行
っ
た
場
合
又
は
金
融
商

品
市
場
（
外
国
金
融
商
品
市
場
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
カ
バ
ー
取
引
を
行
っ
た
場
合
で
、

顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
金
額
の
範
囲
内
で
当
該
特
定
業
者
等
又
は
当
該
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す
る
者
に
当
該
カ
バ
ー

取
引
に
係
る
保
証
金
と
し
て
預
託
し
た
額
に
相
当
す
る
金
銭
に
限
る
。
）

四

媒
介
等
相
手
方
へ
の
預
託
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
特
定
業
者
等
を
媒
介
等
相
手
方
と
し
て
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
っ
た
場
合
で
、
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
金
額
の
範
囲
内
で
当
該
特
定
業
者
等
に
当
該

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
保
証
金
と
し
て
預
託
し
た
額
に
相
当
す
る
金
銭
に
限
る
。
）

２

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
管
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
特
定
業
者

等
に
預
託
し
た
保
証
金
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
そ
の
残
高
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

第
一
項
の
金
銭
に
は
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
金
融
先
物
取
引
を
除
く
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
し
、
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金
銭
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
有
価
証
券
等
の
区
分
管
理
）

第
百
四
十
四
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
証
金
又
は
有
価
証
券
を
管
理

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
証
金
又
は
有
価
証
券
が
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券
そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
財
産
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
有
価
証
券
等
を
自
己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
の
固
有
財

産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
価
証
券
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）

の
保
管
場
所
に
つ
い
て
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
そ
の
他
の
顧
客
有
価
証
券
等
以
外
の
有
価
証
券
等
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等

に
つ
い
て
ど
の
顧
客
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法
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二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等

当
該
第
三
者
に
お
い
て

、
顧
客
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有

価
証
券
等
に
つ
い
て
ど
の
顧
客
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理

す
る
方
法

三

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

顧
客
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区

分
し
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管

す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等

当
該
第
三
者
に
お
け
る

自
己
の
顧
客
の
た
め
の
口
座
に
つ
い
て
自
己
の
た
め
の
口
座
と
区
分
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
顧
客
有
価
証
券
等

に
係
る
持
分
が
直
ち
に
判
別
で
き
、
か
つ
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち

に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法
（
外
国
の
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
外
国
の
法
令
上
当
該
第
三
者
を
し
て
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分
と
固
有
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分
と
を
区
分
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し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
他
当
該
第
三
者
に
お
い
て
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分
が
直
ち
に
判

別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
特
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法
）

五

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
そ
の
他
の
有
価
証
券
等
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権
利
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
が
あ
る
場

合

当
該
書
類
を
有
価
証
券
等
と
み
な
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
て
管
理
す
る
方
法

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
三
者
を
し
て
当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
顧
客
有
価
証
券
等
と
し
て
明
確

に
管
理
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
管
理
の
状
況
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
把
握
で
き
る
状
態
で
管
理
す
る
方
法

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
顧
客
と
が
共
有
し
て
お
り
、
前
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
価

証
券
等
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
有
価
証
券
等
に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直

ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

前
二
項
の
有
価
証
券
等
に
は
、
契
約
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
消
費
で
き
る
有
価
証
券
等
（
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
関
し
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
占
有
す
る
も
の
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
も
の
に

限
る
。
）
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
金
銭
及
び
金
融
商
品
の
価
額
に
相
当
す
る
財
産
の
管
理
）

第
百
四
十
五
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
当
該
財
産
の
価
額
が
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
よ
う
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
所
有
す
る
金
銭
及
び
有
価
証
券
等
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
と
し
て
他
の
も
の
と
区
分
し
て
管

理
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二

顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
等
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
も
の
と
し
て
他
の
も
の
と
区
分
し
て
管
理
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

三

銀
行
又
は
協
同
組
織
金
融
機
関
へ
の
預
金
又
は
貯
金
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
も
の
と
し
て
他
の
も
の
と
区
分
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し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

四

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る
も
の
又
は
信
託
会
社
若
し
く
は
信
託
業
務

を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
信
託
契
約
に
よ
り
顧
客
の
資
産
が
保
全
さ
れ
る
も
の
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係

る
も
の
と
し
て
他
の
も
の
と
区
分
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い

る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
の
財
産
及
び
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
は
、
第
百
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金
銭
及

び
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
契
約
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
消
費
で
き
る
有
価
証
券
等
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
の
有
価
証
券
を
担
保
に
供
す
る
場
合
等
に
お
け
る
書
面
に
よ
る
同
意
）

第
百
四
十
六
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
顧
客
か
ら

同
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
か
ら
法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面

に
よ
る
同
意
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
包
括
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

担
保
に
供
す
る
有
価
証
券
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
前
号
の
有
価
証
券
の
預
託
を
受
け
た
後
、
担
保
に
供
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
顧
客
に

対
し
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

三

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
有
価
証
券
を
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る

同
意
に
基
づ
き
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
種
類
、

銘
柄
及
び
株
数
若
し
く
は
券
面
の
総
額
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方

法
（
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
。

四

当
該
顧
客
は
、
い
つ
で
も
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３

法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
同
意
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

有
価
証
券
を
担
保
に
供
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
よ
る
同
意
を
包
括
的
に
得
る
と
き

次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
包
括
担
保
同
意
書

イ

前
項
の
規
定
に
よ
る
包
括
的
な
同
意
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
内
容
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ロ

単
独
で
担
保
に
供
さ
れ
る
か
、
又
は
混
同
し
て
担
保
に
供
さ
れ
る
か
の
別

ハ

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ニ

同
意
の
年
月
日

ホ

有
価
証
券
の
範
囲

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
有
価
証
券
を
担
保
に
供
す
る
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
担
保
同
意
書

イ

単
独
で
担
保
に
供
さ
れ
る
か
、
又
は
混
同
し
て
担
保
に
供
さ
れ
る
か
の
別

ロ

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ

同
意
の
年
月
日

ニ

占
有
し
、
又
は
預
託
を
受
け
る
に
至
っ
た
原
因

ホ

有
価
証
券
の
種
類
、
銘
柄
及
び
株
数
又
は
券
面
の
総
額

三

有
価
証
券
を
他
人
に
貸
し
付
け
る
場
合

前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
貸
付
同
意
書

第
四
款

弊
害
防
止
措
置
等

（
二
以
上
の
種
別
の
業
務
を
行
う
場
合
の
禁
止
行
為
）
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第
百
四
十
七
条

法
第
四
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

投
資
助
言
業
務
に
係
る
助
言
に
基
づ
い
て
顧
客
が
行
っ
た
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
又
は
投
資
運
用
業
に
関

し
て
運
用
財
産
の
運
用
と
し
て
行
っ
た
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
結
了
さ
せ
、
又
は
反
対
売
買
を
行
わ
せ
る

た
め
、
そ
の
旨
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
当
該
顧
客
以
外
の
顧
客
又
は
当
該
運
用
財
産
の
権
利
者
以
外
の
顧
客
に
対
し
て
有

価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
勧
誘
す
る
行
為

二

投
資
助
言
業
務
又
は
投
資
運
用
業
に
関
し
て
、
非
公
開
情
報
（
有
価
証
券
の
発
行
者
又
は
投
資
助
言
業
務
及
び
投
資
運

用
業
以
外
の
業
務
に
係
る
顧
客
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
い
て
、
顧
客
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
助

言
を
行
い
、
又
は
権
利
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
（
当
該
非
公
開
情
報
に
係
る
有
価
証
券

の
発
行
者
又
は
顧
客
（
以
下
「
発
行
者
等
」
と
い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
。

三

有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
主
幹
事
会
社
（
元
引
受
契
約
の
締
結
に
際
し
、
当
該
元
引
受
契
約
に
係
る
有
価
証
券
の
発

行
者
と
当
該
元
引
受
契
約
の
内
容
を
確
定
さ
せ
る
た
め
の
協
議
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
引
受
幹
事
会
社
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
価
格
の
総
額
の
う
ち
そ
の
引
受
け
に
係
る
部
分
の
金
額
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
引
受
額
」
と
い
う
。
）
が
他
の
引
受
幹
事
会
社
の
引
受
額
よ
り
少
な
く
な
い
も
の
又
は
そ
の
受
領
す
る
手
数
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料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
が
他
の
引
受
幹
事
会
社
が
受
領
す
る
も
の
よ
り
少
な
く
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
条
件
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
、
そ
の

行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
相
場
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
助
言
を
行
い
、
又

は
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
に
関
し
て
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
相
場
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
運
用
を
行
う

こ
と
。

四

有
価
証
券
の
引
受
け
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
額
が
当
該

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
予
定
し
て
い
た
額
に
達
し
な
い
と
見
込
ま
れ
る
状
況
の
下
で
、
そ
の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関

し
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
若
し
く
は
買
い
付
け
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
助
言
を
行
い
、
又
は
そ
の
行
う
投
資
運
用

業
に
関
し
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
若
し
く
は
買
い
付
け
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

（
信
用
の
供
与
を
条
件
と
し
た
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
四
十
八
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
信
用

の
供
与
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
を
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満

た
す
も
の
と
す
る
。
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一

証
票
等
（
証
票
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
第
二
百
七
十
四
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
提
示
し
、
又
は
通
知
し
た
個
人
か
ら
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
を
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
が
当
該
有
価

証
券
の
対
価
に
相
当
す
る
額
を
二
月
未
満
の
期
間
内
に
一
括
し
て
支
払
い
、
当
該
額
が
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
有
価
証

券
等
管
理
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

二

同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
が
十
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
。

三

当
該
有
価
証
券
の
売
買
が
累
積
投
資
契
約
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
か
ら
金
銭
を
預
か
り
、
当
該
金
銭
を
対
価

と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
期
日
に
お
い
て
当
該
顧
客
に
有
価
証
券
を
継
続
的
に
売
り
付
け
る
契
約
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

有
価
証
券
の
買
付
け
の
方
法
と
し
て
、
当
該
有
価
証
券
の
種
類
及
び
買
付
け
の
た
め
の
預
り
金
の
充
当
方
法
を
定
め

て
い
る
こ
と
。

ロ

預
り
金
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
顧
客
か
ら
の
払
込
金
及
び
顧
客
が
寄
託
し
て
い
る
有
価
証
券
の
果
実
並
び
に
償
還

金
の
受
入
れ
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
預
り
金
を
累
積
投
資
預
り
金
と
し
て
他
の
預
り
金
と
区

分
し
て
経
理
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。
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ハ

他
の
顧
客
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
共
同
で
買
い
付
け
る
場
合
に
は
、
顧
客
が
買
い
付
け
た
有
価
証
券
に
つ
き

回
記
号
及
び
番
号
が
特
定
さ
れ
た
と
き
に
、
当
該
顧
客
が
単
独
で
当
該
有
価
証
券
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
が
確
定
す

る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ニ

有
価
証
券
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
顧
客
が
共
有
し
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
が
他
の
有
価
証
券
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

顧
客
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
に
は
解
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
金
融
商
品
取
引
業
者
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
百
四
十
九
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
（
法
第

百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
取
引
に
付
随
し
て
行
う
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
除
く
。
）
を

行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
す
る
も
の
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

二

金
融
商
品
取
引
業
に
従
事
す
る
役
員
又
は
使
用
人
が
、
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
顧
客
の
非
公
開
融
資
等
情
報
を
金
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融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
役
員
若
し
く
は
使
用
人
か
ら
受
領
し
、
又
は
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
役
員
若
し

く
は
使
用
人
に
提
供
す
る
行
為
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

イ

非
公
開
融
資
等
情
報
の
提
供
に
つ
き
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
提
供
す
る
場
合

ロ

金
融
商
品
取
引
業
に
係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
役
員
又
は
使
用
人
か
ら
非

公
開
融
資
等
情
報
を
受
領
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ハ

非
公
開
融
資
等
情
報
を
金
融
商
品
取
引
業
を
実
施
す
る
組
織
の
業
務
を
統
括
す
る
役
員
又
は
使
用
人
に
提
供
す
る
場

合

（
登
録
金
融
機
関
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
百
五
十
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
の
条
件

と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ

っ
て
す
る
も
の
及
び
第
百
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

二

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
を
行
う
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こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
己
の
優
越
的
な
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の

勧
誘
を
行
う
行
為

四

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
顧
客
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
行
う
有
価
証
券
の
売
買
の
媒
介
（
当
該
有
価
証

券
の
引
受
け
を
行
っ
た
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
が
引
受
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
有

価
証
券
を
売
却
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
有
価
証
券
の
募
集
、
売
出
し
若
し
く
は
私
募
の
取
扱
い

イ

自
己
に
対
し
て
借
入
金
に
係
る
債
務
を
有
す
る
者
が
当
該
有
価
証
券
を
発
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券

に
係
る
手
取
金
が
当
該
債
務
の
弁
済
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き
。

ロ

自
己
が
借
入
金
の
主
た
る
借
入
先
で
あ
る
者
が
当
該
有
価
証
券
を
発
行
す
る
場
合
（
自
己
が
借
入
先
で
あ
る
事
実
が

法
第
百
七
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
発
行
開
示
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

五

金
融
商
品
仲
介
業
務
に
従
事
す
る
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
使
用
人
が
、
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
顧
客
の
非
公
開
融
資
等
情
報
を
融
資
業
務
若

し
く
は
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
役
員
若
し
く
は
使
用
人
か
ら
受
領
し
、
又
は
融
資
業
務
若
し
く
は
金
融
機
関
代

-302-



理
業
務
に
従
事
す
る
役
員
若
し
く
は
使
用
人
に
提
供
す
る
行
為
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

イ

非
公
開
融
資
等
情
報
の
提
供
に
つ
き
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
（
第
百
二
十
三
条
第
二
十
四
号
の
顧
客
の

書
面
に
よ
る
同
意
を
含
む
。
）
を
得
て
提
供
す
る
場
合

ロ

登
録
金
融
機
関
業
務
に
係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
融
資
業
務
又
は
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
役
員
又

は
使
用
人
か
ら
非
公
開
融
資
等
情
報
を
受
領
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ハ

非
公
開
融
資
等
情
報
を
金
融
商
品
仲
介
業
務
を
実
施
す
る
組
織
の
業
務
を
統
括
す
る
役
員
又
は
使
用
人
に
提
供
す
る

場
合

（
弊
害
防
止
措
置
の
適
用
除
外
の
承
認
申
請
）

第
百
五
十
一
条

次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
関
係
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
内
部
管
理

に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
た
め
に
、
第
百
五
十
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
金
融

商
品
取
引
業
者
が
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者

は
、
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
に
つ
い
て
承
認
申
請
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
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二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
を
子
会
社
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
す
る
持
株
会
社

三

持
株
会
社
に
該
当
し
な
い
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
で
あ
っ
て
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
経
営
管
理
及

び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
会
社
（
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等

五

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

六

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
で
あ
る
次
に
掲
げ
る
者

イ

金
融
商
品
取
引
業
者

ロ

信
託
会
社

ハ

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
者

七

そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
者

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
又
は
名
称
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二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
内
容

四

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

五

そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
事
項

３

第
一
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
関
係
者
に
お
け
る
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置
を
記
載
し
た
書
類

二

特
定
関
係
者
に
お
け
る
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
の
運
営
に
関
す
る
社
内
規
則

三

特
定
関
係
者
に
お
け
る
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
行
う
旨
を
誓
約
し
た
書
面

四

そ
の
他
参
考
に
な
る
書
類

４

第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
「
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

一

法
令
遵
守
管
理
（
業
務
が
法
令
等
（
法
令
（
外
国
の
法
令
を
含
む
。
）
、
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
（
外
国
の

法
令
に
基
づ
く
同
様
の
処
分
を
含
む
。
）
又
は
金
融
商
品
取
引
業
協
会
、
金
融
商
品
取
引
所
若
し
く
は
商
品
取
引
所
（
商

品
取
引
所
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
所
を
い
う
。
）
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
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相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
及
び

当
該
法
令
等
を
役
職
員
に
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
業
務

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
業
務

三

内
部
監
査
及
び
内
部
検
査
に
関
す
る
業
務

四

財
務
に
関
す
る
業
務

五

経
理
に
関
す
る
業
務

六

税
務
に
関
す
る
業
務

５

金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
第
七
号
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
取
り
消
し
た

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
弊
害
防
止
措
置
の
適
用
除
外
の
承
認
基
準
）

第
百
五
十
二
条

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
条
の
承
認
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
四
条
の
三
第

一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
定
関
係
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-306-



一

内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
的
構
成
及
び
業
務
運
営
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
社
内
規
則
（
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る
責
任
体
制
を
明
確
化

す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
部
門
か
ら
発
行
者
等
に
関
す
る
非
公
開
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
措
置
が
的
確
に
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
他
の
事
業
を
行
う
部
門
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
。

（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限
）

第
百
五
十
三
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

通
常
の
取
引
の
条
件
と
著
し
く
異
な
る
条
件
で
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
と
資
産
の
売

買
そ
の
他
の
取
引
を
行
う
こ
と
。

二

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間
で
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
そ
の
親
法
人
等
又
は
子
法

人
等
が
そ
の
顧
客
に
対
し
て
通
常
の
取
引
の
条
件
よ
り
も
有
利
な
条
件
で
資
産
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
を
行
っ
て
い
る
こ
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と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
顧
客
と
の
間
で
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

三

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
対
し
て
借
入
金
に
係
る
債
務
を
有
す
る
者
が
発
行
す
る
有
価

証
券
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
受
人

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
に
係
る
手
取
金
が
当
該
債
務
の
弁
済
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き

に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

そ
の
旨
を
顧
客
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
当
該
有
価
証
券
を
売
却
す
る
こ
と
。

ロ

そ
の
旨
を
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
を
行
う
登
録
金
融
機
関
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
当

該
登
録
金
融
機
関
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当

該
有
価
証
券
を
買
い
戻
す
こ
と
を
約
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

当
該
有
価
証
券
の
売
買
の
媒
介
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
引
受
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま

(1)
で
の
間
に
当
該
有
価
証
券
を
売
却
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
有
価
証
券
の
募
集
、
売
出
し
又
は
私
募
の
取
扱
い

(2)

四

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
発
行
す
る
有
価
証
券
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
引
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受
け
に
係
る
主
幹
事
会
社
と
な
る
こ
と
。

イ

指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
十
三

号
の
二
に
規
定
す
る
指
定
格
付
機
関
を
い
う
。
）
に
よ
る
格
付
が
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の

ロ

金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
六
月
以
上
継
続
し
て
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
（
新
設
合
併
又
は
株
式
移
転
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
株
式
会
社
（
当
該
新
設
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
会
社
又
は
当
該
株
式
移
転
を
し
た
会
社
の
す
べ
て
が
株
式
会
社

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
発
行
し
て
い
た
株
券
が
当
該
新
設
合
併
又
は
当
該
株
式
移
転
に
伴
い
上
場
を
廃
止
さ
れ
る

ま
で
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
上
場
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
そ
の
発
行
す
る
株
券
が
当
該
新
設
合
併

又
は
当
該
株
式
移
転
に
伴
い
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
上
場
さ
れ
て
か
ら
継
続
し
て
上
場
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
上

場
さ
れ
て
い
る
期
間
が
六
月
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
上
場
さ
れ
て
い
る
期
間
と
、
当
該
新
設
合
併
又
は
当

該
株
式
移
転
に
伴
い
上
場
を
廃
止
さ
れ
た
株
券
が
そ
の
上
場
を
廃
止
さ
れ
る
ま
で
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
継
続
し

て
上
場
さ
れ
て
い
た
期
間
の
う
ち
最
も
短
い
も
の
と
を
合
算
し
た
期
間
が
六
月
以
上
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

上
場
日
（
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同

(1)
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じ
。
）
が
発
行
日
（
当
該
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
株
券
が
発
行
さ
れ
る
日
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

三
年
六
月
前
の
日
以
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
発
行
済
株
券
に
つ
い
て
、

当
該
発
行
日
前
六
月
の
い
ず
れ
か
の
日
（
ロ
に
お
い
て
「
算
定
基
準
日
」
と
い
う
。
）
以
前
三
年
間
の
取
引
所
金
融

商
品
市
場
に
お
け
る
売
買
金
額
（
ロ
に
お
い
て
単
に
「
売
買
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
を
三
で
除
し
て
得
た
額
が

百
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
算
定
基
準
日
、
当
該
算
定
基
準
日
の
属
す
る
年
（
ロ
に
お
い
て
「
算
定
基
準
年

」
と
い
う
。
）
の
前
年
の
応
当
日
及
び
当
該
算
定
基
準
年
の
前
々
年
の
応
当
日
に
お
け
る
時
価
総
額
（
取
引
所
金
融

商
品
市
場
に
お
け
る
時
価
総
額
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
を
三
で
除
し
た
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る

こ
と
。

上
場
日
が
発
行
日
の
三
年
六
月
前
の
日
後
の
日
で
あ
っ
て
二
年
六
月
前
の
日
以
前
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

(2)
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
発
行
済
株
券
に
つ
い
て
、
算
定
基
準
日
以
前
二
年
間
の
売
買
金
額
の
合
計
を
二
で

除
し
て
得
た
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
算
定
基
準
日
及
び
算
定
基
準
年
の
前
年
の
応
当
日
に
お
け
る

時
価
総
額
の
合
計
を
二
で
除
し
た
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

上
場
日
が
発
行
日
の
二
年
六
月
前
の
日
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
発
行

(3)
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済
株
券
に
つ
い
て
、
算
定
基
準
日
以
前
一
年
間
の
売
買
金
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
算
定
基
準
日
に

お
け
る
時
価
総
額
が
百
億
円
以
上
あ
る
こ
と
。

五

有
価
証
券
の
引
受
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法

人
等
又
は
子
法
人
等
が
そ
の
顧
客
に
当
該
有
価
証
券
の
買
入
代
金
に
つ
き
貸
付
け
そ
の
他
信
用
の
供
与
を
し
て
い
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
顧
客
に
当
該
有
価
証
券
を
売
却
す
る
こ
と
。

六

有
価
証
券
（
国
債
証
券
、
地
方
債
証
券
並
び
に
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
社
債

券
そ
の
他
の
債
券
を
除
く
。
）
の
引
受
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品

取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
当
該
有
価
証
券
を
売
却
す
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
行
う
も
の
を

除
く
。
）
。

イ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
で
あ
る
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に
運
用

方
法
が
特
定
さ
れ
た
金
銭
の
信
託
（
当
該
金
銭
の
信
託
の
委
託
者
が
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法

人
等
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
係
る
信
託
財
産
を
も
っ
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
る
場
合

ロ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
金
融
商
品
取
引
業
又
は
登
録
金
融
機
関
業
務
の
顧
客
（
当
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該
顧
客
が
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
か
ら
当
該
有
価
証
券
の
売
買
に
関
す
る
注
文

を
受
け
、
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
そ
の
相
手
方
と
な
っ
て
当
該
売
買
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
当
該
有
価
証
券

を
取
得
さ
せ
る
場
合

ハ

当
該
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
際
し
、
金
融
商
品
取
引
所
又
は
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
際
し
て
行
う
当
該
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
者
の
需
要
の
状
況

に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
査
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
者
の
十
分
な
需
要
が
適

正
に
把
握
さ
れ
、
合
理
的
か
つ
公
正
な
発
行
条
件
が
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合

七

有
価
証
券
関
連
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
発
行
者
等
に
関

す
る
非
公
開
情
報
を
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
か
ら
受
領
し
、
又
は
当
該
親
法
人
等
若

し
く
は
子
法
人
等
に
提
供
す
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
そ
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
に
よ
る
非
公
開
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
あ
ら
か

じ
め
当
該
発
行
者
等
の
書
面
に
よ
る
同
意
が
あ
る
場
合

ロ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
委
託
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
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第
二
百
八
十
一
条
第
十
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
又
は
第
百
二
十
三
条
第
十
八
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合

ハ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
に
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
委
託
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て

、
第
百
二
十
三
条
第
二
十
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
又
は
同
条
第
十
八
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合

ニ

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
銀
行
等
若
し
く
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
六
項
に

規
定
す
る
所
属
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
所
属
長
期
信
用
銀
行
、
信
用
金
庫
法
第

八
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
所
属
信
用
金
庫
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
三

項
に
規
定
す
る
所
属
信
用
協
同
組
合
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
所
属
労
働
金
庫
、
農
業
協

同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
所
属
組
合
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規

定
す
る
所
属
組
合
及
び
農
林
中
央
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
て
金
融
機
関
代
理
業
を
行
う
場
合
で

あ
っ
て
、
次
の

若
し
く
は

に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
又
は
次
の

若
し
く
は

に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
す

(1)

(2)

(3)

(4)

る
場
合
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当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関

(1)
代
理
業
に
係
る
情
報

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関

(2)
代
理
業
に
係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
受
領
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関

(3)
代
理
業
を
行
う
た
め
に
所
属
金
融
機
関
に
対
し
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関

(4)
代
理
業
に
よ
り
知
り
得
た
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
、
当
該
所
属
金
融

機
関
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

ホ

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
算
出
す
る
た
め
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
そ
の
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等

(1)

(5)

に
顧
客
へ
の
信
用
の
供
与
等
の
額
を
提
供
す
る
場
合

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
、
労
働
金
庫
法
第

(1)
九
十
四
条
第
一
項
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場

-314-



合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

保
険
業
法
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
の
額
及
び
同
項
に
規
定
す
る
合
算
し
て
内
閣
府
令
で

(2)
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額

農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

(3)

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

(4)

水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

(5)
ヘ

法
第
二
十
四
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
四
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
部
統

制
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
受
領
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
当
該

情
報
を
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
に
提
供
し
、
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
受
領
す
る
親
法
人
等
又
は
子
法
人

等
に
お
い
て
当
該
確
認
書
及
び
内
部
統
制
報
告
書
の
作
成
を
行
う
部
門
か
ら
非
公
開
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
措
置
が
的

確
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ト

電
子
情
報
処
理
組
織
の
保
守
及
び
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
場
合
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者

及
び
当
該
情
報
を
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
か
ら
受
領
す
る
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
お
い
て
電
子
情
報
処
理
組
織
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の
保
守
及
び
管
理
を
行
う
部
門
か
ら
非
公
開
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
措
置
が
的
確
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

チ

法
令
等
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
十
五
号
イ

に
規
定
す
る
法
令
等
を
い
う
。
次
条
第
四
号
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）

(1)

に
基
づ
い
て
非
公
開
情
報
を
受
領
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合

八

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
か
ら
取
得
し
た
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
当
該
親
法
人
等

又
は
子
法
人
等
が
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
ず
に
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
し
て
金
融
商
品
取
引
契

約
の
締
結
を
勧
誘
す
る
こ
と
。

九

金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
そ
の
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
と
共
に
顧
客
を
訪
問
す
る
際
に
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者

が
そ
の
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
と
別
の
法
人
で
あ
る
こ
と
の
開
示
を
せ
ず
、
同
一
の
法
人
で
あ
る
と
顧
客
を
誤
認
さ
せ

る
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
。

十

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
主
幹
事
会
社
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
条
件
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
、
そ
の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
実

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
相
場
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
助
言
を
行
い
、
又
は
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
に
関
し

て
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
相
場
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う

-316-



こ
と
。

十
一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
有
価
証
券
の
引
受
け
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
対
す
る
当
該
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
額
が
当
該
親
法
人
等
又
は
子

法
人
等
が
予
定
し
て
い
た
額
に
達
し
な
い
と
見
込
ま
れ
る
状
況
の
下
で
、
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
要
請
を
受
け

て
、
そ
の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
若
し
く
は
買
い
付
け
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
助
言

を
行
い
、
又
は
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
に
関
し
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
若
し
く
は
買
い
付
け
る
こ
と
を
内
容
と
し

た
運
用
を
行
う
こ
と
。

十
二

何
ら
の
名
義
に
よ
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
免
れ
る
こ
と
。

（
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限
）

第
百
五
十
四
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
と
の
間
で
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
当

該
登
録
金
融
機
関
が
そ
の
顧
客
に
対
し
て
通
常
の
取
引
の
条
件
よ
り
も
有
利
な
条
件
で
資
産
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
を
行

っ
て
い
な
が
ら
、
当
該
顧
客
と
の
間
で
金
融
商
品
仲
介
業
務
を
行
う
こ
と
。
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二

当
該
登
録
金
融
機
関
と
の
間
で
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
そ
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等

が
そ
の
顧
客
に
対
し
て
信
用
の
供
与
又
は
通
常
の
取
引
の
条
件
よ
り
も
有
利
な
条
件
で
資
産
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
顧
客
と
の
間
で
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

三

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
有
価
証
券
の
引
受
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
顧
客
に
当
該
有
価
証
券
の
買
入
代
金
の
貸
付
け
そ
の
他
信
用
の
供
与
を
す
る
こ
と
を
約
し
て
、
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
有
価
証
券
に
係
る
金
融
商
品
仲
介
業
務
を
行
う
こ
と
。

四

当
該
登
録
金
融
機
関
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
従
事
す
る
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ

き
社
員
を
含
む
。
）
又
は
使
用
人
が
、
発
行
者
等
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等

に
係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
に
限
る
。
）
を
、
当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
（
銀
行
法
第
二
条
第
十

三
項
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
、
同
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
業

務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
、
同
項

第
十
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、
保
険
業
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る

保
険
持
株
会
社
及
び
同
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
を
営
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む
会
社
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
法
人
等
（
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
一
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、
長
期
信
用
銀
行
法

第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。

）
、
信
用
金
庫
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
属
業
務

を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、
労
働
金
庫
法
第
五
十
八
条
の
五
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
四
第
一
項
第
六
号

に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、
保
険
業
法
第
百
六
条
第
一
項

第
十
二
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、
農
林
中
央
金
庫
法

第
七
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
、

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
四
十
七
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
従
属
業
務
を

営
む
会
社
に
限
る
。
）
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
会
社
（
同
条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
従
属
業
務
を
営
む
会
社
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
供
し
、
又
は
有
価

証
券
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で

-319-



あ
っ
て
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
性
質
を
有
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
の
発
行
者
で
あ
る
顧
客
の
非
公
開
融
資
等
情

報
を
そ
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
か
ら
受
領
す
る
こ
と
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
。

イ

当
該
登
録
金
融
機
関
又
は
当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
に
よ
る
非
公
開
情
報
の
提
供
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
当
該
発
行
者
等
の
書
面
に
よ
る
同
意
が
あ
る
場
合

ロ

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
委
託
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
第
二

百
八
十
一
条
第
十
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
又
は
第
百
二
十
三
条
第
十
八
号
イ
若
し
く
は

ロ
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合

ハ

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
百
二
十

三
条
第
十
八
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
又
は
同
条
第
二
十
四
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
情

報
を
提
供
す
る
場
合

ニ

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
銀
行
等
若
し
く
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
金
融
機
関
代
理
業

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の

若
し
く
は

に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
又
は
次
の

若
し
く
は

に
掲
げ
る

(1)

(2)

(3)

(4)

情
報
を
提
供
す
る
場
合

-320-



当
該
登
録
金
融
機
関
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代
理

(1)
業
に
係
る
情
報

当
該
登
録
金
融
機
関
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代
理

(2)
業
に
係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
受
領
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

当
該
登
録
金
融
機
関
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代
理

(3)
業
を
行
う
た
め
に
所
属
金
融
機
関
に
対
し
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

当
該
登
録
金
融
機
関
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代

(4)
理
業
に
よ
り
知
り
得
た
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
登
録
金
融
機
関
が
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
、
当
該
所
属
金
融
機
関
に

提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

ホ

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
算
出
す
る
た
め
当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
か
ら
そ
の

(1)

(5)

顧
客
へ
の
信
用
の
供
与
等
の
額
を
受
領
す
る
場
合

銀
行
法
第
十
三
条
第
二
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
、
労
働
金
庫
法
第

(1)
九
十
四
条
第
一
項
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
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合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

保
険
業
法
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
の
額
及
び
同
項
に
規
定
す
る
合
算
し
て
内
閣
府
令
で

(2)
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額

農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

(3)

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

(4)

水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
及
び
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額

(5)
ヘ

法
第
二
十
四
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
書
又
は
法
第
二
十
四
条
の
四
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
部
統

制
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
場
合
（
当
該
情
報
を
当
該
役
員
又
は
使
用
人
か
ら
受
領
す
る

親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
お
い
て
当
該
確
認
書
及
び
内
部
統
制
報
告
書
の
作
成
を
行
う
部
門
か
ら
非
公
開
情
報
が
漏

え
い
し
な
い
措
置
が
的
確
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ト

電
子
情
報
処
理
組
織
の
保
守
及
び
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
場
合
（
当
該
情
報
を
当
該
役
員
又

は
使
用
人
か
ら
受
領
す
る
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
お
い
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
保
守
及
び
管
理
を
行
う
部
門
か

ら
非
公
開
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
措
置
が
的
確
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
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チ

法
令
等
に
基
づ
い
て
非
公
開
情
報
を
受
領
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合

五

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
か
ら
取
得
し
た
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
当
該
親
法
人
等
又
は

子
法
人
等
が
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
ず
に
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
し
て
金
融
商
品
取
引
契
約
の

締
結
を
勧
誘
す
る
こ
と
。

六

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
主
幹
事
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
条
件
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
、
そ
の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
実
勢
を

反
映
し
な
い
作
為
的
な
相
場
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
助
言
を
行
い
、
又
は
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
に
関
し
て
実

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
相
場
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
を
行
う
こ
と
。

七

当
該
登
録
金
融
機
関
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
有
価
証
券
の
引
受
け
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
親

法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
対
す
る
当
該
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
額
が
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等

が
予
定
し
て
い
た
額
に
達
し
な
い
と
見
込
ま
れ
る
状
況
の
下
で
、
当
該
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
要
請
を
受
け
て
、
そ

の
行
う
投
資
助
言
業
務
に
関
し
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
若
し
く
は
買
い
付
け
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
助
言
を
行
い

、
又
は
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
に
関
し
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
若
し
く
は
買
い
付
け
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
運
用
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を
行
う
こ
と
。

八

何
ら
の
名
義
に
よ
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
免
れ
る
こ
と
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
百
五
十
五
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
百
五
十
三
条
第
七
号
イ
及
び
前
条
第
四
号
イ
の
規
定
に
よ
る
発
行
者
等
の
書

面
に
よ
る
同
意
に
代
え
て
、
次
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
発
行
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
発
行
者
等
の
同
意
を

電
磁
的
方
法
に
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
当
該
発
行
者
等
の
書

面
に
よ
る
同
意
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
発
行
者
等
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
発
行
者
等
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る

承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
五
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
発
行
者
等
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
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法
に
よ
る
同
意
を
行
わ
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
発
行
者
等
の
同
意
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
得
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
発
行
者
等
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
款

雑
則

第
百
五
十
六
条

法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
の
四

顧
客
か
ら
の
個
別
の
取
引
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
な
い
場
合

二

法
第
三
十
七
条
の
五

顧
客
か
ら
の
個
別
の
保
証
金
の
受
領
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合

三

法
第
四
十
一
条
の
四
及
び
第
四
十
二
条
の
五

預
託
を
受
け
た
金
銭
及
び
有
価
証
券
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
顧

客
の
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
た
め
の
体
制
（
管
理
場
所
を
区
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
金
銭
及
び
有

価
証
券
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
顧
客
の
財
産
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
預
託
を
行

っ
た
顧
客
を
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
す
る
た
め
の
体
制
を
い
う
。
）
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
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四

法
第
四
十
二
条
の
七

顧
客
か
ら
の
同
条
第
一
項
の
運
用
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や

か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合

第
三
節

経
理

第
一
款

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
百
五
十
七
条

法
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
る
。

以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
作
成
す
べ
き
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
書
面
の
写
し

イ

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
書
面

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項

(1)

法
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項

(2)

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

(3)

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項

(4)
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法
第
四
十
条
の
二
第
五
項

(5)
ロ

上
場
有
価
証
券
等
書
面

ハ

第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
目
論
見
書
と
一
体
の
も
の
と
し
て
交

付
さ
れ
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
書
面
）

ニ

契
約
変
更
書
面

二

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
書
面

イ

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ロ

法
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

ハ

第
百
五
十
三
条
第
七
号
イ

三

注
文
伝
票

四

取
引
日
記
帳

五

媒
介
又
は
代
理
に
係
る
取
引
記
録

六

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
係
る
取
引
記
録

-327-



七

募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は
私
募
に
係
る
取
引
記
録

八

募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
取
引
記
録

九

顧
客
勘
定
元
帳

十

受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳

十
一

保
護
預
り
有
価
証
券
明
細
簿

十
二

分
別
管
理
監
査
の
結
果
に
関
す
る
記
録

十
三

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
商
品
勘
定
元
帳

十
四

現
先
取
引
勘
定
元
帳

十
五

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
取
引
記
録

十
六

投
資
助
言
・
代
理
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

そ
の
締
結
し
た
投
資
顧
問
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ロ

投
資
顧
問
契
約
に
基
づ
く
助
言
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
解
除
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
金
融
商
品
取
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引
契
約
の
解
除
を
行
う
旨
の
書
面

ニ

投
資
顧
問
契
約
又
は
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
取
引
記
録

十
七

投
資
運
用
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
（
同
項
の
規
定
に

よ
り
委
託
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
に
関
す
る
契
約
書
を
含
む
。
）

ロ

法
第
四
十
二
条
の
七
第
一
項
の
運
用
報
告
書
（
投
資
信
託
委
託
会
社
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
運
用
報
告
書
を
含
む
。
）
の
写
し

ハ

運
用
明
細
書

ニ

発
注
伝
票

ホ

投
資
信
託
委
託
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

未
収
委
託
者
報
酬
明
細
簿

(1)

未
払
収
益
分
配
金
明
細
簿

(2)
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未
払
償
還
金
明
細
簿

(3)

未
払
手
数
料
明
細
簿

(4)

２

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
十
六
号
ハ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作
成
の
日
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
効
力
を
失
っ
た
日
）
か
ら
五
年
間
、
同
項
第
三
号
及
び
第
十
七
号
ニ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作

成
の
日
か
ら
七
年
間
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
六
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
及
び
第
十
七
号
（
同
号
ニ
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作
成
の
日
（
同
項
第
十
六
号
イ
及
び
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
係
る
業
務
の
終
了
の
日
）
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
文
伝
票
）

第
百
五
十
八
条

前
条
第
一
項
第
三
号
の
注
文
伝
票
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
媒

介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
己
又
は
委
託
の
別
（
自
己
の
取
引
の
発
注
の
場
合
は
自
己
）

二

顧
客
か
ら
の
注
文
の
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

三

取
引
の
種
類
（
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
含
む
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。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ

信
用
取
引
又
は
発
行
日
取
引

そ
の
旨
及
び
信
用
取
引
の
場
合
は
弁
済
期
限

ロ

現
先
取
引

次
に
掲
げ
る
事
項

そ
の
旨

(1)

ス
タ
ー
ト
分
の
取
引
（
売
主
が
買
主
に
現
先
取
引
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
を
売
り
付
け
る
取
引
を
い
う
。
以
下

(2)
同
じ
。
）
又
は
エ
ン
ド
分
の
取
引
（
買
主
が
売
主
に
現
先
取
引
の
対
象
と
な
っ
た
有
価
証
券
と
同
種
及
び
同
量
の
有

価
証
券
を
売
り
戻
す
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
別

委
託
現
先
又
は
自
己
現
先
の
別

(3)

期
間
利
回
り

(4)
ハ

有
価
証
券
の
空
売
り

そ
の
旨

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

を
含
む
。
）
並
び
に
同
条
第
二
十
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

次
に
掲
げ
る
事
項

限
月
又
は
受
渡
年
月
日

(1)
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新
規
、
決
済
又
は
解
除
の
別

(2)
ホ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
、

同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
並
び
に
選
択
権
付
債
券
売
買

次
に
掲
げ
る
事
項

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(1)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(2)

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
、
買
戻
し
又
は
相
殺
の
別

(3)

限
月

(4)

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
成
立
す

(5)
る
こ
と
と
な
る
取
引
の
内
容

ヘ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

取
引
期
間
及
び
受
渡
年
月
日

ト

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

次
に
掲
げ
る
事
項
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権
利
行
使
期
間

(1)

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別

(2)

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
号
に
掲

(3)
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
十
三
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に

支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
及
び
当
事
者
の
間
で
移
転
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
融
商
品

、
金
融
商
品
に
係
る
権
利
又
は
金
銭
債
権
（
金
融
商
品
で
あ
る
も
の
及
び
金
融
商
品
に
係
る
権
利
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）

チ

金
融
商
品
取
引
所
の
規
則
で
定
め
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
取
引
（
当
該
金
融
商
品
取
引
所
の
開
設
す
る
金
融
商
品
市
場
に

お
い
て
行
わ
れ
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
複
数
の
取
引
を
同
時
に
成
立
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
百

八
十
三
条
第
一
項
第
三
号
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）

そ
の
種
類

四

銘
柄
（
取
引
の
対
象
と
な
る
金
融
商
品
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
取
引
の
条
件
を
記
載
し
た
契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
契
約
番
号
そ
の
他
取
引
の
対
象
を
特
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

売
付
け
又
は
買
付
け
（
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
も
の
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。
第
百
七
十
条
及
び
第
百
七
十
一
条
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
別

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
（
自
己
の
取
引
の
発
注
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又

は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
並

び
に
同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

る
も
の
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

顧
客
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指
標
が

約
定
し
た
期
間
に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事

者
と
な
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
二
十
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二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二
項
第

六
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
第
十
一
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
顧
客
が
金
銭
を
支

払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

六

受
注
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

七

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

八

指
値
又
は
成
行
の
別
（
指
値
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
及
び
注
文
の
有
効
期
限
（
当
該
有
効
期
限
が
当
日
中
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

九

受
注
日
時

十

約
定
日
時

十
一

約
定
価
格
（
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
事
項
。
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

約
定
数
値

-335-



ロ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
、

同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
並
び
に
選
択
権
付
債
券
売
買

オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
価
の
額
又
は

選
択
権
料

ハ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

約
定
し
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指
標

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領

す
る
権
利
の
対
価
の
額

２

前
項
の
注
文
伝
票
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
か
ら
の
注
文
の
場
合
は
当
該
注
文
を
受
け
た
と
き
に
、
自
己
の
取
引
の
発
注
の
場
合
は
当
該
発
注
を
行
う
と
き
に

、
速
や
か
に
作
成
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
有
価
証
券
に
係
る
注
文
を
一
度
に
受
け
た
場
合
そ
の
他

注
文
を
受
け
た
と
き
に
速
や
か
に
作
成
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

取
引
が
不
成
立
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。
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三

注
文
伝
票
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
作
成
す
る
こ
と
。

イ

前
項
各
号
（
第
七
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
は
、
注
文
を
受
け
た
と
き
（
自
己
の
取

引
の
発
注
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
注
を
行
う
と
き
ま
で
）
に
電
子
計
算
機
へ
入
力
す
る
こ
と
。

ロ

顧
客
の
注
文
又
は
自
己
の
発
注
の
内
容
を
電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

四

注
文
伝
票
の
保
存
は
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

顧
客
の
注
文
と
自
己
の
発
注
と
に
分
け
、
日
付
順
に
つ
づ
り
込
ん
で
保
存
す
る
こ
と
。

ロ

現
先
取
引
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
つ
づ
り
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
取
引
量
の
少
な
い
営
業
所
又

は
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
判
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

五

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る
注
文
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

六

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
は
、
新
規
又
は
決
済
の
別
及
び
新
規
、
権

利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別
の
記
載
を
要
し
な
い
。
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七

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

八

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
所
の
開
設
す
る
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
特
定

の
銘
柄
の
有
価
証
券
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
金
融
商
品
若
し
く
は
金
融
指
標
に
つ
き
恒
常
的
に
売
付
け
又

は
買
付
け
の
気
配
を
提
示
す
る
会
員
等
が
、
当
該
気
配
と
し
て
行
う
注
文
に
つ
い
て
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

九

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
当
該
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
開
設
す
る
店
頭
売
買
有
価
証

券
市
場
に
お
い
て
特
定
の
銘
柄
の
有
価
証
券
に
つ
き
恒
常
的
に
売
付
け
又
は
買
付
け
の
気
配
を
提
示
す
る
当
該
認
可
金
融

商
品
取
引
業
協
会
の
会
員
が
、
当
該
気
配
と
し
て
行
う
注
文
に
つ
い
て
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

国
債
の
入
札
前
取
引
に
係
る
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

同
項
第
四
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る

事
項
に
代
え
て
、
国
債
の
入
札
前
取
引
で
あ
る
旨
、
償
還
予
定
日
及
び
約
定
利
回
り
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

現
先
取
引
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

同
一
顧
客
の
ス
タ
ー
ト
分
の
取
引
と
エ
ン
ド
分
の
取
引
を
一
枚
の
注

文
伝
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

-338-



三

同
一
日
に
お
い
て
価
格
が
変
動
し
な
い
投
資
信
託
受
益
証
券
等
（
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、

投
資
証
券
又
は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
証
券
に
類
す
る
証
券
を
い
う
。
第
二
百
八
十
一
条
第
六
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

）
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
、
銘
柄
、
売
付

け
又
は
買
付
け
の
別
、
受
注
数
量
、
約
定
数
量
、
受
注
日
及
び
約
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

四

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

第
百
十
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交

付
を
要
し
な
い
顧
客
の
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
と
当
該
顧
客
の
資
産
に
係
る
運
用
指
図
者
が
異
な
る
と
き
は
、
運
用

指
図
者
か
ら
受
注
し
た
売
買
取
引
に
つ
い
て
当
該
運
用
指
図
者
を
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
顧
客
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
注
文
伝
票
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

第
一
項
第
三
号
ニ

、
ホ

及
び
ト

に
掲
げ
る
事
項

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
注
文
時
に
こ
れ
ら

(2)

(3)

(2)

の
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。

六

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
事
項

当
該
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
、
又
は
書
面
へ
出
力
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
に
よ
り
表
示
し
、
又

は
出
力
す
る
こ
と
。
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（
取
引
日
記
帳
）

第
百
五
十
九
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
取
引
日
記
帳
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
（
同
条
第
二

十
七
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
（
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

約
定
年
月
日

二

委
託
者
で
あ
る
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

三

売
付
け
若
し
く
は
買
付
け
の
別
又
は
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
若
し
く
は
私
募
の
取
扱
い
若
し
く
は
解
約
若
し

く
は
払
戻
し
の
別

四

銘
柄

五

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

六

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額

七

受
渡
年
月
日

八

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
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市
場
に
よ
ら
な
い
で
す
る
場
合
に
限
る
。
）

九

現
先
取
引
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

現
先
取
引
で
あ
る
旨

ロ

ス
タ
ー
ト
分
の
取
引
又
は
エ
ン
ド
分
の
取
引
の
別

ハ

委
託
現
先
又
は
自
己
現
先
の
別

十

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
十
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
又
は
委
託
の
別
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
委
託
先
物
か
自

己
先
物
か
の
別
）

ロ

限
月
又
は
受
渡
年
月
日

ハ

新
規
、
決
済
又
は
解
除
の
別

ニ

商
品
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は

、
そ
の
旨
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十
一

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
並
び
に
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
並
び
に
選
択
権
付
債
券
売

買
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
又
は
委
託
の
別

ロ

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

ハ

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

ニ

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
、
買
戻
し
又
は
相
殺
の
別

ホ

限
月

ヘ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
成
立
す
る

こ
と
と
な
る
取
引
の
内
容

十
二

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
及
び
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
又
は
委
託
の
別

ロ

取
引
期
間
及
び
受
渡
年
月
日

十
三

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

自
己
又
は
委
託
の
別

ロ

権
利
行
使
期
間

ハ

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別

ニ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由

(1)

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
又
は
そ
の
計
算
方

(2)
法

当
事
者
の
間
で
移
転
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
融
商
品
、
金
融
商
品
に
係
る
権
利
又
は
金
銭
債
権
（
金
融
商
品
で
あ

(3)
る
も
の
及
び
金
融
商
品
に
係
る
権
利
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
の
取
引
日
記
帳
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
若
し
く
は
私
募
の
取
扱
い
又
は
解
約
若
し
く
は
払
戻
し
の
別
（
次
号
に
お
い
て
「
募

集
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

二

募
集
等
以
外
に
つ
い
て
は
、
自
己
売
買
と
委
託
売
買
の
別
に
市
場
内
取
引
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
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価
証
券
市
場
に
お
け
る
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
売
付
け
及
び
買
付
け
、
市

場
内
取
引
以
外
の
取
引
に
お
け
る
売
付
け
及
び
買
付
け
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

三

市
場
内
取
引
に
つ
い
て
は
市
場
別
に
記
載
す
る
こ
と
。

四

受
渡
年
月
日
は
、
実
際
に
受
渡
し
を
行
っ
た
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る

取
引
の
う
ち
金
融
商
品
取
引
所
の
規
則
で
定
め
る
普
通
取
引
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

ク
ロ
ス
取
引
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
行
う
売
付
け
又
は
買
付
け
（
当
該
取
引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
す

る
金
融
商
品
取
引
所
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
同
一
の
会
員
等
が
対
当
す
る
売
付
け
又

は
買
付
け
を
同
時
に
成
立
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

六

国
債
の
入
札
前
取
引
に
お
い
て
、
当
該
入
札
前
取
引
の
成
立
時
に
、
銘
柄
、
単
価
、
金
額
及
び
受
渡
年
月
日
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
銘
柄
等
」
と
い
う
。
）
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
債
の
入
札
前
取
引
で

あ
る
旨
、
償
還
予
定
日
及
び
約
定
利
回
り
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
銘
柄
等
が
判
明
し
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
記
載

を
す
る
こ
と
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
期
日
及
び
経
緯
が
判
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

七

私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
も
の
は
、
別
つ
づ
り
と
す
る
か
、
当
該
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
に
係
る
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も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

八

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
は
、
新
規
又
は
決
済
の
別
及
び
新
規
、
権

利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別
の
記
載
を
要
し
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
又
は
委
託
者
か
ら
送
付
さ

れ
る
伝
票
又
は
デ
ー
タ
（
委
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
銘
柄
、
数
量
、
金
額
及
び
約
定
年
月
日
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
を
保
存
す
る
こ
と
を
も
っ
て
取
引
日
記
帳
と
す
る
こ
と
。

二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

第
百
十
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交

付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
顧
客
又
は
相
手
方
の
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
又
は
相
手
方
と
当
該
顧
客
又
は
相
手
方
の

資
産
に
係
る
運
用
指
図
者
が
異
な
る
と
き
は
、
運
用
指
図
者
か
ら
受
注
し
約
定
し
た
売
買
取
引
に
つ
い
て
当
該
運
用
指
図

者
を
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
顧
客
又
は
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
相
手
方
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

旨
を
取
引
日
記
帳
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
取
引
記
録
）

第
百
六
十
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
取
引
記
録
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

媒
介
又
は
代
理
を
行
っ
た
年
月
日

二

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

三

媒
介
又
は
代
理
の
別

四

媒
介
又
は
代
理
の
内
容

五

媒
介
又
は
代
理
に
関
し
て
受
け
取
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額

（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
係
る
取
引
記
録
）

第
百
六
十
一
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
係
る
取
引
記
録
に
は
、
有
価
証
券
等
清
算
取

次
ぎ
（
法
第
二
条
第
二
十
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-346-



一

委
託
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

銘
柄

三

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

四

受
渡
金
額

五

受
渡
年
月
日

六

受
渡
し
の
相
手
方

（
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は
私
募
に
係
る
取
引
記
録
）

第
百
六
十
二
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
七
号
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は
私
募
に
係
る
取
引
記
録
に
は
、
法
第
二
条
第

八
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す
る
行
為
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

二

銘
柄

三

募
集
、
売
出
し
若
し
く
は
私
募
又
は
買
取
り
若
し
く
は
解
約
若
し
く
は
払
戻
し
（
次
項
に
お
い
て
「
募
集
等
」
と
い
う
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。
）
の
別

四

受
注
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
受
注
単
価
及
び
受
注
金
額

五

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
約
定
単
価
及
び
約
定
金
額

六

受
注
日
時

七

約
定
日
時

２

前
項
の
募
集
又
は
私
募
に
係
る
取
引
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
則
と
し
て
募
集
等
に
係
る
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
、
速
や
か
に
作
成
す
る
こ
と
。

二

約
定
が
不
成
立
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

三

募
集
又
は
私
募
に
係
る
取
引
記
録
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か

、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。

イ

前
項
各
号
（
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
は
、
募
集
等
に
係
る
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
電
子
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計
算
機
へ
入
力
す
る
こ
と
。

ロ

募
集
等
に
係
る
申
込
み
を
電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

同
一
日
に
お
い
て
価
格
が
変
動
し
な
い
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項

当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
受
注
数
量
、
約
定
数
量
、
受
注
日
及
び
約
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
事
項

当
該
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
、
又
は
書
面
へ
出
力
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
に
よ
り
表
示
し
、
又

は
出
力
す
る
こ
と
。

（
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
取
引
記
録
）

第
百
六
十
三
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
八
号
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
取
引
記
録

に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
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二

銘
柄

三

募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
若
し
く
は
私
募
の
取
扱
い
又
は
解
約
若
し
く
は
払
戻
し
（
次
項
に
お
い
て
「
募
集
等

」
と
い
う
。
）
の
別

四

受
注
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
受
注
単
価
及
び
受
注
金
額

五

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
約
定
単
価
及
び
約
定
金
額

六

受
注
日
時

七

約
定
日
時

２

前
項
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
取
引
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
則
と
し
て
募
集
等
に
係
る
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
、
速
や
か
に
作
成
す
る
こ
と
。

二

約
定
が
不
成
立
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。
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三

募
集
若
し
く
は
売
出
し
の
取
扱
い
又
は
私
募
の
取
扱
い
に
係
る
取
引
記
録
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
は
、

前
二
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。

イ

前
項
各
号
（
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
は
、
募
集
等
に
係
る
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
電
子

計
算
機
へ
入
力
す
る
こ
と
。

ロ

募
集
等
に
係
る
申
込
み
を
電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

同
一
日
に
お
い
て
価
格
が
変
動
し
な
い
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項

当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
受
注
数
量
、
約
定
数
量
、
受
注
日
及
び
約
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
事
項

当
該
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
、
又
は
書
面
へ
出
力
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
に
よ
り
表
示
し
、
又

は
出
力
す
る
こ
と
。

（
顧
客
勘
定
元
帳
）
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第
百
六
十
四
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
九
号
の
顧
客
勘
定
元
帳
に
は
、
顧
客
が
行
う
取
引
（
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の

及
び
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

信
用
取
引
、
発
行
日
取
引
（
国
債
の
発
行
日
前
取
引
を
除
く
。
）
、
選
択
権
付
債
券
売
買
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

及
び
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
信
用
取
引
等
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

ロ

約
諾
書
番
号

ハ

銘
柄

ニ

取
引
の
種
類
（
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
ハ
、
ニ

及
び

、
ホ

並
び
に
ト

を
除
く
。
）

(2)

(3)

(3)

(2)

ホ

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

ヘ

約
定
年
月
日

ト

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

チ

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
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リ

委
託
手
数
料

ヌ

信
用
取
引
支
払
利
息
若
し
く
は
信
用
取
引
受
取
利
息
又
は
品
借
料
若
し
く
は
品
貸
料

ル

入
出
金
及
び
差
引
残
高

ヲ

受
入
保
証
金
、
委
託
証
拠
金
、
売
買
証
拠
金
そ
の
他
の
担
保
財
産
に
関
す
る
事
項
（
現
金
又
は
代
用
有
価
証
券
等
の

別
、
受
入
年
月
日
又
は
返
却
年
月
日
、
銘
柄
、
数
量
及
び
金
額
）

二

前
号
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

ロ

約
定
年
月
日

ハ

銘
柄

ニ

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）
、
単
価
及
び
金
額

ホ

受
渡
年
月
日

ヘ

借
方
、
貸
方
及
び
残
高

ト

ス
タ
ー
ト
分
の
取
引
又
は
エ
ン
ド
分
の
取
引
の
別
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チ

現
先
取
引
に
つ
い
て
は
そ
の
旨

２

前
項
の
顧
客
勘
定
元
帳
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
ご
と
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条

第
二
十
一
項
各
号
及
び
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
ご
と
）
に
分
冊
し
、
顧
客
別
に
取
引
経
過
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

信
用
取
引
等
に
よ
り
発
生
し
た
損
益
金
及
び
受
取
配
当
金
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
顧
客
勘
定
元

帳
に
振
り
替
え
る
こ
と
。

三

約
諾
書
番
号
が
別
途
顧
客
別
に
検
索
で
き
る
場
合
に
は
、
約
諾
書
番
号
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る
委
託
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
が
顧
客
か
ら
直
接
受

領
し
た
委
託
手
数
料
を
記
載
す
る
こ
と
。

五

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ

し
、
顧
客
か
ら
直
接
委
託
手
数
料
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
、
約
諾
書
番
号
、
委
託
手
数
料
並
び

に
入
出
金
及
び
差
引
残
高
を
記
載
す
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
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で
き
る
。

一

事
故
処
理
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
事
故
処
理
別
に
取
引
経
過
を
記

載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
故
処
理
に
係
る
顧
客
勘
定
元
帳
を
単
独
で
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

二

第
一
項
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
同
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
単
価

第
百
十
条
第
一
項
第
五
号
及

び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
顧
客
か
ら
同
一
日
に
お
け
る
同
一
銘
柄
の
注
文
を
一
括

す
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
同
意
を
得
て
い
る
場
合
に
は
、
同
一
日
に
お
け
る
当
該
銘
柄
の
取
引
の
約
定
価
格
又
は

単
価
の
平
均
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
顧
客
勘
定
元
帳
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
）

第
百
六
十
五
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
号
の
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
に
は
、
一
切
の
受
渡
有
価
証
券
（
受
渡
し
を
行

っ
た
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
又
は
証
書
を
い
い
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
の
保
護
預
り
有
価
証
券

明
細
簿
に
記
載
し
た
も
の
、
受
渡
し
時
点
に
お
い
て
記
号
又
は
番
号
が
特
定
で
き
な
い
外
国
有
価
証
券
、
登
録
国
債
、
社
債

等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
社
債
等
及
び
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
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（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
管
振
替
機
関
に
預
託
し
た
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
入
年
月
日

二

受
入
先
の
氏
名
又
は
名
称

三

銘
柄
、
数
量
、
券
面
額
、
記
号
、
番
号
そ
の
他
の
当
該
証
券
又
は
証
書
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

四

記
名
式
で
あ
る
と
き
は
、
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

五

引
渡
年
月
日

六

引
渡
先
の
氏
名
又
は
名
称

２

前
項
の
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
使
用
を
も
っ
て
記
載
に
代
え
る
こ
と
。

二

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
伝
票
に
記
載
し
、
当
該
伝
票
を
日
付
順
に
つ
づ
り
込
ん
だ
場
合
に
は
、
当
該
伝
票
の
つ
づ

り
を
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
と
す
る
こ
と
。

（
保
護
預
り
有
価
証
券
明
細
簿
）
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第
百
六
十
六
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
の
保
護
預
り
有
価
証
券
明
細
簿
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
に
掲

げ
る
行
為
と
し
て
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
又
は
証
書
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

預
託
を
受
け
た
年
月
日

二

預
託
先
の
氏
名
又
は
名
称

三

銘
柄
、
数
量
、
券
面
額
、
記
号
、
番
号
そ
の
他
の
当
該
証
券
又
は
証
書
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

四

記
名
式
で
あ
る
と
き
は
、
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

五

保
管
方
法

六

引
出
年
月
日

七

引
出
事
由

２

前
項
の
保
護
預
り
有
価
証
券
明
細
簿
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

二

引
出
事
由
に
は
、
顧
客
か
ら
の
返
還
請
求
、
売
却
依
頼
及
び
保
証
金
代
用
有
価
証
券
へ
の
振
替
え
指
示
そ
の
他
の
引
出
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し
の
事
由
を
具
体
的
に
判
別
で
き
る
よ
う
記
載
す
る
こ
と
。

三

保
管
方
法
に
は
、
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
保
管
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
表

示
す
る
こ
と
。

四

混
蔵
寄
託
に
係
る
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
に
つ
い
て
は
、
券
面
額
、
記
号
、
番
号
及
び
名
義
人
以
外
の
事
項

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
混
蔵
寄
託
で
あ
る
旨
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
商
品
勘
定
元
帳
）

第
百
六
十
七
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
商
品
勘
定
元
帳
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
品
有
価
証
券
等
（
貸
借
対
照
表
の
科
目
の
商
品
有
価
証
券
等
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

銘
柄

ロ

約
定
年
月
日

ハ

受
渡
年
月
日
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ニ

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
を
取
引
所
金
融
商
品
市
場
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券

市
場
に
よ
ら
な
い
で
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ

借
方
又
は
貸
方
の
区
分

ヘ

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）
、
単
価
及
び
金
額

ト

残
数
量
及
び
残
金
額

二

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
選
択
権
付
債
券
売
買
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
、
同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
並
び
に
商
品
取
引
所
法

第
二
条
第
八
項
第
四
号
及
び
第
十
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

銘
柄

ロ

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

ハ

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

ニ

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
の
内
容
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ホ

約
定
年
月
日

ヘ

受
渡
年
月
日

ト

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
（
選
択
権
付
債
券
売
買
及
び
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

の
場
合
に
限
る
。
）

チ

新
規
、
権
利
行
使
、
権
利
放
棄
、
転
売
、
買
戻
し
又
は
相
殺
の
別

リ

借
方
又
は
貸
方
の
区
分

ヌ

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）
、
単
価
及
び
対
価
の
額
又
は
選
択
権
料

ル

残
数
量
及
び
残
金
額

三

先
物
取
引
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
並
び
に
商
品
取
引
所
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
先
渡
取
引
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

銘
柄
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ロ

限
月

ハ

約
定
年
月
日

ニ

受
渡
年
月
日

ホ

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
（
先
渡
取
引
の
場
合
に
限
る
。
）

ヘ

新
規
、
転
売
、
買
戻
し
又
は
決
済
の
別
（
先
物
取
引
に
つ
い
て
は
新
規
、
決
済
又
は
解
除
の
別
）

ト

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

チ

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）
、
約
定
金
額
、
約
定
単
価
及
び
決
済
金

額
リ

残
数
量
、
未
決
済
約
定
金
額
、
時
価
金
額
、
時
価
単
価
及
び
み
な
し
損
益
相
当
額

四

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及
び

同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

銘
柄

ロ

約
定
し
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指
標
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ハ

約
定
年
月
日

ニ

取
引
期
間

ホ

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
限
る
。
）

ヘ

元
本
と
し
て
定
め
た
金
額

ト

新
規
、
転
売
、
買
戻
し
又
は
決
済
の
別

チ

み
な
し
損
益
相
当
額

リ

割
引
利
率

五

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及
び

同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

銘
柄

ロ

約
定
年
月
日

ハ

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
限
る
。
）

ニ

権
利
行
使
期
間
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ホ

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
事
由
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ヘ

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法

ト

当
事
者
の
間
で
移
転
す
る
こ
と
を
約
し
た
金
融
商
品
、
金
融
商
品
に
係
る
権
利
又
は
金
銭
債
権
（
金
融
商
品
で
あ
る

も
の
及
び
金
融
商
品
に
係
る
権
利
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

チ

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別

リ

対
価
の
額

六

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

銘
柄

ロ

約
定
年
月
日

ハ

受
渡
年
月
日

ニ

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

ホ

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

-363-



２

前
項
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
商
品
勘
定
元
帳
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
品
有
価
証
券
等
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
先
物
取
引
及
び
先
渡
取
引
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
銘
柄
ご
と
に
取
引
の

経
過
を
個
別
に
記
載
す
る
こ
と
（
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
別
途
記
載
事
項
を
記
載
し
た
明
細
表
を
も

と
に
一
括
記
入
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
取
引
の
種
類
、
取
引
に
係
る
指
標
、
期
間
等
に
よ
り
適
宜
分
類
し
て
記
載

す
る
こ
と
。

三

商
品
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
は
、
現
先
取
引
を
記
入
せ
ず
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
の
現
先
取
引
勘
定
元
帳

に
記
載
す
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
新
規
、
解
約
又
は
転
売
の
別
及
び
決
済
金
額

こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は
決
済

金
額
に
つ
い
て
別
途
区
分
経
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。

二

国
債
の
入
札
前
取
引
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

同
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
国
債
の
入
札
前
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取
引
で
あ
る
旨
及
び
償
還
予
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

三

第
一
項
第
一
号
ニ
、
第
二
号
ト
、
第
三
号
ホ
、
第
四
号
ホ
、
第
五
号
ハ
及
び
第
六
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

第
百
十
条
第

一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
相
手
方
の
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

相
手
方
と
当
該
相
手
方
の
資
産
に
係
る
運
用
指
図
者
が
異
な
る
と
き
は
、
運
用
指
図
者
か
ら
受
注
し
約
定
し
た
売
買
取
引

に
つ
い
て
当
該
運
用
指
図
者
を
第
一
項
各
号
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
ト
レ
ー
デ
ィ

ン
グ
商
品
勘
定
元
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

同
号
に
掲
げ
る
取
引
の
自
己
取
引
を
区
分
し
て
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
取

引
日
記
帳
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
取
引
日
記
帳
に
記
載
す
る
こ
と

を
も
っ
て
、
代
え
る
こ
と
。

五

第
一
項
第
三
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
、
同
項
第
四
号
チ
及
び
リ
に
掲
げ
る
事
項
、
同
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
同
項
第
三
号

リ
に
準
ず
る
事
項
並
び
に
同
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
同
項
第
四
号
チ
及
び
リ
に
準
ず
る
事
項

こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て

は
月
末
又
は
期
末
以
外
は
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。

（
現
先
取
引
勘
定
元
帳
）
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第
百
六
十
八
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
の
現
先
取
引
勘
定
元
帳
に
は
商
品
有
価
証
券
の
う
ち
現
先
取
引
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
渡
年
月
日

二

約
定
年
月
日

三

銘
柄

四

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

五

ス
タ
ー
ト
又
は
エ
ン
ド
の
別

六

借
方
又
は
貸
方
の
区
分

七

数
量
、
単
価
、
経
過
利
息
、
金
額
及
び
現
先
レ
ー
ト

八

借
方
の
残
数
量
及
び
残
金
額

九

貸
方
の
残
数
量
及
び
残
金
額

２

前
項
の
現
先
取
引
勘
定
元
帳
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
現
先
取
引
の
経
過
を
個
別
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
月
末
又
は
期
末
以
外
は
記
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載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
投
資
顧
問
契
約
又
は
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
取
引
記
録
）

第
百
六
十
九
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
ニ
の
投
資
顧
問
契
約
又
は
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
に
係

る
取
引
記
録
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

代
理
又
は
媒
介
を
行
っ
た
年
月
日

二

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

三

代
理
又
は
媒
介
の
別

四

代
理
又
は
媒
介
の
内
容

五

代
理
又
は
媒
介
に
関
し
て
受
け
取
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額

（
運
用
明
細
書
）

第
百
七
十
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
七
号
ハ
の
運
用
明
細
書
に
は
、
運
用
財
産
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を
除
く
。
）
の
運
用
（
運
用
を
行
う
権
限
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
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け
た
者
の
運
用
を
含
む
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

取
引
年
月
日

二

取
引
の
種
類

三

銘
柄

売
付
け
又
は
買
付
け
（
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
も
の

四
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
別

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当

事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
並

び
に
同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及
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び
同
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引

相
手
方
と
取
り
決
め
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指
標
が
約
定
し

た
期
間
に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
条
第
二
十
一
項
第
五
号
及
び

第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と

な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

五

数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

六

約
定
価
格

七

取
引
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

八

他
の
者
が
運
用
財
産
の
保
管
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
そ
の
者
に
対
し
運
用
の
内
容
を

連
絡
し
た
年
月
日

２

前
項
の
運
用
明
細
書
は
、
運
用
財
産
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
発
注
伝
票
）

第
百
七
十
一
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
七
号
ニ
の
発
注
伝
票
に
は
、
運
用
財
産
の
運
用
と
し
て
行
う
取
引
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

運
用
財
産
の
名
称
そ
の
他
の
運
用
財
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二

取
引
の
種
類

三

銘
柄

四

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

五

発
注
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

六

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
）

七

指
値
又
は
成
行
の
別
（
指
値
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
及
び
注
文
の
有
効
期
限
（
当
該
有
効
期
限
が
当
日
中
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

八

発
注
日
時

九

約
定
日
時
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十

約
定
価
格

十
一

他
の
者
が
運
用
財
産
の
保
管
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
商
号
又
は
名
称

２

前
項
の
発
注
伝
票
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

発
注
時
に
作
成
す
る
こ
と
。

二

日
付
順
に
つ
づ
り
込
ん
で
保
存
す
る
こ
と
。

三

複
数
の
運
用
財
産
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
に
係
る
運
用
財
産
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
合
同
運
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
用
財
産
ご
と
に
約
定
数
量
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
配
分

基
準
を
記
載
す
る
こ
と
。

四

複
数
の
運
用
財
産
に
係
る
同
一
銘
柄
の
注
文
を
一
括
し
て
金
融
商
品
取
引
業
者
に
発
注
す
る
場
合
（
次
項
に
お
い
て
「

一
括
発
注
」
と
い
う
。
）
の
発
注
伝
票
に
つ
い
て
は
、
日
付
順
に
つ
づ
り
込
ん
で
保
存
す
る
こ
と
。

五

発
注
伝
票
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。

イ

前
項
各
号
（
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
は
発
注
を
行
う
と
き
ま
で
に
、
前
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項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
発
注
時
に
、
電
子
計
算
機
へ
入
力
す
る
こ
と
。

ロ

発
注
内
容
を
電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

一
括
発
注
に
係
る
運
用
財
産
の
名
称
そ
の
他
の
運
用
財
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
及
び
運
用
財
産
の
保
管
を

行
っ
て
い
る
者
の
商
号
又
は
名
称

こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
運
用
財
産
ご
と
に
発
注
伝
票
の
記
載
事
項
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

二

約
定
価
格

同
一
日
に
お
け
る
同
一
銘
柄
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
引
の
単
価
の
平
均
額
を
約
定
価
格
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
発
注
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
間
で
合
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
平
均
額
で
記
載
す
る

こ
と
。

三

約
定
時
間

前
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
約
定
価
格
を
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
約
定
時
間
を
省
略
す
る
こ
と
。

四

同
一
日
に
お
い
て
価
格
が
変
動
し
な
い
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
も
の
の
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
銘
柄
、
募
集
若
し
く
は
一
部
解
約
の
別
又
は
売
買
の
別
、
発
注
数
量
、
発
注
日
及
び
約
定
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日
を
記
載
す
る
こ
と
。

五

前
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
事
項

当
該
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
、
又
は
書
面
へ
出
力
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
に
よ
り
表
示
し
、
又

は
出
力
す
る
こ
と
。

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
用
財
産
の
運
用
と
し
て
行
う
取
引
に
係
る
取
引
契
約
書
（
運
用
財
産
の
名
称
そ
の
他

の
運
用
財
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
、
契
約
年
月
日
そ
の
他
運
用
の
内
容
を
特
定
で
き
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
、
第
一
項
の
発
注
伝
票
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
報
告
書
）

第
百
七
十
二
条

法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
が
提
出
す
る
事
業
報
告
書
は
、
別
紙
様
式

第
十
二
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
前
項
の
事
業
報
告
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の

慣
行
に
従
う
も
の
と
す
る
。

（
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
）
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第
百
七
十
三
条

法
第
四
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
書
（
当
該

金
融
商
品
取
引
業
者
が
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
当
該
各
号
に
定
め

る
提
出
期
限
ま
で
に
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
紙
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
関
係
会
社
に
関
す
る
報
告
書

毎
事
業
年
度
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
外

国
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
経
過
後
四
月
以
内

二

別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
国
際
業
務
に
関
す
る
報
告
書

毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内

（
説
明
書
類
の
記
載
事
項
）

第
百
七
十
四
条

法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

商
号
、
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

ロ

沿
革
及
び
経
営
の
組
織

ハ

株
式
の
保
有
数
の
上
位
十
位
ま
で
の
株
主
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
そ
の
株
式
の
保
有
数
及
び
総
株
主
等
の
議
決
権
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に
占
め
る
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
の
割
合

ニ

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

金
融
商
品
取
引
業
者
の
業
務
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
概
要

ロ

直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

営
業
収
益
及
び
純
営
業
収
益

(1)

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

(2)

当
期
利
益
又
は
当
期
損
失

(3)

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
及
び
持
込
資
本
金
の
額
）

(4)

受
入
手
数
料
の
内
訳

(5)

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
損
益
（
損
益
計
算
書
の
科
目
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
損
益
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
自
己
取
引
に
係

(6)
る
損
益
の
内
訳

株
券
の
売
買
高
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
高
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
取
扱
高

(7)
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を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
受
託
の
取
扱
高
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
高
を
除
き
、
有
価
証
券
等

清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
取
扱
高
を
含
む
。
）

国
債
証
券
、
社
債
券
、
株
券
及
び
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
引
受
高
、
売
出
高
及
び
募
集
、
売
出
し
又
は
私
募
の

(8)
取
扱
高

そ
の
他
業
務
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
又
は
同
条
第
四
項
の
承
認
を
受
け
た
業
務
を
い
う
。

(9)
以
下
同
じ
。
）
の
状
況

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
自
己
資
本
規
制
比
率

(10)

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
使
用
人
の
総
数
及
び
外
務
員
の
総
数

(11)

三

金
融
商
品
取
引
業
者
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
、
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
株
主
資
本
等
変
動

計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）

ロ

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

借
入
金
の
主
要
な
借
入
先
及
び
借
入
金
額

(1)
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保
有
す
る
有
価
証
券
（
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
商
品
（
貸
借
対
照
表
の
科
目
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
商
品
を
い
う
。

に

(2)

(3)

お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
有
価
証
券
を
除
く
。
）
の
取
得
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
商
品
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ
た
取
引
を
除
く
。
）
の
契
約
価

(3)
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

ハ

イ
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
会
社
法
第
四
百
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

ニ

イ
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を

受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

四

金
融
商
品
取
引
業
者
の
管
理
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

内
部
管
理
の
状
況
の
概
要

ロ

法
第
四
十
三
条
の
二
又
は
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
種
類
ご
と
の
数
量

若
し
く
は
金
額
及
び
管
理
の
状
況

五

金
融
商
品
取
引
業
者
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
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二
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
及
び
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
関
連
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
集
団
の
構
成

ロ

子
会
社
等
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
資
本
金
の
額
、
基
金
の
総
額
又
は
出
資
の
総

額
、
事
業
の
内
容
並
び
に
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
他
の
子
会
社
等
が
保
有
す
る
議
決
権
の
数
の
合
計
及
び
当
該
子
会

社
等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
占
め
る
当
該
保
有
す
る
議
決
権
の
数
の
割
合

（
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
）

第
百
七
十
五
条

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
金
額
を
法
第

四
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
売
買
等
（
有
価
証
券
の
売
買
（
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

、
有
価
証
券
の
売
買
の
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
又
は
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価

証
券
の
売
買
の
委
託
の
取
次
ぎ
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
株
式
の
総
売
買
金
額
の
万
分
の
〇
・
二
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に
相
当
す
る
金
額

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
及
び
清
算
執
行
会
員
等
と
し
て
行
う
も
の
を

除
き
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
受
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
八
十
九
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
株
式
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
取
引
契
約
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
〇
六
に
相
当
す

る
金
額

ハ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
株
式
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類

似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
万
分
の

〇
・
三
に
相
当
す
る
金
額

ニ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
債
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類

似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

の
総
取
引
契
約
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
〇
一
六
に
相
当
す
る
金
額

ホ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
債
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
の
対
価
の
額
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の
合
計
額
の
万
分
の
〇
・
三
に
相
当
す
る
金
額

ヘ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
通
貨
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
（
同
項
第
三

号
に
掲
げ
る
取
引
に
よ
っ
て
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
れ
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
同
項
第
一
号
に
掲

げ
る
取
引
を
含
む
。
次
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
引
高
を
取
引
所
（
金
融
商
品
市
場
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
を

開
設
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

取
引
に
係
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
れ
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た

と
き
に
成
立
す
る
取
引
の
取
引
単
位
と
し
て
取
引
所
が
定
め
る
金
額
。
次
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗
じ
て
算
出
し

た
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
〇
九
六
に
相
当
す
る
金
額

ト

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
預
金
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
利
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
よ
っ
て
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
れ

た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
を
含
む
。
チ
並
び
に
次
号
ト
及
び
チ
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
取
引
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
れ
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
取
引
の
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取
引
単
位
と
し
て
取
引
所
が
定
め
る
金
額
。
チ
並
び
に
次
号
ト
及
び
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額

の
万
分
の
〇
・
〇
〇
一
二
に
相
当
す
る
金
額

チ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
手
形
の
割
引
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の
取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
万
分

の
〇
・
〇
〇
二
四
に
相
当
す
る
金
額

二

次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
リ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

イ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
売
買
等
に
係
る
株
式

の
総
売
買
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
総
売
買
金
額
の
万
分
の
〇
・
八
に
相
当
す
る
金
額

ロ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
株
式

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の
総
取
引
契
約
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
総

取
引
契
約
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
二
四
に
相
当
す
る
金
額

ハ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
株
式

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
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合
計
額
の
万
分
の
一
・
二
に
相
当
す
る
金
額

ニ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
債
券

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の
総
取
引
契
約
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お

け
る
当
該
総
取
引
契
約
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
〇
六
四
に
相
当
す
る
金
額

ホ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
債
券

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該

合
計
額
の
万
分
の
一
・
二
に
相
当
す
る
金
額

ヘ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
通
貨

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
の
取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ

て
算
出
し
た
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
三
八
四
に
相
当
す
る
金
額

ト

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
預
金

契
約
に
基
づ
く
債
権
の
利
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の

取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
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金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
〇
四
八
に
相
当
す
る
金
額

チ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
手
形

の
割
引
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の
取
引
高
を
取
引
所

が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
金
額
の
万
分
の
〇

・
〇
〇
九
六
に
相
当
す
る
金
額

リ

既
に
積
み
立
て
ら
れ
た
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
金
額
（
法
第
四
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
さ

れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）

２

法
第
四
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
を
使
用
で
き
る
場
合
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
が

、
事
業
年
度
終
了
の
日
に
既
に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
う
ち
前
項
第
二
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に

掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
超
え
る
部
分
に
係
る
金
額
を
取
り
く
ず
す
場
合
そ
の
他
所
管
金
融
庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
た
場

合
と
す
る
。

（
自
己
資
本
）

第
百
七
十
六
条

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
金
、
準
備
金
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
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掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

資
本
金

二

新
株
式
申
込
証
拠
金

三

資
本
剰
余
金

四

利
益
剰
余
金
（
社
外
流
出
予
定
額
（
配
当
及
び
役
員
賞
与
の
予
定
額
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

五

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
（
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
そ
の
他
有
価
証
券
（
財
務
諸
表
等
規
則

第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
を
い
う
。
第
七
号
イ
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
評
価
差
額
が
負
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
評
価
差
額
を
い
う
。
）

六

自
己
株
式

七

次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
額
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
基
本
的
項
目
の
額
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相

当
す
る
額
（
ホ
に
お
い
て
「
算
入
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
基
本
的
項
目
の

額
か
ら
控
除
資
産
の
額
を
控
除
し
た
額
の
二
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。
）
の
合
計
額
が
基
本
的
項

目
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
も
の
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イ

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
（
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
差
額
が
正

と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
評
価
差
額
を
い
う
。
）
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の

部
に
計
上
さ
れ
る
も
の

ロ

第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

ハ

一
般
貸
倒
引
当
金
（
流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

長
期
劣
後
債
務
（
残
存
期
間
が
五
年
以
内
に
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
、
残
存
期
間
が
五
年
に
な
っ
た
時
点

に
お
け
る
額
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
累
積
的
に
減
価
し
た
も
の
に
限
る
。
）

ホ

短
期
劣
後
債
務
（
長
期
劣
後
債
務
（
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
性
質
の
す
べ
て
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

算
入
限
度
額
を
超
え
る
額
及
び
ニ
に
規
定
す
る
減
価
し
た
も
の
の
累
計
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

２

前
項
第
七
号
ニ
及
び
ホ
の
「
長
期
劣
後
債
務
」
と
は
、
劣
後
特
約
付
借
入
金
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を

有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
金
銭
の
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
（
元
利
金
の

支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
性
質
の

す
べ
て
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
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一

担
保
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

二

契
約
時
又
は
発
行
時
に
お
け
る
借
入
期
間
又
は
償
還
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
期
限
前
弁
済
等
」
と
い
う
。
）
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
期
限
前
弁
済
等
が
債
務
者
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
任
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
金

融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
期
限
前
弁
済
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
所
管
金
融
庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
た
と
き
に
限
り
、

当
該
期
限
前
弁
済
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

金
融
商
品
取
引
業
者
が
そ
の
利
金
の
支
払
を
行
う
こ
と
に
よ
り
法
第
四
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
利
金
の
支
払
を
行
わ
な
い
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

第
一
項
第
七
号
ホ
の
「
短
期
劣
後
債
務
」
と
は
、
劣
後
特
約
付
借
入
金
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

性
質
の
す
べ
て
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

一

担
保
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

二

契
約
時
又
は
発
行
時
に
お
け
る
借
入
期
間
又
は
償
還
期
間
が
二
年
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

期
限
前
弁
済
等
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
期
限
前
弁
済
等
が
債
務
者
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
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任
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
期
限
前
弁
済
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
所
管
金
融

庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
た
と
き
に
限
り
、
当
該
期
限
前
弁
済
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

金
融
商
品
取
引
業
者
が
そ
の
元
利
金
の
支
払
を
行
う
こ
と
に
よ
り
法
第
四
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
元
利
金
の
支
払
を
行
わ
な
い
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４

長
期
劣
後
債
務
（
第
二
項
に
規
定
す
る
長
期
劣
後
債
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
短
期
劣
後
債
務

（
前
項
に
規
定
す
る
短
期
劣
後
債
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
当
該
長
期
劣
後
債
務
の
額
又
は
当
該
短
期
劣
後
債
務
の
額
か
ら
控
除
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

劣
後
特
約
付
借
入
金
の
借
入
先
が
子
会
社
等
で
あ
る
場
合

当
該
劣
後
特
約
付
借
入
金
の
額

二

劣
後
特
約
付
社
債
の
保
有
者
（
信
託
財
産
を
も
っ
て
保
有
す
る
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
自
己
又
は
子

会
社
等
で
あ
る
場
合

当
該
劣
後
特
約
付
社
債
の
額

三

劣
後
特
約
付
借
入
金
の
借
入
先
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
の
保
有
者
に
意
図
的
に
資
金
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合

当

該
資
金
の
額
（
当
該
資
金
の
額
が
劣
後
特
約
付
借
入
金
の
額
及
び
劣
後
特
約
付
社
債
の
額
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
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っ
て
は
、
当
該
合
計
額
）

５

第
二
項
第
三
号
又
は
第
三
項
第
三
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
承
認
申
請
書
に
契
約
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

商
号

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

期
限
前
弁
済
等
の
額
（
外
貨
建
て
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
期
限
前
弁
済
等
の
額
及
び
そ
の
円
換
算
額
）

四

現
在
及
び
期
限
前
弁
済
等
を
行
っ
た
後
の
長
期
劣
後
債
務
又
は
短
期
劣
後
債
務
の
額
（
外
貨
建
て
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
長
期
劣
後
債
務
又
は
短
期
劣
後
債
務
の
額
及
び
そ
の
円
換
算
額
）

五

期
限
前
弁
済
等
を
行
う
理
由

六

期
限
前
弁
済
等
の
予
定
日

七

十
分
な
自
己
資
本
規
制
比
率
を
維
持
す
る
た
め
の
資
本
調
達
そ
の
他
の
具
体
的
措
置
の
内
容

八

期
限
前
弁
済
等
を
行
っ
た
後
の
自
己
資
本
規
制
比
率
の
推
定
値
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６

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
二
項
第
三
号
又
は
第
三
項
第
三
号
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
長
期
劣
後
債
務
又
は

短
期
劣
後
債
務
が
自
己
資
本
規
制
比
率
を
一
時
的
か
つ
意
図
的
に
向
上
さ
せ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
次
に
掲
げ

る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

期
限
前
弁
済
等
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
金
融
商
品
取
引
業
者
が
十
分
な
自
己
資
本
規
制
比
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二

期
限
前
弁
済
等
の
額
以
上
の
額
の
資
本
調
達
を
行
う
こ
と
。

７

第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
「
子
会
社
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
の
子
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引

業
者
の
子
会
社
と
さ
れ
る
者
を
い
う
。
次
条
第
六
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

金
融
商
品
取
引
業
者
の
関
連
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
関

連
会
社
と
さ
れ
る
者
を
い
う
。
次
条
第
六
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

８

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
基
本
的
項
目
の
額
及
び
補
完
的
項
目
の
額
の
算
出
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
金
融
庁

長
官
が
定
め
る
。
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（
控
除
す
べ
き
固
定
資
産
等
）

第
百
七
十
七
条

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表

の
科
目
そ
の
他
の
も
の
で
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

固
定
資
産
（
そ
の
他
有
価
証
券
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

金
融
商
品
取
引
所
（
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
外
国
に
所
在
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券

ロ

法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
（
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
外
国
に
備
え
ら
れ
る

も
の
を
含
む
。
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券

ハ

国
債
証
券

二

繰
延
資
産

三

流
動
資
産
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

預
託
金
（
顧
客
分
別
金
信
託
、
前
条
第
一
項
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
及
び
商
品
取
引
所
法
施
行
規
則

農
林
水
産
省

（
平
成
十
七
年

令
第
三
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
預
託
金
を
除
く
。
）

経
済
産
業
省

ロ

顧
客
へ
の
立
替
金
（
期
間
が
二
週
間
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
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ハ

関
係
会
社
（
連
結
会
社
を
除
く
。
）
に
対
す
る
短
期
貸
付
金
（
金
融
機
関
（
銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
又
は
令
第

一
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
信
託
会
社
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
へ
の
コ

ー
ル
資
金
の
貸
付
け
及
び
国
内
の
金
融
機
関
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
が
振
り
出
し
た
為
替
手
形
の
購
入
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）

ニ

前
払
金

ホ

前
払
費
用

四

保
有
す
る
有
価
証
券
（
信
託
財
産
を
も
っ
て
保
有
す
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
一
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

関
係
会
社
が
発
行
し
た
有
価
証
券
（
連
結
会
社
が
発
行
し
た
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第
一
号
に

規
定
す
る
短
期
社
債
、
保
険
業
法
第
六
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
社
債
及
び
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
並
び
に
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
（
法
第
二
条
第
一
項

第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性

質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
引
受
け
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
で
保
有
期
間
が
六
月
を
超
え
な
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い
も
の
並
び
に
売
買
の
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
意
図
的
に
関
係
会
社
へ
の
資
金
提
供
を
目
的
と
し
た
保
有
で
な
い
こ
と
が

明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）

ロ

他
の
会
社
又
は
第
三
者
が
発
行
し
た
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
又
は
社
債
券
（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
他
の

会
社
か
ら
資
本
調
達
手
段
を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
意
図
的
に
保
有
し
て
い

る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
若
し
く
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
又
は
同
項
第
十

七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に

引
受
け
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
で
保
有
期
間
が
六
月
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）

五

第
三
者
の
た
め
に
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
第
一
号
の
固
定
資
産
の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
業
者
が
自
己
の
債
務
の
担
保
に
供
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
当
該
固
定
資
産
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

建
物

当
該
建
物
を
担
保
に
し
た
借
入
金
の
額
又
は
当
該
建
物
の
評
価
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

二

土
地

当
該
土
地
を
担
保
に
し
た
借
入
金
の
額
又
は
当
該
土
地
の
評
価
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
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３

前
項
各
号
の
借
入
金
が
二
以
上
の
資
産
を
担
保
に
し
て
い
る
借
入
金
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
担
保
と
な
っ
て
い
る
す
べ

て
の
資
産
に
つ
い
て
評
価
額
の
比
に
よ
り
当
該
借
入
金
を
按
分
し
て
第
一
項
第
一
号
の
固
定
資
産
の
み
を
担
保
に
し
た
借
入

あ
ん

金
の
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
前
払
金
の
う
ち
、
仕
入
に
係
る
消
費
税
の
前
払
金
で
あ
っ
て
、
そ
の
額
が
そ
の
他
の
預
り
金

に
計
上
し
た
売
上
に
係
る
消
費
税
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
当
該
前
払
金
の
額
か
ら
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
短
期
貸
付
金

当
該
短
期
貸
付
金
の
貸
付
先
か
ら
預
託
を
受
け
て
い
る
担
保
金
そ
の
他

の
資
産
の
評
価
額

二

第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
関
係
会
社
が
発
行
し
た
有
価
証
券

当
該
有
価
証
券
に
担
保
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
担

保
金
そ
の
他
の
資
産
の
評
価
額

三

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
第
三
者
の
た
め
に
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産

当
該
第
三
者
か
ら
預
託
を
受
け
て
い
る

担
保
金
そ
の
他
の
資
産
の
評
価
額

-393-



６

第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
第
四
号
イ
の
「
関
係
会
社
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
会

社
と
さ
れ
る
者
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

金
融
商
品
取
引
業
者
の
子
会
社

三

金
融
商
品
取
引
業
者
の
関
連
会
社

四

金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
会
社
の
子
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
親
会

社
の
子
会
社
と
さ
れ
る
者
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

五

金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
会
社
の
関
連
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
親
会
社
の
関
連

会
社
と
さ
れ
る
者
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

７

第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
第
四
号
イ
の
「
連
結
会
社
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
（
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
又
は
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
限
る
。
）
の
連
結
子
会
社
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
子
会
社
又
は
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
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者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

金
融
商
品
取
引
業
者
を
連
結
子
会
社
と
す
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
（
当
該
金
融
商
品
取
引

業
者
及
び
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

８

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
各
号
、
第
三
項
及
び
第
五
項
各
号
の
評
価
額
の
計
算
そ
の
他
控
除
資
産
の
額

の
算
出
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
。

（
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
百
七
十
八
条

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
す
る
有
価
証
券
の
価
格
の
変
動
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生

し
得
る
危
険
に
対
応
す
る
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

市
場
リ
ス
ク
相
当
額
（
保
有
す
る
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
及
び
取
引
を
い
う
。
）
の
価
格
の
変
動
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す
る
額
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

二

取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
（
取
引
の
相
手
方
の
契
約
不
履
行
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す
る
額
と

し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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三

基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
（
事
務
処
理
の
誤
り
そ
の
他
日
常
的
な
業
務
の
遂
行
上
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す
る
額
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
業
務
の
態
様
に
応
じ
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
、
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
取
引
先
リ
ス
ク
相

当
額
を
、
営
業
日
ご
と
に
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

（
自
己
資
本
規
制
比
率
の
届
出
）

第
百
七
十
九
条

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

自
己
資
本
規
制
比
率
が
百
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
っ
た
場
合

二

自
己
資
本
規
制
比
率
が
百
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
回
復
し
た
場
合

２

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毎
月
末
の
自
己
資
本
規
制
比
率
を
、
翌
月
二

十
日
ま
で
に
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
、
か
つ
、
営
業
日
ご
と
に
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
自
己
資
本
規
制
比
率

に
関
す
る
届
出
書
を
作
成
し
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-396-



４

前
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

自
己
資
本
規
制
比
率
が
百
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
っ
た
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

自
己
資
本
規
制

比
率
の
状
況
を
維
持
す
る
た
め
に
自
ら
と
る
べ
き
具
体
的
措
置
に
関
す
る
計
画
書

二

自
己
資
本
規
制
比
率
が
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
っ
た
場
合

自
己
資
本
規
制
比
率
の
状
況
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に

自
ら
と
る
べ
き
具
体
的
措
置
に
関
す
る
計
画
書

５

第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
毎
営
業
日
ご
と
に
、
自
己
資
本
規
制
比
率
の
状
況
を
適
切
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
己
資
本
規
制
比
率
の
縦
覧
）

第
百
八
十
条

金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
法
第
四
十
六
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
自
己
資
本
の
額
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二

市
場
リ
ス
ク
相
当
額
、
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
額

三

自
己
資
本
規
制
比
率

２

補
完
的
項
目
の
額
に
、
劣
後
債
務
（
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
七
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
前
項
に
規
定
す
る
書
面
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
劣
後
債
務
の
金
額

二

当
該
劣
後
債
務
の
契
約
日
又
は
発
行
日

三

当
該
劣
後
債
務
の
弁
済
期
日
又
は
償
還
期
日

第
二
款

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
わ
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
百
八
十
一
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
を
除
く
。
以
下

こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
作
成
す
べ
き
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

二

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
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イ

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

ロ

特
定
有
価
証
券
等
管
理
行
為
に
係
る
分
別
管
理
の
状
況
の
記
録

三

投
資
助
言
・
代
理
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

四

投
資
運
用
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

２

前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
ハ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

は
、
そ
の
作
成
の
日
（
前
項
第
一
号
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
効
力
を
失
っ
た
日
）
か
ら
五
年
間
、
前
項
第
二
号
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
及

び
第
四
号
（
同
条
第
一
項
第
十
七
号
ニ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
七

年
間
、
前
項
第
二
号
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
除
く
。
）
、
第
三
号
（
同
条
第
一
項
第
十
六
号
ハ
に
掲

げ
る
帳
簿
書
類
を
除
く
。
）
及
び
第
四
号
（
同
条
第
一
項
第
十
七
号
ニ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書

類
は
、
そ
の
作
成
の
日
（
同
条
第
一
項
第
十
六
号
イ
及
び
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
契
約
そ
の

他
の
法
律
行
為
に
係
る
業
務
の
終
了
の
日
）
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
告
書
）
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第
百
八
十
二
条

法
第
四
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
が
提
出
す
る
事
業
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
二

号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
（
会
社
に
限
る
。
）
は
、
前
項
の
事
業
報
告
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め

ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
従
う
も
の
と
す
る
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
（
会
社
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
の
事
業
報
告
書
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認

め
ら
れ
る
会
計
の
慣
行
に
従
う
も
の
と
す
る
。

（
説
明
書
類
の
縦
覧
）

第
百
八
十
三
条

法
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
事
業
報
告
書
の
写
し
を
す
べ

て
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
備
え
置
く
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
法
第
四
十
七
条
の
三
の
説
明
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
事
業
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

と
す
る
。

第
三
款

登
録
金
融
機
関
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（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
百
八
十
四
条

法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
金
融
機
関
が
作
成
す
べ
き
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

二

登
録
金
融
機
関
業
務
の
う
ち
、
金
融
商
品
仲
介
業
務
、
投
資
助
言
・
代
理
業
及
び
投
資
運
用
業
以
外
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

三

金
融
商
品
仲
介
業
務
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

金
融
商
品
仲
介
補
助
簿

ロ

金
融
商
品
仲
介
預
り
明
細
簿

四

投
資
助
言
・
代
理
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

五

投
資
運
用
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

２

前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
（
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
ハ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

は
、
そ
の
作
成
の
日
（
前
項
第
一
号
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
効
力
を
失
っ
た
日
）
か
ら
五
年
間
、
前
項
第
二
号
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
、
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第
三
号
イ
及
び
第
五
号
（
同
条
第
一
項
第
十
七
号
ニ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作
成

の
日
か
ら
七
年
間
、
前
項
第
二
号
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
除
く
。
）
、
第
三
号
ロ
、
第
四
号
（
同
条

第
一
項
第
十
六
号
ハ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
除
く
。
）
及
び
第
五
号
（
同
条
第
一
項
第
十
七
号
ニ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作
成
の
日
（
同
条
第
一
項
第
十
六
号
イ
及
び
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
係
る
業
務
の
終
了
の
日
）
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
）

第
百
八
十
五
条

前
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
の
自
己
又
は
委
託
の
別

二

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

三

取
引
の
種
類

四

銘
柄

五

売
付
け
又
は
買
付
け
の
別

六

申
込
み
を
受
け
た
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
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て
同
じ
。
）

七

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

八

指
値
又
は
成
行
の
別
（
指
値
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
及
び
注
文
の
有
効
期
限
（
当
該
有
効
期
限
が
当
日
中
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

九

申
込
み
を
受
け
た
日
時

十

約
定
日
時

十
一

約
定
価
格

２

前
項
の
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
則
と
し
て
顧
客
か
ら
取
引
の
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
作
成
す
る
こ
と
。

二

委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

三

日
付
順
に
記
載
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

四

約
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
係
る
記
載
部
分
に
つ
い
て
も
保
存
す
る
こ
と
。

五

取
引
の
内
容
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
登
録
金
融
機
関
が
知
り
得
た
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
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六

金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。

イ

前
項
各
号
（
第
七
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
は
、
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
電
子
計

算
機
へ
入
力
す
る
こ
と
。

ロ

申
込
み
内
容
を
電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

七

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る
注
文
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

八

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
を
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
と
す
る
登
録

金
融
機
関
は
、
新
規
又
は
決
済
の
別
及
び
新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別
の
記
載
を
要
し
な
い
。

九

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
を
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
と
す
る
登
録

金
融
機
関
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

同
一
日
に
お
い
て
価
格
が
変
動
し
な
い
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
各
号
に
掲
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げ
る
事
項
に
代
え
て
、
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
、
銘
柄
、
売
付
け
又
は
買
付
け
の
別
、
申
込
み
を
受
け
た
数
量
、
約
定
数

量
、
申
込
み
を
受
け
た
日
及
び
約
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
ニ

、
ホ

及
び
ト

に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）

(2)

(3)

(2)

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
注
文
時
に
こ
れ
ら
の
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。

三

前
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
事
項

当
該
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
、
又
は
書
面
へ
出
力
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
に
よ
り
表
示
し
、
又

は
出
力
す
る
こ
と
。

（
金
融
商
品
仲
介
預
り
明
細
簿
）

第
百
八
十
六
条

第
百
八
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
金
融
商
品
仲
介
預
り
明
細
簿
に
は
、
顧
客
よ
り
受
け
入
れ
た
金
融
商
品

仲
介
業
務
に
係
る
金
銭
及
び
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

二

入
出
金
及
び
入
出
庫
年
月
日
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三

金
額

四

銘
柄

五

数
量

六

入
出
金
及
び
入
出
庫
先
の
氏
名
又
は
名
称

七

残
高

八

有
価
証
券
の
記
号
又
は
番
号

九

名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称

２

前
項
の
金
融
商
品
仲
介
預
り
明
細
簿
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

顧
客
別
に
区
分
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

二

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
を
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者

等
と
す
る
登
録
金
融
機
関
が
顧
客
か
ら
直
接
受
領
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

三

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
を
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
登

録
金
融
機
関
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
顧
客
か
ら
直
接
金
銭
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
顧
客
の
氏
名
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又
は
名
称
、
入
出
金
年
月
日
、
金
額
、
入
出
金
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
金
銭
の
残
高
を
記
載
す
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
融
商
品
仲
介
預
り
明
細
簿
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

入
庫
さ
れ
た
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
当
日
残
高
が
な
い
場
合
は
、
記
号
、
番
号
及
び
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称
の
記
載

を
省
略
す
る
こ
と
。

二

業
と
し
て
預
金
又
は
貯
金
の
受
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
登
録
金
融
機
関
に
お
い
て
、
預
金
又
は
貯
金
の
受
入
れ
又

は
払
戻
し
に
係
る
記
録
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
入
出
金
年
月
日
、
金
額
、
入
出
金
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
残

高
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。

三

有
価
証
券
の
入
出
庫
に
係
る
記
録
が
他
の
業
務
に
係
る
帳
簿
等
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
入
出
庫
年
月
日

、
銘
柄
、
数
量
、
入
出
庫
先
の
氏
名
又
は
名
称
、
残
高
、
記
号
、
番
号
及
び
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称
の
記
載
を
省
略
す

る
こ
と
。

（
事
業
報
告
書
）

第
百
八
十
七
条

法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
金
融
機
関
が
提
出
す
る
事
業
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
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六
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
）

第
百
八
十
八
条

法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
金
融
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
書
を
、
当
該
各

号
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
紙
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
関
係
会
社
に
関
す
る
報
告
書

毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内

二

別
紙
様
式
第
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書

毎
月
の
も
の
を
翌
月
二
十
日
ま
で

（
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
）

第
百
八
十
九
条

登
録
金
融
機
関
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
金
額
を
法
第
四
十

八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
債
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類

似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引

（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
取
引
契
約
金
額
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の
万
分
の
〇
・
〇
〇
一
六
に
相
当
す
る
金
額

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
債
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類

似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
万
分
の

〇
・
三
に
相
当
す
る
金
額

ハ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
通
貨
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
（
同
項
第
三

号
に
掲
げ
る
取
引
に
よ
っ
て
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
れ
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
同
項
第
一
号
に
掲

げ
る
取
引
を
含
む
。
次
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
引
高
を
取
引
所
（
金
融
商
品
市
場
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
を

開
設
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

取
引
に
係
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
等
の
場
合
は
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
れ
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
に
成

立
す
る
取
引
の
取
引
単
位
と
し
て
取
引
所
が
定
め
る
金
額
。
次
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の

万
分
の
〇
・
〇
〇
九
六
に
相
当
す
る
金
額

ニ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
預
金
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
利
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
等
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
よ
っ
て
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
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れ
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
を
含
む
。
ホ
並
び
に
次
号
ニ
及
び
ホ
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
取
引
等
の
場
合
は
当
事
者
の
一
方
に
付
与
さ
れ
た
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
取
引
の
取
引
単

位
と
し
て
取
引
所
が
定
め
る
金
額
。
ホ
並
び
に
次
号
ニ
及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
万
分

の
〇
・
〇
〇
一
二
に
相
当
す
る
金
額

ホ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
受
託
等
を
し
た
手
形
の
割
引
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の
取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
万
分

の
〇
・
〇
〇
二
四
に
相
当
す
る
金
額

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
ヘ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

イ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
債
券

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の
総
取
引
契
約
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お

け
る
当
該
総
取
引
契
約
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
〇
六
四
に
相
当
す
る
金
額

ロ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
債
券
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に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該

合
計
額
の
万
分
の
一
・
二
に
相
当
す
る
金
額

ハ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
通
貨

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
の
取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ

て
算
出
し
た
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
三
八
四
に
相
当
す
る
金
額

ニ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
預
金

契
約
に
基
づ
く
債
権
の
利
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の

取
引
高
を
取
引
所
が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該

金
額
の
万
分
の
〇
・
〇
〇
四
八
に
相
当
す
る
金
額

ホ

当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
の
う
ち
受
託
等
を
し
た
手
形

の
割
引
率
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
融
指
標
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
の
取
引
高
を
取
引
所

が
取
引
単
位
と
し
て
定
め
る
金
額
に
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
最
も
高
い
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
金
額
の
万
分
の
〇

・
〇
〇
九
六
に
相
当
す
る
金
額
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ヘ

既
に
積
み
立
て
ら
れ
た
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
金
額
（
法
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
さ

れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）

２

法
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
を
使
用
で
き
る
場
合
は
、
登
録
金
融
機
関
が
、
事

業
年
度
終
了
の
日
に
既
に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
う
ち
前
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
金
額
の
合
計
額
を
超
え
る
部
分
に
係
る
金
額
を
取
り
く
ず
す
場
合
そ
の
他
所
管
金
融
庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
た
場
合
と

す
る
。

第
四
款

外
国
法
人
等
に
対
す
る
特
例

（
説
明
書
類
の
縦
覧
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
百
九
十
条

外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
法

人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
令
第
十
六
条
の
十
七
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号
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三

説
明
書
類
の
縦
覧
に
関
し
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

四

説
明
書
類
に
係
る
事
業
年
度
（
令
第
十
六
条
の
十
七
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
終
了
の
日

五

説
明
書
類
の
縦
覧
に
関
し
当
該
承
認
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
外
国
法
人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
代
表
者
が
当
該
承
認
申
請
書
の
提
出
に

関
し
正
当
な
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
法
令
又
は
慣
行
に
関
す
る
事
項
が
真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
律
専

門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
条
文

３

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
外
国
法
人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者

が
、
そ
の
本
国
の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
そ
の
事
業
年
度
経
過
後
四
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
説
明
書
類
を
備
え
置
き
、
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
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事
業
年
度
開
始
後
四
月
以
内
（
直
前
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
縦
覧
に
関
し
て
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
期
間
内
）
の
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
ま

で
の
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
、
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
承
認
は
、
同
項
の
外
国
法
人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
が
毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
前
五
年
以
内
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
同
一
の
内
容

の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
事
業
年
度
中
に
当
該
承
認
に
係
る
申
請
の
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
な
か
っ
た
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係

条
文

（
事
業
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
百
九
十
一
条

外
国
法
人
若
し
く
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
外
国
法
人
で
あ
る
登
録
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金
融
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
法
人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
令
第
十
六
条
の
十

八
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

事
業
報
告
書
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

四

事
業
報
告
書
に
係
る
事
業
年
度
（
令
第
十
六
条
の
十
八
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
終
了
の
日

五

事
業
報
告
書
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
外
国
法
人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
が
当
該
承
認
申
請
書
の
提
出

に
関
し
正
当
な
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
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三

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
法
令
又
は
慣
行
に
関
す
る
事
項
が
真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
律
専

門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
条
文

３

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
外
国
法
人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者

等
が
、
そ
の
本
国
の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
そ
の
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
事
業
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
（
直

前
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
の
提
出
に
関
し
て
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
期

間
内
）
の
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
理
由

に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
ま
で
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報

告
書
に
つ
い
て
、
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
承
認
は
、
同
項
の
外
国
法
人
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
前
五
年
以
内
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
同
一
の
内

容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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一

当
該
事
業
年
度
中
に
当
該
承
認
に
係
る
申
請
の
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
な
か
っ
た
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係

条
文

（
そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
百
九
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
外
国
法
人
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ

。
）
は
、
令
第
十
六
条
の
十
九
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請

書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

そ
の
他
の
書
類
等
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
書
類
及
び
書
面
又
は
第
百
九
十
五
条
に
規
定
す
る
報
告
書
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

四

そ
の
他
の
書
類
等
に
係
る
事
業
年
度
終
了
の
日

五

そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
必
要
と
す
る
理
由
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２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
金
融
商
品
取
引
業
者
の
代
表
者
が
当
該
承
認
申
請
書
の
提
出
に
関
し
正
当
な
権
限
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
法
令
又
は
慣
行
に
関
す
る
事
項
が
真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
律
専

門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
条
文

３

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
そ
の
本
国

の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
そ
の
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
そ
の
他
の
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
そ
の
日
が
事
業
年
度
開
始
後
三
月
以
内
（
直
前
事
業
年
度

に
係
る
そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
に
関
し
て
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
期
間
内
）

の
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
直
前
事
業
年
度
）
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
理
由
に
つ
い
て

消
滅
又
は
変
更
が
あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
ま
で
の
事
業
年
度
に
係
る
そ
の
他
の
書
類
等

に
つ
い
て
、
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。
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４

前
項
の
承
認
は
、
同
項
の
金
融
商
品
取
引
業
者
が
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
前
五
年
以
内
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
同
一
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
事
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
事
業
年
度
中
に
当
該
承
認
に
係
る
申
請
の
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
な
か
っ
た
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係

条
文

（
自
己
資
本
規
制
比
率
に
関
す
る
特
例
）

第
百
九
十
三
条

法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
に
お
け
る
第
百
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
六
条
第
一
項

中
「
資
本
金
、
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
持
込
資
本
金
、
国
内
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
積
み
立
て
ら
れ
た
準
備
金

」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
資
本
金
」
と
あ
る
の
は
「
持
込
資
本
金
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
資
本
剰
余
金
」
と
あ
る
の
は
「

国
内
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
積
み
立
て
ら
れ
た
準
備
金
」
と
、
同
項
第
五
号
及
び
第
七
号
イ
並
び
に
第
百
七
十
七
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条
第
一
項
中
「
貸
借
対
照
表
」
と
あ
る
の
は
「
国
内
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
」
と
、
同
項
中
「
固
定

資
産
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
内
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
固
定
資
産
そ
の
他
の
」
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
等
）

第
百
九
十
四
条

法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
は
、
利
益
金
の
処
分
又
は
損
失
金
の
処

理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。

２

法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
の
事
業
報
告
書
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
金
融

商
品
取
引
業
者
の
本
国
の
法
令
又
は
慣
行
に
基
づ
き
、
業
務
の
概
要
に
関
し
て
株
主
そ
の
他
の
者
の
縦
覧
に
供
す
る
た
め
に

作
成
し
た
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
九
十
五
条

法
第
四
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
別
紙
様
式
第
十

三
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
関
係
会
社
に
関
す
る
報
告
書
を
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
令
第
十
六
条
の
十
九
に
規
定
す
る
期
間
内

に
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
損
失
準
備
金
）
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第
百
九
十
六
条

法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
期
間
ご
と
に
、
同
項
の
損
失
準
備
金
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
率
は
、
十
分
の
一
と
す
る
。

（
資
産
の
国
内
保
有
）

第
百
九
十
七
条

法
第
四
十
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
が
国
内
に
お
い
て
保
有
す
べ
き
資
産
は
、
次
に
掲

げ
る
資
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
金
及
び
国
内
の
金
融
機
関
に
対
す
る
預
貯
金

二

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出

し
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
国
内
の
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
、
又
は
法
第
六
十
七
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
株
式
会
社
が
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発
行
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券

ホ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質

を
有
す
る
も
の

三

国
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
貸
付
金
、
立
替
金
そ
の
他
の
債
権
で
国
内
に
お
い
て
確
実
な
担
保
を
受
け
入
れ
て
い
る
も
の

四

有
形
固
定
資
産

五

金
融
商
品
取
引
所
又
は
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
対
す
る
預
け
金

六

国
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
差
入
保
証
金

七

そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
適
当
と
認
め
る
資
産

第
四
節

監
督

（
議
決
権
の
過
半
数
の
取
得
等
に
関
し
届
出
を
要
す
る
法
人
）

第
百
九
十
八
条

法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

外
国
の
持
株
会
社
（
銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
若
し
く
は
令
第
一
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
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商
品
取
引
業
者
（
有
価
証
券
関
連
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
又
は
外
国
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
業
務
と
同
種
類
の

業
務
を
行
う
法
人
の
過
半
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

専
ら
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
業
務
の
遂
行
の
た
め
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
法
人

２

前
項
第
一
号
に
お
い
て
、
外
国
の
持
株
会
社
の
過
半
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
も
外
国
の
持
株
会
社
と
み
な
す
。

（
金
融
商
品
取
引
業
者
が
休
止
等
の
届
出
を
行
う
場
合
）

第
百
九
十
九
条

金
融
商
品
取
引
業
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
（
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
ロ

、
第
三
号
（
重
要
な
使
用
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

二

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

三

他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

四

他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
持
株
会
社
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
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五

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
（
外
国
法
人
に
あ

っ
て
は
、
本
店
の
所
在
す
る
国
に
お
い
て
当
該
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

を
含
む
。
）

六

定
款
を
変
更
し
た
場
合

七

役
職
員
（
役
職
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
法
令
等
に
反
す

金
融
商
品
取
引
業
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引

る
行
為
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

業
者
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
限
る
。

「
事
故
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
事
故
等
が
第
百
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
若
し
く
は
第

二
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
号
ハ
に
掲
げ
る
行
為
（
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
過

失
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

八

前
号
の
事
故
等
の
詳
細
が
判
明
し
た
場
合

（
金
融
商
品
取
引
業
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該

九

訴
訟
若
し
く
は
調
停

の
当

金
融
商
品
取
引
業
者
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
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事
者
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
訴
訟
若
し
く
は
調
停
が
終
結
し
た
場
合

十

外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
に
あ
っ
て
は
、
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
不
利

益
処
分
を
受
け
た
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
一

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

イ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

ロ

純
財
産
額
が
資
本
金
の
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

ハ

主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
（
外

国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
要
株
主
に
準
ず
る
者
が
同
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
）

ニ

自
己
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
訴
訟
若
し
く
は
調
停
（
金
融
商
品
仲
介
業
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
当
事
者
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
又
は
当
該
訴
訟
若
し
く
は
調
停
が
終
結
し
た
こ
と
を
知

っ
た
場
合

ホ

自
己
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役
職
員
に
事
故
等
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
場
合
（
事
故
等
が
第
百
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
若
し
く
は
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
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号
ハ
に
掲
げ
る
行
為
（
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
過
失
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
ヘ
に
お
い
て
同

じ
。
）

ヘ

ホ
の
事
故
等
の
詳
細
が
判
明
し
た
場
合

ト

金
融
商
品
仲
介
業
者
に
法
第
二
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
の
委
託
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
委

託
を
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合

チ

外
国
に
お
い
て
駐
在
員
事
務
所
を
設
置
又
は
廃
止
し
た
場
合

十
二

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

イ

劣
後
特
約
付
借
入
金
を
借
り
入
れ
た
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
を
発
行
し
た
場
合

ロ

劣
後
特
約
付
借
入
金
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
た
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
た
場

合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
た
場
合
を
含
む
。
）

（
登
録
金
融
機
関
が
休
止
等
の
届
出
を
行
う
場
合
）

第
二
百
条

登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
（
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

二

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
（
外
国
法
人
に
あ

っ
て
は
、
本
店
の
所
在
す
る
国
に
お
い
て
当
該
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

を
含
む
。
）

三

定
款
を
変
更
し
た
場
合

四

他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

五

他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
持
株
会
社
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

六

役
職
員
又
は
自
己
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
に
登
録
金
融
機

関
業
務
に
関
し
法
令
等

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場

に
反
す
る
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
故
等
」
と
い
う
。
）

合
（
事
故
等
が
第
百
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
若
し
く
は
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
号
ハ
に
掲

げ
る
行
為
（
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
過
失
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

七

前
号
の
事
故
等
の
詳
細
が
判
明
し
た
場
合
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八

登
録
金
融
機
関
業
務
に
関
し
訴
訟
若
し
く
は
調
停
の
当
事
者
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
訴
訟
若
し
く
は
調
停
が
終
結
し

た
場
合

九

自
己
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
訴
訟
若
し
く
は
調
停
（
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
当
事
者
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
又
は
当
該
訴
訟
若
し
く
は
調
停
が
終
結
し
た
こ
と
を
知
っ
た

場
合

十

金
融
商
品
仲
介
業
者
に
法
第
二
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
の
委
託
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
委
託

を
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合

（
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
二
百
一
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

業
務
を
休
止
し
、
又
は
再
開
し
た
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称

ロ

休
止
の
期
間
又
は
再
開
の
年
月
日
及
び
休
止
又
は
再
開
の
理
由
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二

法
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

廃
止
し
た
業
務
の
種
類

ロ

廃
止
の
年
月
日
及
び
理
由

三

法
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

他
の
法
人
と
合
併
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

合
併
の
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称

(1)

合
併
の
年
月
日
及
び
理
由

(2)

合
併
の
方
法

(3)
ロ

分
割
に
よ
り
他
の
法
人
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

分
割
の
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称

(1)

分
割
の
年
月
日
及
び
理
由

(2)

承
継
し
た
事
業
の
内
容

(3)
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ハ

他
の
法
人
か
ら
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

譲
受
け
の
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称

(1)

譲
り
受
け
た
年
月
日
及
び
理
由

(2)

譲
り
受
け
た
事
業
の
内
容

(3)

四

法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称

ロ

総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
年
月
日
及
び
理
由

五

法
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
事
項

イ

そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
銀
行
等
（
法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
銀
行
等

を
い
う
。
ロ
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
そ
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称

(1)
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総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

(2)
ロ

そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
銀
行
等
に
つ
い
て
当
該
銀
行
等
が
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は

業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

合
併
、
解
散
又
は
廃
止
の
決
議
の
内
容

(1)

合
併
、
解
散
又
は
廃
止
の
年
月
日
及
び
理
由

(2)

合
併
の
場
合
は
そ
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法

(3)

六

法
第
五
十
条
第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

他
の
一
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
商
号
又
は
名
称

ロ

保
有
さ
れ
る
議
決
権
の
数
及
び
総
株
主
等
の
議
決
権
に
占
め
る
当
該
議
決
権
の
数
の
割
合

ハ

保
有
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日

七

法
第
五
十
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を

行
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

八

第
百
九
十
九
条
第
一
号
又
は
前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
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当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
（
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
登
録
金
融
機
関
が
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
（
法
に
相

当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項

法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
同

(1)
種
類
の
登
録
又
は
許
可
（
当
該
登
録
又
は
許
可
に
類
す
る
認
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
第
二
百
二
十
一
条
第

二
号
を
除
き
、
以
下
「
登
録
等
」
と
い
う
。
）
の
内
容

当
該
登
録
等
の
年
月
日

(2)

当
該
登
録
等
を
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

(3)

当
該
登
録
等
を
取
り
消
さ
れ
た
業
務
の
内
容

(4)
ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
登
録
金
融
機

関
が
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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違
反
し
た
法
令
の
規
定

(1)

刑
の
確
定
し
た
年
月
日
及
び
罰
金
の
額

(2)
ハ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
（
重
要
な
使
用
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

(1)

当
該
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
後
見
開
始
の

(2)
審
判
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
た
年
月
日

当
該
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
破
産
手
続
開

(3)
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

当
該
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
刑
の

(4)
確
定
し
た
年
月
日
及
び
刑
の
種
類

当
該
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
り

(5)
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由
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当
該
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
任
又
は
解

(6)
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

ニ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
資
本

金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
令
第
十
五
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
金
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

九

第
百
九
十
九
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
役
員
又
は
重
要
な
使

用
人
の
氏
名
又
は
名
称

ロ

当
該
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
後
見
開
始
の
審
判
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
た
年
月
日

ハ

当
該
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

ニ

当
該
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
刑
の
確
定
し
た
年
月
日
及
び
刑
の
種
類
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ホ

当
該
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

ヘ

当
該
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
解
任
又
は
解
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

十

第
百
九
十
九
条
第
三
号
又
は
前
条
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
商
号
又
は
名
称

ロ

親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

十
一

第
百
九
十
九
条
第
四
号
又
は
前
条
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
持
株
会
社
の
商
号

ロ

持
株
会
社
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

十
二

第
百
九
十
九
条
第
五
号
又
は
前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

ロ

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
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十
三

第
百
九
十
九
条
第
六
号
又
は
前
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

変
更
の
内
容
及
び
理
由

ロ

変
更
の
年
月
日

十
四

第
百
九
十
九
条
第
七
号
若
し
く
は
第
十
一
号
ホ
又
は
前
条
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

事
故
等
（
第
百
九
十
九
条
第
七
号
に
規
定
す
る
事
故
等
又
は
前
条
第
六
号
に
規
定
す
る
事
故
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
（
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
事
故
等
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
当
該
事
故
等
が
発
生
し
た
営
業
所
又
は
事
務

所
の
名
称
）

ロ

事
故
等
を
惹
起
し
た
役
職
員
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
役
職
名

ハ

事
故
等
の
概
要

十
五

第
百
九
十
九
条
第
八
号
若
し
く
は
第
十
一
号
ヘ
又
は
前
条
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

事
故
等
が
発
生
し
た
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
（
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
事
故
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
金

融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
当
該
事
故
等
が
発
生
し
た
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
）
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ロ

事
故
等
を
惹
起
し
た
役
職
員
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
役
職
名

ハ

事
故
等
の
詳
細

ニ

社
内
処
分
を
行
っ
た
場
合
は
そ
の
内
容

十
六

第
百
九
十
九
条
第
九
号
又
は
前
条
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

訴
訟
又
は
調
停
の
当
事
者
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

訴
訟
又
は
調
停
の
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

(1)

訴
訟
の
提
起
又
は
調
停
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
年
月
日

(2)

管
轄
裁
判
所
名

(3)

事
件
の
内
容

(4)
ロ

訴
訟
又
は
調
停
が
終
結
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

訴
訟
又
は
調
停
の
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

(1)

訴
訟
又
は
調
停
が
終
結
し
た
年
月
日

(2)
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判
決
又
は
和
解
の
内
容

(3)

十
七

第
百
九
十
九
条
第
十
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

不
利
益
処
分
の
内
容

ロ

不
利
益
処
分
を
受
け
た
年
月
日
及
び
理
由

十
八

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
株
式

会
社
で
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

ロ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
純
財
産
額
が
令
第
十
五
条

の
九
第
一
項
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

十
九

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合

純
財
産
額
が
資
本
金
の
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

二
十

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
事
項

イ

主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ニ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
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、
次
に
掲
げ
る
事
項

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
主
要
株
主
の
氏
名

(1)

当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
後
見

(2)
開
始
の
審
判
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
審
判
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
外
国
の
法
令
上
の
手
続
を
受
け
た
年
月
日

当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(3)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(4)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
刑
の
確
定
し
た
年
月
日
及
び
刑
の
種
類

当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(5)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由
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当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(6)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
解
任
又
は
解
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

ロ

主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
主
要
株
主
の
商
号
又
は
名
称

(1)

当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
主
要
株
主
が
受

(2)
け
て
い
る
登
録
等
の
内
容
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
登
録
等
を
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
、
理
由
及
び
業
務
の
内
容

当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
違
反
し
た
法
令
の
規

(3)
定
、
刑
の
確
定
し
た
年
月
日
及
び
罰
金
の
額

当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ホ

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同

(4)

(3)

項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
法
人
を
代
表
す
る
役
員
の
氏
名
又
は
名
称

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

(5)
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っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
後
見
開
始
の
審
判
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
た
年
月
日

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

(6)
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ

(7)
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
刑
の
確
定
し
た
年
月
日
及
び
刑
の
種
類

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ

(8)
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

(9)
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
任
又
は
解
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

ハ

外
国
法
人
に
係
る
主
要
株
主
に
準
ず
る
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事

実
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
主
要
株
主
に
準
ず
る
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

(1)

当
該
主
要
株
主
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
確
認
の
内
容
及
び
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
年
月
日
及

(2)
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び
理
由

二
十
一

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
ニ
又
は
前
条
第
九
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
訴
訟
又
は
調
停
の
当
事
者
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

(1)

訴
訟
又
は
調
停
の
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

(2)

訴
訟
の
提
起
又
は
調
停
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
年
月
日

(3)

管
轄
裁
判
所
名

(4)

事
件
の
内
容

(5)
ロ

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
当
事
者
と
な
っ
た
訴
訟
又
は
調
停
が
終
結
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項

当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

(1)

訴
訟
又
は
調
停
の
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

(2)
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訴
訟
又
は
調
停
が
終
結
し
た
年
月
日

(3)

判
決
又
は
和
解
の
内
容

(4)

二
十
二

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
ト
又
は
前
条
第
十
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

金
融
商
品
仲
介
業
者
に
業
務
の
委
託
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

(1)

当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
本
店
等
の
所
在
地

(2)
ロ

金
融
商
品
仲
介
業
者
に
業
務
の
委
託
を
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

(1)

業
務
の
委
託
を
行
わ
な
く
な
っ
た
理
由

(2)

二
十
三

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
チ
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

駐
在
員
事
務
所
を
設
置
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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当
該
駐
在
員
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(1)

設
置
の
年
月
日
及
び
理
由

(2)

当
該
駐
在
員
事
務
所
の
組
織
及
び
人
員
配
置

(3)

現
地
に
お
け
る
手
続
の
概
要

(4)
ロ

駐
在
員
事
務
所
を
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

当
該
駐
在
員
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(1)

廃
止
の
年
月
日
及
び
理
由

(2)

二
十
四

第
百
九
十
九
条
第
十
二
号
イ
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

劣
後
特
約
付
借
入
金
を
借
り
入
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

借
入
先
及
び
借
入
れ
の
理
由

(1)

借
入
金
額
（
外
貨
建
て
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
借
入
金
額
及
び
そ
の
円
換
算
額
）
並
び
に
現
在
及
び
借
入
後
の
借

(2)
入
残
高
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借
入
日
、
利
率
及
び
弁
済
期
限

(3)
ロ

劣
後
特
約
付
社
債
を
発
行
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

発
行
の
方
法
及
び
理
由

(1)

発
行
総
額
（
外
貨
建
て
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
発
行
総
額
及
び
そ
の
円
換
算
額
）
並
び
に
現
在
及
び
発
行
後
の
発

(2)
行
残
高

発
行
日
、
利
率
及
び
償
還
期
限

(3)

二
十
五

第
百
九
十
九
条
第
十
二
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
（
劣
後
特
約
付
借
入
金
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
た
場
合
又
は

劣
後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
を
し
た
金
額
及
び
年
月
日

ロ

期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
を
し
た
後
の
残
高

（
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
）

第
二
百
二
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
（
業
務
を
休
止
し
た
場
合
に
限
る
。
）

休
止
期
間
中
に
お
け
る
顧
客

勘
定
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

二

法
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

廃
止
し
た
業
務
に
係
る
顧
客
勘
定
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三

法
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

イ

他
の
法
人
と
合
併
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

合
併
契
約
の
内
容
及
び
合
併
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

(1)

当
事
者
の
最
近
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

(2)

合
併
後
の
純
財
産
額
及
び
自
己
資
本
規
制
比
率
を
記
載
し
た
書
面

(3)

顧
客
勘
定
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
面

(4)
ロ

分
割
に
よ
り
他
の
法
人
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

吸
収
分
割
契
約
の
内
容
及
び
分
割
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

(1)
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当
事
者
の
最
近
の
貸
借
対
照
表

(2)

分
割
後
の
純
財
産
額
及
び
自
己
資
本
規
制
比
率
を
記
載
し
た
書
面

(3)
ハ

他
の
法
人
か
ら
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

事
業
の
譲
受
け
の
契
約
の
内
容
及
び
事
業
の
譲
受
け
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

(1)

当
事
者
の
最
近
の
貸
借
対
照
表

(2)

事
業
の
譲
受
け
後
の
純
財
産
額
及
び
自
己
資
本
規
制
比
率
を
記
載
し
た
書
面

(3)

四

法
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合
（
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
銀
行
等
に
つ
い
て

当
該
銀
行
等
が
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

最
近
の
日
計
表
（
合
併
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
の
最
近
の
貸
借
対
照
表
及
び
合
併
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

ロ

解
散
又
は
廃
止
の
場
合
は
、
清
算
の
方
法
及
び
手
続
を
記
載
し
た
書
類

五

法
第
五
十
条
第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

ロ

議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
そ
の
主
要
株
主
の
保
有
す
る
議
決
権
の
総
数
を
記
載
し
た
書
類
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六

法
第
五
十
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
に
係
る
書
面
の
写
し

ロ

最
近
の
日
計
表

七

第
百
九
十
九
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま

で
に
掲
げ
る
書
類

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
（
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
登
録
金
融
機
関
が
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
（
法
に
相

当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類

取
消
し
を
命
ず
る
書
面
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(1)

当
該
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

(2)
ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
登
録
金
融
機

関
が
法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
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し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

(1)
は
、
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
審
判
書
の
写
し
又
は
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始

の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

(2)
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

(3)
あ
っ
て
は
、
確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で

(4)
、
外
国
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
を
命
ず
る
書
面
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並

び
に
取
消
し
の
根
拠
と
な
る
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

-449-



ニ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
記

事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

八

第
百
九
十
九
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
審
判
書
の
写
し
又
は
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決

定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ロ

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ニ

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
、

外
国
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
の
根
拠
と
な
る
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

九

第
百
九
十
九
条
第
三
号
又
は
第
二
百
条
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類
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イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
又
は
該
当
し
な
く
な
っ
た
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
の
関
係
を
示
す
書
類

十

第
百
九
十
九
条
第
四
号
又
は
第
二
百
条
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
持
株
会
社
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
持
株
会
社
の
関
係
を
示
す
書
類

十
一

第
百
九
十
九
条
第
五
号
又
は
第
二
百
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

最
近
の
日
計
表

十
二

第
百
九
十
九
条
第
六
号
又
は
第
二
百
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

変
更
後
の
定
款

十
三

第
百
九
十
九
条
第
十
号
に
該
当
す
る
場
合

当
該
不
利
益
処
分
を
規
定
す
る
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

十
四

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
（
純
財
産
額
が
令
第
十
五
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
定
め
る
金
額
に

満
た
な
く
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

純
財
産
額
が
令
第
十
五
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
定
め
る
金
額
に
満
た
な
く
な
っ

た
日
の
日
計
表
及
び
純
財
産
額
を
算
出
し
た
書
面

十
五

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合

純
財
産
額
が
資
本
金
の
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
日
の
日
計
表
及
び

純
財
産
額
を
算
出
し
た
書
面

-451-



十
六

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
書
類

イ

主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ニ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類

当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
後
見

(1)
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
審
判
書
の
写
し
又
は
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の

内
容
を
記
載
し
た
書
面

当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(2)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(3)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
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当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(4)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
外
国
に
お
い
て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
刑
の
根
拠
と
な
っ
た
外
国
の

法
令
及
び
そ
の
訳
文

当
該
主
要
株
主
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
若
し
く
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ

(5)
れ
て
い
る
者
の
法
定
代
理
人
が
外
国
に
お
い
て
登
録
等
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
録
等
の
取
消
し
の

根
拠
と
な
る
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

ロ

主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類

当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消

(1)
し
を
命
ず
る
書
類
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
同
項

(2)
第
二
号
ニ
若
し
く
は
ホ
に
該
当
す
る
場
合
で
、
外
国
に
お
い
て
登
録
等
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消

し
の
根
拠
と
な
っ
た
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文
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当
該
主
要
株
主
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
確
定

(3)
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

(4)
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
審
判
書
の
写
し
又
は
後
見
開
始
の
決
定

若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

(5)
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面

当
該
主
要
株
主
で
あ
る
法
人
を
代
表
す
る
役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ

(6)
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
七

第
百
九
十
九
条
第
十
一
号
ト
又
は
第
二
百
条
第
十
号
に
該
当
す
る
場
合
（
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
業
務
の
委
託
を
行

っ
た
場
合
に
限
る
。
）

業
務
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写
し

十
八

第
百
九
十
九
条
第
十
二
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
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イ

劣
後
特
約
付
借
入
金
を
借
り
入
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
契
約
書
の
写
し

ロ

劣
後
特
約
付
社
債
を
発
行
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
目
論
見
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
写
し

（
議
決
権
の
過
半
数
の
保
有
の
判
定
）

第
二
百
三
条

法
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
の
過
半
数
の
保
有
の
判
定
に
当
た
っ
て
、
保
有
す
る
議
決
権
に
は
、

他
人
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る

株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
株
式
又
は
出
資

に
係
る
議
決
権
を
除
く
も
の
と
す
る
。

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
二
百
四
条

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

そ
の
旨
及
び
死
亡
の
年
月
日

二

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

廃
止
の
年
月
日
及
び
理
由
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三

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

合
併
の
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称

ロ

合
併
の
年
月
日
及
び
理
由

ハ

合
併
の
方
法

四

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
年
月
日

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

五

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

解
散
の
年
月
日
及
び
理
由

六

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

承
継
先
の
商
号
又
は
名
称

ロ

分
割
の
年
月
日
及
び
理
由

七

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

譲
渡
先
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
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ロ

譲
渡
の
年
月
日
及
び
理
由

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

最
近
の
日
計
表

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
清
算
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

二

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

合
併
契
約
の
内
容
及
び
合
併
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
合
併
後
存
続
す
る
法
人
へ
の
承
継
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
清
算
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

四

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
清
算
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
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五

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
及
び
分
割
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
承
継
先
へ
の
引
継
ぎ
方
法
を
記
載
し
た
書
面

六

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

事
業
譲
渡
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
譲
渡
先
へ
の
引
継
ぎ
方
法
を
記
載
し
た
書
面

（
廃
業
等
の
公
告
等
）

第
二
百
五
条

法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
又
は
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙

（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
お
け
る
公
告
の
方
法
（
公
告
の
期
間
を
含
む
。
）
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
営
業
所
又
は
事
務
所
で
の
掲
示
に
は
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
顧

客
取
引
の
結
了
の
方
法
並
び
に
金
融
商
品
取
引
業
等
（
投
資
助
言
・
代
理
業
を
除
く
。
）
に
関
し
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た

財
産
及
び
そ
の
計
算
に
お
い
て
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
占
有
す
る
財
産
の
返
還
の
方
法
を
示
す
も
の
と
す
る
。
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３

法
第
五
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

該
当
事
由

四

該
当
事
由
の
発
生
予
定
年
月
日

４

前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
所
在
不
明
者
の
公
告
）

第
二
百
六
条

法
第
五
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

（
監
督
処
分
の
公
告
）

第
二
百
七
条

法
第
五
十
四
条
の
二
（
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官

報
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
資
産
の
国
内
保
有
）
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第
二
百
八
条

令
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
負
債
の
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
負
債
の
額
（
保

証
債
務
の
額
を
含
む
。
）
か
ら
非
居
住
者
に
対
す
る
債
務
の
額
を
控
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節

外
国
業
者
に
関
す
る
特
例

第
一
款

外
国
証
券
業
者

（
有
価
証
券
の
売
買
等
の
相
手
方
と
で
き
る
金
融
機
関
の
範
囲
）

第
二
百
九
条

令
第
十
七
条
の
三
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
金
融
機
関
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
金
融

機
関
（
第
八
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
の
う
ち
農
業
協
同
組
合
に
つ
い
て
は
、
適
格
機
関
投
資
家
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

）
と
す
る
。

一

銀
行

二

保
険
会
社

三

信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会

四

労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会

五

農
林
中
央
金
庫
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六

商
工
組
合
中
央
金
庫

七

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う

協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
）

八

業
と
し
て
貯
金
の
受
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会

第
二
百
十
条

令
第
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
金
融
機
関
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ

る
金
融
機
関
と
す
る
。

第
二
百
十
一
条

令
第
十
七
条
の
三
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
金
融
機
関
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
銀
行
と
す
る
。

（
顧
客
の
計
算
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
の
売
買
等
）

第
二
百
十
二
条

令
第
十
七
条
の
三
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
銀
行
が
、
顧
客
た
る
外
国
証
券
業

者
の
書
面
に
よ
る
注
文
を
受
け
て
そ
の
計
算
で
国
内
に
お
い
て
行
う
有
価
証
券
の
売
買
又
は
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号

若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

（
外
国
証
券
業
者
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
有
価
証
券
に
関
連
す
る
行
為
）

第
二
百
十
三
条

令
第
十
七
条
の
三
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

有
価
証
券
の
売
買

二

有
価
証
券
の
売
買
又
は
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理

三

外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
又
は
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
委
託
の
媒
介

、
取
次
ぎ
又
は
代
理

２

令
第
十
七
条
の
三
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
有
価
証
券
の
売
買
又
は
法
第
二
十
八
条
第
八
項

第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

（
引
受
業
務
の
う
ち
の
協
議
に
つ
い
て
の
届
出
事
項
）

第
二
百
十
四
条

令
第
十
七
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
協
議
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
協
議
」
と
い
う
。
）

を
国
内
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
外
国
証
券
業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
証
券
業
者
が
個
人
で
あ
る

場
合
に
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

商
号
又
は
氏
名

二

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
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三

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額

四

代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名

五

当
該
協
議
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
国
内
の
住
所
又
は
居
所
そ
の
他
の
連
絡
場
所

六

当
該
協
議
に
係
る
有
価
証
券
に
関
し
予
定
さ
れ
て
い
る
次
の
事
項

イ

発
行
者
又
は
所
有
者

ロ

種
類

ハ

数
量
及
び
金
額

ニ

発
行
又
は
売
出
し
の
場
所
及
び
年
月
日

ホ

他
の
引
受
幹
事
金
融
商
品
取
引
業
者
（
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
六
号
ヘ
に
規
定
す
る
引
受
幹
事
金
融
商
品
取

引
業
者
を
い
う
。
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
（
当
該
書
類
が
前
項
に
規
定
す
る
届
出
の
日
前
一
年
以
内
に
添
付
し
て
届
け
出
ら
れ
た

も
の
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付
し
て
届
け
出
た
年
月
日
及
び
当
該
添
付
し
た
書
類
を
参
照
す
べ
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き
旨
を
記
載
し
た
書
類
）

二

最
近
一
年
間
に
外
国
に
お
い
て
行
っ
た
有
価
証
券
の
引
受
け
の
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

３

第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
は
、
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
国
債
証
券
若
し
く
は
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払

に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
社
債
券
そ
の
他
の
債
券
に
係
る
協
議
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
二
款

引
受
業
務
の
一
部
の
許
可

（
引
受
業
務
と
同
種
類
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
者
）

第
二
百
十
五
条

令
第
十
七
条
の
六
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
十
五
条
の
十
六
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
類
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
と
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
の
公
告
）

第
二
百
十
六
条

法
第
五
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
の
公
告
は
、
官
報
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
外
国
証
券
業
者
の
引
受
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
十
七
条

法
第
五
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は

、
引
受
業
務
（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
受
業
務
を
い
う
。
）
に
関
し
て
、
虚
偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
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事
項
に
つ
き
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為
と
す
る
。

第
三
款

取
引
所
取
引
業
務
の
許
可

（
許
可
の
申
請
）

第
二
百
十
八
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十

条
の
二
第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
、
当
該
許
可
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
申
請
書
に
添
付

す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
百
十
九
条

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
取
引
所
取
引
（
法
第
六
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
種
類
の
取
引
に
係
る
業
務
を
開
始
し
た
日
と
す
る
。

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
二
百
二
十
条

法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

業
務
運
営
に
関
す
る
基
本
原
則

二

業
務
執
行
の
方
法
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三

業
務
分
掌
の
方
法

四

業
と
し
て
行
う
取
引
所
取
引
の
種
類

五

苦
情
の
解
決
の
た
め
の
体
制

六

我
が
国
の
金
融
商
品
取
引
法
令
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
役
員
及
び
使
用
人
の
確
保
の
状
況
並
び
に
当
該
役
員
及
び
使

用
人
の
配
置
の
状
況

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
二
十
一
条

法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

取
引
所
取
引
業
務
（
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
業
務
を
い
う
。
第
九
号
、
第
二
百
二
十
三
条
及
び

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
始
を
決
議
し
た
役
員
会
等
（
役
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機
関
を

い
う
。
）
の
議
事
録

二

本
店
又
は
取
引
所
取
引
店
（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
所
在
す
る
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
登
録
等
（
法
第
五
十
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
登
録
等
を
い
う
。
）
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
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三

す
べ
て
の
取
引
所
取
引
店
に
お
い
て
、
取
引
所
取
引
と
同
種
類
の
取
引
に
係
る
業
務
を
三
年
以
上
継
続
し
て
行
っ
て
い

る
こ
と
、
又
は
令
第
十
七
条
の
八
第
二
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四

純
財
産
額
を
算
出
し
た
書
面

五

役
員
、
取
引
所
取
引
店
所
在
国
に
お
け
る
代
表
者
（
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
店
所

在
国
に
お
け
る
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と

い
う
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

六

役
員
等
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
七

役
員
等
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

八

役
員
等
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役

員
等
が
誓
約
す
る
書
面

九

取
引
所
取
引
業
務
を
行
う
際
に
使
用
す
る
端
末
（
金
融
商
品
取
引
所
の
使
用
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
と
接
続
す
る
申
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請
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
不
公
正
な
取
引
の
防
止
を
図
る
た
め
に
講
じ
て
い
る
措
置
を

記
載
し
た
書
面

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
二
十
二
条

法
第
六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
取
引
所
取
引
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更

年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書

面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、

所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記

事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

当
該
変
更
に
よ
る
純
財
産
額
の
変
動
を
記
載
し
た
書
面

三

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類
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イ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

(1)

住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(2)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(3)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が

(4)
誓
約
す
る
書
面

四

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
取
引
所
取
引
店
の
名
称
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

五

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
そ
の
他
事
業
を
開
始
し
た
場
合
に
限
る
。

）

当
該
そ
の
他
事
業
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

六

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
国
内
に
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
を
設
置
し

た
場
合
に
限
る
。
）

設
置
し
た
国
内
の
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
の
組
織
及
び
人
員
配
置
を
記
載
し
た
書
面
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七

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

履
歴
書

(1)

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(2)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(3)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
国
内
に

(4)
お
け
る
代
表
者
が
誓
約
す
る
書
面

（
変
更
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

第
二
百
二
十
三
条

法
第
六
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

本
店
又
は
取
引
所
取
引
店
に
お
い
て
業
務
（
取
引
所
取
引
店
に
あ
っ
て
は
、
取
引
所
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を

休
止
し
、
又
は
再
開
し
た
場
合

二

他
の
法
人
と
合
併
し
た
場
合
、
分
割
に
よ
り
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
事
業
の
一
部
を
承
継
さ
せ
、
若
し
く
は
他
の
法

-470-



人
の
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
し
た
場
合
又
は
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
事
業
の
重
要
な
一
部
の
譲
渡
若
し
く

は
他
の
法
人
か
ら
事
業
の
全
部
若
し
く
は
重
要
な
一
部
を
譲
り
受
け
た
場
合

三

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
若
し
く
は
清
算
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
又
は
本
店
若
し
く

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
に
お
い
て
当
該
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
を
行
っ
た
場
合

四

定
款
を
変
更
し
た
場
合
（
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
部
分
の
変
更
そ
の
他
重
要
な
変
更
に
限
る
。
）

五

取
引
所
取
引
業
務
を
開
始
し
た
場
合

六

法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
ト
（
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
又
は
チ
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

七

役
員
等
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ

た
場
合

八

純
財
産
額
が
資
本
金
の
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
場
合
（
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

九

法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
不
利
益
処
分
を
受
け
た
場
合
（
取
引
所
取
引
と
同
種
類
の
取
引
に

係
る
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
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十

役
職
員
に
法
令
等
に
反
す
る
行
為
（
取
引
所
取
引
業
務
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
当
該
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に

限
る
。
次
号
に
お
い
て
「
事
故
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

十
一

前
号
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
し
た
事
故
等
の
詳
細
が
判
明
し
た
場
合

（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
二
十
四
条

法
第
六
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
取
引
所
取
引
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更

年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を

添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

同
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
事
項
に
限
る
。

）
を
記
載
し
た
書
類

二

前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
合
併
の
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

合
併
契
約
の
内
容
及
び
合
併
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

ロ

当
事
者
の
最
近
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
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ハ

合
併
後
の
純
財
産
額
及
び
自
己
資
本
規
制
比
率
を
記
載
し
た
書
面

ニ

顧
客
勘
定
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三

前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
分
割
に
よ
り
他
の
法
人
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

吸
収
分
割
契
約
の
内
容
及
び
分
割
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

ロ

当
事
者
の
最
近
の
貸
借
対
照
表

ハ

分
割
後
の
純
財
産
額
、
自
己
資
本
規
制
比
率
を
記
載
し
た
書
面

四

前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
他
の
法
人
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ

る
書
類

イ

事
業
の
譲
受
け
の
契
約
の
内
容
及
び
事
業
の
譲
受
け
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

ロ

当
事
者
の
最
近
の
貸
借
対
照
表

ハ

事
業
の
譲
受
け
後
の
純
財
産
額
、
自
己
資
本
規
制
比
率
を
記
載
し
た
書
面

五

前
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類
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イ

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
又
は
清
算
開
始
の
申
立
て
に
係
る
書
面
の
写
し

ロ

最
近
の
日
計
表

六

前
条
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

変
更
後
の
定
款

七

前
条
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し

八

前
条
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ヘ
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限

る
。
）

純
財
産
額
が
令
第
十
七
条
の
九
第
一
項
で
定
め
る
金
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
日
の
純
財
産
額
を
算
出
す
る
た
め

の
計
算
を
記
載
し
た
書
面

九

前
条
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ト
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限

る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

取
消
し
を
命
ず
る
書
類
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
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ロ

当
該
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

十

前
条
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
チ
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限

る
。
）

確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
一

前
条
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
（
役
員
等
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
限
る
。
）

後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
審
判
書
の
写
し
又
は
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保

佐
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
二

前
条
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
（
役
員
等
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
限
る
。
）

破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書

面
十
三

前
条
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
（
役
員
等
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
の
規
定
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
四

前
条
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
（
役
員
等
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
の
規
定
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
で
、
外
国
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

取
消
し
を
命
ず
る
書
類
の
写
し
又
は
こ
れ
に
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代
わ
る
書
面
並
び
に
取
消
し
の
根
拠
と
な
っ
た
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

十
五

前
条
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合

純
財
産
額
を
算
出
す
る
た
め
の
計
算
を
記
載
し
た
書
面

十
六

前
条
第
九
号
に
該
当
す
る
場
合

不
利
益
処
分
を
規
定
す
る
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
二
百
二
十
五
条

法
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
作

成
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
帳
簿
書
類
は
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十

号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
は
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
作
成
の
日
か

ら
七
年
間
、
同
項
第
四
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
作
成
の

日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
告
書
の
提
出
）

第
二
百
二
十
六
条

法
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
報
告
書
は
、
別
紙

様
式
第
十
九
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
事
業
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
二
百
二
十
七
条

令
第
十
七
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
取
引
所
取
引
許
可
業
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号

二

当
該
事
業
報
告
書
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

三

当
該
事
業
報
告
書
に
係
る
期
間
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
終
了
の
日

四

当
該
事
業
報
告
書
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
代
表
者
が
当
該
承
認
申
請
書
の
提
出
に
関
し
正
当
な
権
限

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
法
令
又
は
慣
行
に
関
す
る
事
項
が
真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
律
専
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門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
条
文

３

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
、
そ
の
本

国
の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
そ
の
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
事
業
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
期
間
（
そ
の
日
が
期
間
の
開
始
後
三
月
以
内
（
直
前
の
期
間
に
係
る
事
業
報
告

書
の
提
出
に
関
し
て
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
期
間
内
）
の
日
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
直
前
の
期
間
）
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
あ
る
こ

と
と
な
る
日
の
属
す
る
期
間
の
直
前
の
期
間
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
、
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
承
認
は
、
同
項
の
取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
毎
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
前
五
年
以
内
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
同
一
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
事
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
期
間
中
に
当
該
承
認
に
係
る
申
請
の
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
な
か
っ
た
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
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条
文

（
そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
二
百
二
十
八
条

令
第
十
七
条
の
十
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
取
引
所
取
引
許
可
業
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号

二

当
該
そ
の
他
の
書
類
等
（
法
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
書
類
及
び
書
面
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

三

当
該
そ
の
他
の
書
類
等
に
係
る
期
間
終
了
の
日

四

当
該
そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
に
関
し
当
該
承
認
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
代
表
者
が
当
該
承
認
申
請
書
の
提
出
に
関
し
正
当
な
権
限

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
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三

当
該
承
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
法
令
又
は
慣
行
に
関
す
る
事
項
が
真
実
か
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
律
専

門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係
条
文

３

所
管
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
、
そ
の
本

国
の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
そ
の
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
そ
の
他
の
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
期
間
（
そ
の
日
が
期
間
開
始
後
三
月
以
内
（
直
前
の
期
間
に
係
る
そ
の
他

の
書
類
等
の
提
出
に
関
し
て
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
期
間
内
）
の
日
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
直
前
の
期
間
）
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が

あ
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
期
間
の
直
前
の
期
間
ま
で
の
事
業
年
度
に
係
る
そ
の
他
の
書
類
等
に
つ
い
て
、
承
認
を
す
る

も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
承
認
は
、
同
項
の
取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
毎
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
前
五
年
以
内
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
同
一
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
事
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

-480-



一

当
該
期
間
中
に
当
該
承
認
に
係
る
申
請
の
理
由
に
つ
い
て
消
滅
又
は
変
更
が
な
か
っ
た
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
専
門
家
の
法
律
意
見
書
及
び
当
該
法
律
意
見
書
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
法
令
の
関
係

条
文

（
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
等
）

第
二
百
二
十
九
条

第
百
七
十
三
条
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
取
引
所
取
引
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
三
条
第
一
号
中
「
毎
事
業
年
度
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
外
国
法
人
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と

あ
る
の
は
、
「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財

務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
第
百
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
百
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用

-481-



す
る
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
」
と
、
同
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
第
六
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
の
公
告
）

第
二
百
三
十
条

法
第
六
十
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
三
十
一
条

法
第
六
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為

は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、
国
内
に

お
け
る
代
表
者
又
は
使
用
人
が
、
自
己
の
職
務
上
の
地
位
を
利
用
し
て
、
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に

係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
職
務
上
知
り
得
た
特
別
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
す
る
行

為
二

顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
が
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
法
第
百
六
十
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
有
価
証
券

-482-



の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
の
受
託
等
を
す
る
行
為

三

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
有
価
証
券
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く

は
代
理
に
つ
き
、
顧
客
に
対
し
て
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
法
人
関
係
情
報
を
提
供
し
て
勧
誘
す
る
行
為

四

法
人
関
係
情
報
に
基
づ
い
て
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
当
該
法
人
関
係
情
報
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

等
（
当
該
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
が
有
価
証
券
の
売
買
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
（
オ
プ
シ

ョ
ン
と
類
似
の
権
利
で
あ
っ
て
、
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
ハ

と
類
似
の

(1)

取
引
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
有
価
証
券
の
売
買
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

五

不
特
定
か
つ
多
数
の
顧
客
に
対
し
、
特
定
か
つ
少
数
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
市
場

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
委
託
等
を
一
定
期
間
継
続
し
て
一
斉
に
か
つ
過
度
に
勧
誘
す
る
行
為
で
、
公
正
な
価

格
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
価
格
に
相
当
す
る
事
項
）
の
形
成
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

六

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た

数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し
、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も

っ
て
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
に
係
る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
申
込
み
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若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

七

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た

数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し
、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
に
係
る
買
付
け
若
し
く
は

売
付
け
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
の
受
託
等
を
す
る
行
為

八

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
を
除
く
。
）
を
し
た
取
引
所
取
引
許
可
業
者
が

、
そ
の
最
初
に
行
っ
た
安
定
操
作
取
引
の
時
か
ら
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
操
作
期
間
の
末
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
当
該
安
定
操
作
取
引
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
き
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た
旨
を
表
示
し
な
い
で
、
当
該
有

価
証
券
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
、
時
価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
、
優
先
出
資
証
券
若
し
く

は
投
資
証
券
に
つ
い
て
買
付
け
の
受
託
等
若
し
く
は
売
付
け
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
の
買
付
け
の
受
託
等
、
金
融

商
品
取
引
業
者
等
へ
の
売
付
け
及
び
売
付
け
に
係
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
又
は
当
該
有
価
証
券
の
売
買

に
係
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
コ
ー
ル
の
取
得
又
は
プ
ッ
ト
の
付
与
に
限
る
。
）
の
受
託
等
（
金
融
商
品

取
引
業
者
等
か
ら
の
受
託
等
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為
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前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
は
、
有
価
証
券
の
募
集
（
五
十
名
以
上
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

２
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
出
し
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。

）
を
容
易
に
す
る
た
め
に
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て
一
連
の
有
価
証
券
売
買
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
連
の

有
価
証
券
売
買
等
又
は
こ
れ
ら
の
委
託
等
を
行
う
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
二
百
三
十
二
条

法
第
六
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は

、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

一

そ
の
取
り
扱
う
法
人
関
係
情
報
に
関
す
る
管
理
又
は
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
関
す
る
管
理
に
つ

い
て
法
人
関
係
情
報
に
係
る
不
公
正
な
取
引
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
状
況

二

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た

数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し
、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
上
場
金
融
商
品
等
に
係
る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
又
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は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
受
託
等
を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

第
四
款

情
報
収
集
の
た
め
の
施
設
の
設
置

第
二
百
三
十
三
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
業
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
業
を
行
う
者
で
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
又
は
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う

者
二

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
（
そ
の
行
う
同
項
第
一
号
か
ら

第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
二
十
八
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て
、

顧
客
か
ら
金
銭
の
預
託
を
受
け
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者

三

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
信
託
会
社
が
営
む
業
務
と
同
種
類
の
業
務
を
営
む
者

２

法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
証
券
業
者
が
個
人
で
あ
る

場
合
に
は
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
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二

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所

三

業
務
の
内
容

四

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額

五

代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名

六

国
内
に
設
置
し
よ
う
と
す
る
施
設
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

名
称

ロ

代
表
者
の
氏
名
及
び
国
内
の
住
所

ハ

設
置
し
よ
う
と
す
る
理
由

ニ

従
業
員
数

ホ

設
置
予
定
年
月
日

第
六
節

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
特
例

（
同
種
の
新
規
発
行
権
利
）

第
二
百
三
十
四
条

令
第
十
七
条
の
十
二
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
権
利
と
同
一
種
類
の
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
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定
め
る
他
の
権
利
は
、
有
価
証
券
と
し
て
の
当
該
権
利
と
発
行
者
及
び
出
資
対
象
事
業
が
同
一
で
あ
る
有
価
証
券
と
し
て
の

権
利
と
す
る
。

（
適
格
機
関
投
資
家
等
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
二
百
三
十
五
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

そ
の
発
行
す
る
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
若
し
く
は
同
項
第
十
七

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
五
号
、
第
九
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
表
示
さ
れ
る
権
利
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
権
利
（
そ
の
取
得
の
対
価
の
額
を
超
え
て

財
産
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
内
容
と
す
る
権
利
を
除
く
。
）
を
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
が
取
得
し
て

い
る
特
別
目
的
会
社

二

法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
に
対
す
る
投
資
事
業
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
（
当
該

契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
基
づ
く
権
利
が
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で

適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
を
相
手
方
と
す
る
も
の
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
基
づ
き
当
該
相
手
方
か
ら
出
資

又
は
拠
出
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
充
て
て
当
該
投
資
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
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イ

次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
が
四
十
九
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
事
業
に
係
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合

契
約
及
び
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
契
約
を
含
む
。

に
お
い
て
同
じ
。
）

(2)

当
該
投
資
事
業
と
し
て
出
資
又
は
拠
出
さ
れ
た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
充
て
て
行
う
出
資
対
象
事
業
に
係
る
契
約

(1)
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
（
当
該
投
資
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お

う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数

当
該
投
資
事
業
に
係
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
又
は
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
（
当
該
投
資
事
業
を
行
い

(2)
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
が
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
投
資
運
用
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

）
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
の
数

ロ

当
該
投
資
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
と
当
該
投
資
事
業
と
し
て
出
資
又
は
拠
出
を
さ
れ
た
金
銭
そ
の
他

の
財
産
を
充
て
て
出
資
対
象
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
と
が
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
数
の
合

計
が
四
十
九
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
事
業
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為

当
該
出
資
対
象
事
業
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
（

(1)
当
該
投
資
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数
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当
該
投
資
事
業
に
係
る
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
の
数

(2)

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
届
出
）

第
二
百
三
十
六
条

法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
適
格

機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営

業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
準
じ
て
英
語
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
例
業
務
届
出
者
の
使
用
人
）

第
二
百
三
十
七
条

令
第
十
七
条
の
十
三
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
部
長
、
次
長
、
課
長
そ
の
他
い
か

な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
同
号
に
規
定
す
る
業
務
を
統
括
す
る
者
の
権
限
を
代
行
し
得
る
地
位
に
あ
る

者
と
す
る
。

２

令
第
十
七
条
の
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
金
融
商
品
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断

を
行
う
者
と
す
る
。
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（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
届
出
事
項
）

第
二
百
三
十
八
条

法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
百
九
十
四
条
の
六
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨
と
す
る
。

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
三
十
九
条

法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
例
業
務
届
出
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日

及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及
び

当
該
書
面
の
写
し
を
添
付
し
て
、
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
指
定
を
受
け
た
特
例
業
務
届
出
者

に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
れ
以
外
の
特
例
業
務
届
出
者
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
業
務
届
出
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に

営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
は
、
英
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
書
面
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
準
じ
て
英
語
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
の
届
出
）

-491-



第
二
百
四
十
条

法
第
六
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
例
業
務
届
出
者
は
、
そ
の
旨
、
該
当
し
な
く
な
っ
た

年
月
日
及
び
該
当
し
な
く
な
っ
た
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
指

定
を
受
け
た
特
例
業
務
届
出
者
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
れ
以
外
の
特
例
業
務
届
出
者
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
業
務
届

出
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
は
、
英
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
例
業
務
届
出
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
二
百
四
十
一
条

法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
、
同
条
第
一
項
の
特
例
業
務
届
出
者
が
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
指
定
を
受
け
た
特
例
業
務

届
出
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
れ
以
外
の
特
例
業
務
届
出
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
業
務
届
出
者
の

本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡

財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

一

承
継
し
た
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

承
継
の
年
月
日
及
び
理
由

三

承
継
の
方
法

２

前
項
の
届
出
書
は
、
英
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
例
業
務
届
出
者
の
廃
業
等
の
届
出
）

第
二
百
四
十
二
条

法
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
例
業
務
届
出
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官

の
指
定
を
受
け
た
特
例
業
務
届
出
者
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
れ
以
外
の
特
例
業
務
届
出
者
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
業

務
届
出
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

休
止
の
期
間
又
は
再
開
の
年
月
日
及
び
休
止
又
は
再
開
の
理
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由
二

法
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

廃
止
の
年
月
日
及
び
理
由

２

前
項
の
届
出
書
は
、
英
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
例
業
務
届
出
者
の
解
散
の
届
出
）

第
二
百
四
十
三
条

法
第
六
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
解
散
の
年
月
日
及
び
理
由
を
記
載
し
た

届
出
書
を
、
当
該
届
出
に
係
る
特
例
業
務
届
出
者
が
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
指
定
を
受
け
た

特
例
業
務
届
出
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
れ
以
外
の
特
例
業
務
届
出
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
例
業
務

届
出
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
は
、
英
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
る
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
届
出
事
項
）

第
二
百
四
十
四
条

法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
法
第
六
十
三
条
の
三
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第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
百
四
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

別
紙
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し
を
添

付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
る
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
二
百
四
十
五
条

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
そ
の
旨
、
該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
該
当
し
な
く
な
っ
た
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、

所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
る
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
二
百
四
十
六
条

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行

う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

休
止
の
期

間
又
は
再
開
の
年
月
日
及
び
休
止
又
は
再
開
の
理
由
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二

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

廃
止
の
年

月
日
及
び
理
由

第
七
節

外
務
員

（
外
務
員
登
録
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
百
四
十
七
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

登
録
申
請
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

外
務
員
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

役
員
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
（
取
締
役
、
会
計
参

与
、
監
査
役
及
び
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
）
又
は
使
用
人
の
別

ロ

法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
処
分
の
日
、
理
由
及
び
期

間

（
外
務
員
登
録
原
簿
を
備
え
る
場
所
）

第
二
百
四
十
八
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
（
法
第
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六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
事
務
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
協
会
（
同
項
に
規
定
す
る
協
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
外

務
員
に
係
る
登
録
原
簿
に
つ
い
て
は
、
当
該
協
会
）
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
二
百
四
十
九
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
二
号

に
よ
り
作
成
し
た
同
条
第
三
項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録

申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
百
五
十
条

法
第
六
十
四
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
登
録
の
申
請
に
係
る
外
務
員
に

つ
い
て
の
金
融
商
品
取
引
業
を
行
っ
た
こ
と
の
有
無
及
び
金
融
商
品
取
引
業
を
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

行
っ
た
期
間
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
五
十
一
条

法
第
六
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
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一

登
録
の
申
請
に
係
る
外
務
員
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

登
録
の
申
請
に
係
る
外
務
員
が
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
申
請

者
及
び
当
該
外
務
員
が
誓
約
す
る
書
面

（
登
録
事
項
の
変
更
等
の
届
出
）

第
二
百
五
十
二
条

法
第
六
十
四
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
別
紙
様
式
第
二
十

三
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
を
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

後
見
開
始
の
審
判
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
た
年
月
日

二

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
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場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

三

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

刑
の
確
定
し
た
年
月
日
及
び
刑
の
種
類

四

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

五

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

解
任
又
は
解
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

六

法
第
六
十
四
条
の
四
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

職
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

外
務
員
の
職
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
理
由

３

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
限
る
。
）

後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
審
判
書
の
写
し
又
は
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は

保
佐
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
限
る
。
）

破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
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三

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四

法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
の
規
定
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
、
外
国
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

取
消
し
を
命
ず
る
書
類
の
写
し
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
消
し
の
根
拠
と
な
る
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

（
外
務
員
が
退
職
す
る
際
の
届
出
）

第
二
百
五
十
三
条

法
第
六
十
四
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
お
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
当
該
外

務
員
に
法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
の
前
に
法
第
五
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
事
実
の
詳
細
を
記
載
し
た
書
面
を
管
轄
財
務
局
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
会
の
外
務
員
登
録
事
務
）

第
二
百
五
十
四
条

法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
登
録
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
、
協
会
に
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
外
務
員
に
係
る
も
の
を
当
該
協
会
に
、
協
会
に
所
属
し
な
い
金
融
商
品
取

引
業
者
等
に
係
る
も
の
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
協
会
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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一

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
受
理

二

法
第
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

三

法
第
六
十
四
条
第
六
項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
十
四
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

四

法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否

五

法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
問

六

法
第
六
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

七

法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
及
び
職
務
の
停
止
の
命
令

八

法
第
六
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞

九

法
第
六
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消

（
財
務
局
長
等
へ
の
届
出
）

第
二
百
五
十
五
条

法
第
六
十
四
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
協
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
を
、
登
録
事
務
に
係
る
外
務
員
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該

所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
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し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
事
務
に
係
る
外
務
員
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

登
録
事
務
に
係
る
外
務
員
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

処
理
し
た
登
録
事
務
の
内
容
及
び
処
理
し
た
年
月
日

四

前
号
の
登
録
事
務
の
内
容
が
職
務
の
停
止
の
命
令
又
は
登
録
の
抹
消
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由

（
登
録
手
数
料
の
額
）

第
二
百
五
十
六
条

令
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
千
円
と
す
る
。

２

令
第
十
七
条
の
十
五
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
現
金
を
も
っ
て
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
法
第
六
十
四
条
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
の
申
請
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
章

金
融
商
品
仲
介
業
者

第
一
節

総
則
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（
登
録
の
申
請
）

第
二
百
五
十
七
条

法
第
六
十
六
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十

六
条
の
二
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録

申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該

所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
百
五
十
八
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
会
社
の
商
号
及
び
事
業
の
種

類
二

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
が
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

役
員
の
氏
名
並
び
に
当
該
他
の
会
社
の
商
号
及
び
事
業
の
種
類
又
は
行
っ
て
い
る
事
業
の
種
類

-504-



三

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
登
録
申
請
者
の
事
故
（
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
百
七
十
七
条
か
ら
第
二
百
七
十
九
条
ま
で

及
び
第
二
百
八
十
一
条
第
十
二
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
当
該
事
故
に
よ
る
損
失
の
補
て
ん
を
行
う
所
属
金
融

商
品
取
引
業
者
等
の
商
号
又
は
名
称

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
二
百
五
十
九
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

業
務
の
内
容
及
び
方
法

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
業
務
分
掌
の
方
法

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
六
十
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
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ロ

役
員
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
ハ

役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

ニ

役
員
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役

員
が
誓
約
す
る
書
面

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

履
歴
書

ロ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

三

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
の
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し

四

第
二
百
五
十
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
契
約
書
の
写
し

（
電
磁
的
記
録
）
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第
二
百
六
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二

二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す

る
。

２

前
項
の
電
磁
的
記
録
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る
方
式

３

第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
申
請
者
の
商
号
又
は
名
称

二

申
請
年
月
日

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
）

第
二
百
六
十
二
条

管
轄
財
務
局
長
等
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
係
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
登
録
簿
を
当

該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
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場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
）
に
備
え
置

き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
六
十
三
条

法
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更

年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た

書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管

轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載

し
た
登
記
事
項
証
明
書
（
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

(1)
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住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(2)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

(3)

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が

(4)
誓
約
す
る
書
面

三

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
新
た
に
委
託
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

新
た
に
委
託
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
の
金
融
商
品
仲

介
業
に
係
る
委
託
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し

四

第
二
百
五
十
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
変
更
に
係
る
理
由
書

ロ

第
二
百
六
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

２

管
轄
財
務
局
長
等
は
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
か
ら
そ
の
管
轄
す
る
区
域
を
超
え
て
本
店
等
の
所
在
地
を
変
更
し
た
こ
と
の

届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
届
出
書
及
び
金
融
商
品
仲
介
業
者
登
録
簿
の
う
ち
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
係
る
部
分
そ
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の
他
の
書
類
を
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局

の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

関
東
財
務
局
長
）
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
送
付
を
受
け
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
は
、
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
係
る
事

項
を
金
融
商
品
仲
介
業
者
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
六
十
四
条

法
第
六
十
六
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更

年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
第
二
百
五
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

業
務

（
掲
示
す
べ
き
標
識
の
様
式
）

第
二
百
六
十
五
条

法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。
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（
広
告
類
似
行
為
）

第
二
百
六
十
六
条

法
第
六
十
六
条
の
十
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の

方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

一

法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二

個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結

の
勧
誘
に
使
用
し
な
い
も
の
を
配
布
す
る
方
法

三

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他
の
物
品
に

表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の

物
品
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
の
名
称
、
銘
柄
又
は
通
称

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
又
は
そ
の
種
類

(1)
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有
価
証
券
又
は
そ
の
種
類

(2)

出
資
対
象
事
業
又
は
そ
の
種
類

(3)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

(4)

(1)

(3)

ロ

こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
を
す
る
金
融
商
品
仲
介
業

者
の
商
号
、
名
称
若
し
く
は
氏
名
又
は
こ
れ
ら
の
通
称

ハ

令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は

数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

契
約
締
結
前
交
付
書
面

(1)

上
場
有
価
証
券
等
書
面

(2)

第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
目
論
見
書
と
一
体
の
も
の
と
し
て

(3)
交
付
さ
れ
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
書
面
）

契
約
変
更
書
面

(4)
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（
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
二
百
六
十
七
条

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
八
条
第
一
項
第

四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の

と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ

せ
る
方
法
又
は
第
二
百
七
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告

を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事

項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
二
百
六
十
八
条

令
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
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い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対

価
（
有
価
証
券
の
価
格
又
は
保
証
金
等
の
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
ご
と
の

金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
有
価
証
券
の
価
格
、
令
第
十
六

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
額
若
し
く
は
運
用
財
産
の
額
に
対
す
る
割
合
又
は
金
融
商
品
取
引

行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
利
益
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額

の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

２

前
項
の
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
投
資
信
託
受
益
権
等
の
取
得
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
財
産
が
他
の
投
資
信
託
受
益
権
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等

」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
手
数
料
等
に
は
、
当
該
出
資
対

象
投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
報
酬
そ
の
他
の
手
数
料
等
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
財
産
が
他
の
投
資
信
託
受
益
権
等
に
対
し
て
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ

る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
投
資
信
託
受
益
権
等
を
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等
と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
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る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
同
項
（
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
資
対
象
投
資
信
託
受
益
権
等

と
み
な
さ
れ
た
投
資
信
託
受
益
権
等
に
係
る
財
産
が
他
の
投
資
信
託
受
益
権
等
に
対
し
て
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
二
百
六
十
九
条

令
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

二

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
金
融

商
品
取
引
業
協
会
の
名
称

（
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
等
）

第
二
百
七
十
条

令
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法

イ

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
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ロ

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
う
者

ハ

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
の
業
務
を
行
う
者

二

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
行
う
広
告
等
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
（
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ

せ
る
方
法
又
は
前
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
と
同
一
の
も
の
に
限
る
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
利
用
し

て
顧
客
に
閲
覧
さ
せ
る
方
法

三

常
時
又
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
内
又
は
屋
外
で
公
衆
に
表
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
っ
て
、
看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙

及
び
は
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広
告
板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
せ
、
又
は
表
示
さ
せ
る
も
の
並
び
に
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の

２

令
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
二
百
六
十
六
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
二
百
七
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項
（
法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

二

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関

す
る
事
項

三

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定
（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
金
融
商
品
市
場
又
は
金
融
商
品
市
場
に
類
似
す
る
市
場
で
外

国
に
所
在
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

五

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
資
力
又
は
信
用
に
関
す
る
事
項

六

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
登
録
金
融
機
関
業
務
）
の
実
績
に

関
す
る
事
項

七

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
額
又
は
計
算
方
法
、
そ

の
支
払
の
方
法
及
び
時
期
並
び
に
そ
の
支
払
先
に
関
す
る
事
項

八

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
抵
当
証
券
等
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
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合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
抵
当
証
券
等
に
記
載
さ
れ
た
債
権
の
元
本
及
び
利
息
の
支
払
の
確
実
性
又
は
保
証
に
関

す
る
事
項

ロ

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
す
る
推
薦
に
関
す
る
事
項

ハ

利
息
に
関
す
る
事
項

ニ

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
抵
当
証
券
等
に
記
載
さ
れ
た
抵
当
権
の
目
的
に
関
す
る
事
項

九

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
投
資
顧
問
契
約
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
助

言
の
内
容
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

十

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
投
資
一
任
契
約
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
投

資
判
断
の
内
容
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

十
一

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
第
七
条
第
四
号
ニ

に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
募
集
又
は
私
募
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合

(1)

に
あ
っ
て
は
、
競
走
用
馬
の
血
統
及
び
飼
養
管
理
の
状
況
に
関
す
る
事
項

（
明
示
事
項
）
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第
二
百
七
十
二
条

法
第
六
十
六
条
の
十
一
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
行
お
う
と
す
る
取
引
に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
金

額
又
は
手
数
料
等
が
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
り
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
旨

二

投
資
助
言
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
投
資
助
言
業
務
の
顧
客
に
対
し
金
融
商
品
仲
介
行
為
（
法
第
二
条
第
十
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
（
一
定
の
期
間
に
お

け
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
報
酬
の
額
が
、
当
該
金
融
商
品
仲
介
行
為
の
回
数
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
と
な
っ
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
報
酬
の
形
態
又
は
額
を
顧
客
に
対
し
明
示
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
金

融
商
品
仲
介
行
為
に
よ
り
得
る
こ
と
と
な
る
報
酬
の
額
（
あ
ら
か
じ
め
報
酬
の
額
が
確
定
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
報
酬
の
額
の
算
定
方
法
）

三

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
顧
客
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の

商
号
又
は
名
称

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
二
百
七
十
三
条

令
第
十
八
条
の
二
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
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す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
（
有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）

二

銀
行

三

協
同
組
織
金
融
機
関

四

保
険
会
社

五

信
託
会
社

（
信
用
の
供
与
を
条
件
と
し
た
有
価
証
券
の
売
買
の
勧
誘
の
禁
止
の
例
外
）

第
二
百
七
十
四
条

法
第
六
十
六
条
の
十
四
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
信
用
の
供
与
を
す
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
（
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す

る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

証
票
等
を
提
示
し
、
又
は
通
知
し
た
個
人
か
ら
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
を
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
が
当

該
有
価
証
券
の
対
価
に
相
当
す
る
額
を
二
月
未
満
の
期
間
内
に
一
括
し
て
支
払
い
、
当
該
額
が
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者

等
（
有
価
証
券
等
管
理
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
。
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二

同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
が
十
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
。

三

当
該
有
価
証
券
の
売
買
が
累
積
投
資
契
約
（
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
か
ら
金
銭
を
預
か
り
、
当
該
金
銭
を

対
価
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
期
日
に
お
い
て
当
該
顧
客
に
有
価
証
券
を
継
続
的
に
売
り
付
け
る
契
約
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

有
価
証
券
の
買
付
け
の
方
法
と
し
て
、
当
該
有
価
証
券
の
種
類
及
び
買
付
け
の
た
め
の
預
り
金
の
充
当
方
法
を
定
め

て
い
る
こ
と
。

ロ

預
り
金
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
顧
客
か
ら
の
払
込
金
及
び
顧
客
が
寄
託
し
て
い
る
有
価
証
券
の
果
実
並
び
に
償
還

金
の
受
入
れ
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
預
り
金
を
累
積
投
資
預
り
金
と
し
て
他
の
預
り
金

と
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ハ

他
の
顧
客
又
は
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
共
同
で
買
い
付
け
る
場
合
に
は
、
顧
客
が
買
い
付
け
た
有
価
証
券
に

つ
き
回
記
号
及
び
番
号
が
特
定
さ
れ
た
と
き
に
、
当
該
顧
客
が
単
独
で
当
該
有
価
証
券
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
が
確

定
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ニ

有
価
証
券
の
管
理
の
方
法
と
し
て
、
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
（
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
顧
客
が
共
有
し
て
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い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
他
の
有
価
証
券
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

顧
客
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
に
は
解
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
七
十
五
条

法
第
六
十
六
条
の
十
四
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
関
し
て
、
虚
偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す

る
行
為

二

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の
指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
顧
客

若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約
さ
せ
、
又
は
こ
れ

を
提
供
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
）

三

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
関
し
、
偽
計
を
用
い
、
又
は
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
を
す
る
行
為

四

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
に
基
づ
く
金
融
商
品
仲
介
行
為
を
行
う
こ
と
の
全
部
又
は
一
部
の
履

行
を
拒
否
し
、
又
は
不
当
に
遅
延
さ
せ
る
行
為

五

金
融
商
品
仲
介
行
為
に
関
し
、
顧
客
（
当
該
金
融
商
品
仲
介
行
為
が
抵
当
証
券
等
及
び
商
品
フ
ァ
ン
ド
関
連
受
益
権
の
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売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
、
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
並
び
に
同
条
第
二
項
に
掲
げ
る
契
約
以

外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り

勧
誘
す
る
行
為

六

法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
を
顧
客
（
特
定
投

資
家
を
除
く
。
）
に
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
な
い
で
当
該
顧
客
を
集
め
て
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る

行
為

七

法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
に
つ
き
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
が
あ
ら

か
じ
め
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
な
い
旨
の
意
思
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
受
け
る
こ
と

を
希
望
し
な
い
旨
の
意
思
を
含
む
。
）
を
表
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す

る
行
為

八

あ
ら
か
じ
め
顧
客
の
同
意
を
得
ず
に
、
当
該
顧
客
の
計
算
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
す
る
行
為

九

個
人
で
あ
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
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う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
若
し
く
は
使
用
人
（
金
融
商
品
仲
介
業
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）
が
専
ら
投
機
的
利
益
の
追

求
を
目
的
と
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
す
る
行
為

十

顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が

法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と

又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
有
価
証
券
の
売
買
の
媒
介
そ
の
他
の
取
引
若
し
く
は
取
引
所

金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
売
買
の
委
託
の
媒
介
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
の
申
込
み
を
受
け
る
行
為

十
一

有
価
証
券
の
売
買
の
媒
介
そ
の
他
の
取
引
若
し
く
は
取
引
所
金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
有
価
証
券
の
売
買
の
委
託
の
媒
介
又
は
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
若
し
く
は
法
第
二
条
第
二
十
一

項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
有
価
証
券
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
委
託
の
媒
介
に
つ
き
、
顧
客
に
対
し
て
当
該
有
価
証

券
の
発
行
者
の
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
（
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限

る
。
）
、
こ
れ
に
準
ず
る
株
券
等
（
同
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
）
の
買
集
め
及
び
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
（
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
施
又
は
中
止
の
決
定
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に
係
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
提
供
し
て
勧
誘
す
る
行
為

十
二

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
若

し
く
は
使
用
人
が
、
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
職

務
上
知
り
得
た
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係

る
注
文
の
動
向
そ
の
他
の
特
別
の
情
報
を
、
そ
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
か
ら
受
領
す
る
行
為
若
し
く
は
そ
の
親

法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
に
提
供
す
る
行
為
（
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人

等
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
に
よ
る
当
該
特
別
の
情
報
の
提
供
に
つ
き
事
前
に
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同

意
が
あ
る
場
合
、
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
が
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
百
二
十
三

条
第
十
八
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
及
び
第
二
百
八
十
一
条
第
十
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
並
び
に
親
銀
行
等
若
し
く
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
金
融
機
関
代

理
業
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
次
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
を
受
領
す
る
場
合
及
び
同
項
第
三
号
若
し

く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
特

別
の
情
報
（
当
該
親
法
人
等
若
し
く
は
子
法
人
等
が
事
前
に
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
提
供
し
た
も
の
を
除
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く
。
）
を
利
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
を
勧
誘
す
る
行
為

十
三

不
特
定
か
つ
多
数
の
顧
客
に
対
し
、
特
定
か
つ
少
数
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
の
媒
介
若
し

く
は
委
託
の
媒
介
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
の
申
込
み
を
一
定
期
間
継
続
し
て
一
斉
に
か
つ
過
度
に

勧
誘
す
る
行
為
で
、
公
正
な
価
格
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
っ
て
は
、
価
格
に
相
当
す
る
事
項
）
の
形
成
を
損
な

う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

十
四

顧
客
の
取
引
に
基
づ
く
価
格
、
指
標
、
数
値
又
は
対
価
の
額
の
変
動
を
利
用
し
て
自
己
又
は
当
該
顧
客
以
外
の
顧
客

の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
顧
客
に
対
し
、
有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
の
媒

介
若
し
く
は
委
託
の
媒
介
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
の
申
込
み
を
一
定
期
間
継
続
し
て
一
斉
に
か
つ

過
度
に
勧
誘
す
る
行
為

十
五

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券

の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し

、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
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知
り
な
が
ら
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
又
は
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
係
る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
の
媒
介
若
し
く

は
委
託
の
媒
介
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
を
す
る
行
為

十
六

顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
第
二
号

に
掲
げ
る
証
券
投
資
信
託
に
類
す
る
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
外
国
会
社
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
（
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
い
う
。
）
及
び
外
国
会
社
半
期
報
告

書
（
法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
半
期

報
告
書
を
い
う
。
）
が
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
る
旨
の
説
明
を
行
わ
ず
、
又
は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
い

で
買
付
け
の
媒
介
又
は
取
引
所
金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
当
該
受
益
証
券
の
買
付
け
に
係

る
委
託
の
媒
介
を
行
う
こ
と
（
当
該
行
為
の
日
前
一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
当
該
説
明
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
文
書
を
交

付
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

十
七

裏
書
以
外
の
方
法
に
よ
る
抵
当
証
券
等
の
売
買
の
媒
介
を
す
る
行
為

十
八

投
資
助
言
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
投
資
助
言
業
務
に
係
る
助
言
に
基
づ
い
て
顧
客
が
行
っ
た
有
価
証
券
の
売

買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
結
了
さ
せ
、
又
は
反
対
売
買
を
行
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わ
せ
る
た
め
、
当
該
顧
客
以
外
の
顧
客
に
対
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外

国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
勧
誘
す
る
行
為

十
九

投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
投
資
運
用
業
に
関
し
て
運
用
財
産
の
運
用
と
し
て
行
っ
た
有
価
証
券
の
売
買

そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
結
了
さ
せ
、
又
は
反
対
売
買
を
行
わ

せ
る
た
め
、
当
該
運
用
財
産
の
権
利
者
以
外
の
顧
客
に
対
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
勧
誘
す
る
行
為

二
十

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
（
確
定
拠
出
年
金
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
を
い
う

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
に
係
る
加
入
者
等
（
同
法
第
二

条
第
七
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
加
入
者
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
運
用
の
指
図
（
有
価
証
券
の
売

買
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
情
報
を
利
用
し
て
、
当
該
加
入
者
等
以
外
の
顧
客
に
対
し

て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
勧
誘
す
る
行
為

二
十
一

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
に
係
る
加
入
者
等
に
よ

る
運
用
の
指
図
に
基
づ
い
て
行
っ
た
有
価
証
券
の
売
買
を
結
了
さ
せ
る
た
め
、
当
該
加
入
者
等
以
外
の
顧
客
に
対
し
て
有
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価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
勧
誘
す
る
行
為

二
十
二

信
託
業
等
（
信
託
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
代
理
業
、
同

法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
の
管
理
業
務
又
は
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
信
託
会
社
（
同
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
を
い
う
。
）
か
ら
信
託
業
務
の
委
託
を
受
け
て
行
う
業
務
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
託
業
等
に
基
づ
く
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の

他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
情
報
を
利
用
し
て
、
当
該
信
託
財

産
に
係
る
顧
客
以
外
の
顧
客
に
対
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
等
を
勧
誘
す
る
行
為

二
十
三

信
託
業
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
託
業
等
に
基
づ
く
信
託
契
約
又
は
委
託
者
の
指
図
に
基
づ
い
て
行
っ

た
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
結
了
さ
せ
、
又

は
反
対
売
買
を
行
わ
せ
る
た
め
、
当
該
信
託
契
約
に
係
る
顧
客
以
外
の
顧
客
に
対
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
を
勧
誘
す
る

行
為
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二
十
四

金
融
機
関
代
理
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
法
第
二
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
（
第
二
号
に
掲
げ
る

行
為
に
よ
っ
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
五

金
融
機
関
代
理
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
仲
介
業
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役
員

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
若
し
く
は
使
用
人
が
、
有
価
証
券
（
第
百
十

七
条
第
一
項
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
者
で
あ
る
顧
客
の

非
公
開
融
資
等
情
報
（
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

職
務
上
知
り
得
た
そ
の
顧
客
の
行
う
事
業
に
係
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
で
あ
っ
て
金
融
商
品

仲
介
業
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
勧
誘
す
る
当
該
有
価
証
券
に
係
る
顧

客
の
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く

は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
そ
の
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外

国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
の
特
別
の
情
報
で
あ
っ
て
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
に
係
る
金

融
機
関
代
理
業
務
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百
八
十
一
条
第
九
号
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に
お
い
て
同
じ
。
）
を
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
か

ら
受
領
し
、
又
は
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
に
提
供

す
る
行
為
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

非
公
開
融
資
等
情
報
の
提
供
に
つ
き
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
提
供
す
る
場
合

ロ

金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は

そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
か
ら
非
公
開
融
資
等
情
報
を
受
領
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ハ

非
公
開
融
資
等
情
報
を
金
融
商
品
仲
介
業
を
実
施
す
る
組
織
（
金
融
機
関
代
理
業
務
を
併
せ
て
実
施
す
る
組
織
に
限

る
。
第
二
百
八
十
一
条
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
統
括
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く

は
使
用
人
に
提
供
す
る
場
合

二
十
六

金
融
機
関
代
理
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
金
融
機
関
代
理
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役

員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
職
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
で
あ
っ
て
有
価
証
券
の
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ

す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
基
づ
い
て
、
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為
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二
十
七

委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
金
融
商
品
仲
介
業
務
の
委
託
を
行
う
第
一
種
金
融
商
品
取
引

業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人

等
又
は
子
法
人
等
に
対
し
て
借
入
金
に
係
る
債
務
を
有
す
る
者
が
発
行
す
る
有
価
証
券
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
七

号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。
）
又
は
売
出
し
を
す
る
自
己
の
株
式
の
引
受
人
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価

証
券
に
係
る
手
取
金
が
当
該
借
入
金
に
係
る
債
務
の
弁
済
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
知
り
な
が

ら
、
そ
の
事
情
を
顧
客
に
告
げ
る
こ
と
な
く
当
該
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
当
該

有
価
証
券
の
引
受
け
を
行
っ
た
当
該
委
託
金
融
商
品
取
引
業
者
が
引
受
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
当
該
有
価
証
券
を
売
却
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

２

前
項
第
十
二
号
の
親
銀
行
等
若
し
く
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
か
ら
受
領
し
、
又
は
提
供
す
る
情
報
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代
理
業
に

係
る
情
報

二

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代
理
業
に
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係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
受
領
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

三

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代
理
業
を

行
う
た
め
に
所
属
金
融
機
関
に
対
し
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

四

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
親
銀
行
等
又
は
子
銀
行
等
で
あ
る
所
属
金
融
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
金
融
機
関
代
理
業

に
よ
り
知
り
得
た
情
報
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
、
当
該
所
属
金
融
機
関
に
提
供
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

３

第
一
項
第
十
五
号
の
規
定
は
、
有
価
証
券
の
募
集
（
五
十
名
以
上
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
売

出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売
出
し
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
を
容

易
に
す
る
た
め
に
取
引
所
金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
一
連
の
有
価
証
券
売
買
等
を
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
一
連
の
有
価
証
券
売
買
等
の
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
事
故
）

第
二
百
七
十
六
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
有
価
証
券
売
買
取
引
等
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
売
買
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
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て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
、
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
業
務
に
関
し
、
次
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
す
る
。

一

顧
客
の
注
文
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
な
い
で
、
当
該
顧
客
の
計
算
に
よ
る
有
価
証
券
売
買
取
引
等
の
媒
介
を
行
う
こ

と
。

二

次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
顧
客
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
勧
誘
を
す
る
こ
と
。

イ

有
価
証
券
等
（
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券

等
を
い
う
。
）
の
性
質

ロ

取
引
の
条
件

ハ

金
融
商
品
の
価
格
若
し
く
は
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
価
の
額
の
騰
貴
若
し
く
は
下
落
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
の
約
定
数
値
若
し
く
は
現
実
数
値
の
上

昇
若
し
く
は
低
下
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
の
当
該
取
引
に
係
る
金
融
指
標
の
上
昇
若
し
く
は
低
下
若
し
く
は
金

融
商
品
の
価
格
の
騰
貴
若
し
く
は
下
落
又
は
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
の
同
項
第
五
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事

由
の
発
生
の
有
無
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三

顧
客
の
計
算
に
よ
る
有
価
証
券
売
買
取
引
等
を
媒
介
す
る
際
に
、
過
失
に
よ
り
事
務
処
理
を
誤
る
こ
と
。

四

電
子
情
報
処
理
組
織
の
異
常
に
よ
り
、
顧
客
の
計
算
に
よ
る
有
価
証
券
売
買
取
引
等
を
誤
っ
て
媒
介
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
。

（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
百
七
十
七
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

裁
判
所
の
確
定
判
決
を
得
て
い
る
場
合

二

裁
判
上
の
和
解
（
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
が
成
立
し
て
い
る
場
合

三

民
事
調
停
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
調
停
が
成
立
し
て
い
る
場
合
又
は
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
の
決
定

が
行
わ
れ
、
か
つ
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
異
議
の
申
立
て
が
な
い
場
合

四

金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合

五

弁
護
士
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
規
定
す
る

機
関
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
機
関
に
お
け
る
仲
裁
手
続
に
よ
る
仲
裁
判
断
が
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さ
れ
て
い
る
場
合

六

消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合

七

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
認
証
紛

争
解
決
事
業
者
を
い
い
、
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
紛
争
が
同
法
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
紛
争
の
範
囲
に
含
ま
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
が
行
う
認
証
紛
争
解
決
手
続
に
よ
る
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合

イ

当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
（
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う

場
合
に
限
る
。
）
が
顧
客
を
代
理
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
和
解
の
成
立
に
よ
り
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
に
対
し
て
支
払
を
す
る
こ
と
と
な
る
額
が
千
万
円
（

イ
の
司
法
書
士
が
代
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
司
法
書
士
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
額
）
を
超
え
な
い

こ
と
。

ハ

ロ
の
支
払
が
事
故
に
よ
る
損
失
の
全
部
又
は
一
部
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
イ
の
弁
護

士
又
は
司
法
書
士
が
調
査
し
、
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
が
金
融
商
品
仲
介
業
者
及
び
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
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の
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

九

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
で
、
一

日
の
取
引
に
お
い
て
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利

益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き
。

十

金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し

た
場
合
（
法
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
、
第
二
百
八
十
二
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
又
は
顧
客
の
注
文
の
内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
第
九
号
の
利
益
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
申

し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に
対
し
、
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
旨
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を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又
は
財
産
上
の
利
益
を
提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を

し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
二
百
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は

提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事

務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
の
確
認
の
申
請
）

第
二
百
七
十
八
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
正
本
一
通
並
び
に
こ
れ
ら
の
写
し
一
通
を
、
当
該
確

認
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
確
認
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
百
七
十
九
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

二

事
故
の
発
生
し
た
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
実
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

事
故
と
な
る
行
為
に
関
係
し
た
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
代
表
者
等
の
氏
名
又
は
部
署
の

名
称

ロ

顧
客
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表

者
の
氏
名
）

ハ

事
故
の
概
要

ニ

補
て
ん
に
係
る
顧
客
の
損
失
が
事
故
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
理
由

ホ

申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を
し
よ
う
と
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
確
認
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
八
十
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
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は
、
顧
客
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
が
同
条
第

一
項
第
二
号
の
申
込
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
二
百
八
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況

は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
顧
客
の
注
文
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
頻
繁
に
当
該
顧
客
の
計
算
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
買
の
媒

介
若
し
く
は
取
引
所
金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
の
委
託
の
媒
介
又
は
市

場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
を
し
て
い
る
状
況

二

不
特
定
か
つ
多
数
の
投
資
者
を
勧
誘
し
て
有
価
証
券
の
売
買
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
委
任
を
受
け
て
い
る
者
（
法
令
に
準
拠
し
て
金
融
商
品
取
引
行
為
を
行
う
者
を
除
く
。
）
か

ら
、
当
該
投
資
者
の
計
算
に
お
い
て
行
う
取
引
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
投
資
者
の
意
思
を
確
認

す
る
こ
と
な
く
有
価
証
券
の
売
買
の
媒
介
若
し
く
は
取
引
所
金
融
商
品
市
場
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
有
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価
証
券
の
売
買
の
委
託
の
媒
介
又
は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
若
し
く
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介

を
し
て
い
る
状
況

三

そ
の
取
り
扱
う
法
人
関
係
情
報
に
関
す
る
管
理
又
は
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
、
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
管
理
に
つ
い
て
法
人
関
係
情
報
に
係
る
不
公
正
な
取
引
の
防
止
を
図

る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

四

そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か

つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

五

そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の

情
報
そ
の
他
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
特
別
の
情
報
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め

ら
れ
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

六

投
資
信
託
受
益
証
券
等
の
乗
換
え
を
勧
誘
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
当
該
乗
換
え

に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
状
況
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七

法
第
二
条
第
八
項
第
九
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
項
第
十
七
号
に
掲

げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
取
得
又
は
買
付
け
の
申
込
み
の
期
間
中
に
生

じ
た
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
事
象
に
つ
い
て
、
個
人
で
あ
る
顧
客
（
特
定
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
説

明
を
行
っ
て
い
な
い
状
況

八

金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

九

金
融
商
品
仲
介
業
を
実
施
す
る
組
織
の
業
務
を
統
括
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
若
し
く
は
使
用
人
が
、
有
価
証
券
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
七

号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
い
う
。
）
の
発
行
者
で
あ
る
顧
客
の
非
公
開
融
資
等
情
報
を
自
ら
取
得
し
、
又
は
金
融
機
関

代
理
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
か
ら
受
領
し
て
、
当
該
有
価
証
券
に

係
る
法
第
二
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
状
況
（
当
該
統
括
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
役

員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
非
公
開
融
資
等
情
報
（
法
人
関
係
情
報
を
除
く
。
）
の
提
供
に
つ
き
、
事
前
に
そ
の
顧
客
の
書

面
に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
そ
の
顧
客
の
非
公
開
融
資
等
情
報
を
金
融
商
品
仲
介
業
に
従
事
す
る
金
融
商
品
仲
介
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業
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
に
提
供
し
て
い
る
状
況
を
含
む
。
）

十

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
、
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
を
金
融
機
関
（
銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
、
信
託
会

社
そ
の
他
令
第
一
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又
は
そ
の

代
理
店
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す

る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
者
、
協
同
組
合
に

よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条

の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事

業
代
理
業
者
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
及
び
農
林
中
央

金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
を
含
み
、
保
険
業
法
第

二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
募
集
人
及
び
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
代
理
店
を
除
く
。
）
と
同

一
の
建
物
に
設
置
し
て
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
を
当
該
金
融
機
関
と
誤
認

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

十
一

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
そ
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
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い
て
、
顧
客
が
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
そ
の
他
の
者
と
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

十
二

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
取
得
し
た
顧
客
の
財
産
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
を
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
提
供
し
て
い
る
状
況
又

は
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
取
得
し
た
顧
客
の
財
産
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
（
当
該
所
属
金

融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
ず
に
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
し
て
有
価
証
券
の

売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
勧
誘
し
て
い
る
状
況

イ

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
金
融
商
品
仲
介
行
為
を
行
う
た
め
に
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
対
し
提
供
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

ロ

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
の
委
託
に
係
る
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
よ
り
知
り
得
た
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
金

融
商
品
仲
介
業
者
が
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
提
供
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

ハ

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
事
故
に
よ
る
損
失
の
補
て
ん
を
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
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る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

第
三
節

経
理

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
二
百
八
十
二
条

法
第
六
十
六
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
作
成
す
べ
き
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
仲
介
補
助
簿

二

投
資
顧
問
契
約
又
は
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
係
る
取
引
記
録

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
七
年
間
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
そ
の
作
成

の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
記
載
事
項
等
）

第
二
百
八
十
三
条

前
条
第
一
項
第
一
号
の
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
自
己
又
は
委
託
の
別

二

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
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三

取
引
の
種
類
（
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
含
む

。
）

イ

信
用
取
引
又
は
発
行
日
取
引

そ
の
旨
及
び
信
用
取
引
の
場
合
は
弁
済
期
限

ロ

現
先
取
引

次
に
掲
げ
る
事
項

そ
の
旨

(1)

ス
タ
ー
ト
分
の
取
引
又
は
エ
ン
ド
分
の
取
引
の
別

(2)

委
託
現
先
又
は
自
己
現
先
の
別

(3)

期
間
利
回
り

(4)
ハ

有
価
証
券
の
空
売
り

そ
の
旨

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

を
含
む
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

限
月

(1)

新
規
又
は
決
済
の
別

(2)
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ホ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
選
択
権
付
債
券
売
買

次
に
掲
げ
る
事
項

権
利
行
使
期
間
及
び
権
利
行
使
価
格

(1)

プ
ッ
ト
又
は
コ
ー
ル
の
別

(2)

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
、
買
戻
し
又
は
相
殺
の
別

(3)

限
月

(4)
ヘ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

取
引
期
間
及
び
受
渡
年
月
日

ト

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

権
利
行
使
期
間

(1)

新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別

(2)
チ

金
融
商
品
取
引
所
の
規
則
で
定
め
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
取
引

そ
の
種
類
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四

銘
柄
（
取
引
の
対
象
と
な
る
金
融
商
品
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
取
引
の
条
件
を
記
載
し
た
契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
契
約
番
号
そ
の
他
取
引
の
対
象
を
特
定
す
る
も
の
を
含
む
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

売
付
け
又
は
買
付
け
（
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
も
の

。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
別

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

顧
客
が
現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す

る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

顧
客
が
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る

も
の

ハ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

顧
客
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
金
融
商
品
の
利
率
等
又
は
金
融
指
標
が
約
定
し
た
期
間
に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支

払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
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ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
第
十
一
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
発
生
し
た
場
合
に
顧
客
が
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

る
も
の

六

申
込
み
を
受
け
た
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）

七

約
定
数
量
（
数
量
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
件
数
又
は
数
量
に
準
ず
る
も
の
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

八

指
値
又
は
成
行
の
別
（
指
値
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
及
び
注
文
の
有
効
期
限
（
当
該
有
効
期
限
が
当
日
中
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

九

申
込
み
を
受
け
た
日
時

十

約
定
日
時

十
一

約
定
価
格
（
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
事
項
）

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
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約
定
数
値

ロ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）
及

び
選
択
権
付
債
券
売
買

オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
価
の
額
又
は
選
択
権
料

ハ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

約
定
し
た
金
融
商
品
の
利
率
又
は
金
融
指
標

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
。
）

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
権
利
の
対
価
の
額

２

前
項
の
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
則
と
し
て
顧
客
か
ら
取
引
の
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
作
成
す
る
こ
と
。

二

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

三

日
付
順
に
記
載
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

四

約
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
係
る
記
載
部
分
に
つ
い
て
も
保
存
す
る
こ
と
。

五

取
引
の
内
容
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
知
り
得
た
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
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六

金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
は
、
前
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。

イ

前
項
各
号
（
第
七
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
は
、
申
込
み
を
受
け
た
と
き
に
電
子
計

算
機
へ
入
力
す
る
こ
と
。

ロ

申
込
み
内
容
を
電
子
計
算
機
へ
入
力
し
た
日
付
及
び
時
刻
が
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

七

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る
注
文
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

八

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
注
文
執
行
会
員
等
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
金

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
新
規
又
は
決
済
の
別
及
び
新
規
、
権
利
行
使
、
転
売
又
は
買
戻
し
の
別
の
記
載
を
要
し
な
い
。

九

注
文
・
清
算
分
離
行
為
が
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
は
、
清
算
執
行
会
員
等
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
金

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

同
一
日
に
お
い
て
価
格
が
変
動
し
な
い
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
事
項
に
代
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え
て
、
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
、
銘
柄
、
売
付
け
又
は
買
付
け
の
別
、
申
込
み
を
受
け
た
数
量
、
約
定
数
量
、
申
込
み
を

受
け
た
日
及
び
約
定
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

第
一
項
第
三
号
ニ

、
ホ

及
び
ト

に
掲
げ
る
事
項

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
注
文
時
に
こ
れ
ら

(2)

(3)

(2)

の
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
。

三

前
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
事
項

当
該
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
、
又
は
書
面
へ
出
力
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
覧
表
に
よ
り
表
示
し
、
又

は
出
力
す
る
こ
と
。

４

前
条
第
一
項
第
二
号
の
投
資
顧
問
契
約
又
は
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
媒
介
に
係
る
取
引
記
録
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項

第
十
三
号
に
規
定
す
る
媒
介
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

媒
介
を
行
っ
た
年
月
日

二

顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

三

媒
介
の
内
容

四

媒
介
に
関
し
て
受
け
取
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
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（
金
融
商
品
仲
介
業
に
関
す
る
報
告
書
等
）

第
二
百
八
十
四
条

法
第
六
十
六
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
提
出
す
る
報
告
書
は
、
別
紙
様
式

第
二
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
十
六
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
四
月
を
経
過
し
た
日
か
ら

一
年
間
、
前
項
の
報
告
書
の
写
し
を
金
融
商
品
仲
介
業
を
行
う
す
べ
て
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
備
え
置
く
方
法
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
の
書
面
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
六
十
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
項
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

と
す
る
。

（
説
明
書
類
の
縦
覧
）

第
二
百
八
十
五
条

法
第
六
十
六
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
同
条
の
説
明
書
類
を
、
所
属
金
融
商
品

取
引
業
者
等
の
事
業
年
度
経
過
後
四
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
一
年
間
、
金
融
商
品
仲
介
業
を
行
う
す
べ
て
の
営
業
所
又
は
事

務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節

監
督
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（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
廃
業
等
の
届
出
）

第
二
百
八
十
六
条

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
（
金
融
商
品
仲
介
業
を
廃
止
し
た
と
き
に
限
る
。
）

廃
止

の
年
月
日
及
び
理
由

二

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
（
分
割
に
よ
り
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
事
業
の
全
部
を
承

継
さ
せ
た
と
き
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

承
継
先
の
商
号
又
は
名
称

ロ

分
割
の
年
月
日
及
び
理
由

三

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
（
金
融
商
品
仲
介
業
の
全
部
を
譲
渡
し
た
と
き
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

譲
渡
先
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ

譲
渡
の
年
月
日
及
び
理
由
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四

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

そ
の
旨
及
び
死
亡
の
年
月
日

五

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

合
併
の
相
手
方
の
商
号
又
は
名
称

ロ

合
併
の
年
月
日
及
び
理
由

ハ

合
併
の
方
法

六

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
年
月
日

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

七

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

解
散
の
年
月
日
及
び
理
由

２

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
金

融
商
品
仲
介
業
を
廃
止
し
た
と
き
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類
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イ

最
近
の
日
計
表

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
清
算
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

二

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
（
分
割
に
よ
り
金
融
商
品
仲
介
業
に
係
る
事
業
の
全
部
を
承

継
さ
せ
た
と
き
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
及
び
分
割
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
承
継
先
へ
の
引
継
ぎ
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
（
金
融
商
品
仲
介
業
の
全
部
を
譲
渡
し
た
と
き
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

事
業
譲
渡
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
譲
渡
先
へ
の
引
継
ぎ
方
法
を
記
載
し
た
書
面

四

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

合
併
契
約
の
内
容
及
び
合
併
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
合
併
後
存
続
す
る
法
人
へ
の
承
継
方
法
を
記
載
し
た
書
面
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五

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ロ

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
清
算
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

六

法
第
六
十
六
条
の
十
九
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合

顧
客
に
対
す
る
債
権
債
務
の
清
算
の
方
法
を
記
載
し
た
書

面

第
五
節

雑
則

（
外
務
員
登
録
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
百
八
十
七
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

登
録
申
請
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

外
務
員
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

役
員
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
（
取
締
役
、
会
計
参

与
、
監
査
役
及
び
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
）
又
は
使
用
人
の
別
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ロ

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
停
止
を
命
ぜ
ら

れ
た
と
き
は
、
そ
の
処
分
の
日
、
理
由
及
び
期
間

（
外
務
員
登
録
原
簿
を
備
え
る
場
所
）

第
二
百
八
十
八
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
所
は
、
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
（
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
事
務
を
協
会
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
外
務
員
に
係
る
登
録
原
簿
に

つ
い
て
は
、
当
該
協
会
）
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
二
百
八
十
九
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融

商
品
仲
介
業
者
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
二
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

四
条
第
三
項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書
の
写
し
及
び
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
百
九
十
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
登
録
の
申
請
に
係
る
外
務
員
に
つ
い
て
の
金
融
商
品
取
引
業
を
行
っ
た
こ
と
の
有
無
及
び
金
融
商
品
取
引
業

を
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
っ
た
期
間
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
九
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

登
録
の
申
請
に
係
る
外
務
員
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

登
録
の
申
請
に
係
る
外
務
員
が
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
申
請
者
及
び
当
該
外
務
員
が
誓
約
す
る
書
面

（
登
録
事
項
の
変
更
等
の
届
出
）

第
二
百
九
十
二
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
三
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
変
更
届
出
書
を
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
管
轄

財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

後
見
開
始
の
審
判
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
た
年
月
日

二

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
年
月
日

三

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

-560-



第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

刑
の
確
定
し
た
年
月
日
及
び
刑
の
種
類

四

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

五

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名

ロ

解
任
又
は
解
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
年
月
日
及
び
理
由

六

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

職
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
者
の
氏
名
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ロ

外
務
員
の
職
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
理
由

３

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
届

出
書
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
審

判
書
の
写
し
又
は
後
見
開
始
の
決
定
若
し
く
は
保
佐
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
裁
判
書
の
写
し
又
は
破
産

手
続
開
始
の
決
定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
ハ
又
は
ト
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

確
定
判
決
の
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判
決

の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
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四

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
二
十
九
条
の
四

第
一
項
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
、
外
国
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

取

消
し
を
命
ず
る
書
類
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
消
し
の
根
拠
と
な
る
外
国
の
法
令
及
び
そ
の
訳
文

（
協
会
の
外
務
員
登
録
事
務
）

第
二
百
九
十
三
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲

げ
る
登
録
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
協
会
に
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
す
る
金

融
商
品
仲
介
業
者
の
外
務
員
に
係
る
も
の
を
当
該
協
会
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
受
理

二

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

三

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
六
項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
十
四
条

の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

四

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否

五

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
問
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六

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

七

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
及
び
職
務

の
停
止
の
命
令

八

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞

九

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消

（
財
務
局
長
等
へ
の
届
出
）

第
二
百
九
十
四
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う

協
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
登
録
事
務
に
係
る
外
務
員
の
所
属
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
本
店

等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務

支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
事
務
に
係
る
外
務
員
の
所
属
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
商
号
又
は
名
称

二

登
録
事
務
に
係
る
外
務
員
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

処
理
し
た
登
録
事
務
の
内
容
及
び
処
理
し
た
年
月
日
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四

前
号
の
登
録
事
務
の
内
容
が
職
務
の
停
止
の
命
令
又
は
登
録
の
抹
消
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由

五

登
録
事
務
に
係
る
外
務
員
が
所
属
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
商
号
又
は
名
称

第
四
章

雑
則

（
参
考
人
等
に
支
給
す
る
旅
費
そ
の
他
の
費
用
）

第
二
百
九
十
五
条

法
第
百
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
参
考
人
又
は
鑑
定
人
に
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九

十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

の
二
級
の
職
員
に
支
給
す
る
旅
費
に
相
当
す
る
旅
費
を

（一）

支
給
す
る
。

２

鑑
定
人
に
は
、
金
融
庁
長
官
等
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
費
の
ほ
か
、
相
当
な
費
用

を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

第
二
百
九
十
六
条

法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
を
協
会
に
行
わ
せ
る
場
合
は
、
登
録
申
請
書
等
の
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提
出
先
は
、
当
該
協
会
（
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
の
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等

が
加
入
す
る
協
会
）
と
す
る
。

２

法
第
二
十
九
条
、
第
三
十
三
条
の
二
又
は
第
六
十
六
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
五
条
、
第
四
十
三
条
又
は
第

二
百
五
十
七
条
の
登
録
申
請
書
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
の
本
店
等
の
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
は

、
当
該
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
登
録
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
一
通
並
び
に
第
五
条
、
第
四
十
三
条
又
は
第
二

百
五
十
七
条
の
添
付
書
類
一
部
を
財
務
事
務
所
長
、
小
樽
出
張
所
長
又
は
北
見
出
張
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
、
取
引
所
取
引
許
可
業
者
、
特
例
業
務
届
出
者
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
が
申
請
書
、
届
出
書
そ

の
他
法
、
令
又
は
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
書
類
（
法
第
六
十
四
条
第
三
項
（
法
第
六
十
六
条
の
二
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
申
請
書
並
び
に
第
二
百
五
十
二
条
、
第
二
百
五
十
三
条
及
び
第
二
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
書
を
除
く
。
）
を
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
本
店
等
の

所
在
地
、
当
該
取
引
所
取
引
許
可
業
者
の
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
住
所
、
当
該
特
例
業
務
届
出
者
の
本
店
等
の
所
在
地
又
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は
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
本
店
等
の
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

と
き
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
、
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
取
引
所
取
引
許
可
業
者
は
、
当
該
書
類
及
び
そ
の

写
し
一
通
を
財
務
事
務
所
長
、
小
樽
出
張
所
長
又
は
北
見
出
張
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）

の
取
締
役
又
は
執
行
役
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
（
金
融
商
品
取
引
業
に
係
る
職
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
）
が
提
出
を
す
る
届
出
書
及
び
第
二
百
四
条
、

第
二
百
四
十
一
条
、
第
二
百
四
十
三
条
又
は
第
二
百
八
十
六
条
に
規
定
す
る
届
出
書
の
提
出
先
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）

第
二
百
九
十
七
条

金
融
庁
長
官
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
、
認
可
、
承
認
、
許
可
又
は
確
認
に
関
す
る
申
請
が
あ
っ

た
場
合
は
、
そ
の
申
請
が
事
務
所
に
到
達
し
た
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
九
条
、
第
三
十
三
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
の
登
録
、
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
並
び
に
第
六
十
条
第
一
項
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の
許
可

二
月

二

法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
変
更
登
録
、
同
条
第
六
項
の
認
可
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
許
可
、
第
三
十
五
条
第
四
項
、

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
九
条
の
四
第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
四
第
三
項

及
び
第
四
項
並
び
に
令
第
十
五
条
の
十
三
第
三
号
の
承
認
並
び
に
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
（
法
第
六
十
六
条
の

十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認

一
月

２

前
項
の
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
の
特
例
）
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金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
顧
客
（
当
該
金
融
商
品

第
二
条

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

取
引
業
者
等
と
の
間
で
施
行
日
前
に
次
に
掲
げ
る
旧
有
価
証
券
（

附
則
第
十
四
条
に
規
定
す
る
旧
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

売
買
そ
の
他
の
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
）
と
の
間
で
金
融
商
品
取
引
契
約
（
上
場

有
価
証
券
等
売
買
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
施
行
日
か
ら
当
該
顧
客
に
係
る
取
引
残
高
報
告
書
（
当
該
取
引
残
高
報
告

書
の
報
告
対
象
期
間
の
末
日
が
施
行
日
以
降
施
行
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交

付
す
る
日
ま
で
の
間
（
施
行
日
以
降
施
行
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
末
日
が
属
さ
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
施
行
日
か
ら
六
月
以
内
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
上
場
有
価
証
券
等
売
買
等
経
過
期
間
」
と
い
う
。
）
に
当
該
金

融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

一

証
券
取
引
所
（
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
券
取
引
法
（
以
下
「
旧
証
券
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
旧
有
価
証
券
又
は
旧
証

券
取
引
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
旧
有
価
証
券
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二

証
券
取
引
所
に
類
似
す
る
も
の
で
外
国
に
所
在
す
る
も
の
に
上
場
さ
れ
て
い
る
旧
有
価
証
券
又
は
旧
証
券
取
引
法
第
六

十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
市
場
に
類
似
す
る
市
場
で
外
国
に
所
在
す
る
も
の
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
旧
有
価
証
券

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
上
場
有
価
証
券
等
売
買
等
経
過
期
間
内
に
同
項
の
顧
客
に
対
し
、

契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
上
場
有
価
証
券
等
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
施
行
日
前
に
投
資
信
託
財

第
三
条

産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
社
債
投

資
信
託
（
計
算
期
間
が
一
日
の
も
の
に
限
る
。
）
の
受
益
証
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
社
債
投
信
受
益
証
券
」
と
い

う
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
）
と
の
間
で
金
融
商
品
取
引
契

約
（
公
社
債
投
信
受
益
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
上
場
有
価
証
券
等
売
買
等
経
過
期
間
内
に

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
上
場
有
価
証
券
等
売
買
等
経
過
期
間
内
に
同
項
の
顧
客
に
対
し
、

契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
目
論
見
書
と
一
体
の
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も
の
と
し
て
交
付
さ
れ
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
書
面
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
施
行
日
前
に
次
に
掲
げ
る

第
四
条

取
引
に
係
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
）
と
の
間
で
金
融
商
品
取
引
契
約
（
信
用
取

引
又
は
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
施
行
日
か
ら
当
該
顧
客
に
係
る
取
引
残
高
報
告
書
（
当
該
取
引
残
高
報
告
書
の
報
告
対
象
期
間
の
末
日
が
施
行
日
以
降

施
行
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
す
る
日
ま
で
の
間
（
施
行
日
以
降
施
行
日

か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
末
日
が
属
さ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
か
ら
六
月
以
内
。
次
項
に
お
い

て
「
信
用
取
引
等
経
過
期
間
」
と
い
う
。
）
に
当
該
顧
客
が
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

一

旧
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引

二

旧
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

三

旧
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

四

旧
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
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五

旧
証
券
取
引
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
信
用
取
引
等
経
過
期
間
に
同
項
の
顧
客
に
対
し
、
契
約
締
結
前
交

付
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
の
間
で
施
行
日
前
に
次
に
掲
げ
る
行
為

第
五
条

を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
）
と
の
間

で
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
顧
客
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
旧
契
約
と
同
種
の
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結

し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

一

旧
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
旧
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
及
び
前
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

二

改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委
託

者
指
図
型
投
資
信
託
の
委
託
者
と
な
る
こ
と
。

三

改
正
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
信
託
業
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
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又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
の
受
益
権
の
販
売
若
し
く
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介

四

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

六
十
六
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三

年
法
律
第
七
十
七
号
。
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
旧
金
融
先
物
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規

定
す
る
金
融
先
物
取
引
の
受
託
等

五

整
備
法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
十
四
条
第
二

項
に
お
い
て
「
旧
商
品
投
資
事
業
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
金
融
商
品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項
の

顧
客
に
対
し
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
廃
止
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
府
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
六
十
号
）

総
理
府

二

証
券
業
協
会
の
外
務
員
登
録
事
務
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年

令
第
五
号
）

大
蔵
省
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三

証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
定
め
る
内
閣
府
令
（

総
理
府

平
成
十
年

令
第
十
二
号
）

大
蔵
省

総
理
府

四

証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年

令
第
三
十
二
号
）

大
蔵
省

総
理
府

五

金
融
機
関
の
証
券
業
務
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年

令
第
三
十
五
号
）

大
蔵
省

総
理
府

六

証
券
会
社
の
分
別
保
管
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年

令
第
三
十
六
号
）

大
蔵
省

七

証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
二
十
三
号
）

八

証
券
仲
介
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
一
号
）

（
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

旧
証
券
取
引
法
第
五
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
承
認
は
、
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
承
認
と

み
な
す
。

（
金
融
機
関
の
証
券
業
務
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

旧
証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
証
券
取
引
法
第
五
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
受
け
た
承
認
は
、
第
百
八
十
九
条
第
二
項
の
承
認
と
み
な
す
。
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（
証
券
会
社
の
分
別
保
管
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

第
九
条

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
信
託
の
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六

十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
管
理
人
は
、
受
益
者
代
理
人
と
み
な
し
て
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、

第
三
号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
十
二
条
第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
締
結
し
た
法
第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う

第
十
条

こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
は
、
同
条
第
三
号
の
金
融
商
品
取
引
契
約
と
み
な
す
。

（
広
告
等
の
規
制
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
十
三
条
、
第
七
十
六
条
第
二
号
、
第
二
百
六
十
八
条
及
び
第
二
百
七
十
条
第
二
号
の
規
定
は
、
ビ
ラ
又
は
パ

第
十
一
条

ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
方
法
で
行
う
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

（
上
場
有
価
証
券
等
書
面
の
登
録
番
号
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は

第
十
二
条

、
同
号
中
「
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
号
、
第
二
号
（

登
録
番
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
と
す
る
。

（
上
場
有
価
証
券
等
書
面
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

旧
証
券
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号

第
十
三
条

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
顧
客
（
当
該
証
券
会
社
が
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
す
る
日
以
前
に
附
則
第
二
条
第
一
項

の
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
法
附
則
第

十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
第
一
種
業
者
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
て
上
場
有
価
証
券
等
書

面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日
を
同
号
及

び
同
条
第
三
項
の
上
場
有
価
証
券
等
書
面
を
交
付
し
た
日
と
み
な
す
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
施
行
日
以
後
に
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行

第
十
四
条
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日
前
に
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
と
同
種
の
内
容
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
顧
客
に
対
し
、

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
施
行
日
以
後
に
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に

、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
と
同
種
の
内
容
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
顧
客
に
対
し
、
旧
金
融

先
物
取
引
法
第
七
十
条
第
一
項
又
は
旧
商
品
投
資
事
業
規
制
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
に
は

、
当
該
顧
客
に
対
し
、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て

、
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日
を
同
号
の
契
約
締
結
前
交

付
書
面
を
交
付
し
た
日
と
み
な
す
。

（
目
論
見
書
等
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
目
論
見
書
（
同
号
の
規
定
に
よ
り

第
十
五
条

目
論
見
書
と
一
体
の
も
の
と
し
て
交
付
さ
れ
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
書
面
）
に
対
す
る
同
号
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の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
号
中
「
前
条
に
規
定
す
る
方

法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
当
該
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
」
と
す
る
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
施
行
日
以
後
に
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い

て
も
、
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
顧
客
に
対
し
目
論
見
書
（
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
目
論
見
書
と

一
体
の
も
の
と
し
て
交
付
さ
れ
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
目
論
見
書
及
び
当
該
書
面
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
前
条
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
」
と
、
「

記
載
す
べ
き
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
す
べ
き
事
項
（
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

」
と
す
る
。

（
施
行
日
前
に
お
け
る
弊
害
防
止
措
置
の
適
用
除
外
の
承
認
を
受
け
る
た
め
の
準
備
行
為
）

第
十
六
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
百
五
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
及
び
同

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
準
ず
る
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
て
、
当
該
承
認
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行

為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
非
公
開
情
報
の
授
受
の
禁
止
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条

第
百
五
十
三
条
第
七
号
の
規
定
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
九
年
政
令
第

号
。
以
下
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一

条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
適

用
し
な
い
。

（
帳
簿
書
類
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
八
条

金
融
商
品
取
引
業
者
が
、
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
に
つ
い
て
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
百
五
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
又
は
第
百
八
十
一
条
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
準
ず
る

帳
簿
書
類
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
帳
簿
書
類
を
第
百
五
十
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
百
八
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
帳
簿
書
類
と
み
な
す
。

第
十
九
条

登
録
金
融
機
関
が
、
そ
の
行
う
登
録
金
融
機
関
業
務
に
つ
い
て
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

-579-



経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
百
八
十
四
条
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
帳

簿
書
類
に
準
ず
る
帳
簿
書
類
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
帳
簿
書
類
を
第
百
八
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

と
み
な
す
。

（
み
な
し
登
録
業
者
に
係
る
書
類
の
提
出
）

第
二
十
条

改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
二
項
、
第
百
四
十
七
条
第
二
項
、
第
百
五
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
百
条
第
二
項
並
び

に
整
備
法
第
二
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の

提
出
を
行
う
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
書
類
に
、
当
該
書
類
の
写
し
及
び
法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局

の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

改
正
法
附
則
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
百
一
条
第
二
項
並
び
に
整
備
法
第
六
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
提
出
を
行
う
者
は
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
書
類
に
、
当
該
書
類
の
写
し
及
び
法

第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
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所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
親
銀
行
等
の
取
締
役
等
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
取
締
役
等
の
兼
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
整
備
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
の
各
号

第
二
十
一
条

に
掲
げ
る
書
類
に
、
当
該
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
書
類
を
記
載
し
た
届
出
書

イ

取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は
執
行
役
（
理
事
、
監
事
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
含
む
。
次
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
使
用
人
を
兼
ね
て
い
る
親
銀
行
等
の
商
号
又
は
名
称
及
び
役
職
名

ロ

引
き
続
き
兼
職
し
よ
う
と
す
る
理
由

二

届
出
に
係
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
同
意
書

三

引
き
続
き
兼
職
し
よ
う
と
す
る
親
銀
行
等
の
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

２

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
整
備
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
に
、
当
該
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
書
類
を
記
載
し
た
届
出
書
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イ

取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は
執
行
役
又
は
使
用
人
を
兼
ね
て
い
る
子
銀
行
等
の
商
号
又
は
名
称
及
び
役

職
名

ロ

引
き
続
き
兼
職
し
よ
う
と
す
る
理
由

二

届
出
に
係
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
同
意
書

三

引
き
続
き
兼
職
し
よ
う
と
す
る
子
銀
行
等
の
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

３

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
整
備
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
に
、
当
該
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
書
類
を
記
載
し
た
届
出
書

イ

常
務
に
従
事
し
て
い
る
銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
及
び
整
備
政
令
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
の
商
号
又

は
名
称
及
び
役
職
名

ロ

引
き
続
き
兼
職
し
よ
う
と
す
る
理
由

二

届
出
に
係
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
同
意
書

三

引
き
続
き
兼
職
し
よ
う
と
す
る
銀
行
、
協
同
組
織
金
融
機
関
及
び
整
備
政
令
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
の
業
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務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業
を
行
う
者
の
取
締
役
等
と
他
の
会
社
の
取
締
役
等
の
兼
務
に
係
る
届
出
）

第
二
十
二
条

改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
五
項
及
び
整
備
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
改
正
法
附

則
第
二
十
八
条
第
五
項
及
び
整
備
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
投
資
運
用
業
務
に
係
る
届
出
）

改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
例
投
資
運
用
業
務
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す

第
二
十
三
条

る
特
例
投
資
運
用
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
及
び
特
例
業
務
届

出
者
を
除
く
。
）
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
特
例
投
資
運
用
業
務
に
関
す
る
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書

の
写
し
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域

内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局

長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
例
投
資
運
用
業
務
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
法
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第
二
十
九
条
の
登
録
（
当
該
登
録
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
が
投
資
運
用
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る

者
を
除
く
。
）
及
び
改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
例
業
務
届
出
者
は
、
別
紙
様
式
第
二

十
一
号
に
準
じ
て
作
成
し
た
特
例
投
資
運
用
業
務
に
関
す
る
届
出
書
に
、
当
該
届
出
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
令
第
四
十
二

条
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
指
定
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
れ
以

外
の
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内

に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長

）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
所
取
引
許
可
業
者
に
係
る
書
面
の
提
出
）

第
二
十
四
条

整
備
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
提
出
を
行
う
者
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に

掲
げ
る
書
面
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
投
資
運
用
業
務
を
行
う
者
の
使
用
人
）

整
備
政
令
附
則
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
部
長
、
次
長
、
課
長
そ
の
他
い
か
な

第
二
十
五
条

る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
統
括
者
（
同
号
に
規
定
す
る
業
務
を
統
括
す
る
者
を
い
う
。
）
の
権
限
を
代
行
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し
得
る
地
位
に
あ
る
者
と
す
る
。

２

整
備
政
令
附
則
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
金

融
商
品
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
を
行
う
者
と
す
る
。

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
係
る
書
類
の
提
出
）

第
二
十
六
条

整
備
政
令
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
提
出
を
行
う
者
は
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
準

そ
の
者

じ
て
作
成
し
た
書
類
に
、
当
該
書
類
の
写
し
及
び
法
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福

岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
書
類
等
の
提
出
先
）

第
二
十
七
条

附
則
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
届
出
書
そ
の
他
改
正
法
附
則
、
整
備
法
、
整
備
政
令

そ
の
者
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務

附
則
又
は
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
書
類
を
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支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
関
東
財
務
局
長
）
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
本
店
等
の
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張

所
又
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
者
は
、
当
該
書
類
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
財
務
事
務
所
長
、
小

樽
出
張
所
長
又
は
北
見
出
張
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の

第
二
十
八
条

特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
（
新
旧
対
照
表
参
照
）

（
処
分
等
の
効
力
）

改
正
法
の
施
行
前
に
し
た
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
同
条
各
号
に
掲
げ
る
府
令
の
規
定
に
よ
っ
て

第
二
十
九
条

し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
改
正
法
附
則
、
整
備
政

令
附
則
又
は
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
府
令
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
条
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別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（第１面） 

 

（注意事項） 
１ 印影は、印鑑届をしている印章により押印することとするが、やむを得ない事由があるとき 
は署名によることができる。 
２ 押印した印章に係る印鑑証明書を添付すること（署名の場合を除く。）。 
３ 法第31条第４項の変更登録を受けようとする場合にあっては、「財務（支）支局長」に代え
て変更登録の申請を行う金融商品取引業者の所管金融庁長官等の名称を記載し、また、「登録
申請書とあるのは「変更登録申請書」と「第29条の２」とあるのは「第31条第４項」と、「同
法第29条の登録」とあるのは「同項の変更登録」とすること。 

年  月  日  

   財務（支）局長 殿 
       
         申請者    （郵便番号    ） 
 
                 住所又は所在地 
 
                 電 話 番 号（    ）  － 
 
                 商号又は名称 
 
                 氏  名                印 
               （法人であるときは、代表者の役職氏名） 
           
 

登 録 申 請 書 
 

金融商品取引法第29条の２の規定により同法第29条の登録を申請します。 
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 
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    （第２面）       

＊ 登 録 番 号 財務（支）局長（金商）第  号（ 年 月 日） 

認 可 の 有 無 認 可 年 月 日 ＊ 金 融 商 品 取 引 法 

第 3 0 条 第 1 項 の 認 可   

１  法 人 ・ 個 人 の 別 法     人 個     人 

 （ ふ り が な ）  

２ 商 号 又 は 名 称  

 （ ふ り が な ）  

３ 氏       名  

４  法人であるときは、資本金の額又

は出資の総額(第一種金融商品取

引業を行おうとする外国法人にあ

っては、資本金の額又は出資の総

額及び持込資本金の額) 

別添１のとおり 

５ 法人であるときは、役員（外国法

人にあっては、国内における代表

者を含む。）の氏名又は名称 

別添２のとおり 

６ 金融商品取引業に関し、法令等を

遵守させるための指導に関する業

務を統括する使用人（第６条第１

項に規定する者を含む。）の氏名 

別添３のとおり 

７ 投資助言業務又は投資運用業に関

し、助言又は運用を行う部門を統

括する使用人（第６条第２項に規

定する者を含む。）の氏名 

別添４のとおり 

８ 投資助言・代理業に関し、法第29

条の２第１項第６号の営業所又は

事務所の業務を統括する使用人

（第６条第１項に規定する者を含

む。）の氏名 

 

 

別添５のとおり 

９ 業  務  の  種  別 別添６のとおり 

10  本店その他の営業所又は事務所

（外国法人にあっては、本店及び

国内における主たる営業所又は事

務所その他の営業所又は事務所）

の名称及び所在地 

別添７のとおり 
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11  他に行っている事業の種類 別添８のとおり 

12  加入する金融商品取引業協会及び

対象事業者となる認定投資者保護

団体の名称 

 

13  会員等となる金融商品取引所の名

称又は商号 

 

14 第７条第３号イ及び第４号から第

９号までに掲げる事項 
別添９のとおり 

15 第一種金融商品取引業を行う場合

には、加入する投資者保護基金の

名称 

 

（注意事項） 
１ 「＊登録番号」欄及び「＊金融商品取引法第30条第１項の認可」欄には、記載しないこと。 
２ 「１ 法人・個人の別」欄は、該当するものに○印を付けること。 
３ 「２ 商号又は名称」欄及び「３ 氏名」欄 
  法人は商号又は名称を「２ 商号又は名称」欄に記載し、個人は氏名を「３ 氏名」欄に記
載すること。 
  個人は「２ 商号又は名称」欄に、商号登記をしている場合はその商号を、商号登記をして
いない場合は屋号等の名称を記載することができる。 
  外国人においては、外国人登録証明書等に記載された通称名がある場合は、「３ 氏名」欄
に（ ）書きで併せて記載することができる。 
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  （第３面） 

（別添１：資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額） 

商号、名称又は氏名 

 

 資本金の額又は出資の総額 年 月 日  

 年  月  日 現在 

    

 

持込資本金の額 年 月 日  

 年  月  日 現在 

（注意事項） 

  外貨建ての場合は、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記する

こと。  
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  （第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏 名 又 は 名 称 役   職   名 
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  （第５面） 

（別添３：金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使

用人の氏名） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役   職   名 
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  （第６面） 

（別添４：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の

氏名） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役   職   名 
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  （第７面） 

（別添５：投資助言・代理業に関し、法第29条の２第１項第６号の営業所又は事務所の業務を

統括する使用人の氏名） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役   職   名 
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（第８面） 

（別添６：業務の種別） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

業務の種別 

１ 法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

２ 法第28条第１項第２号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

３ 法第28条第１項第３号イに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

４ 法第28条第１項第３号ロに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

５ 法第28条第１項第３号ハに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

６ 法第28条第１項第４号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

７ 有価証券等管理業務（  年 月 日） 

８ 第二種金融商品取引業（  年 月 日） 

９ 投資助言・代理業（  年 月 日） 

10 投資運用業（  年 月 日） 
（注意事項） 
１ 行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 
２ それぞれの業務について、登録年月日又は変更登録年月日を記載すること。 

-596-



（第９面） 

（別添７：本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主た

る営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

名    称 所   在   地 

  

（注意事項） 
その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所については、別添７－２に

記載すること。 
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  （第10面） 

（別添７－２：その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所の状況） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

無人の営業所又は事務所を統括する本店その他の営業所又は事

務所 財務局等名 

名  称 所 在 地 

無人の営業

所又は事務

所数 

    

  
 

 

計   店 

（注意事項） 
営業所又は事務所数は、無人の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局等(財務局

又は福岡財務支局をいう。)ごとに記載すること。 
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（第11面） 

（別添８：他に行っている事業の種類） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

他に行っている事業の種類 
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（第12面） 

（別添９：第７条第３号イ及び第４号から第９号までに掲げる事項） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

第７条第３号イ及び第４号から第９号までに掲げる事項 

１ 有価証券関連業を行う旨 

２ 商品投資関連業務を行う旨 

  行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品

等のみに係るものである旨 

  行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経済産

業関係商品等のみに係るものである旨 

  競走用馬投資関連業務を行う旨 

３ 法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨 

４ 不動産信託受益権等売買等業務を行う旨 

５ 不動産関連特定投資運用業を行う旨 

６ 特定引受行為を行う旨 

７ 特定有価証券等管理行為を行う旨 
（注意事項） 

   該当する番号を○で囲むこと。 
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別紙様式第二号（第二十五条第一項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

                                      年  月  日 

 

       財務（支）局長 殿 

 

                      届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第   号 

住   所 

又は所在地 

商   号 

又は名称 

氏   名              印 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 

営業保証金供託届出書 

 

  金融商品取引法第31条の２第１項、第４項又は第８項の規定により供託をしたので、供託書正

本を添えて、届け出ます。 
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別紙様式第三号（第二十七条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

                                   年  月  日 

 

       財務（支）局長 殿 

 

                   届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第   号 

住   所 

又は所在地 

商   号 

又は名称 

氏   名            印 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 

営業保証金供託保証契約締結届出書 

 

  金融商品取引法第31条の２第３項に規定する契約を締結しましたので、契約書の写しを

添付して、届け出ます。 
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別紙様式第四号（第二十七条第二項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

                                   年  月  日 

 

       財務（支）局長 殿 

 

                   届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第   号 

住   所 

又は所在地 

商   号 

又は名称 

氏   名            印 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 

営業保証金供託保証契約変更承認申請書 

 

  金融商品取引法第31条の２第３項に規定する契約（以下「営業保証金供託保証契約」と

いう。）の変更の承認を受けたいので下記のとおり申請します。 

 

                        記 

 

    １ 申請の理由 

 

    ２ 現に供託している営業保証金の内容 

     イ 金銭の場合 

供託所名・供託番号 供  託  金  額 供  託  者  名 

 円  

   

   

     

ロ 振替国債等の場合 

供託所名・供託番号 銘      柄 金      額 
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  円 

   

   

 

ハ 振替国債等以外の有価証券の場合 

供託所名・供託番号 名 称 枚 数 総額面 券面額 回記号 番 号 

   円 円   

       

       

 

    ３ 現に締結している営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の商号 契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 

 

    ４ 変更しようとする営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の商号 契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 
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別紙様式第五号（第二十七条第二項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

                                   年  月  日 

 

       財務（支）局長 殿 

 

                   届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第   号 

住 所 

又は所在地 

商   号 

又 は 名 称 

氏 名            印 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 

営業保証金供託保証契約解除承認申請書 

 

  金融商品取引法第31条の２第３項に規定する契約（以下「営業保証金供託保証契約」と

いう。）の解除の承認を受けたいので下記のとおり申請します。 

 

                        記 

 

    １ 申請の理由 

 

    ２ 現に供託している営業保証金の内容 

     イ 金銭の場合 

供託所名・供託番号 供  託  金  額 供  託  者  名 

 円  

   

   

 

ロ 振替国債等の場合 

供託所名・供託番号 銘      柄 金      額 
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  円 

   

   

 

ハ 振替国債等以外の有価証券の場合 

供託所名・供託番号 名 称 枚 数 総額面 券面額 回記号 番 号 

   円 円   

       

       

 

    ３ 現に締結している営業保証金供託保証契約の内容 

契約の相手方の商号 契約年月日 契約期間 契約金額 

   円 
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別紙様式第六号（第二十七条第四項関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

                                   年  月  日 

 

       財務（支）局長 殿 

 

                   届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第   号 

住   所 

又は所在地 

商   号 

又 は 名 称 

氏   名            印 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 

営業保証金供託保証契約変更届出書 

 

  金融商品取引法第31条の２第３項に規定する契約を変更しましたので、契約書の写しを

添えて、届け出ます。 
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別紙様式第七号（第二十七条第四項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

                                   年  月  日 

 

       財務（支）局長 殿 

 

                   届出者 登録番号 財務（支）局長（金商）第   号 

住   所 

又は所在地 

商   号 

又は名称 

氏   名            印 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 

営業保証金供託保証契約解除届出書 

 

  金融商品取引法第31条の２第３項に規定する契約を解除しましたので、届け出ます。 
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別紙様式第八号（第三十六条関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

 
対象議決権保有届出書 

 
年  月  日 

財 務（支）局 長  殿 
       

商号、名称又は氏名  印 

所在地、住所又は居所  

届出義務発生日 年  月  日 

 
 金融商品取引法第32条第１項の規定により、対象議決権保有届出書を提出します。 
 
１ 提出者が対象議決権を保有する金融商品取引業者又は金融商品取引持株会社に関する事項 

 
 
２ 提出者に関する事項 

金融商品取引業者又は
金融商品取引持株会社
の商号 

 

本店の所在地 
 
 

１  個 人 ２  法 人 

（ふりがな）  

商号、名称又は氏名  

（ふりがな）  

所在地、住所又は居所  

電話番号  

（ふりがな）  

代表者の氏名  

保有の目的  

提出者及び特別の関係にある者が保有する 

議決権の数 

（Ａ）  

提出者が保有する議決権の数   

特別の関係にある者が保有する議決権の数  
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（注意事項） 
１ 一般的事項 
  この様式において「議決権」とは、法第29条の４第２項に規定する議決権をいう。 
  この様式において「金融商品取引持株会社」とは、法第29条の４第１項第５号ニに規定する
持株会社をいう。 
  この様式において「特別の関係にある者」とは、令第15条の10第１項に規定する特別の関係
にある者をいう。 

２ 個別事項 
  届出義務発生日 

総株主又は総出資者の議決権の100分の20以上の議決権の保有者（法第29条の４第４項の規
定により、同項各号に定める数の議決権を保有しているとみなされる場合を含む。）となっ
た日を記載すること。  
  提出者が対象議決権を保有する金融商品取引業者又は金融商品取引持株会社に関する事項 

「本店の所在地」欄には、当該金融商品取引業者又は金融商品取引持株会社の本店の所在す

る都道府県名を記載すること。 

  提出者に関する事項 

イ 「１ 個人 ２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 
ロ 個人の場合は、「代表者の氏名」欄は空欄とすること。 
ハ 「保有の目的」欄には、「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」
等の目的及びその内容について、できる限り具体的に記載すること。 
ニ 議決権の数を記載する欄には、その日の取引が全て終了した後の提出者及び特別の関係
にある者が現に保有する金融商品取引業者又は金融商品取引持株会社の議決権の数により
記載すること。 
ホ 「提出者が保有する議決権の数」欄には法第29条の４第４項第１号の規定により保有し
ているとみなされる議決権の数も含めて記載すること。 

金融商品取引業者又は金融商品取引持株会社の

総株主の議決権の数 

（Ｂ）  

議決権保有割合 （Ａ／Ｂ×100）  
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別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

（第１面） 
 

（注意事項） 
１ 印影は、印鑑届をしている印章により押印することとするが、やむを得ない事由があるとき
は署名によることができる。 
２ 押印した印章に係る印鑑証明書を添付すること（署名の場合を除く。）。 

年  月  日  

   財務（支）局長 殿 
       
         申請者   （郵便番号     ）  
                                所在地 
                電話番号（  ）   － 
                商号又は名称 
                代表者の役職氏名                 印 
                
           

登 録 申 請 書 
 

金融商品取引法第33条の３の規定により同法第33条の２の登録を申請します。 
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 
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（第２面） 

＊ 登 録 番 号 財務（支）局長（登金）第  号（ 年 月 日） 

 （ ふ り が な ）  

１ 商 号 又 は 名 称  

２ 
資本金の額、基金の総額又は出資

の総額 
別添１のとおり 

３  

役員（外国法人にあっては、国内

における代表者を含む。）の氏名

又は名称 

別添２のとおり 

４ 
会計参与設置会社にあっては、会

計参与の氏名又は名称 
別添３のとおり 

５  本店その他の営業所又は事務所

（外国法人にあっては、本店及び

国内における本店等その他の営業

所又は事務所）の名称及び所在地 

別添４のとおり 

６ 他に行っている事業の種類 別添５のとおり 

７ 登録金融機関業務に関し、法令等

を遵守させるための指導に関する

業務を統括する使用人及びその者

の権限を代行し得る地位にある使

用人の氏名 

別添６のとおり 

８ 投資助言業務又は投資運用業に関

し、助言又は運用を行う部門を統

括する使用人及び金融商品の価値

等の分析に基づく投資判断を行う

使用人の氏名 

別添７のとおり 

９  投資助言・代理業に関し、法第33

条の３第１項第５号の営業所又は

事務所の業務を統括する使用人及

びその者の権限を代行し得る地位

にある使用人の氏名 

別添８のとおり 

10 加入する金融商品取引業協会及び

対象事業者となる認定投資者保護

団体の名称 

 

 

11 会員等となる金融商品取引所の名  
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称又は商号  

12 金融商品仲介業務を行う場合の委

託金融商品取引業者の商号 

 

13 第44条第４号及び第６号から第９

号までに掲げる事項 別添９のとおり 

（注意事項） 
「＊登録番号」欄には、記載しないこと。 
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  （第３面） 

（別添１：資本金の額、基金の総額又は出資の総額） 

商号又は名称 

      

資本金の額、基金の総額又は出資の総額 年 月 日  

 年  月  日 現在 

（注意事項） 
   資本金の額、基金の総額又は出資の総額の単位は、資本金の額、基金の総額又は出資の総額が
10億円以上の場合は億円、10億円未満１億円以上の場合は千万円、１億円未満１千万円以上の場
合は百万円、１千万円未満百万円以上の場合は十万円とすることができる。 
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  （第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏名又は名称 役 職 名 
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  （第５面） 

（別添３：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称） 

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏名又は名称 
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（第６面） 

（別添４：本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における本店

等その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地） 

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

名    称 所   在   地 業 務の種類 

   

（注意事項） 

１ 「業務の種類」の欄には、営業所又は事務所ごとに当該営業所が行う登録金融機関業

務の種類を記載すること。 

２ 登録金融機関業務を行う営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所について

は、別添４－２に記載すること。 
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（第７面） 

（別添４－２：登録金融機関業務を行うその他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は

事務所の状況） 

 

商号又は名称 

（  年  月  日現在） 

登録金融機関業務を行う無人の営業所又は事 

務所を統括する本店その他の営業所又は事務所 財務局等名 

名  称 所 在 地 

登録金融機関業務を行う

無人の営業所又は事務所

数 

    

      計     店 

（注意事項） 

   登録金融機関業務を行う無人の営業所又は事務所数は、無人の営業所又は事務所の所在

地を管轄する財務局等（財務局又は福岡財務支局をいう。）ごとに記載すること。 
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  （第８面） 

（別添５：他に行っている事業の種類） 

 

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

他に行っている事業の種類 
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  （第９面） 

（別添６：登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する

使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名） 

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役 職 名 
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  （第10面） 

（別添７：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及

び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名） 

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役 職 名 
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  （第11面） 

（別添８：投資助言・代理業に関し、法第33条の３第１項第５号の営業所又は事務所の業務を

統括する使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名） 

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役 職 名 
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（第12面） 

（別添９：第44条第４号及び第６号から第９号までに掲げる事項） 

                      商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

第44条第４号及び第６号から第９号に掲げる事項 

１ 法第33条の２第１号又は第２号に掲げる行為を業として行う旨 

２ 法第33条第２項第５号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う旨 

３ 商品投資関連業務を行う旨 

  行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等の

みに係るものである旨 

  行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関

係商品等のみに係るものである旨 

  競走用馬投資関連業務を行う旨 

４ 法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨 

５ 不動産信託受益権等売買等業務を行う旨 

６ 不動産関連特定投資運用業を行う旨 
（注意事項） 
行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 
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別紙様式第十号（第七十一条第一号関係） 

 

 

（注意事項） 

１ 〔 〕内は、営業所又は事務所が無人の端末である場合の大きさとする。 

２ 加入している金融商品取引業協会の名称に続けて「加入」と表示すること。 

 

 

金 融 商 品 取 引 業 者 登 録 票 

（第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、 

投資運用業の別） 

登録番号  財務（支）局長（金商）第      号 

 

（金融商品取引業者の商号、名称又は氏名） 

（加入している金融商品取引業協会の名称） 

 
20 
〔５〕 

cm 
以 
上 

30〔７〕cm以上 
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別紙様式第十一号（第七十一条第二号関係） 

 

 

（注意事項） 

１ 〔 〕内は、営業所又は事務所が無人の端末である場合の大きさとする。 

２ 加入している金融商品取引業協会の名称に続けて「加入」と表示すること。 

 

 
 

登 録 金 融 機 関 登 録 票 

登録金融機関業務 

登録番号  財務（支）局長（登金）第      号 

 

（登録金融機関の商号又は名称） 

（加入している金融商品取引業協会の名称） 

 

 
20 
〔５〕 

cm 
以 
上 

30〔７〕cm以上 
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別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 
（日本工業規格А４） 

                    
第  期事業報告書 

            
年  月  日提出 

 
                       商号又は名称 
                       所在地                 
                       代表者の役職氏名          印 
 
１ 業務の状況 
  登録年月日及び登録番号 
    年  月  日（   財務（支）局長（金商）第   号） 
  行っている業務の種類 
  加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者と
なっている認定投資者保護団体 

  当期の業務概要 
  株主総会決議事項の要旨 
  役員及び使用人の状況 
  ① 役員及び使用人の総数 

  
役  員 

うち非常勤 
使用人 計 

総   数          名       名       名        名 

  うち外務員     

 
② 役員の状況 

兼  職  の  状  況 
役職名 氏名又は名称 

商    号 役職名 代表権の有無 

     

 
  営業所の状況 

名 称 所       在       地 役員及び使用人 

  名 

計  店  計     名 

 
  株主の状況 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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氏 名 又 は 名 称 住  所  又  は  所  在  地 割 合 

その他
（       名） 

  
％ 

計      名  100.00％ 

  
（注意事項） 
１ 業務の状況 
  登録年月日及び登録番号 
当期中において法第31条第４項の変更登録を受けた場合には、その旨を注記すること。 

  行っている業務の種類 
当期末現在において行っている金融商品取引業及び他に行っている事業の種類を記載するこ
と。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。 
  加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者と
なっている認定投資者保護団体 
当期末現在において加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所
並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体の名称又は商号を記載すること。また、
会員資格、取引資格等に種類がある場合には、その種類を記載すること。なお、当期中にお
いて変更があった場合には、その旨を注記すること。 
  当期の業務概要 
当期における事業活動に関する概況、事業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼした重要
事項の概要を記載すること。 
  株主総会決議事項の要旨 
当期に係る定時及び臨時株主総会の開催年月日及び決議事項の要旨を簡潔に記載すること。 

  役員及び使用人の状況 
① 役員及び使用人の総数 
当期末現在における役員及び使用人（外国法人にあっては、国内における営業所又は事務
所に駐在する役員及び使用人）について記載すること。 
② 役員の状況 
当期末現在における役員（外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在す
る役員）について記載すること。なお、「兼職の状況」の欄には、兼職先の商号又は名称並
びに兼職先における役職名及び代表権の有無を記載すること。ただし、会計参与及び監査役
にあっては、「兼職の状況」の欄の記載を要しない。 

  営業所の状況 
当期末現在における本店等を含むすべての営業所又は事務所（外国法人にあっては国内にお
けるすべての営業所又は事務所）について記載すること。なお、当期中において、営業所若
しくは事務所の設置若しくは廃止があった場合又は営業所若しくは事務所の名称若しくは所
在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。 
  株主の状況 
当期末現在における上位10位までの株主（第174条第１号ハに規定する上位10位までの株主
をいう。）及びその他の株主について記載すること。なお、「割合」の欄には、同号ハに規
定する割合を、小数点以下第３位以下を切り捨て、小数点以下第２位まで記載すること。 
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  業務の状況 
当期における第一種金融商品取引業の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数
があるときは、その端数を切り捨てること。 
 

  ① 有価証券の売買の状況                    （単位：千株、百万円） 

 委   託 自   己 計 

市場内取引 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

市場外取引 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

 
株 
 
 
数 
 

計 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

市場内取引 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

市場外取引 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

 
株 
 
 
 
 
券 
 

 
金 
 
 
額 
 

計 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

国債証券  
 

 
 

 
 

地方債証券  
 

 
 

 
 

特殊債券  
 

 
 

 
 

社 債 券 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

 
債 
 
 
券 
 

計 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

受益証券 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

 うち上場証券投資信託  （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

新 株 予 約 権 証 券 （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

コマーシャル・ペーパー （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

そ  の  他  （       ） 
 

（       ） 
 

（       ） 
 

 
そ 
 
の 
 
他 
 計 （       ） 

 
（       ） 

 
（       ） 

 
  （注意事項） 

１ 有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を約定
基準により記載すること。 
２ 「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同項第
７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をいう。）に係
るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げる有価
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証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「受益証券」
の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、「新株予約権証券」の欄
には同項第８号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券及び同項第９号に掲げる新株予
約権証券に係るものを、「コマーシャル・ペーパー」の欄には同項第15号に掲げる有価証
券に係るものを記載し、同項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載す
ること（ ②、⑥及び⑦並びに において同じ。）。 
３ 「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における売買に係るものを、「市場外取
引」の欄にはそれ以外の売買に係るものを記載すること。 
４ 外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易法
第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定す
る本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るものは、株
券、債券（社債券、計）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上段に内書（括
弧書）として記載すること（②及び⑥において同じ。）。 
５ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条
第２号に掲げる証券投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

 
  ② 有価証券の売買の媒介等の状況                （単位：千株、百万円） 

 媒 介 等 

株数 （         ） 
 株  券 

金額 （         ） 
 

国 債 証 券  
 

地方債証券  
 

特 殊 債 券  
 

社  債  券 （         ） 
 

 
債 
 
 
 
券 
 

計 （         ） 
 

受 益 証 券 （         ） 
 

 （         ） 
 そ

の
他  （         ） 

 

計 （         ） 
 

（注意事項） 
有価証券の売買の媒介又は代理について、売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当
するものを除く。）を約定基準により記載すること。 

 
  ③ 有価証券に関連する市場デリバティブ取引の状況           （単位：百万円） 
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区 分 取引の種類 委 託 自 己 計 

先 物 取 引    

オプション取引    株券に係る取引 

そ の 他    

先 物 取 引    

オプション取引    債券に係る取引 

そ の 他    

先 物 取 引    

オプション取引    そ の 他 

そ の 他    

  （注意事項） 
１ 市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類ごと
に記載すること。 
２ 「取引の種類」の「先物取引」の欄には、法第28条第８項第３号イ及びロに掲げる取引に
係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には、同号ハに掲げる取引に係る取引契約金
額を、「その他」の欄には、同号ニ及びホに掲げる取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定
元本ベースで記載すること。 
 

  ④ 店頭デリバティブ取引等の状況                   （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒介等 自 己 計 

    

    

    

（注意事項） 
１ 金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、
取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。 
２ 「媒介等」の欄には、媒介、取次ぎ及び代理に係るものを記載すること。 
３ 外貨建ての取引の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 
 
⑤ 有価証券に関連する外国市場デリバティブ取引の状況         （単位：百万円） 

区 分 取引の種類 委 託 自 己 計 

先 物 取 引    

オプション取引    株券に係る取引 

そ の 他    
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先 物 取 引    

オプション取引    債券に係る取引 

そ の 他    

先 物 取 引    

オプション取引    そ の 他 

そ の 他    

  （注意事項） 
１ 外国市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類
ごとに記載すること。 
２ 「取引の種類」の「先物取引」の欄には、外国金融商品市場において行う取引であって
（以下、「オプション取引」の欄及び「その他」の欄において同じ。）、法第28条第８項第
３号イ及びロに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄に
は、同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、「その他」の欄には、同号ニ
及びホに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定元本ベースで記載する
こと。 
３ 外貨建ての取引の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 

 
  ⑥ 有価証券の引受け、売出し並びに募集、売出し及び私募の取扱いの状況 
                                  （単位：千株、百万円） 

 
引 受 高 売 出 高 

募 集 の 
取 扱 高 

売出しの      
取 扱 高 

私 募 の 
取 扱 高 

株数 
（    ） 

 
（    ） 

 
（    ） 

 
（    ） 

 
（    ） 

 
株 
 
券 金額 （    ） 

 
（    ） 

 
（    ） 

 
（    ） 

 
（    ） 

 

国債証券   
 

  
 

  
 

地方債証券  
 

  
 

  
 

特殊債券   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

社 債 券 （    ） 
 

（    ） 
 

（     ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

債 
 
 
 
 
 
券 

計 （    ） 
 

（    ） 
 

（     ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

受益証券   （    ） 
 

（    ） 
 

（     ） 
 

そ の 他 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

（     ） 
 

（注意事項） 
１ 「株券」の欄以外の欄には、額面金額を記載すること。 

-631-



 

２ 「引受高」の欄には、引受責任を有するもの（残額引受けの場合には、募集、売出し又は
私募の取扱いに係る部分を含む。）を記載すること。 
３ 「売出高」の欄には、引き受けた有価証券又は自己が保有している有価証券を売り出した
場合のものを記載すること。 
４ 「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」及び「私募の取扱高」の欄には、募集、売出し又
は私募に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高及び残額引受けの場合の
募集、売出し又は私募の取扱高を記載すること。 

 
  ⑦ 有価証券の貸借等の状況                   （単位：千株、百万円） 

 貸       借 貸 借 の 媒 介 貸 借 の 代 理 

株 券    

債 券    

その他    

（注意事項） 
有価証券の貸借の株数又は額面金額（信用取引に付随するもの及び証券金融会社から取引所
金融商品市場の決済機構を利用して借り入れたものを除く。）を約定基準により記載するこ
と。 

 
  自己資本規制比率の状況 
 当   期   末 

基本的項目                     (Ａ)             百万円 

その他有価証券評価差額金（評価益）等  

金融商品取引責任準備金等  

一般貸倒引当金  

長期劣後債務  

短期劣後債務  

補完的項目 

計                  (Ｂ)  

控除資産                      (Ｃ)  

固定化されていない自己資本(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)     (Ｄ)  

 市場リスク相当額  

 取引先リスク相当額  

 基礎的リスク相当額  
リスク相当額 

計                  (Ｅ)  

自己資本規制比率 (Ｄ)／(Ｅ)×100               ％ 
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（注意事項） 
１ 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者のみが記載すること。 
２ 自己資本規制比率は、小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載し、
その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 
３ 長期劣後債務及び短期劣後債務については、その金額、契約日又は発行日及び弁済日又は
償還日を注記すること。 

 
  分別管理の状況 
  ① 顧客分別金信託の状況                       （単位：百万円） 

 金     額 

直近差替計算基準日の顧客分別金必要額  

顧 客 分 別 金 信 託 額  

期末日現在の顧客分別金必要額  

  （注意事項） 
１ 「直近差替計算基準日の顧客分別金必要額」の欄には、当期末現在における顧客分別金信
託額の算出の基準となる差替計算基準日における顧客分別金必要額を記載すること。 
２ 「顧客分別金信託額」の欄には、当期末現在における顧客分別金信託額を記載すること。 

 
  ② 有価証券の分別管理の状況 
  （保護預り等有価証券） 

 国 内 有 価 証 券 外 国 有 価 証 券 

株  券           千株            千株 

債  券          百万円           百万円 

受益証券          百万口           百万口 

そ の 他   

  
  （受入保証金代用有価証券） 

株  券                        千株 

債  券                       百万円 

受益証券                       百万口 

そ の 他  

  （注意事項） 
１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理し
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ている有価証券及び社債等の振替に関する法律第２条第４項に定める口座管理機関として
振替口座簿により自己固有財産と分別して口座管理している有価証券について記載するこ
と。 
２ 保護預り等有価証券と受入保証金代用有価証券（法第119条第５項の規定により同条第２
項に規定する取次証拠金若しくは同条第３項に規定する委託証拠金に充てられる有価証券
又は法第161条の２第２項の規定により同条第１項に規定する金銭に充てられる有価証券を
いう。）とに分けて記載すること。 
３  株券は株数、受益証券は口数、債券及びその他は額面金額を記載すること。なお、株数、
口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載するこ
と。 

４ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 
 

  ③ 有価証券の分別管理の状況（管理場所別） 
   管理場所及び国名 管理方法 区  分 数・額面金額 単   位 

株  券   

債  券   

受益証券   
  

そ の 他   

株  券   

債  券   

受益証券   
 

 
 

そ の 他   

株  券   

債  券   

受益証券   
  

そ の 他   

（注意事項）  
１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理し
ている有価証券及び社債等の振替に関する法律第２条第４項に定める口座管理機関として
振替口座簿により自己の固有財産と分別して口座管理している有価証券について、管理場
所及び管理方法ごとに記載すること。 
２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は口座管理している場合にはその旨、第
三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び国名を記載すること。なお、受
益証券を受託銀行をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記載する
こと。 
３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、社債等の振替に関
する法律第２条第４項に定める口座管理機関として口座管理している場合には振替決済と、
それ以外の場合には単純管理と記載すること。 
４ 「数・額面金額」の欄には、株券は株数（単位：千株）、受益証券は口数（単位：百万
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口）、債券及びその他は通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。なお、額
面金額が外国通貨をもって表示されているもの及び株数、口数又は額面金額による記載が
困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 
６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

 
  区分管理の状況 
（法第43条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況） 

 管理の方法 当期末残高 前期末残高 内   訳 

    
金 

銭     

    

    

有
価
証
券
等     

 
 
（法第43条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況） 

 管理の方法 当期末残高 前期末残高 内   訳 

    金 
銭     

    

    

有
価
証
券
等     

（注意事項） 
１「管理の方法」欄には、現金については「預金」、「金銭信託」、「カバー取引相手方へ
の預託」、「媒介等相手方への預託」の別を記載し、有価証券等については「自己で管
理」、「第三者による管理」の別を記載すること。また、記載した管理の方法ごとに当期
末残高及び前期末残高を記載すること。 
２ 「内訳」欄には、管理方法が「自己で管理」の場合にはその管理場所を記載し、それ以
外の場合には預金等の相手方の商号又は名称及び当該相手方ごとの当期末残高を記載する
こと。 
３ 現金については通貨ごとに記載し、有価証券等についてはその種類ごとに記載すること。 
４ 単位は「百万円」、「千株」その他これらに相当する単位を用いること。 
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  特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況について、 及び に準じて記載すること。 
 
  自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況 
① 委託者指図型投資信託の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 設定額 

 
単位型投資信託  

百万円 

追加型投資信託   

株式投資信託計   

単位型投資信託   

追加型投資信託   

公社債投資信託計   

単位型投資信託   

追加型投資信託   

不動産投資信託計   

単位型投資信託   

追加型投資信託   

その他投資信託計   

合計   

 
② 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 設定額 

単位型投資信託  
百万円 

追加型投資信託   

株式投資信託計   

単位型投資信託   

追加型投資信託   

公社債投資信託計   

単位型投資信託   

追加型投資信託   

不動産投資信託計   

単位型投資信託   

追加型投資信託   

その他投資信託計   

合計   

 
③ 抵当証券の募集又は私募の状況 
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 枚数 契約額 

抵当証券  
百万円 

 
④ 外国抵当証券の募集又は私募の状況 

 枚数 契約額 

外国抵当証券  
百万円 

  
⑤ 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 契約額 

法第２条第２項第５号に係るもの  
百万円 

法第２条第２項第６号に係るもの   

合計   

 
⑥ 令第１条の９の２各号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

区分 契約数 契約額 

  
百万円 

   

合計   

（注意事項） 
令第１条の９の２各号に掲げる有価証券ごとに記載すること。 

 
  みなし有価証券の売買等の状況 
  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載する。 
 
① みなし有価証券の売買又は売買の媒介等の状況            （単位：百万円） 

 媒 介 等 自   己 計 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 
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（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 （        ） 
 

（        ） 
 

（        ） 
 

（注意事項） 
１ みなし有価証券の売買金額を約定基準により記載すること。「媒介等」の欄には、媒介、
取次ぎ又は代理に係るものを記載すること。 
２ みなし有価証券を該当する条文ごとに集計すること。また、売買金額上位３位の銘柄につ
いては、欄外に注記すること。 
３ 外国のみなし有価証券（日本国若しくは地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易
法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定す
る本邦をいう。）において発行するみなし有価証券以外のみなし有価証券をいう。）に係る
ものは、上段に内書（括弧書）として記載すること。 

 
② みなし有価証券の売出し又は募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いの状況 
                                   （単位：百万円） 
 

売 出 高 
募 集 の 
取 扱 高 

売出しの      
取 扱 高 

私 募 の 
取 扱 高 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 
（     ） 

 
（     ） 

 
（     ） 

 
（     ） 

 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（注意事項） 
１ みなし有価証券を該当する条文ごとに額面金額を集計し記載すること。 
２  「売出高」の欄には、自己が保有している有価証券を売り出した場合のものを記載する
こと。 
３ 「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」及び「私募の取扱高」の欄には、募集、売出し又
は私募に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高を記載すること。 

 
  有価証券に関連しない市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の状況 
① 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引の状況         （単位：百万円） 

区  分 委 託 自 己 計 
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 先物取引    

 オプション取引    

 その他    

 先物取引    

 オプション取引    

 その他    

 先物取引    

 オプション取引    

 その他    

（注意事項） 
１ 原資産となる金融商品又は金融指標別に取引契約金額（想定元本ベース）を記載するこ
と（有価証券に関連するものを除く。）。 
２ 「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引契約
金額を、「オプション取引」の欄には法第２条第21項第３号に掲げる取引に係る取引契約
金額を記載すること。 

 
② 有価証券に関連しない外国市場デリバティブ取引の状況      （単位：百万円） 

区  分 委 託 自 己 計 

 先物取引    

 オプション取引    

 その他    

 先物取引    

 オプション取引    

 その他    

 先物取引    

 オプション取引    

 その他    

（注意事項） 
１ 外国金融商品市場において行われる取引について、原資産となる金融商品又は金融指標
別に取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること（有価証券に関連するものを除
く。）。 
２ 「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係
る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には法第２条第21項第３号に掲げる取引と類似
の取引に係る取引契約金額を記載すること。 
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  令第１条の12に掲げる業務の状況                   （単位：百万円） 

区  分 買 取 額 

委託者指図型投資信託の受益権に 
係る受益証券 

 
有価証券 

外国投資信託の受益証券  

（注意事項） 
区分ごとに額面金額を集計し記載すること。 

 
  投資運用業に係る内部管理の状況 
 
 
 
（注意事項） 
「投資運用業に係る内部管理の状況」には、リスク管理を含めた運用管理、情報管理、利
益相反を防止するための態勢整備の状況等について記載すること。 

 
  投資一任契約に係る業務の状況 
① 契約件数等 

国    内 海    外  
年  金 その他 

小  計 
年  金 その他 

小  計
 

合  計
 

契 約 件 数 
件 件 件 件 件 件 件

運 用 資 産 
総 額 

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

（注意事項） 
「契約件数」欄及び「運用資産総額」欄には、期末における数値を記載すること。外貨建て
の契約の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 

 
② 投資一任契約に係る投資の状況 
イ 有価証券の売買状況（約定ベース・受渡しベース） 
株 式 
売 買 高 

公 社 債 券  
売 買 高 

受 益 証 券
売 買 高

信 託 受 益 権
売 買 高

その他有価証券
売 買 高

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

（注意事項） 
１ 有価証券の売買のうちデリバティブ取引を除いた計数を記入すること。 
２ 外貨建ての契約の場合は、約定日の外国為替レートにより邦貨換算すること。 
３ 「株式売買高」欄にはその金額を約定ベース（精算金額）又は受渡しベース（精算金
額）のいずれかに基づいて記載すること。 
４ 現先売買は、「公社債券売買高」欄に外書きすること。 
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５ 新株予約券付社債の分離後の新株予約権部分は「株式売買高」欄に、社債部分は「公社
債券売買高」欄に金額を内書きすること。 

 
ロ デリバティブ取引の状況（約定ベース・受渡しベース） 
（イ）市場デリバティブ取引高 
先 物 取 引 高 オ プ シ ョ ン 取 引 高 そ の 他 
株 式 公 社 債 券 株 式 公 社 債 券   

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

 
（ロ）店頭デリバティブ取引高 
先 渡 取 引 高 オプション取引高 スワップ取引高 そ の 他

百万円 百万円 百万円 百万円

 
（ハ）外国市場デリバティブ取引高 
先 物 取 引 高 オ プ シ ョ ン 取 引 高 そ の 他 
株 式 公 社 債 券 株 式 公 社 債 券   

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

（注意事項） 
     １ 「デリバティブ取引高」は、想定元本ベースで記載すること。 
     ２ 外貨建ての契約の場合は、約定日の外国為替レートにより邦貨換算すること。 
 
③ 運用受託報酬         百万円 

 
  投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況 
① 投資信託の設定、解約及び償還の状況 

設定 償還 残存 
区分 ファン

ド数 
元本
額 

解約 ファン
ド数 

元本
額 

期中 
増減 ファン

ド数 
元本
額 

 
単位型投資信託 

 百万円 百万円  百万円 百万円  百万円 

 
追加型投資信託         

株式投資信託計         

単位型投資信託         
 
追加型投資信託         

 公社債投資信託計         

単位型投資信託         
 
追加型投資信託         

不動産投資信託計         

単位型投資信託         
 
追加型投資信託         
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その他投資信託計         

単位型投資信託         
 
追加型投資信託         

 投 資 信 託 計         

親投資信託受益証券         

（注意事項） 
１ 投資信託元本について、当期中における設定、解約、償還、期中増減及び期末残存元本を
記載すること。「親投資信託受益証券」の欄は親投資信託ごとに区分して記載すること。 
２ 募集、適格機関投資家私募及び一般投資家私募ごとに記載すること。 
 
② 投資法人との資産運用委託契約の状況 

前期末 当期末 
対
象 区分 

契約数 契 約 資産額 

新 規 
契約数 

解 約 
契約数 

契約資
産の期
中増減
額 

運用に
よる期
中増減
額 

契約数 契 約 資産額 

オープン・エン
ド型投資法人 

 
百万円   百万円 百万円  百万円 

クローズド・エ
ンド型投資法人         

有
価
証
券 

計         
オープン・エン
ド型投資法人         

クローズド・エ
ンド型投資法人         

不
動
産 

計         
オープン・エン
ド型投資法人         

クローズド・エ
ンド型投資法人         

そ
の
他 

計         
オープン・エン
ド型投資法人         

クローズド・エ
ンド型投資法人          

合計         

（注意事項） 
１ 登録投資法人との間に締結した資産運用委託契約の契約資産について、前期末残高、当
期中における新規、解約、期中増減及び当期末残高を記載すること。 
２ 資産運用委託契約期間の終了以外の理由により解約となったものについては、その理由
を注記すること。 
３ 募集及び私募ごとに記載すること。 
４ 対象欄の「有価証券」、「不動産」、「その他」は、投資法人の主たる投資対象資産ご
との分類であり、当該分類に従い、投資法人の主たる投資対象資産ごとに記載すること。 

 
③ 投資信託財産及び投資法人運用資産の売買等の状況 

   イ 有価証券の売買状況 
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売付 買付 合計 区分 株数 金額 株数 金額 株数 金額 備考 

株券 
千株 百万円 千株 百万円 千株 百万円 

 

新株予約権証券        

公社債券        

信託受益権        

その他        

計        
親投資信託受益
証券        

 
  ロ 市場デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先物取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     

 
  ハ 店頭デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先渡取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     
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ニ 外国市場デリバティブ取引の状況 
区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先物取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     

 
   ホ 不動産の売買の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

建物 
百万円 百万円 百万円 

 

土地     
賃貸用 

その他     

建物     

土地     賃貸用以外 

その他     

 
   ヘ その他の特定資産の売買の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

 
百万円 百万円 百万円 

 

     

（注意事項） 
１ 当期中に行われた有価証券の売買、デリバティブ取引及び不動産売買等の状況を記載す
ること。 
なお、これら以外の資産の売買等の状況については、当該資産を主たる投資対象とし

ている場合に限り、その状況を記載すること。 
２ 「有価証券の売買状況」は、デリバティブ取引を除いた計数を記載すること。 
３ 「市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には法第２条第21項第１号及び
第２号に掲げる取引に係る取引額（想定元本ベース。以下、本号において同じ。）を、
「オプション取引」の欄には法第２条第21項第３号に掲げる取引に係る取引額を記載する
こと。 
「店頭デリバティブ取引の状況」中、「先渡取引」の欄には法第２条第22項第１号及び
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第２号に掲げる取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には法第２条第22項第３号
及び第４号掲げる取引に係る取引額を記載すること。 
「外国市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１
号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には法
第２条第21項第３号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を記載すること。 

 
④ 投資信託及び投資法人運用資産一覧表 
イ 投資信託 

特定資産 
組入比率 

投
資
信
託
名 

設 定 
年月日 

信託
期間 

当 初 
設定額 

純資産
総 額 特定 

資産 比率 

基準
価額 

過去１年
間の収益
金込み基
準価額の
騰 落 率 

設定来
年平均
受益者
利回り 

備
考 

   
百万円 百万円  ％ 円 ％ ％ 

 

           

           

           

（注意事項） 
１ 単位型株式投資信託、追加型株式投資信託、単位型公社債投資信託、追加型公社債投資
信託、単位型不動産投資信託、追加型不動産投資信託、単位型その他投資信託、追加型そ
の他投資信託及び親投資信託ごとに分けて記載すること。 
２ 記載は、設定日の順序で記載すること。なお、他の投資信託委託会社から引き継いだ投
資信託財産がある場合には、その旨及び当該投資信託財産を引き継いだ年月日を「備考」
欄に記載すること。 
３ 特定資産組入比率について、「特定資産」の欄には組入比率50％以上の特定資産の種
類を、「比率」欄には当該特定資産の組入比率を記載すること。なお、組入比率50％以
上の特定資産がない場合、組入比率が一番高い特定資産の種類及び当該特定資産の組入比
率を記載すること。 
４ 追加型投資信託については、「設定来年平均受益者利回り」欄の記載を要しない。 
５ 運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、備考欄に外部委託先名を付記すること。 
また、他の投資運用業を行う者から業務を引き継いだ場合は、その旨及び当該引き継
いだ年月日を「備考」欄に記載すること。 

 
ロ 投資法人 

特定資産 
組入比率 名

称 
設 立 
年月日 

存続
期間 

当 初 
出資額 純資産額 特定

資産 比率 

１口当
たり純
資産額 

過去１年
の分配金
込み払戻
金 額 の 
騰 落 率 

設定来
年平均
運 用 
利回り 

備
考 

   
百万円 百万円  ％ 円 ％ ％ 

 

           

           

           

（注意事項） 
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１ クローズド・エンド型投資法人、オープン・エンド型投資法人及び投資法人以外のビー
クルに分けて、かつ、その主たる投資対象資産により株式、公社債、不動産、その他の
資産ごとに分けて記載すること。 
２ 記載は、資産運用委託契約を締結した日の順序で記載すること。なお、投資法人及び投
資法人以外のファンドの設立の当初から資産運用を受託していない場合は、その旨を
「備考」欄に付記すること。 
３ 特定資産組入比率について、「特定資産」の欄には組入比率50％以上の特定資産の種
類を、「比率」欄には当該特定資産の組入比率を記載すること。なお、組入比率50％以
上の特定資産がない場合、組入比率が一番高い特定資産の種類及び当該特定資産の組入
比率を記載すること。 
４ オープン・エンド型投資法人については、「設定来年平均運用利回り」の記載を要しな
い。 
５ 運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」欄に外部委託先名を付記する
こと。また、他の投資運用業を行う者から業務を引き継いだ場合は、その旨及び当該引
継いだ年月日を備考欄に記載すること。 

 
⑤ 委託者報酬及び運用受託報酬         百万円 

 
(21)  法第２条第８項第15号に掲げる行為に係る業務の状況 
① 設定及び償還の状況 

前期末 当期末 
区分 ファン

ド数 元本額 
設定ファ
ンド数 

償還ファ
ンド数 

期中元本
増 減 額 

ファン
ド数 元本額 

法第２条第２項第
５号又は第６号に
掲げる権利に係る
もの 

 

百万円 

  

百万円 

 

百万円 

そ の 他        

合 計        

（注意事項） 
１ 運用を行うファンドに係る、前期末残高、当期中における新規設定、償還、期中増減額
及び当期末残高を記載すること。 
２ 募集及び私募ごとに記載すること。 

 
② ファンドの保有資産の売買等の状況 

   イ 有価証券の売買状況 
売付 買付 合計 区分 株数 金額 株数 金額 株数 金額 備考 

株券 
千株 百万円 千株 百万円 千株 百万円 

 

新株予約権証券        

公社債券        

信託受益権        

その他        
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計        

 
  ロ 市場デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先物取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     

 
  ハ 店頭デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先渡取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     

 
ニ 外国市場デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先物取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     
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（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     

（注意事項） 
１ 当期中に行われた有価証券の売買及びデリバティブ取引の状況を記載すること。 
２ 「有価証券の売買状況」は、デリバティブ取引を除いた計数を記載すること。 
３ 「市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には法第２条第21項第１号及び
第２号に掲げる取引に係る取引額（想定元本ベース。以下、本号において同じ。）を、
「オプション取引」の欄には法第２条第21項第３号に掲げる取引に係る取引額を記載する
こと。 
「店頭デリバティブ取引の状況」中、「先渡取引」の欄には法第２条第22項第１号及び
第２号に掲げる取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には法第２条第22項第３号
及び第４号掲げる取引に係る取引額を記載すること。 
「外国市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１
号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には法
第２条第21項第３号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を記載すること。 

 
③ 運用するファンド一覧表 

名称 設定年月日 存続期間 総資産額 備考 

   
百万円 

 

     

     

     

（注意事項） 
１ 記載は、ファンドを設定した日の順序で記載すること。 
２ 運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」欄に外部委託先名を付記する
こと。 

 
④ 運用受託報酬その他の法第２条第８項第15号に掲げる行為に係る報酬 

      百万円 
 

(22)  投資助言業務の状況 
① 契約件数等 

 投 資 顧 問 契 約 
（投資一任契約を除く） うち、顧客の資産の額を前提とした契約 

契  約  件  数 契  約  件  数 資   産   総   額 

件 件 百万円 

 
② 内部管理の状況 

-648-



 

 
 
 

（注意事項） 
１ 「契約数」欄及び「資産総額」欄には、期末における数値を記載し、「うち、顧客の資
産の額を前提とした契約」欄には、業務の方法で契約資産額に応じた報酬体系を適用し
ている契約について記載すること。外貨建ての契約の場合は、期末の外国為替レートに
より邦貨換算すること。 
２ 内部管理の状況 
「内部管理の状況」には、顧客との利益相反を防止するための態勢整備の状況等につい
て記載すること。 

 
③ 投資助言報酬         百万円 

 
(23)  代理・媒介業務の状況 
① 代理・媒介を行う金融商品取引業者等 

契約年月日 代理・媒介の別 金融商品取引業者等名 
金融商品取引業者等の 
登 録 番 号 

    

 
② 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介の状況 

投資顧問契約 投資一任契約 計 代理・媒介を行う金融
商品取引業者等の名称 代 理 媒 介 代 理 媒 介 代 理 媒 介 

 
件 件 件 件 件 件 

計       

 
③ 代理・媒介手数料の状況 
代理・媒介を行う金融
商品取引業者等の名称 

代理・媒介手数料 その他受入手数料 計 

 
百万円 百万円 百万円 

計    

 
④ 内部管理の状況 

 
 
 

（注意事項） 
１ 代理・媒介を行う金融商品取引業者等 
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当期末現在において投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介の委託を受け
ている金融商品取引業者等との契約年月日、その商号又は名称及び登録番号を記載する
こと（複数の金融商品取引業者等が存在する場合、適宜記載欄を設けて記載するこ
と。）。なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。 
２ 代理・媒介手数料等の状況 
「代理・媒介手数料」欄には、事業年度中に金融商品取引業者等から得た代理・媒介手
数料の金額を記載すること。また、「その他受入手数料」欄には、事業年度中に金融商
品取引業者等から得た代理・媒介業務に係る手数料のうち、契約締結の代理・媒介に係
る手数料以外の手数料の金額を記載すること。なお、両者の区分が困難である場合は、
その旨を欄外に明記した上で、「代理・媒介手数料」欄に一括して記載すること。 
３ 内部管理の状況 
「内部管理の状況」には、顧客情報の管理態勢、兼業業務における優越的地位の濫用を
防止するための態勢整備の状況等について記載すること。 

 
 
２ 経理の状況 
（記載要領） 
１ 金融商品取引業者は、様式Ａ（第一種金融商品取引業（有価証券関連業に限る）を行う者）、
様式B（投資信託委託会社）、様式C（その他法人）、様式Ｄ（個人）により、貸借対照表、損
益計算書等を作成するものとする。 
２ 金融商品取引業協会に加入している金融商品取引業者は、加入している金融商品取引業協会
の定める経理に関する規則その他の一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い作成す
るものとする。 
３ 金融商品取引業協会に加入しない金融商品取引業者は、関連する金融商品取引業協会の定め
る経理に関する規則に準じた規則その他の一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い
作成するものとする。 
４ 金融商品取引業協会の定める経理に関する規則がない金融商品取引業者は、一般に公正妥当
と認められる企業会計の慣行に従い作成するものとする。 
５ 様式Dにあっては、２から４まで中「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とあるの
は「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」とする。 
６ 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に掲げる科目以外の科目を設ける必要が
生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。また、表示
単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。さらに、貸借対照表、損益計算書
及び株主資本等変動計算書については関連する注記を付すこと。 
７ 第一種金融商品取引業（有価証券関連業に限る。）を行う金融商品取引業者は、次の各号に定
める事項を記載した書面を添付すること。 
  重要な会計方針 
有価証券の評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準その他の重要な会計方
針(会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項をい
う。)を記載する。 
  会計方針の変更 
会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表
に与えている影響の内容を、表示方法を変更した場合には、その内容を記載する。 
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  貸借対照表に関する注記 
次に掲げる事項を記載する。 
① 担保に供されている有価証券その他の資産及び担保として預託を受けている有価証券
その他の資産の時価 

② 偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係
る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において会社の負担となる可能性
のあるものをいう。)の内容及び金額 

③ 関係会社に対する資産及び負債の内容及び金額 
④ その他貸借対照表により会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

  損益計算書に関する注記 
次に掲げる事項を記載する。 
① 受入手数料の内訳 
② トレーディング損益の内訳(実現損益及び評価損益の内訳を含む。) 
③ 金融収益及び金融費用の内訳 
④ 販売費・一般管理費の内訳 
⑤ その他損益計算書により会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

  有価証券に関する注記 
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の７(第５項を除く。)の規定に準
じて記載する。 
  デリバティブ取引に関する注記 
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の８(第１項ただし書及び第１号
を除く。)の規定に準じて記載する。 
  一株当たり利益 
一株当たり当期純利益又は当期純損失の金額を記載する。 

 
（様式Ａ） 
                                                                    （日本工業規格Ａ４） 
 

  貸 借 対 照 表  
  年  月  日現在 

           （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資 産 の 部 ）            （ 負 債 の 部 ）            

流 動 資 産           流 動 負 債           

 現 金 ・ 預 金  トレーディング商品             

預 託 金               商 品 有 価 証 券 等            

顧 客 分 別 金 信 託               デリバティブ取引            

金融商品取引責任 
準備預託金 

 約 定 見 返 勘 定             

そ の 他 の 預 託 金            信 用 取 引 負 債             

トレーディング商品               信 用 取 引 借 入 金            

商 品 有 価 証 券 等              信用取引貸証券受入金  
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デリバティブ取引            有価証券担保借入金             

約 定 見 返 勘 定             有価証券貸借取引受入金  

信 用 取 引 資 産             現 先 取 引 借 入 金            

  信 用 取 引 貸 付 金            預 り 金             

  信用取引借証券担保金              顧客からの預り金            

有価証券担保貸付金               募 集 等 受 入 金            

  借入有価証券担保金              そ の 他 の 預 り 金            

  現 先 取 引 貸 付 金            受 入 保 証 金             

立 替 金               発行日取引受入保証金            

  顧 客 へ の 立 替 金              信用取引受入保証金            

  そ の 他 の 立 替 金              先物取引受入証拠金            

募 集 等 払 込 金               有価証券引渡票受入金            

短 期 差 入 保 証 金               その他の受入保証金            

  発行日取引差入証拠金            有価証券等受入未了勘定             

  信用取引差入保証金            受 取 差 金 勘 定             

  先物取引差入証拠金            短 期 借 入 金             

  有価証券引渡票支払金            前 受 金             

  その他の差入保証金            前 受 収 益             

有価証券等引渡未了勘定             未 払 金             

支 払 差 金 勘 定             未 払 費 用             

短 期 貸 付 金             未 払 法 人 税 等             

前 払 金             繰 延 税 金 負 債             

前 払 費 用             賞 与 引 当 金             

未 収 入 金             そ の 他 の 流動負債             

未 収 収 益             流 動 負 債 計           

繰 延 税 金 資 産             固 定 負 債           

そ の 他 の 流動資産             長 期 借 入 金             

貸 倒 引 当 金            △ 繰 延 税 金 負 債             

流 動 資 産 計           退 職 給 付 引 当 金             

固 定 資 産           そ の 他 の 固定負債             

有 形 固 定 資 産             固 定 負 債 計           

 建 物            引 当 金           

 器 具 備 品            金融商品取引責任準備金  

 土 地            ・ ・ ・ ・ ・ ・  

・ ・ ・ ・ ・ ・   引 当 金 計           

無 形 固 定 資 産             負 債 合 計             

の   れ   ん  （純 資 産 の 部）  

・ ・ ・ ・ ・ ・  株 主 資 本  

投 資 そ の他の資産   資 本 金  
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投 資 有 価 証 券            新株式申込証拠金  

  出 資 金             資 本 剰 余 金  

  長 期 貸 付 金            資 本 準 備 金  

  長 期 差 入 保 証 金            その他資本剰余金  

  長 期 前 払 費 用             利 益 剰 余 金  

  繰 延 税 金 資 産             利 益 準 備 金  

  そ の 他    その他利益剰余金  

  貸 倒 引 当 金           △    積 立 金  

固 定 資 産 計              繰越利益剰余金  

繰 延 資 産   自 己 株 式 △ 

  創 立 費               自己株式申込証拠金  

   ・ ・ ・ ・ ・ ・   評価・換算差額等  

繰 延 資 産 計           その他有価証券評価差額金  

   繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

   土地再評価差額金  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 合 計  

資 産 合 計  負債・純資産合計  

 
  損 益 計 算 書 

                   年  月  日から 
                    年  月  日まで 
 

科 目 金 額 

営 業 収 益 千円 千円 

受 入 手 数 料  ××× 
委 託 手 数 料 ×××  
引 受 け ・ 売 出 し 手 数 料 ×××  
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 手 数 料 ×××  
そ の 他 の 受 入 手 数 料 ×××  
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益  ××× 
株 券 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 ×××  
債 券 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 ×××  
そ の他のトレーディング損益 ×××  
金 融 収 益  ××× 
営 業 収 益 計  ××× 

金 融 費 用  ××× 

純 営 業 収 益  ××× 

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費  ××× 

取 引 関 係 費 ×××  
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人 件 費 ×××  
不 動 産 関 係 費 ×××  
事 務 費 ×××  
減 価 償 却 費 ×××  
租 税 公 課 ×××  
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ ×××  
そ の 他 ×××  

営 業 利 益 （ 又 は 営 業 損 失 ）  ××× 

営 業 外 収 益  ××× 

営 業 外 費 用  ××× 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）  ××× 

特 別 利 益   

前 期 損 益 修 正 益 ×××  
臨 時 利 益 ×××  
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入 ×××  
・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  
特 別 利 益 計  ××× 

特 別 損 失   

有 価 証 券 評 価 減 ×××  
前 期 損 益 修 正 損 ×××  
臨 時 損 失 ×××  
金融商品取引責任準備金繰入れ ×××  
・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  
特 別 損 失 計  ××× 

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）  ××× 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  ××× 

法 人 税 等 調 整 額  ××× 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  ××× 

 
 
                株 主資本等変動計算書 

                   （単位：千円） 
 

 株主資本 

  資本金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 新株の発行 ××× 

   当期末残高 ××× 
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  資本剰余金   

   資本準備金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 新株の発行 ××× 

   当期末残高 ××× 

   その他資本剰余金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  資本剰余金合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  利益剰余金 

   利益準備金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 剰余金の配当 ××× 

   当期末残高 ××× 

   その他利益剰余金 

    ××積立金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

    繰越利益剰余金  前期末残高 ××× 

  
 当期変動額 剰余金の配当 
       当期純利益 

△ ××× 
××× 

   当期末残高 ××× 

  利益剰余金合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 
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  自己株式  前期末残高 △ ××× 

   当期変動額 自己株式の処分 ××× 

   当期末残高 △ ××× 

  株主資本合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  繰延ヘッジ損益  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  土地再評価差額金  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  評価・換算差額等合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

新株予約権  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

純資産合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 
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   当期末残高 ××× 

 
  附 属 明 細 表 

 ① 有価証券明細表 
 （ 株 式 ） 

銘       柄 株 式 数 貸借対照表計上額 

 千株 千円 

計   

 
 （ 債 券 ） 

銘       柄 券 面 総 額 貸借対照表計上額 

 千円 千円 

計   

  
 （そ の 他） 

種   類  及  び  銘  柄 投資口数等 貸借対照表計上額 

 千口 千円 

計   

 
 ② 有形固定資産等明細表  

  
資産の種類 

 

前期末 

残 高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当期末 

残 高 

減価償却累 

計額又は償 

却累計額 当期償却額 

 

差引当期末 

残   高 

 

有形固定資産 
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 
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有形固定資産計        

無形固定資産        

無形固定資産計        

長期前払費用        

繰延資産        

繰延資産計        

 
 ③ 社債明細表 

銘     柄 発行年月日 当期末残高 利 率 担 保 償還期限 

  千円 ％   

      

      

計      

 
④ 借入金等明細表 

区             分 当期末残高 平均利率 返済期限 

 短期借入金 千円 
 

％ 
    

 

 １年以内に返済予定の長期借入金    

 長期借入金 
（１年以内に返済予定のものを除く） 

   

その他の有利子負債 
 

   

計    

 
 ⑤ 引当金明細表 

区     分 前期末残高 当期増加額 
当期減少額 
(目的使用) 

当期減少額 
(そ の 他) 

当期末残高 

 千円 千円 千円 千円 千円 
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（様式Ｂ） 
                                                                    （日本工業規格Ａ４） 
 

  貸 借 対 照 表  
  年  月  日現在 

           （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産  流 動 負 債  

現 金 ・ 預 金  短 期 借 入 金  

有 価 証 券   預 り 金  

短 期 貸 付 金   未 払 金  

支 払 委 託 金  未 払収益分配金  

収 益 分 配 金  未 払 償 還 金  

償 還 金    未 払 手 数 料  

前 払 金    そ の 他 未 払 金  

前 払 費 用  未 払 費 用  

未 収 入 金  未 払 法 人 税 等  

未 収委託者報酬  繰 延 税 金 負 債  

未収運用受託報酬  前 受 金  

未 収 収 益  前 受 収 益  

繰 延 税 金 資 産    ・・・・・・  

・ ・ ・ ・ ・ ・      流 動 負 債 計  

貸 倒 引 当 金 △ 固 定 負 債  

流 動 資 産 計  長 期 借 入 金  

固 定 資 産  退 職給付引当金  

有 形 固 定 資 産  繰 延 税 金 負 債  

建 物  負 の の れ ん  

器 具 備 品  ・ ・ ・ ・ ・ ・  

土 地  固 定 負 債 計  

・ ・ ・ ・ ・ ・  負 債 合 計  

無 形 固 定 資 産  （純 資 産 の 部）  

の れ ん  株 主 資 本  

協 会 基 金   資 本 金  

・ ・ ・ ・ ・ ・  新株式申込証拠金  

投資その他の資産   資 本 剰 余 金  

投 資 有 価 証 券   資 本 準 備 金  

関 係 会 社 株 式  その他資本剰余金  
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出 資 金  利 益 剰 余 金  

長 期 貸 付 金   利 益 準 備 金  

関係会社長期貸付金    その他利益剰余金  

繰 延 税 金 資 産  積 立 金  

・ ・ ・ ・ ・ ・  繰 越利益剰余金  

貸 倒 引 当 金 △ 自 己 株 式 △ 

固 定 資 産 計  自己株式申込証拠金  

繰 延 資 産  評価・換算差額等  

創 立 費  その他有価証券評価差額金  

・ ・ ・ ・ ・ ・  繰 延ヘッジ損益  

   繰 延 資 産 計   土地再評価差額金  

  新 株 予 約 権  

  純 資 産 合 計  

資 産 合 計  負 債 ・ 純 資 産 合 計  

 
  損 益 計 算 書 

                   年  月  日から 
                    年  月  日まで 
 

科 目 金 額 

営 業 収 益  千円  千円 

委 託 者 報 酬 ×××  

運 用 受 託 報 酬 ×××  

そ の 他 営 業 収 益 ×××  

営 業 収 益 計  ××× 

営 業 費 用   

支 払 手 数 料 ×××  

広 告 宣 伝 費 ×××  

公 告 費 ×××  

調 査 費 ×××  

調 査 費 ×××  

委 託 調 査 費 ×××  

委 託 計 算 費 ×××  

営 業 雑 経 費  ×××  

通 信 費 ×××  

印 刷 費 ×××  

協 会 費 ×××  

諸 会 費 ×××  
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・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

営 業 費 用 計  ××× 

一 般 管 理 費   

給 料 ×××  

役 員 報 酬 ×××  

給 料 ・ 手 当 ×××  

賞 与 ×××  

交 際 費 ×××  

寄 付 金 ×××  

旅 費 交 通 費 ×××  

租 税 公 課 ×××  

不 動 産 賃 借 料 ×××  

退 職 給 付 費 用 ×××  

貸 倒 引 当 金 繰 入 ×××  

固 定 資 産 減 価 償 却 費 ×××  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

諸 経 費 ×××  

一 般 管 理 費 計  ××× 

営 業 利 益 （ 又 は 営 業 損 失 ）  ××× 

営 業 外 収 益   

受 取 配 当 金 ×××  

有 価 証 券 利 息 ×××  

受 取 利 息 ×××  

有 価 証 券 売 却 益 ×××  

有 価 証 券 償 還 益 ×××  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

営 業 外 収 益 計  ××× 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 ×××  

有 価 証 券 売 却 損 ×××  

貸 倒 償 却 ×××  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

営 業 外 費 用 計  ××× 

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）  ××× 

特 別 利 益   

臨 時 利 益 ×××  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

特 別 利 益 計  ××× 

特 別 損 失   
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臨 時 損 失 ×××  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

特 別 損 失 計  ××× 

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）  ××× 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  ××× 

法 人 税 等 調 整 額  ××× 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  ××× 

 
                株 主資本等変動計算書 

                   （単位：千円） 
 

 株主資本 

  資本金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 新株の発行 ××× 

   当期末残高 ××× 

  資本剰余金   

   資本準備金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 新株の発行 ××× 

   当期末残高 ××× 

   その他資本剰余金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  資本剰余金合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  利益剰余金 

   利益準備金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 剰余金の配当 ××× 

   当期末残高 ××× 
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   その他利益剰余金 

    ××積立金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

    繰越利益剰余金  前期末残高 ××× 

  
 当期変動額 剰余金の配当 
       当期純利益 

△ ××× 
××× 

   当期末残高 ××× 

  利益剰余金合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  自己株式  前期末残高 △ ××× 

   当期変動額 自己株式の処分 ××× 

   当期末残高 △ ××× 

  株主資本合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  繰延ヘッジ損益  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 
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  土地再評価差額金  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  評価・換算差額等合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

新株予約権  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

純資産合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

 
（様式Ｃ） 

  貸 借 対 照 表  
  年  月  日現在 

           （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資 産 の 部 ）             （ 負 債 の 部 ）            

流 動 資 産  流 動 負 債  

 現 金 ・ 預 金   短 期 借 入 金  

 短 期 貸 付 金   前 受 金  

 前 払 金   前 受 収 益  

 前 払 費 用   未 払 金  

 未 収 入 金   未 払 費 用  

 未 収 収 益   未 払 法 人 税 等  

 繰 延 税 金 資 産   繰 延 税 金 負 債  

 その他の流動資産   賞 与 引 当 金  

 貸 倒 引 当 金 △  その他の流動負債  

    流 動 資 産 計      流 動 負 債 計  

固 定 資 産  固 定 負 債  
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 有 形 固 定 資 産   長 期 借 入 金  

  建 物   繰 延 税 金 負 債  

  器 具 備 品   退 職 給 付 引 当 金  

  土 地  その他の固定負債  

 無 形 固 定 資 産  固 定 負 債 計  

  の れ ん  引 当 金  

 投資その他の資産  引 当 金 計  

  投 資 有 価 証 券  負 債 合 計  

  出 資 金  （純資産の部）  

  長 期 貸 付 金  株 主 資 本  

  繰 延 税 金 資 産   資 本 金  

  そ の 他   新 株 申 込 証 拠 金  

  貸 倒 引 当 金 △  資 本 剰 余 金  

固 定 資 産 計    資 本 準 備 金  

繰 延 資 産    その他資本剰余金  

創 立 費   利 益 剰 余 金  

繰 延 資 産 計    利 益 準 備 金  

    その他利益剰余金  

           積 立 金  

     繰越利益剰余金  

   自 己 株 式 △ 

   自己株式申込証拠金  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等  

   その他有価証券評価差額金  

   繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

   土地再評価差額金  

  新 株 予 約 権  

               純 資 産 合 計  

資 産 合 計  負債・純資産合計  

 
  損 益 計 算 書 

                   年  月  日から 
                    年  月  日まで 
 

（単位：千円） 

科               目 金                額 

営 業 収 益   

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

-665-



 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

   営 業 収 益 計  ××× 

営 業 費 用   

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

営 業 費 用 計  ××× 

営業利益（又は営業損失）  ××× 

営 業 外 収 益 ×××  

営 業 外 費 用 ×××  

経常利益（又は経常損失）  ××× 

特 別 利 益   

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

特 別 利 益 計  ××× 

特 別 損 失   

・ ・ ・ ・ ・ ・ ×××  

特 別 損 失 計  ××× 

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）  ××× 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  ××× 

法 人 税 等 調 整 額  ××× 

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  ××× 

 
                株 主資本等変動計算書 

                   （単位：千円） 
 

 株主資本 

  資本金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 新株の発行 ××× 

   当期末残高 ××× 

  資本剰余金   
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   資本準備金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 新株の発行 ××× 

   当期末残高 ××× 

   その他資本剰余金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  資本剰余金合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  利益剰余金 

   利益準備金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 剰余金の配当 ××× 

   当期末残高 ××× 

   その他利益剰余金 

    ××積立金  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

    繰越利益剰余金  前期末残高 ××× 

  
 当期変動額 剰余金の配当 
       当期純利益 

△ ××× 
××× 

   当期末残高 ××× 

  利益剰余金合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

  自己株式  前期末残高 △ ××× 
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   当期変動額 自己株式の処分 ××× 

   当期末残高 △ ××× 

  株主資本合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  繰延ヘッジ損益  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  土地再評価差額金  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

  評価・換算差額等合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 

新株予約権  前期末残高 ××× 

   当期変動額（純額） ××× 

   当期末残高 ××× 

純資産合計  前期末残高 ××× 

   当期変動額 ××× 

   当期末残高 ××× 
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（様式Ｄ） 
             

  貸 借 対 照 表 
年  月  日現在 

（単位：千円） 

 
  損 益 計 算 書 
自   年  月  日 
至   年  月  日 

 
科   目 金   額 

収 入 金 額 千円 
手 数 料  
受 取 利 息  
有価証券売却益  
そ の 他  

   経 費  
給 料 ・ 賃 金  
租 税 公 課  
通 信 交 通 費  
調 査 研 究 費  
広 告 宣 伝 費  
地 代 ・ 家 賃  
そ の 他  

差引金額（収入金額－経費）  

資産の部 負債の部 
科 目 金額 科 目 金額 

現 金 ・ 預 金  借 入 金  
前 払 金  前 受 金  
前 払 費 用  前 受 収 益  
未 収 入 金  未 払 金  
未 収 収 益  未 払 費 用  
有 価 証 券  そ の 他  
建  物    
器 具 ・ 備 品    
土 地    
そ の 他    

    
    
  事 業 主 借  

事 業 主 貸  元 入 金  
合 計  合 計  
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（注意事項） 
１  貸 借 対 照 表  
イ 貸倒引当金…流動資産又は投資等に対する控除項目として、一括して記載すること。 
ロ 有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産…当該資産を示す名称を付した科目をもって
記載すること。 
ハ 引当金…当該引当金又は準備金を示す名称を付した科目をもって記載すること。 
ニ 任意積立金…当該積立金の設定目的を示す名称を付した科目をもって記載すること。 
ホ 外国法人については、「資本金」とあるのは「持込資本金（法第29条の２第１項第２号
に規定する持込資本金をいう。）と読み替えるものとする。 
ヘ 外国法人（第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。）については、「資本剰余
金」とあるのは「損失準備金」と読み替えるものとする。 

２ 損 益 計 算 書 
特別利益又は特別損失については、それらを示す名称を付した科目をもって記載すること。 

３ 株主資本等変動計算書 
イ 各項目について期中における変動がない場合には、「前期末残高及び当期末残高」のみ
を表示することができる。 
ロ その他利益剰余金及び評価・換算差額等については、それらの内訳科目の前期末残高、
当期変動額及び当期末残高の各金額を注記により表示することができる。この場合、その
他利益剰余金及び評価・換算差額等の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額
を株主資本等変動計算書に記載する。 
ハ 各合計額の記載は省略することができる。 
ニ 株主資本の各項目について表中の変動事由以外の変動事由に基づく当期変動額があると
きは、当該変動事由及び当期変動額についても記載すること。また、株主資本以外の各項
目は、変動事由ごとにその金額を記載することができる。これらの場合、株主資本等変動
計算書又は注記により表示することができる。 
ホ 外国法人（第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。）については、利益処分計算
書又は損失処理計算書の作成をもって株主資本等変動計算書に代えるものとする。 
 
４  附 属 明 細 表（様式Ａ ） 
① 有価証券明細表 
イ 有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）につ
いて、その属性及び保有目的ごとに区分して記載すること。 

ロ 銘柄別による有価証券の貸借対照表計上額が資本金の額の１％以下である場合には、当
該有価証券に関する記載を省略することができる。ただし、株式については、資本金の額
の１％を超える銘柄が10銘柄を下回るときは、貸借対照表計上額が多い順に上位10銘柄に
ついて記載すること。 

ハ 記載を省略した株式については、銘柄の総数及び貸借対照表計上額を記載し、記載を省
略した債券については、国債、地方債等に大別して、銘柄の総数及び貸借対照表計上額を
記載し、その他のものについては、受益証券、出資証券等に大別して銘柄の総数及び貸借
対照表計上額を記載すること。 

ニ 「その他」の欄には、有価証券の種類に区分して記載すること。 
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② 有形固定資産等明細表 
イ 科目ごとに記載し、「前期末残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残
高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載すること。 
ロ 当期末残高から減価償却累計額又は償却累計額を控除した残高を、「差引当期末残高」
の欄に記載すること。 
ハ この様式によるほか、帳簿価額により記載することができる。この場合、有形固定資産
以外の資産については減価償却累計額の記載を要しない。 

③ 社債明細表 
イ 発行している社債（当期中に償還済みとなったものを含む。）について記載すること。 
ロ 「担保」の欄には、担保付社債又は無担保社債の別を記載すること。 
ハ 外国において発行したものについては、金額を記載すべき欄には外貨建てによる金額を
付記すること。 
ニ 当期末残高のうち１年以内に償還が予定されるものがある場合には、「当期末残高」の
欄にその金額を内書（括弧書）として記載すること。 
ホ 貸借対照日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額を注記すること。 
④ 借入金等明細表 
イ 短期借入金、長期借入金及び金利の負担を伴うその他の負債（社債を除く。ロ及びニに
おいて「その他の有利子負債」という。）について記載すること。 
ロ 「その他の有利子負債」の欄には、その種類ごとにその内容を示したうえで記載するこ
と。 
ハ 「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。 
ニ 長期借入金及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）については、
貸借対照日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額を注記すること。 

⑤ 引当金明細表 
イ 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を含む。）又は
準備金について、各引当金又は準備金の設定目的ごとの科目の区別により記載すること。 
ロ 「当期減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金又は準備金の設定目的であ
る支出又は事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。 
ハ 「当期減少額」の欄のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記
載し、減少の理由を注記すること。 

 
５ その他 
事業年度が毎年４月から翌年３月までの期間（以下「事業期間」という。）とは異なる外国
法人（第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。）が作成する事業報告書の記載において
特に留意すべき事項は次のとおりである。 
イ 貸借対照表、損益計算書及び附属明細表における損失準備金及び金融商品取引責任準備金
並びにこれらの準備金の戻入れ及び繰入れの欄については、各事業期間において積立額を算
出し、それぞれ積立てを行ったものとして記載するものとする。 
ロ 貸借対照表及び利益処分計算書の損失準備金については、記載額が第一種金融商品取引業
者の最低資本金の額に達するまでは（イ）に掲げる利益の額から（ロ）に掲げる額を控除し
た額に10分の１を乗じた額の積立てを行ったものとして記載するものとする。 
（イ） 各事業期間における国内における営業所又は事務所の営業にかかる当期純利益の額 
（ロ） 各事業期間における前期繰越損失の額 
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別紙様式第十三号（第百七十三条第一号、第百八十八条第一号、第百九十五条関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

関係会社に関する報告書 
                   年  月  日から 

 年  月  日まで 
年  月  日提出 

 
商号又は名称                   
所在地  

代表者の役職氏名              印 

 
１ 親法人等及び子法人等の状況 

商号又は名称 所  在  地 主な事業の内容 関 係 内 容 

    

 
２ 親法人等及び子法人等との取引の状況 

有 価 証 券 等 資   産 
商号又は名称 

売買 貸借 その他 売買 貸借 その他 
そ の 他 

        

 
３ 関係会社の状況 

商号又は名称 所  在  地 主な事業の内容 関 係 内 容 

    

（注意事項） 
１ 親法人等及び子法人等の状況 
  当期末現在の親法人等及び子法人等を記載すること。なお、当期中において変更があった場
合には、その旨を記載すること。 
  「関係内容」欄には、親法人等又は子法人等の別及び資本関係又は人的関係の別を記載する
こと。 

２ 親法人等及び子法人等との取引の状況 
  当期中の親法人等及び子法人等との取引について記載すること。 
  「有価証券等」欄には、有価証券（みなし有価証券を含む。）の売買その他の取引及び店頭
デリバティブ取引について記載すること。 
  「資産」欄には、資産の売買その他の取引（有価証券の売買その他の取引及び店頭デリバテ
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ィブ取引を除く。）について記載すること。 
  「その他」欄には、その他業務上又は財務上の取引について記載すること。 
３ 関係会社の状況 
   関係会社の状況については、金融商品取引業者等が株式会社である場合にのみ作成するこ
ととする。 
  当期末現在の関係会社（第177条第６項に規定する関係会社その他業務上、財務上又は人的
関係上密接な関係を有する会社をいう。）を記載すること。なお、当期中において変更があっ
た場合には、その旨を注記すること。 
  「関係内容」欄には、親会社、子会社又は関連会社等の別を記載すること。 
  親会社、子会社、関連会社等の最近事業年度の貸借対照表（関連する注記を含む。）、損益
計算書（関連する注記を含む。）及び株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。）（連結
財務諸表（連結貸借対照表（関連する注記を含む。）、連結損益計算書（関連する注記を含
む。）及び連結株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。）をいう。）を作成している場
合にあっては、当該連結財務諸表）を添付すること。ただし、人的関係上の関係会社で業務上
及び財務上の関係を全く有しない等の特別な事情により、添付することが困難であると認めら
れる場合には、その事由等を記載した書面を提出し、添付を省略することができる。 
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別紙様式第十四号（第百七十三条第二号関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

国際業務に関する報告書 
年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日提出 
 

商 号                    
所在地 

代表者の役職氏名              印 

 
１ 国際業務の概要及び営業の方針 

 
２ 国際業務に関する組織の概要 
  組織図 
  組織及び人員の概要 

組織の名称 役職員数 担当業務の内容 

   

 
３ 海外拠点の概要等 
  海外拠点の概要 

形態 
商号又は 
名  称 

所 在 国 
（所在都市） 

設立年月日 出資割合 主な業務内容 

支店      

駐在員事務所      

海外現地法人      

 
  各海外拠点の概要 

 (注意事項） 
１ 海外拠点を有しない場合には、当該報告書を作成及び提出することを要しない。 
２ 国際業務の概要及び営業の方針 
当期における国際業務に関する概況、営業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼした重要
事項の概要並びに今後の国際業務の展開及び営業の方針を記載すること。 
３ 各海外拠点の概要 
当期末における海外拠点（外国に所在する支店若しくは駐在員事務所又は海外現地法人をい
う。）の商号又は名称、所在地、資本金、役職員の状況、設立及び有価証券関連業の登録等の
状況、取引所への加入等の状況、支店の設置等の状況並びに財務の状況を記載すること。 
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別紙様式第十五号（第百七十九条第三項関係） 
（日本工業規格A４） 

 
自己資本規制比率に関する届出書（   年  月  日現在） 

商 号           印   
 

（注意事項） 
１ 自己資本規制比率は、小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載し、そ
の他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 
２ 市場リスク相当額及び取引先リスク相当額の内訳を記載した書類並びに当日の日計表を添付
すること。 

      
 

 当 日 対 前 日 増 減 

基本的項目                     (Ａ) 百万円 百万円 

その他有価証券評価差額金（評価益）等   

金融商品取引責任準備金等   

一般貸倒引当金   

長期劣後債務   

短期劣後債務   

補完的項目 

計                    (Ｂ)   

控除資産                        (Ｃ)   

固定化されていない自己資本 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)     (Ｄ)   

市場リスク相当額   

取引先リスク相当額   

基礎的リスク相当額   
リスク相当額 

計               (Ｅ)   

自己資本規制比率 (Ｄ)／(Ｅ)×100 ％ ％ 
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別紙様式第十六号（第百八十七条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

年   月   日から 
事業報告書 

年   月   日まで 

 

年  月  日 

登録金融機関名 

所在地 

代表者氏名          印 

 

１ 登録年月日及び登録番号 

    年  月  日（   財務（支）局長（登金）第   号） 

２ 行っている業務の種類 

３ 加入している金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者

保護団体 

４ 金融商品仲介業務を行う場合の委託金融商品取引業者 

５ 金融商品仲介業者に委託を行う場合の金融商品仲介業者 

６ 当期の登録金融機関業務の概要 

７ 営業所等並びに役員及び使用人の状況 

役員 
営業所等数 

常勤 非常勤 小計 
使用人 

みなし 

使用人 
合計 

 名 名 名 名 名 名 

（       ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （    ） 

（注意事項） 

１ 行っている業務の種類 
当期末現在において行っている登録金融機関業務の種類を記載すること。なお、当期中におい

て変更があった場合には、その旨を注記すること。 
２ 当期の登録金融機関業務の概要 
当期の業務の推移に関する重要な事項を記載すること。 

３ 営業所等数並びに役員及び使用人の状況 
  「営業所等数」の欄には、本店を含む全ての営業所又は事務所（外国法人については国内に

おける主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の数を記載すること。なお、

（  ）には、登録金融機関業務を行っている本店を含む営業所又は事務所の数を記載するこ

と。 
  「役員」、「使用人」の欄には、登録金融機関業務に従事する者（外国法人については国内

における営業所又は事務所に駐在する役員及び使用人）の数を記載すること。また、（  ）

には、外務員の数を内書きすること。なお、法第33条の８第２項に規定する特定金融商品取
引業務を行う者にあっては、使用人の数とは別に、特定金融商品取引業務を行うみなし使用人
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の数を区分して記載すること。 
 

８ 登録金融機関業務の状況 

当期における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入すること。 

 

  有価証券の売買の状況                        （単位：百万円） 

区  分 委  託 自  己 計 

国債証券    

地方債証券    

特殊債券    

社債券    

債 

券 

計    

受益証券    

 うち上場証券投資信託    

コマーシャル・ペーパー    

その他    
そ
の
他 計    

（注意事項） 

１ 有価証券の売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を約定基準により記載す

ること。 
２ 「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（法第２条第１項第３号に掲げる有価証

券で政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに商工組合中央金庫法第

33条ノ２に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債及び農林中央

金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債に限る。）及び社債券（政府が元本の償還及び

利息の支払について保証しているもの並びに社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定す

る短期社債及びこれに類するものとして令第15条の17第１項に規定するものに限る。）に係る

ものを、「受益証券」の欄には法第２条第１項第10号に規定する投資信託の受益証券に係るも

のを、「コマーシャル・ペーパー」の欄には同項第15号に掲げる有価証券に係るもの（発行の

日から償還の日までの期間が１年未満のものに限る。）を記載し、同項第17号に掲げる有価証

券のうち令第15条の17第３項に規定するものに係るものはこれらに準じて記載すること（ に

おいて同じ。）。 

３ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第２

号に掲げる証券投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

 

  有価証券に関連する市場デリバティブ取引の状況           （単位：百万円） 

区分 取引の種類 委託 自己 計 

先物取引    債券に係る取引 

オプション取引    
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その他    

先物取引    

オプション取引    その他 

その他    

（注意事項） 

１ 市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類ごとに

記載すること。 

２ 「取引の種類」の「先物取引」の欄には、法第28条第８項第３号イ及びロに掲げる取引に係

る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には、同号ハに掲げる取引に係る取引契約金額を、

｢その他｣の欄には、同号ニ及びホに掲げる取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定元本ベース

で記載すること。 

 

  店頭デリバティブ取引等の状況                     （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒介等 自 己 計 

    

    

    

（注意事項） 

１ 金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、

取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。 

２ 「媒介等」の欄には、媒介、取次ぎ及び代理に係るものを記載すること。 

３ 外貨建ての取引の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 

 

  有価証券に関連する外国市場デリバティブ取引の状況          （単位：百万円） 

区分 取引の種類 委託 自己 計 

先物取引    

オプション取引    債券に係る取引 

その他    

先物取引    

オプション取引    その他 

その他    

（注意事項） 

１ 外国市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類ご

とに記載すること。 

２ 「取引の種類」の「先物取引」の欄には、外国金融商品市場において行う取引であって（以

下、「オプション取引」の欄及び「その他」の欄において同じ。）、法第28条第８項第３号イ
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及びロに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には、同号

ハに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、｢その他｣の欄には、同号ニ及びホに掲げ

る取引と類似の取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定元本ベースで記載すること。 

３ 外貨建ての取引の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 

 

  有価証券の引受け、売出し並びに募集、売出し及び私募の取扱いの状況 （単位：百万円） 

区    分 引受高 売出高 
募集の 

取扱高 

売出しの 

取扱高 

私募の 

取扱高 

国債証券      

地方債証券      

特殊債券      

社債券      

債
券 

計      

受益証券      

その他      

 （注意事項） 
１ 「引受高」の欄には、引受責任を有するもの（残額引受けの場合には、募集、売出し又は私

募の取扱いに係る部分を含む。）を記載すること。 
２ 「売出高」の欄には、引き受けた有価証券又は自己が保有している有価証券を売り出した場

合のものを記載すること。 
３ 「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」及び「私募の取扱高」の欄には、募集、売出し又は

私募に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高及び残額引受けの場合の募集、

売出し又は私募の取扱高を記載すること。 
 
  登録金融機関業務に係る受入手数料の状況 

   （単位：百万円） 
区分 国債証券等 受益証券 その他 計 

委託手数料     

引受け・売出し手数料     

募集・売出しの取扱手数料     

その他の受入手数料     

計     

（注意事項） 
１ 登録金融機関業務（ から までの業務の状況に係るものに限る。）に係る受入手数料につ

いて約定基準により記載すること。 
２ 「国債証券等」の欄には、法第33条第２項第１号の業務（「国債証券」及び「地方債証券」

に係る業務に限る。）に係る手数料を、「受益証券」の欄には同項第２号の業務に係る手数料

を記載すること。 
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  商品有価証券売買等損益                      （単位：百万円） 
区分 売買損益 評価損益 計 

国債証券等損益    

短期有価証券損益    

その他の商品有価証券損益    

計    

 
  商品有価証券の内訳                        （単位：百万円） 

証券の種類 貸借対照表計上額 

  

  

  

  

  

計  

（注意事項） 
１ 商品有価証券勘定に属するものについて、法第２条第１項各号に掲げる有価証券及び同条第

２項の規定により有価証券とみなされる権利の種類ごとに記載すること。 
２ 特定取引勘定を設置していない登録金融機関は、「貸借対照表計上額」の欄に期末の最終時

価評価額を記載すること。 
 
  金融商品取引責任準備金の状況                    （単位：千円） 
 前期繰越高 当期増加額 当期減少額 期末現在高 当期繰入限

度額 

備考 

金融商品

取引責任

準備金 

      

金融商品取引責任準備金の取りくずし額   

１ 金融商品取引事故による取りくずし額   

２ 金融商品取引業等に関する内閣府令第189条第２項の規定に基づ

き金融庁長官等の承認を受けた取りくずし額 

  

３ 事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準

備金の金額が限度額を超える場合に取りくずした額 

  

 
  保護預り等有価証券の分別管理の状況 
管理場所及び国名 管理方法 区分 数・額面金額 単位 

債券     

受益証券   
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その他   

債券   

受益証券   

  

その他   

債券   

受益証券   

  

その他   

（注意事項） 
１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理してい

る有価証券及び社債等の振替に関する法律第２条第４項に定める口座管理機関として振替口

座簿により自己の固有財産と分別して口座管理している有価証券について、管理場所及び管

理方法ごとに記載すること。 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は口座管理している場合にはその旨、第三者

をして管理させている場合には当該第三者の名称及び国名を記載すること。なお、受益証券

を受託銀行をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記載すること。 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、社債等の振替に関する

法律第２条第４項に定める口座管理機関として口座管理している場合には振替決済と、それ

以外の場合には単純管理と記載すること。 

４ 「数・額面金額」の欄には、受益証券は口数（単位：百万口）、債券及びその他は通貨ごと

に額面金額（単位：百万円）を記載すること。なお、額面金額が外国通貨をもって表示され

ているもの及び口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもっ

て記載すること。 

５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

 
  金融商品仲介業務の状況 
当期における金融商品仲介業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入すること。 
 
イ 金融商品仲介業務に係る口座の状況 
委託金融商品取引業者名 口座数 うち媒介等を行った口座数 

①   

②   

（注意事項） 
１ 「口座数」の欄には、金融商品仲介業務に係る委託金融商品取引業者の口座数を記載する

こと。 
２ 「うち媒介等を行った口座数」の欄には、登録金融機関が金融商品取引業者から委託を受

けて法第33条第２項第３号に掲げる有価証券について行う同号ハ及び同項第４号に掲げる有

価証券について行う同号ロに掲げる行為（ロにおいて「媒介等」という。）に係る取引の申
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込みを行った顧客の口座数を、約定に至ったか否かにかかわらず記載すること。 
 
ロ 媒介等手数料等の状況                       （単位：千円） 
委託金融商品取引業者名 媒介等手数料 その他受入手数料 計 

①    

②    

（注意事項） 
「媒介等手数料」の欄には、事業年度中に委託金融商品取引業者から得た金融商品仲介業務

に係る手数料のうち、媒介等に係る手数料の金額を記載すること。また、「その他受入手数

料」の欄には、事業年度中に委託金融商品取引業者から得た金融商品仲介業務に係る手数料

のうち、媒介手数料以外の手数料の金額を記載すること。なお、両者の区分が困難である場

合は、その旨を欄外に明記した上で、「媒介等手数料」の欄に一括して記載すること。 
 

  抵当証券等の募集又は私募に係る業務の状況 

① 抵当証券の募集又は私募の状況 

 枚数 契約額 

抵当証券  
百万円 

 
② 外国抵当証券の募集又は私募の状況 

区分 枚数 契約額 

外国抵当証券  
百万円 

 
  ③ 法第２条第２項第５号又は６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 契約額 

法第２条第２項第５号に係るもの  
百万円 

法第２条第２項第６号に係るもの   

合計   

 
④ 令第１条の９の２各号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

区分 契約数 契約額 

  
百万円 

   

合計   

（注意事項） 

令第１条の９の２各号に掲げる有価証券ごとに記載すること。 
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  みなし有価証券の売買等の状況 

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載する。 

  ① みなし有価証券の売買又は売買の媒介等の状況            （単位：百万円） 

 媒 介 等 自   己 計 

 
（        ） 

 

（        ） 

 

（        ） 

 

 
（        ） 

 

（        ） 

 

（        ） 

 

 
（        ） 

 

（        ） 

 

（        ） 

 

 
（        ） 

 

（        ） 

 

（        ） 

 

 
（        ） 

 

（        ） 

 

（        ） 

 

 （        ） 

 

（        ） 

 

（        ） 

 
（注意事項）  

１ みなし有価証券の売買金額を約定基準により記載すること。「媒介等」の欄には、媒介、

取次ぎ又は代理に係るものを記載すること。 

２ みなし有価証券を該当する条文ごとに集計すること。また、売買金額上位３位の銘柄につ

いては、欄外に注記すること。 

３ 外国のみなし有価証券（日本国若しくは地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易

法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定す

る本邦をいう。）において発行するみなし有価証券以外のみなし有価証券をいう。）に係る

ものは、上段に内書（括弧書）として記載すること。 

 

  ② みなし有価証券の売出し又は募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いの状況 

                                     （単位：百万円） 

 
売 出 高 

募 集 の 

取 扱 高 

売出しの      

取 扱 高 

私 募 の 

取 扱 高 

 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 
 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 
 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 
 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 
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 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 （     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 
（注意事項） 

１ みなし有価証券を該当する条文ごとに額面金額を集計し記載すること。 

２ 「売出高」の欄には、自己が保有している有価証券を売り出した場合のものを記載する

こと。  

３ 「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」及び「私募の取扱高」の欄には、募集、売出し又

は私募に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高を記載すること。 

 

  有価証券に関連しない市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の状況 

  ① 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引の状況          （単位：百万円） 

区  分 委 託 自 己 計 

 先物取引    

 オプション取引    

 先物取引    

 オプション取引    

 先物取引    

 オプション取引    

（注意事項） 

１ 原資産となる金融商品又は金融指標別に取引契約金額（想定元本ベース）を記載するこ

と（有価証券に関連するものを除く。）。 
２ 「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引契約

金額を、「オプション取引」の欄には法第２条第21項第３号に掲げる取引に係る取引契約

金額を記載すること。 

 

② 有価証券に関連しない外国市場デリバティブ取引の状況        （単位：百万円） 

区  分 委 託 自 己 計 

 先物取引    

 オプション取引    

 先物取引    

 オプション取引    

 先物取引    
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 オプション取引    

（注意事項） 

１ 外国金融商品市場において行われる取引について、原資産となる金融商品又は金融指標

別に取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること（有価証券に関連するものを除

く。）。 
２ 「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係

る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には法第２条第21項第３号に掲げる取引と類似

の取引に係る取引契約金額を記載すること。 

 
  投資運用業に係る内部管理の状況 
 

 

 

（注意事項） 
   「投資運用業に係る内部管理の状況」には、リスク管理を含めた運用管理、情報管理、利益
相反を防止するための態勢整備の状況等について記載すること。 

 
  投資一任契約に係る業務の状況 
① 契約件数等 

国    内 海    外  
年  金 その他 

小  計 
年  金 その他 

小  計

 
合  計

 

契 約 件 数 
件 件 件 件 件 件 件

運 用 資 産 
総 額 

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

（注意事項） 
「契約件数」欄及び「運用資産総額」欄には、期末における数値を記載すること。外貨建

ての契約の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 
 
② 投資一任契約に係る投資の状況 
イ 有価証券の売買状況（約定ベース・受渡しベース） 

株 式 
売 買 高 

公 社 債 券 
売 買 高 

受 益 証 券

売 買 高

信 託 受 益 権

売 買 高

その他有価証券

売 買 高

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

（注意事項） 
１ 有価証券の売買のうちデリバティブ取引を除いた計数を記入すること。 
２ 外貨建ての契約の場合は、約定日の外国為替レートにより邦貨換算すること。 
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３ 「株式売買高」欄にはその金額を約定ベース（精算金額）又は受渡しベース（精算金

額）のいずれかに基づいて記載すること。 
４ 現先売買は、「公社債券売買高」欄に外書きすること。 
５ 新株予約券付社債の分離後の新株予約権部分は「株式売買高」欄に、社債部分は「公社

債券売買高」欄に金額を内書きすること。 
 

ロ デリバティブ取引の状況（約定ベース・受渡しベース） 
（イ）市場デリバティブ取引高 
先 物 取 引 高 オ プ シ ョ ン 取 引 高 そ の 他
株 式 公 社 債 券 株 式 公 社 債 券

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

 
（ロ）店頭デリバティブ取引高 
先 渡 取 引 高 オプション取引高 スワップ取引高 そ の 他

百万円 百万円 百万円 百万円

 
（ハ）外国市場デリバティブ取引高 

先 物 取 引 高 オプション取引高 そ の 他 
株 式 公 社 債 券 株 式 公 社 債 券

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

（注意事項） 
     １ 「デリバティブ取引高」は、想定元本ベースで記載すること。 
     ２ 外貨建ての契約の場合は、約定日の外国為替レートにより邦貨換算すること。 
 
③ 運用受託報酬         百万円 

 
  法第２条第８項第15号に掲げる行為に係る業務の状況 
① 設定及び償還の状況 

前期末 当期末 区分 
 ファン

ド数 元本額 
設定ファ
ンド数 

償還ファ
ンド数 

期中元本

増減額 
ファン
ド数 元本額 

法第２条第２項第
５号又は第６号に
掲げる権利に係る
もの 

 

百万円 

  

百万円 

 

百万円 

そ の 他        

合 計        

（注意事項） 
１ 運用を行うファンドに係る、前期末残高、当期中における新規設定、償還、期中増減額

及び当期末残高を記載すること。 
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２ 募集及び私募ごとに記載すること。 
 
② ファンドの保有資産の売買等の状況 

   イ 有価証券の売買状況 
売付 買付 合計 区分 株数 金額 株数 金額 株数 金額 備考 

株券 
千株 百万円 千株 百万円 千株 百万円 

 

新株予約権証券        

公社債券        

信託受益権        

その他        

計        

 
  ロ 市場デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先物取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     

 
  ハ 店頭デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先渡取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     その他 

（     ）     
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（     ）     

 
ニ 外国市場デリバティブ取引の状況 

区分 売付 買付 合計 備考 

株券に係る取引 
百万円 百万円 百万円 

 

債券に係る取引     
先物取引 

その他     

株券に係る取引     

債券に係る取引     オプション
取引 

その他     

（     ）     

（     ）     その他 

（     ）     

（注意事項） 
１ 当期中に行われた有価証券の売買及びデリバティブ取引の状況を記載すること。 
２ 「有価証券の売買状況」は、デリバティブ取引を除いた計数を記載すること。 

３ 「市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には法第２条第21項第１号及び

第２号に掲げる取引に係る取引額（想定元本ベース。以下、本号において同じ。）を、

「オプション取引」の欄には法第２条第21項第３号に掲げる取引に係る取引額を記載する

こと。 

「店頭デリバティブ取引の状況」中、「先渡取引」の欄には法第２条第22項第１号及び

第２号に掲げる取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には法第２条第22項第３号

及び第４号掲げる取引に係る取引額を記載すること。 

「外国市場デリバティブ取引の状況」中、「先物取引」の欄には、法第２条第21項第１

号及び第２号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を、「オプション取引」の欄には法

第２条第21項第３号に掲げる取引と類似の取引に係る取引額を記載すること。 

 
③ 運用するファンド一覧表 

名称 設定年月日 存続期間 総資産額 備考 

   
百万円 

 

     

     

     

（注意事項） 
１ 記載は、ファンドを設定した日の順序で記載すること。 
２ 運用の指図に係る外部委託を行っている場合は、「備考」欄に外部委託先名を付記する
こと。 
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④ 運用受託報酬その他の法第２条第８項第15号に掲げる行為に係る報酬 

      百万円 
 
  投資助言業務の状況   

① 契約件数等 

 投 資 顧 問 契 約 

（投資一任契約を除く） 
うち、顧客の資産の額を前提とした契約 

契  約  件  数 契  約  件  数 資   産   総   額 

件 件 百万円 

 

② 内部管理の状況 

 

 

 

（注意事項） 

１ 「契約数」欄及び「資産総額」欄には、期末における数値を記載し、「うち、顧客の資

産の額を前提とした契約」欄には、業務の方法で契約資産額に応じた報酬体系を適用して

いる契約について記載すること。外貨建ての契約の場合は、期末の外国為替レートにより

邦貨換算すること。 

２ 内部管理の状況 

「内部管理の状況」には、顧客との利益相反を防止するための態勢整備の状況等につい

て記載すること。 

 

③ 投資助言報酬        百万円 

 

  代理・媒介業務の状況 

① 代理・媒介を行う金融商品取引業者等 

契約年月日 代理・媒介の別 金融商品取引業者等名 
金融商品取引業者等の 

登 録 番 号 

    

 

② 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介の状況 

投資顧問契約 投資一任契約 計 代理・媒介を行う金融

商品取引業者等の名称 代 理 媒 介 代 理 媒 介 代 理 媒 介 

 件 件 件 件 件 件 

計       
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③ 代理・媒介手数料の状況 

代理・媒介を行う金融

商品取引業者等の名称 
代理・媒介手数料 その他受入手数料 計 

 百万円 百万円 百万円 

計    

 

④ 内部管理の状況 
 
 
 

（注意事項） 
１ 代理・媒介を行う金融商品取引業者等 
当期末現在において投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介の委託を受け

ている金融商品取引業者等との契約年月日、その商号又は名称及び登録番号を記載するこ

と（複数の金融商品取引業者等が存在する場合、適宜記載欄を設けて記載すること。）。

なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。 

２ 代理・媒介手数料等の状況 

「代理・媒介手数料」欄には、事業年度中に金融商品取引業者等から得た代理・媒介手

数料の金額を記載すること。また、「その他受入手数料」欄には、事業年度中に金融商品

取引業者等から得た代理・媒介業務に係る手数料のうち、契約締結の代理・媒介に係る手

数料以外の手数料の金額を記載すること。なお、両者の区分が困難である場合は、その旨

を欄外に明記した上で、「代理・媒介手数料」欄に一括して記載すること。 

３ 内部管理の状況 

「内部管理の状況」には、顧客情報の管理態勢、兼業業務における優越的地位の濫用を

防止するための態勢整備の状況等について記載すること。 
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別紙様式第十七号（第百八十八条第二号関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

業務又は財産の状況に関する報告書 
（  年  月） 

年  月  日 
登録金融機関名 
所在地 
代表者の役職氏名         印 

 
１ 登録金融機関業務の状況 
月中における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入すること。 

 
  有価証券の売買の状況                       （単位：百万円） 

区  分 委  託 自  己 計 

国債証券    

地方債証券    

特殊債券    

社債券    

債 

券 

計    

受益証券    

 うち上場証券投資信託    

コマーシャル・ペーパー    

その他    
そ
の
他 計    

 （注意事項） 
１ 有価証券の売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を約定基準により記載す
ること。 
２ 「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（法第２条第１項第３号に掲げる有価証
券で政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに商工組合中央金庫法第
33条ノ２に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債及び農林中央
金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債に限る。）及び社債券（政府が元本の償還及び
利息の支払について保証しているもの並びに社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定す
る短期社債及びこれに類するものとして令第15条の17第１項に規定するものに限る。）に係る
ものを、「受益証券」の欄には法第２条第１項第10号に規定する投資信託の受益証券に係るも
のを、「コマーシャル・ペーパー」の欄には同項第15号に掲げる有価証券に係るもの（発行の
日から償還の日までの期間が１年未満のものに限る。）を記載し、同項第17号に掲げる有価証
券のうち令第15条の17第３項に規定するものに係るものはこれらに準じて記載すること（ に
おいて同じ。）。 
３ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第２
号に掲げる証券投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 
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  有価証券に関連する市場デリバティブ取引の状況           （単位：百万円） 
区  分 取引の種類 委託 自己 計 

先物取引    

オプション取引    

債券に係る取引 
 

その他    

先物取引    

オプション取引    

その他 

その他    

（注意事項） 
１ 市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類ご
とに記載すること。 

２ ｢取引の種類｣の「先物取引」の欄には、法第28条第８項第３号イ及びロに掲げる取引に
係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄には、同号ハに掲げる取引に係る取引契約
金額を、｢その他｣の欄には、同号ニ及びホに掲げる取引に係る取引契約金額をそれぞれ想
定元本ベースで記載すること。 

 
  店頭デリバティブ取引等の状況                   （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒介等 自 己 計 

    

    

    

（注意事項） 
１ 金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、
取引契約金額（想定元本ベース）を記載すること。 
２ 「媒介等」の欄には、媒介、取次ぎ及び代理に係るものを記載すること。 
３ 外貨建ての取引の場合は、月末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 

 
  有価証券に関連する外国市場デリバティブ取引の状況         （単位：百万円） 

区  分 取引の種類 委託 自己 計 

先物取引    

オプション取引    

債券に係る取引 
 

その他    

先物取引    

オプション取引    

その他 

その他    

（注意事項） 
１ 外国市場デリバティブ取引の状況について、原資産となる有価証券の区分及び取引の種類
ごとに記載すること。 
２ 「取引の種類」の「先物取引」の欄には、外国金融商品市場において行う取引であって
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（以下、「オプション取引」の欄及び「その他」の欄において同じ。）、法第28条第８項第
３号イ及びロに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、「オプション取引」の欄に
は、同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額を、｢その他｣の欄には、同号ニ及
びホに掲げる取引と類似の取引に係る取引契約金額をそれぞれ想定元本ベースで記載するこ
と。 

   ３ 外貨建ての取引の場合は、月末の外国為替レートにより邦貨換算すること。 
 

   有価証券の引受け、売出し並びに募集、売出し及び私募の取扱いの状況 （単位：百万円） 

区  分 引受高 売出高 
募集の 
取扱高 

売出しの 
取扱高 

私募の 
取扱高 

国債証券      

地方債証券      

特殊債券      

社債券      

債
券 

計      

受益証券      

その他      

（注意事項） 
１ 「引受高」の欄には、引受責任を有するもの（残額引受けの場合には、募集、売出し又は
私募の取扱いに係る部分を含む。）を記載すること。 
２ 「売出高」の欄には、引き受けた有価証券又は自己が保有している有価証券を売り出した
場合のものを記載すること。 
３ 「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」及び「私募の取扱高」の欄には、募集、売出し又
は私募に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高及び残額引受けの場合の
募集、売出し又は私募の取扱高を記載すること。 

 
   登録金融機関業務に係る受入手数料の状況 

     （単位：百万円） 
区   分 国債証券等 受益証券 その他 計 

委託手数料     

引受け・売出し手数料     

募集・売出しの取扱手数料     

その他の受入手数料     

計     

（注意事項） 
１ 登録金融機関業務（ から までの業務の状況に係るものに限る。）に係る受入手数料
について約定基準により記載すること。 
２ 「国債証券等」の欄には、法第33条第２項第１号の業務（「国債証券」及び「地方債証
券」に係る業務に限る。）に係る手数料を、「受益証券」の欄には同項第２号の業務に係
る手数料を記載すること。 

 
  商品有価証券売買等損益                      （単位：百万円） 
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区  分 売買損益 評価損益 計 

国債証券等損益    

短期有価証券損益    

その他の商品有価証券損益    

計    

 
 
２ 商品有価証券の内訳 
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入すること。 

                            （単位：百万円） 
証券の種類 貸借対照表計上額 

  

  

  

  

  

計  

（注意事項） 
１ 商品有価証券勘定に属するものについて、法第２条第１項各号に掲げる有価証券及び同条第
２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利の種類ごとに記載すること。 
２ 特定取引勘定を設置していない登録金融機関は、「貸借対照表計上額」の欄に月末の最終時
価評価額を記載すること。 

 
３ 金融商品仲介業務の状況 
月中における金融商品仲介業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入すること。 

 
  金融商品仲介業務に係る口座の状況 

委託金融商品取引業者名 口座数 うち媒介等を行った口座数 

①   

②   

（注意事項） 
１ 「口座数」の欄には、月末時点における金融商品仲介業務に係る委託金融商品取引業者の口
座数を記載すること。 
２ 「うち媒介等を行った口座数」の欄には、月中に登録金融機関が金融商品取引業者から委託
を受けて法第33条第２項第３号に掲げる有価証券について行う同号ハ及び同項４号に掲げる有
価証券について行う同号ロに掲げる行為（ において「媒介等」という。）に係る取引の申込
みを行った顧客の口座数を、約定に至ったか否かにかかわらず記載すること。 

 
   媒介等手数料等の状況                        （単位：千円） 

委託金融商品取引業者名 媒介等手数料 その他受入手数料 計 

①    
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②    

（注意事項） 
「媒介等手数料」の欄には、月中に委託金融商品取引業者から得た金融商品仲介業務に係る手
数料のうち、媒介等に係る手数料の金額を記載すること。また、「その他受入手数料」の欄には、
月中に委託金融商品取引業者から得た金融商品仲介業務に係る手数料のうち、媒介手数料以外の
手数料の金額を記載すること。なお、両者の区分が困難である場合は、その旨を欄外に明記した
上で、「媒介等手数料」の欄に一括して記載すること。 

 
４ みなし有価証券の売買等の状況 
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載する。 
 

  ① みなし有価証券の売買又は売買の媒介等の状況            （単位：百万円） 

区   分 媒 介 等 自   己 計 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 
（        ） 

 
（        ） 

 
（        ） 

 

 （        ） 
 

（        ） 
 

（        ） 
 

（注意事項）  
１ みなし有価証券の売買金額を約定基準により記載すること。「媒介等」の欄には、媒介、
取次ぎ又は代理に係るものを記載すること。 
２ みなし有価証券を該当する条文ごとに集計すること。また、売買金額上位３位の銘柄につ
いては、欄外に注記すること。 
３ 外国のみなし有価証券（日本国若しくは地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易
法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定す
る本邦をいう。）において発行するみなし有価証券以外のみなし有価証券をいう。）に係る
ものは、上段に内書（括弧書）として記載すること。 

 
  ② みなし有価証券の売出し又は募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いの状況 
                                     （単位：百万円） 

区   分 売 出 高 
募 集 の 
取 扱 高 

売出しの      
取 扱 高 

私 募 の 
取 扱 高 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
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 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

 
（     ） 

 
（     ） 

 
（     ） 

 
（     ） 

 

 （     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（     ） 
 

（注意事項） 
１ みなし有価証券を該当する条文ごとに額面金額を集計し記載すること。 
２ 「売出高」の欄には、自己が保有している有価証券を売り出した場合のものを記載する
こと。 
３ 「募集の取扱高」、「売出しの取扱高」及び「私募の取扱高」の欄には、募集、売出し又
は私募に係る有価証券の売りさばきのみを取り扱った場合の取扱高を記載すること。 

 
５ 顧客分別金信託状況表 
報告計数の単位は、各表の指示に従うこと。なお、表示単位未満の端数については、特に指定が
ある場合を除き切り捨てること。 
                                   （単位：百万円） 
月／日 顧客分別金

必要額 
顧客分別
金信託額 

差替計算基準日 
（月／日） 

差替計算基準日
における顧客分
別金必要額 

差額 不足理由 

／１   ／    

／２   ／    

／３   ／    

／４   ／    

／５   ／    

／６   ／    

／７   ／    

／８   ／    

／９   ／    

／１０   ／    

／１１   ／    

／１２   ／    

／１３   ／    

／１４   ／    

／１５   ／    
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／１６   ／    

／１７   ／    

／１８   ／    

／１９   ／    

／２０   ／    

／２１   ／    

／２２   ／    

／２３   ／    

／２４   ／    

／２５   ／    

／２６   ／    

／２７   ／    

／２８   ／    

／２９   ／    

／３０   ／    

／３１   ／    

（注意事項） 
１ 顧客分別金必要額 
顧客分別金必要額を各営業日ごとに記載すること。 

２ 顧客分別金信託額 
顧客分別金として信託銀行等に信託している金銭残高を各営業日ごとに記載すること。 

３ 差替計算基準日 
顧客分別金信託額の算出根拠となった日を記載すること。 

４ 差替計算基準日における顧客分別金必要額 
差替計算基準日における顧客分別金必要額を記載すること。 

５ 差額 
上記２と４の差額を記入すること。 

６ 不足理由 
信託額差替日において、差額計算基準日における顧客分別金必要額に対し顧客分別金信託額が
不足している場合及び顧客分別金信託額を解約又は一部解約した場合には、その理由を記載する
こと。 
７ その他 
顧客からの預り金等を預金として取り扱っている登録金融機関においては報告の必要はないも
のとする。 
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別紙様式第十八号（第二百十八条、第二百二十二条関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

 

                                      年  月  日 

 

       金融庁長官 殿 

 

                       申請者  

所在地 

商号 

国内における代表者            印 

国内における代表者の住所 

電話番号 （    ）  － 

 

許 可 申 請 書 

 

  金融商品取引法第60条の２の規定により同法第60条第1項の許可を申請します。 

 この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

 

（注意事項） 
１ 印影は、印鑑届をしている印章により押印することとするが、やむを得ない事由があるときは署
名によることができる。 
２ 押印した印章に係る印鑑証明書を添付すること（署名の場合を除く。）。 
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    （第２面） 

 （ ふ り が な ）  

１ 商号及び本店の所在の場所  

２ 資本金の額 別添１のとおり 

３  役員の役職名及び氏名又は名称 別添２のとおり 

４ 
取引所取引店の名称並びにその所

在する国及び場所 
別添３のとおり 

５  他に行っている事業の種類 別添４のとおり 

６ 本店及び取引所取引店が会員とな

っている外国金融商品取引市場開

設者の商号又は名称 

別添５のとおり 

７ 国内の事務所その他の施設の所在

の場所 別添６のとおり 

８ 国内における代表者の氏名及び国

内の住所 
別添７のとおり 

９  取引参加者となる金融商品取引所

の商号又は名称 
 

10  取引所取引と同種類の取引に係る

業務を開始した日  

 
 

-699-



 

  （第３面） 

（別添１：資本金の額） 

商号 

資 本 金 の 額 年  月  日 

    年  月  日現在 

（注意事項） 
外貨建ての場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記す
ること。 
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  （第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

商号 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏名又は名称 役 職 名 

  

（注意事項） 
役員には取引所取引店の所在する国における代表者を含む。 
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  （第５面） 

（別添３：取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所） 

商号 

                           （  年  月  日現在） 

名  称 所在する国 所在する場所 
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  （第６面） 

（別添４：他に行っている事業の種類） 

商号 

                           （  年  月  日現在） 

他に行っている事業の種類 
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  （第７面） 

（別添５：本店及び取引所取引店が会員となっている外国金融商品取引市場開設者の商号又は名称） 

商号 

                           （  年  月  日現在） 

本店又は取引所取引店の名称 外国金融商品取引市場開設者の商号又は名称 

本店  

取引所取引店  
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  （第８面） 

（別添６：国内の事務所その他の施設の所在の場所） 

商号 

                           （  年  月  日現在） 

国内の事務所その他の施設の所在の場所 
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  （第９面） 

（別添７：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

商号 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
国内における代表者の氏名 国 内 の 住 所 
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別紙様式第十九号（第二百二十六条関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

                        年  月  日から 
第  期事業報告書 

                        年  月  日まで 
年  月  日提出 

 
商  号                     
所在地  

国内における代表者氏名               印 
 
１ 許可年月日 
２ 取引参加者となっている金融商品取引所 
３ 当期の業務概要 
４ 取引所取引業務の体制整備の状況 
５ 株主総会決議事項の要旨 
６ 役員等及び使用人の状況 
   役員等及び使用人の総数 

    
役 員 等 

うち国内 
使 用 人 

うち国内 
計 

総   数 名 名 名 名 名 

 
   役員等の状況 

役 職 名 氏名又は名称 住         所 
   

 
７ 本店の状況 

名 称 所  在  地 役員及び使用人 
  

名 
（うち取引所取引業務  名） 

 
８ 取引所取引店の状況 

名 称 所  在  地 役員及び使用人 
  

名 
（うち取引所取引業務  名） 

計      店  計      名 

 
９ 国内の事務所その他の施設の状況 
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名 称 所  在  地 役員及び使用人 

  名 

計        店  計     名 

 
10 株主の状況 

氏名又は名称 住所又は所在地 割合 
 
 
そ の 他
（      名） 

 ％ 

計        名  100.00％ 

 
11 業務の状況 
  有価証券の売買の状況                    （単位：千株、百万円） 

区    分 委 託 自 己 計 

株数    株券 

金額    

国債証券    

地方債証券    

特殊債券    

社債券    

債券 

計    

上場証券投資信託    

新株予約権証券    

その他    

その他 

計    

 
   市場デリバティブ取引の状況                    （単位：百万円） 

区    分 委 託 自 己 計 

先物取引    
株券に係る取引 

オプション取引    

先物取引    
債券に係る取引 

オプション取引    
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（注意事項） 
１ 会員等となっている金融商品取引所 
当期末現在において会員等となっている金融商品取引所の名称又は商号を記載すること。 
また、会員資格、取引参加資格等に種類がある場合には、その種類を記載すること。なお、
当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。 
２ 当期の業務概要 
当期における事業活動に関する概況、事業成績の概況その他事業成績に影響を及ぼした重要
事項の概要を記載すること。 
３ 取引所取引業務の体制整備の状況 
当期において実施した我が国の金融商品取引法令に関する知識を習得するための研修の状況、
取引所取引業務の人員配置の状況を記載すること。 
４ 株主総会決議事項の要旨 
当期に係る定時及び臨時株主総会の開催年月日及び決議事項の要旨を簡潔に記載すること
（取引所取引業務に関するものに限る。）。 
５ 役員等及び使用人の状況 
  役員等及び使用人の状況 
当期末現在における役員等及び使用人について記載すること。 

  役員等の状況 
当期末現在における取締役、監査役等、第221条第５号に規定する「役員等」について記
載し、取引所取引業務を担当する役員等を注記すること。なお、住所については国内におけ
る代表者について記載すること。 

６ 本店の状況 
当期末現在における本店について記載すること。なお、当期中において、本店の名称若しく
は所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。 
７ 取引所取引店の状況 
当期末現在におけるすべての取引所取引店について記載すること。なお、当期中において、
取引所取引店の設置若しくは廃止があった場合又は取引所取引店の名称若しくは所在地に変
更があった場合には、その旨を注記すること。 
８ 国内の事務所その他の施設の状況 
当期末現在におけるすべての国内の事務所その他の施設について記載すること。なお、当期
中において、国内の事務所その他の施設の設置若しくは廃止があった場合又は国内の事務所
その他の施設の名称若しくは所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。 
９ 株主の状況 
当期末現在における上位 10 位までの株主及びその他の株主について記載すること。なお、
「割合」の欄には、小数点以下第３位以下を切り捨て、小数点以下第２位まで記載すること。 
10 業務の状況 
当期における取引所取引業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入すること。 
  有価証券の売買の状況 
イ 有価証券の売買株数及び売買金額（デリバティブ取引に係るものを除く。）を約定基
準により記載すること。 
ロ 「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同項
第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第 11 号に掲げる投資証券をいう。）
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に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げ
る有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「新
株予約権証券」の欄には同項第８号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券及び同項
第９号に掲げる新株予約権証券に係るものを記載し、同項第 17 号に掲げる有価証券に係
るものは、これらに準じて記載すること。 
ハ 外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易
法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規
定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るもの
は、株券、債券（社債券、計）その他それぞれに相当するものに合算し、上段に内書
（括弧書）として記載すること。 
ニ 「上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 12 条第
２号に掲げる証券投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

  市場デリバティブ取引の状況 
イ 「先物取引」の欄には、法第２条第 21 項第１号及び第２号に掲げる取引に係る取引
契約金額（想定元本ベース。ロにおいて同じ。）を記載すること。 
ロ 「オプション取引」の欄には、法第２条第 21 項第３号に掲げる取引に係る取引契約
金額を記載すること。 
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別紙様式第二十号（第二百三十六条、第二百三十九条関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

（第１面） 
 

適格機関投資家等特例業務に関する届出書 
 

年  月  日 
財 務（支）局 長  殿 

       
届出者 住所又は所在地 

電話番号 （    ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名            印 
（法人にあっては、代表者の役職氏名） 
 

 金融商品取引法第 63条第２項の規定により、以下のとおり届け出ます。 
 

１  個 人 ２  法 人 

（ふりがな）  

商号又は名称  

（ふりがな）  

氏    名  

法人であるときは、資本

金の額又は出資の総額 
 

法人であるときは、役員

の氏名又は名称 
別添１のとおり 

適格機関投資家等特例業

務に関し、法令等を遵守

させるための指導に関す

る業務を統括する使用人

及び第 237 条第１項に規

定する使用人の氏名 

別添２のとおり 

適格機関投資家等特例業

務に関し、運用を行う部

門を統括する使用人及び

第 237 条第２項に規定す

別添３のとおり 
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（注意事項） 
「１ 個人 ２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 
 

る使用人の氏名 

業務の種別 別添４のとおり 

主たる営業所又は事務所
の名称及び所在地 

別添５のとおり 

他に行っている事業の種
類 

別添６のとおり 

第 238 条に定める事項 別添７のとおり 
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  （第２面） 

（別添１：役員の氏名又は名称） 

          商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏 名 又 は 名 称 役 職 名 
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  （第３面） 

（別添２：適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括す

る使用人及び第237条第１項に規定する使用人の氏名） 

商号、名称又は氏名 

                            （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役 職 名 
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  （第４面） 

（別添３：適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する使用人及び第237条第２項

に規定する使用人の氏名） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏      名 役 職 名 
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（第５面） 

（別添４：業務の種別） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

業務の種別 

１ 法第63条第１項第１号に掲げる行為に係る業務 

２ 法第63条第１項第２号に掲げる行為に係る業務 

（注意事項） 
行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 
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（第６面） 

（別添５：主たる営業所又は事務所の名称及び所在地） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

名    称 所   在   地 
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（第７面） 

（別添６：他に行っている事業の種類） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

他に行っている事業の種類 
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（第８面） 

（別添７：第238条に定める事項） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

第238条に定める事項 

法第194条の６第３項各号に掲げる行為を業として行う場合はその旨を記載すること。 
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別紙様式第二十一号（第二百四十四条関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

 
金融商品取引業者等が行う適格機関投資家等特例業務に関する届出書 

 
年  月  日 

財 務（支）局 長  殿 
       

                       届出者 登録番号  財務（支）局長 第   号 

                           住所又は所在地 

 

                           商  号 

                           又は名称 

                           氏  名              印 

                          （法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 

金融商品取引法第63条の３第１項の規定により、以下のとおり届け出ます。 

 

業務の種別 

１ 法第63条第１項第１号に掲げる行為に係る業務 

２ 法第63条第１項第２号に掲げる行為に係る業務 

（注意事項） 
 行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 
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別紙様式第二十二号（第二百四十九条、第二百八十九条関係） 

 

外 務 員 登 録 申 請 書 

 

        殿 

 

 

 

 

 

申 請 年 月 日  代表者印 

商号、名称又は氏名  

申

請

者 代表者の役職氏名  

 

外務員の登録を受けたいので、金融商品取引法第64条第3項の規定により登録を申請します。 

ふりがな 性  別 １ 男 ２ 女 
氏   名 

 生年月日 年  月  日 
外

務

員 
役員又は使用人

の別 

１ 役員   ２．使用人   

外務員の職務を行ったことの有無及び期間 １ 有                 ２ 無 

自 至 所属していた金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の名称 

   

   

   

   

（注意事項） 

１ 複数の外務員の登録に係る申請を同時に行おうとするときは、一覧表形式で申請書を作成す

ることができる。 

２ 登録を行おうとする外務員に係る金融商品仲介業を行ったことの有無及びその期間並びに金

融商品取引業を行ったことの有無及びその期間については、外務員の職務に係る記載欄を利用

して記載すること。 

 

収 入 印 紙 

消印しないこと 
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別紙様式第二十三号（第二百五十二条第一項、第二百九十二条第一項関係） 

 

外 務 員 変 更 届 出 書 

 

        殿 

 

 

申 請 年 月 日  代表者印 

商号、名称又は氏名  

申

請

者 代表者の役職氏名  

 

登録を受けた外務員に変更が生じましたので、金融商品取引法第64条の４の規定により届け出ます。 

変 更 前 変 更 後 

（ふりがな） 

外務員氏名 

役員又は 

使用人の別 
生年月日 

（ふりがな） 

外務員氏名 

役員又は 

使用人の別 

変更年月日 

（    ） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

月  日 

（ふりがな） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

月  日 

（    ） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

月  日 

（ふりがな） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

月  日 

（    ） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

 月  日 

（ふりがな） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

 月  日 

（    ） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

月  日 

（ふりがな） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

月  日 

（    ） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

 月  日 

（ふりがな） 

 

１ 役員 

２ 使用人 

 年 

 月  日 
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別紙様式第二十四号（第二百五十七条、第二百六十三条第一項関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

（第１面） 
 

（注意事項） 
１ 印影は、印鑑届をしている印章により押印することとするが、やむを得ない事由があるとき
は署名によることができる。 
２ 押印した印章に係る印鑑証明書を添付すること（署名の場合を除く。）。 
３ 外国法人については、本店等の住所として国内における本店等の住所を記載するとともに、
本店の住所を（ ）書きで併せて記載すること。 
  また、「代表者の役職・氏名」としては「日本における代表者の役職・氏名」を記載するこ
と。 
 
 
 
 
 

年  月  日 

   財務（支）局長 殿 
       
         申請者    住所又は所在地 

電話番号 （    ）  － 

                商号又は名称 
                氏名                    印 
               （法人にあっては、代表者の役職氏名） 
           
 

登 録 申 請 書 
 

 金融商品取引法第 66条の２の規定により同法第 66条の登録を申請します。 
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 
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（第２面） 

＊ 登 録 番 号 財務（支）局長 （金仲）第  号（  年  月  日） 

１  法 人 ・ 個 人 の 別 法     人 個     人 

 （ ふ り が な ）  

２ 商 号 又 は 名 称  

 （ ふ り が な ）  

３ 氏       名  

４ 役員の氏名又は名称 別添１のとおり 

５  金融商品仲介業を行う営業

所又は事務所の名称及び所

在地 

 

別添２のとおり 

６  所属金融商品取引業者等の

商号又は名称 
別添３のとおり 

７  他に行っている事業の種類 
別添４のとおり 

８  個人の登録申請者の兼職状

況 
別添５のとおり 

９  法人の登録申請者の役員の

兼職又は兼業状況 別添６のとおり 

10  登録申請者の事故による損

失の補てんを行う所属金融

商品取引業者等の商号又は

名称 

別添７のとおり 

（注意事項） 
１ 「＊登録番号」には、記載しないこと。 
２ 「１ 法人・個人の別」は、該当するものに○印を付けること。 
３ 「２ 商号又は名称」、「３ 氏名」「４ 役員の氏名」 
イ 法人は商号又は名称を「２ 商号又は名称」に記載し、個人は氏名を「３ 氏名」に記載す
ること。 
ロ 個人は「２．商号又は名称」に、商号登記をしている場合はその商号を、商号登記をしてい
ない場合は屋号等の名称を記載することができる。 
ハ 外国人においては、外国人登録証明書等に記載された通称名がある場合は、「３ 氏名」に
（ ）書きで併せて記載することができる。 
ニ 申請者が個人である場合は、「４ 役員の氏名」への記載は省略すること。 
４ 「５ 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地」には、本店等及びその他
の営業所又は事務所をそれぞれ区分して記載すること。 
５ 「６ 所属金融商品取引業者等の商号又は名称」には、当該所属金融商品取引業者等の登録
番号を併せて記載すること。 
６ 「10 登録申請者の事故による損失補てんを行う金融商品取引業者等の商号又は名称」には、
所属金融商品取引業者等が複数ある場合のみ記載すること。 
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  （第３面） 

（別添１：役員の氏名又は名称）          

商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
氏名又は名称 役 職 名 
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（第４面） 

（別添２：金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地） 

                      商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

名    称 所   在   地 

(本 店 等)  

(その他の営業所又は事務所)  

(その他の営業所又は事務所)  

(その他の営業所又は事務所)  

（注意事項） 
その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所については、別添２－２に記載す
ること。 
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（第４－２面） 

（別添２－２：金融商品仲介業を行う営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所の状況） 

                      商号又は名称 

（   年 月 日現在） 

無人の営業所又は事務所を統括する本店その他の営業所又は事

務所 財務局等名 

名  称 所 在 地 

無人の営業所又

は事務所の数 

    

   計    店 

（注意事項） 

無人の営業所又は事務所の数は、無人の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局等（財

務局又は福岡財務支局をいう。）ごとに記載すること。 
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（第５面） 

（別添３：所属金融商品取引業者等の商号又は名称） 

                      商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

(登録番号) 商号又は名称 
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（第６面） 

（別添４：他に行っている事業の種類） 

                      商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

他に行っている事業の種類 
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（第７面） 

（別添５：個人の登録申請者の兼職状況） 

                      商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

常務に従事している他の会社の商号又は名称及び事業の種類 
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（第８面） 

（別添６：法人の登録申請者の役員の兼職又は兼業状況） 

                      商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

（ふ り が な） 
役  員  の  氏  名 

常務に従事している他の会社の商号若しくは名称及び事業の

種類又は他に行っている事業の種類 
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（第９面） 

（別添７：登録申請者の事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称） 

                      商号又は名称 

                           （  年  月  日現在） 

登録申請者の事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称 
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別紙様式第二十五号（第二百六十五条関係） 
 

 
 
 

 
金融商品仲介業者登録票 

金 融 商 品 仲 介 業 

登録番号  財務（支）局長（金仲）第      号 

 

（金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名） 

 

所属金融商品取引業者等 （所属金融商品取引業者等の商号又は名称） 

 

20 
〔５〕 

cm 
以 
上 

30〔７〕cm以上 

（注意事項）〔 〕内は、営業所又は事務所が無人の端末である場合の大きさとする。 
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別紙様式第二十六号（第二百八十四条第一項関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

                        年  月  日から 
金融商品仲介業に関する報告書 

                        年  月  日まで 
年  月  日提出 

 

( ふ り が な）  
商号又は名称 印 

( ふ り が な）  
代表者氏名 印 

代表者の役職 
（法人の場合）  

本 店 等 の 所 在 地  

※ 法人・個人の別 【 法 人 ・ 個 人 】 
 
１ 登録年月日及び登録番号 
    年  月  日（   財務（支）局長（金仲）第   号） 

 
２ 所属金融商品取引業者等 
 委託契約 

年月日 
金融商品取引業者等名 

金融商品取引業者等の 
登録番号 

①    
②    

 
３ 役員及び使用人の状況 

   
役   員 

うち非常勤 
使 用 人 計 

総   数 名 名 名 名 
  うち外務員     

 
４ 金融商品仲介業に係る口座の状況 

 
５ 媒介手数料の状況                           （単位：千円） 

所属金融商品 
取引業者等名 媒介手数料 その他受入手数料 計 

①    
②    

 

口      座      数 
所属金融商品 
取引業者等名 前 期 末 当 期 末 増 減 

うち期中に媒介を
行った口座数 

①     
②     
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（注意事項） 
１ 登録年月日及び登録番号 
当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。 

２ 所属金融商品取引業者等 
当期末現在において委託を受けている所属金融商品取引業者等との委託契約年月日、その

商号又は名称及び登録番号を記載すること（複数の所属金融商品取引業者等が存在する場合、
適宜記載欄を設けて記載すること。）。なお、当期中において変更があった場合には、その
旨を注記すること。 
３ 役員及び使用人の状況 

当期末現在における役員及び使用人について記載すること。なお、個人の場合の代表者は、
役員欄に記載すること。 
４ 金融商品仲介業に係る口座の状況 
金融商品仲介業に係る口座数について、前期末、当期末、期中増減、期中に金融商品仲介業
として媒介行為を行った口座数を記載すること。 
なお、「うち期中に媒介を行った口座数」の欄には、約定に至ったか否かに関わらず、期中
に金融商品仲介業者を通じて注文を発注した顧客数を記載することとする。 
５ 媒介手数料等の状況 
「媒介手数料」の欄には、事業年度中に所属金融商品取引業者等から得た媒介手数料の金
額を記載すること。また、「その他受入手数料」の欄には、事業年度中に所属金融商品取引
業者等から得た金融商品仲介業務に係る手数料のうち、媒介手数料以外の手数料の金額を記
載すること。なお、両者の区分が困難である場合は、その旨を欄外に明記した上で、「媒介
手数料」の欄に一括して記載すること。 

 
 
 

-735-



金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
七
十
二
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
金
融
機
関
の
証
券
業
務
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
適
用
）

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た

第
一
条

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い

め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
日

等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定

本
郵
政
公
社
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

に
よ
り
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
金
融
機
関
の
証
券
業

総
理
府

閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第

号
）
の
規
定
中
「
。
）
第
二
条
に
」

務
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年

令
第
三
十
五
号
）
の
規
定
中
「
第

大
蔵
省

と
あ
る
の
は
「
。
）
第
二
条
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証

六
十
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
（
日
本
郵

券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法

政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
」
と
、
「
法
第
二
条
第
十
一
項
に
」
と
あ
る
の
は
「

五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

法
第
二
条
第
十
一
項
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募

、
「
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項
（

集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
七

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
」
と
、
「
第
六
十

め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
り

四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
第
一
項
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項

券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務

」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
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含
む
。
）
」
と
、
「
使
用
人
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
人
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る

特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業

含
む
。
）
」
と
、
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
第
二

務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

項
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等

を
含
む
。
）
」
と
、
「
第
三
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
二
（

の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
第
二
条
第
八
項
」
と

の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

あ
る
の
は
「
第
二
条
第
八
項
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
第
三
十
三
条
の
五
第
二
項
」
と
あ

証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す

る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
五
第
二
項
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の

る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関

、
「
第
六
十
五
条
の
二
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
第
九
項
（

す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た

、
「
第
三
十
九
条
第
三
項
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
第
三
項
（
日
本
郵
政

め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
り

公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
」
と
、
「
第
六
十
四
条
第
三
項
の
」
と
あ
る
の
は
「

第
六
十
四
条
第
三
項
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募

集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
」
と
、
「
第
六
十

六
条
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
（
日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資

信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た
め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
登
録
」
と
す
る
。

（
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
適
用
）

-737-



（
削
る
）

第
二
条

前
条
の
場
合
に
お
け
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
六
十
号
）
第
四
条
第
十
一
号
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
「
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項
（

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
証
券
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
の
た

め
の
日
本
郵
政
公
社
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
六
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
と
す
る
。

-738-


